
 

 

 

 

 
国立研究開発法人海洋研究開発機構の 

令和２年度における業務の実績に関する評価 

 

 

 
令和３年 

文 部 科 学 大 臣 

  



 

 

国立研究開発法人海洋研究開発機構 年度評価 目次 

 

２－１－１    評価の概要             ・・・ｐ１ 

２－１－２    総合評定             ・・・ｐ２ 

２－１－３    項目別評定総括表            ・・・ｐ７ 

２－１－４－１  項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）     ・・・ｐ８ 

項目別評価調書 No.Ⅰ―１ 海洋科学技術に関する基盤的研究開発の推進      ・・・ｐ８ 

項目別評価調書 No.Ⅰ―２ 海洋科学技術における中核的機関の形成      ・・・ｐ89 

２－１－４－２  項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） ・・・ｐ124 

項目別評価調書 No.Ⅱ   業務運営の改善及び効率化に関する事項      ・・・ｐ124 

項目別評価調書 No.Ⅲ   財務内容の改善に関する事項        ・・・ｐ144 

項目別評価調書 No.Ⅳ   その他業務運営に関する重要事項       ・・・ｐ150 

別添       中長期目標・中長期計画・年度計画          ・・・ｐ158 

 

 

 
  



1 

 

２－１－１ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 年度評価 評価の概要 

 

１．評価対象に関する事項 

法人名 国立研究開発法人海洋研究開発機構 

評価対象事業年度 年度評価 令和２年度 

中長期目標期間 令和元年度～令和７年度（第４期） 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 文部科学大臣 

 法人所管部局 研究開発局 担当課、責任者 海洋地球課、大土井智 

 評価点検部局 科学技術・学術政策局 担当課、責任者 企画評価課評価・研究開発法人支援室、佐野多紀子 

 

３．評価の実施に関する事項 

令和２年度の業務実績の評価に当たっては、文部科学省国立研究開発法人審議会海洋研究開発機構部会（以下「部会」という。）を３回実施し、以下の手続等を実施した。 

 

令和３年６月 30日 部会（第 23回）を開催し、今年度の部会における業務実績評価等の進め方について審議するとともに、国立研究開発法人海洋研究開発機構（以下「機構」という。）による自己評価結果（全

体概要、研究開発及び技術開発に係る基盤の整備及び運用並びに技術開発に関する事項、経営管理に係る事項等）について、理事長及び担当理事からヒアリングを実施し、委員からの意見を聴取した。 

令和３年７月６日 部会（第 24回）を開催し、機構の自己評価結果（研究開発に係る事項等）について、担当理事からヒアリングを実施し、委員からの意見を聴取した。 

令和３年７月 28日 部会（第 25回）を開催し、主務大臣の評価書（案）に対し、委員から科学的知見に基づく助言を受けた。 

令和３年８月４日  文部科学省国立研究開発法人審議会総会（第 21回）において、委員から、主務大臣による評価を実施するに当たっての科学的知見等に基づく助言を受けた。 

 

４．その他評価に関する重要事項 

令和３年３月１日  第４期中長期目標変更指示 

令和３年３月 26日 第４期中長期計画変更認可 

  



2 

 

２－１－２ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 年度評価 総合評定 

 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，

Ｄ） 

Ｂ 令和元年

度 

令和２年

度 

令和３年

度 

令和４年

度 

令和５年

度 

令和６年

度 

令和７年

度 

Ａ Ｂ      

評定に至った理由 法人全体に対する評価に示すとおり、国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研

究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされているため。 

なお、研究開発成果の創出の観点では自己評価のＡ評定は妥当であると考えられるが、法人全体の信用を失墜させる事象が発生しており、組織全体のマネジメントの改善が求められ

ることから、Ｂ評定とした。 

 

２．法人全体に対する評価 

○各項目において、多岐にわたる重要な研究開発テーマが実施されており、その研究開発には明確な進捗が見られる。国内外における他の研究機関と比較しても学術的に評価の高い研究成果を多数上げており、

派生するアウトカムの一部については中長期計画の２年目において既に目標到達が見通せる項目も存在する。加えて各研究分野においても研究者一人当たりの論文掲載数が伸びており、論文被引用回数からも、

世界的に見てその研究水準の高さが認められる。定性的にも定量的にも顕著な成果を上げていると評価できる。特に、「挑戦的・独創的な研究開発の推進」において、世界をリードする発見やパラダイムシフトを

引き起こし得る新仮説の提唱など顕著な学術成果が継続的に創出され、当該分野において多大な貢献をしている点は高く評価できる。 

○新型コロナウイルス感染症が拡大する中で、船舶の運用、特に共同利用による航海の実施は非常に厳しい状況にあったと考えられるが、感染予防対策の徹底や調査年次計画の再構築などによって影響を最小限

に抑え、困難な状況下においても研究開発成果の最大化に資する適切な対応が図られたことは高く評価できる。 

○一方で、組織運営管理面では、長期間にわたる契約における監督及び完了検査の不適正な実施と、深刻な情報セキュリティインシデントの発生といった、法人全体の信用を失墜させる事象が発生している。 

○CO2センサー搭載型漂流ブイの製作に係る不適切な事案については、平成 28年度から令和元年度までの４年間に機構が締結した当該ブイの製作契約において、監督及び完了検査が適正に行われていなかったこ

とが令和元年度に判明し、機構内の調査等を経て、令和２年 11月に会計検査院の令和元年度決算検査報告において不当事項として指摘された。本事案は令和元年度以前の事案であるが、これまでの評価に反映さ

れていなかったため、全体の概要が明らかになった令和２年度の業務実績の評価に反映させることとした。 

○本事案の主要因は職員のコンプライアンス意識の不足によるものと言えるが、それが長年見過ごされており、外部組織（契約先）の不手際が発覚した際に初めて検知されたものである。これは、少なくともこ

の期間中、機構のマネジメントが不適切であり、内部統制、リスクマネジメントが機能していなかったものと認められる。本事案は法人全体の信用を失墜させるものであり、理事長のリーダーシップによる組織

マネジメントの改革が急務である。 

○情報セキュリティインシデントについては、令和３年３月に、機構のネットワークシステムへの不正アクセスが発生し、機構役職員等の個人情報が流出する事態が生じた。さらに、本インシデントにより外部

とのネットワークを遮断したこと等によって、機構内外の研究活動等に多大な影響が生じた。特に機構から他の研究機関や行政機関へ情報提供を行うデータ公開サービス等が停止し、本来の業務が果たせなくな

ったことは、機構の信用を失墜させるものである。不正アクセスの原因については調査中であるが、一方で、機構は第三者機関の情報セキュリティに関する監査により指摘された事項の一部に対応できていなか

ったことが判明している。現時点ではこれらの関連性は不明であるが、機構は、海底地形などの経済安全保障にも関わる情報を保有しているため、情報セキュリティに関しては格段の対策が求められる。全体被

害状況の把握と原因究明に加え、早期復旧とリスクマネジメントも含めた再発防止に向けた対策を講じていくことが求められる。 
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３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

○海洋電磁探査など機構が開発した優れた資源探査・開発技術について、産業利用を進めるための課題を分析し、研究と産業を結び付ける方策を探る必要がある。経済性や効率性を勘案しながら民間への技術移転

を促進すること、併せて当該技術を更に発展させオンリーワンの海洋観測技術として先鋭化し、外部資金の獲得等に活用する方向性についても検討を進めていくことが望まれる。既に、国内外の研究機関や民間企

業との共同研究は推進されているが、民間企業からの受託費を伴う共同研究の更なる増加が期待される。(p29参照) 

○生物資源、深海環境ゲノムデータベース等のバイオリソース提供事業については、適切に運営され強化も図られているものと考えられる。この事業はアウトカムの達成がユーザーに依存する部分が大きく、必ず

しも努力に応じて目立った成果が短期的に創出されるものではないが、引き続き新たな分野・ユーザーの開拓（市場調査）等の方策を模索するとともに、具体的な進捗についても示すことが望まれる。また、民間

企業との共同研究を通じてより利便性の高いデータベースの構築に向けて検証を進めたとのことであるが、その結果についても明らかにする必要がある。（p29参照） 

○DAS観測の地震観測以外への適用可能性については、期待される成果の具体像を描くことが求められる。さらに、適用範囲は一般的な海洋観測項目だけでなく、海底鉱物資源開発や二酸化炭素回収貯留技術（CCS）

の各種モニタリング手法としても期待されることから、幅広い分野への技術提供につなげられる仕組みを構築することが望まれる。（p35-36参照） 

○主に海域における火山活動に関する基礎研究を強化する必要がある。現在は観測が中心であるが、物質科学の観点も必要である。（p36参照） 

○数理科学的手法に関し、依然として伝統的なモデル駆動型アプローチが主流のようであるが、データ駆動型アプローチとの融合による、独創的な手法の開発が期待される。（p54参照） 

○完成形の「四次元仮想地球」に対する現在の進捗状況（完成度）を可視化することで、機構内外のモチベーション向上、潜在的な付加価値の発掘に資する情報発信のツールとして活用できると期待される。労力・

コストを勘案しつつ、検討していくことが望まれる。（p54-55参照） 

○柔軟かつ自由な発想に基づく挑戦的・独創的研究が行われていることから「初」の成果となることが多いが、ハイインパクトな学術誌に論文発表を行ったという事実に加えて、当該成果の内容、その学術的・社

会的意義や潜在的な波及効果、個々の発見や成果がその後どのようなテーマへとつながっていくのかといった展望などをより具体的にわかりやすく伝えることについても、今後更なる取組に期待する。また、産業

化への道筋をどのように考えているかについても示すことが望まれる。（p63参照） 

○新青丸での「かいこう」のランチャーレス運用に関しては、機構の海洋調査プラットフォームとして供用開始後の効果を客観的に評価することも検討し、長期的な成果のエビデンスとして提示できるように努め

ることが必要である。（p74参照） 

○研究船、水中ドローン、海上観測機器など複合的な観測システム構築の検討を行っているが、北極域研究船という新たな船舶の建造も開始されたことに伴い、人材、時間配分など、海洋調査プラットフォームに

係る先端的基盤技術開発の全体像を把握・調整するマネジメントの強化が求められる。（p74-75参照） 

○広報活動においてリモート会見を有効に活用しているが、リアル会見の意義や訴求力は大きく、会見は取材やリモート対応と限定せず、それぞれの良さを生かすように工夫をしていくことが求められる。（p95参

照） 

○今後の発展を考える上で、機構は人材の育成・多様性の確保、船舶の運営資金調達など複数の大きな課題を抱えている。理事長がリーダーシップを発揮し、これらの課題を把握するとともに、機構内において、

機構の将来を見据えて更なる議論、分析を行い、具体策を実施していくことが求められる。（p126参照） 

○CO2 センサー搭載型漂流ブイの製作に係る不適切な事案については、国費が投入される中核組織として、組織全体のマネジメントの改革と再発防止策を徹底することが必要である。本事案は、検収体制の脆弱性

に由来する部分が大きく、これは機構内の人員配置が現実に即していない等の不適切な資源配分が要因と考えられる。その点を勘案し業務の合理化と効率化の在り方の再検討が求められる。（p128-129、p135参照） 

○リモートで業務を実施するに当たり、不正アクセスへのリスク管理を検討する必要がある。また、「現場」の重要度が高い組織でもあるので、今後どのようにリアルとリモートを組み合わせていくかを検討し、

改革を重ねていくことが求められる。（p135参照） 

○特許収入などが、研究成果を上げているにもかかわらず伸びていない印象を受ける。分析と対応が必要ではないかと考えられる。（p145-146参照） 
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○情報セキュリティインデントの再発防止のために、今後、全体被害状況の把握と原因究明並びに早期復旧に加え、情報セキュリティシステム基盤の更なる整備、機構全体における研修の強化など、再発防止に向

けた対策を講じていくことが求められる。（p152参照） 

○機構は世界的にも注目される研究拠点であることを踏まえ、外国人研究者の割合を増加させて人材の多様性を確保し、よりインターナショナルな組織として発展させることが望まれる。女性研究者の増加につい

ても、国内だけでなく海外からも積極的に採用するための策を講じる必要がある。（p152参照） 

 

４．その他事項 

研究開発に関する審議

会の主な意見 

＜「研究成果の最大化」に向けた法人全体の評価について＞ 

○「挑戦的・独創的な研究開発の推進」において、現在進行中の研究開発テーマのより一層の深掘りを期待するとともに、新たなテーマの発掘など中長期の見通しも検討を進めておくこ

とが重要と考える。 

○多様性に富んだ研究が高いレベルで実施されており、今後は、機構の成果が国内外の研究機関や民間企業で活用されること、それにより自己収入の増加につながることが期待される。 

○研究進捗について、計画通りまたは計画以上の成果が得られたところだけではなく、計画通りに進まず研究計画の見直しをした内容も今後の計画を立案するに当たり重要な情報であ

る。それにどのように対策を講じたかを明示するとともに、計画通りでなかったものの適切に計画変更できた場合はそれを評価していくことが結果として研究開発の推進につながると考

えられる。 

○CO2センサー搭載型漂流ブイの製作に係る不適切な事案について 

・研究機関として、また研究そのものの信頼を損なうものであり、再発防止を徹底するべきである。 

・長い期間継続しており、組織に内在する構造的な問題があるのではないか。外部の目も入れて原因や背景を分析した上で、対策を講じる必要がある。 

・当初、法人としての自発的な報告は不十分な印象を受けた。機構の運営に関わる重要な案件にもかかわらず、最初のステップとして自ら行うべき事実関係の確認においても、依頼され

るまで時系列を明示した資料が提出されないなど、事案発生後の対応も改善する必要がある。 

・一人の職員が検査する件数が非常に多く、キャパシティーを超えていたとの説明があったが、そうした点を放置せずにどこに問題があるのかを探り、対策を講じる必要がある。時代の

変化に応じて見直すというマネジメント改革が求められる。 

○情報セキュリティインシデントについて 

・発生後の対応に時間を要しており、他研究機関とのデータ共有や研究の基本となる論文の照会ができない期間が継続していることは深刻な問題である。その損失を認識した上で、迅速

な対応が求められる。組織として ITシステムや関連する人材への投資を増やす必要があるのではないかと考えられる。数理科学的手法により研究を強化しようとしているのでこの点は

特に重要である。 

・今後、外部研究機関とのインターネット上のやりとりなども活発化する中で、海外から標的にされる可能性も高く、今後はなお一層のセキュリティの確保が必要である。 

・情報セキュリティインシデントは、外部公開データベースに依存する他の研究部門の業務にも多大な影響を及ぼすと懸念される。影響を受けた業務に対する評価をどのように考えるの

か、次年度以降の中長期計画・年度計画の見直し、自己評価に向けて検討を行うことが必要である。 

 

＜理事長のリーダーシップ・マネジメントについて＞ 

○機構は我が国を代表する海洋分野の研究機関である。令和２年度も優れた研究成果を上げており、更なる飛躍が期待される。一方、我が国を代表する機関であるからこそ、将来を見据

えた明確なビジョンを内外に示す必要がある。このことは、多様性のある優秀な人材の確保にも極めて有効と考える。また、機構が持つ船舶を最大限有効に活用する必要があり、関係機

関とも連携しつつ、船舶の運用に関わる中長期的な方針を議論し、機構内外に示すことが必要である。 
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○観測機器の調達・納入に関連した不適切な手続きの事例や情報セキュリティインシデントなどは、機構が組織として見過ごしてきたチェック体制の不備によるところが大きい。特に調

達・納入に係る不適切な手続きでは、「納品物のデータ偽装を見抜けなかったことが問題」ではなく「データ偽装が無くても十分深刻な問題」という意識の欠落を思わせる説明内容や経

過報告がなされていた。個々の職員・担当者の責任問題や交付金削減の余波という話に終わらせることなく、理事長のリーダーシップをもってマネジメント側の意識改革に努めるととも

に、資源配分の大胆な見直し等を断行し、過度な業務負担の軽減を含めた真の意味での効率化に資する取組を進めていただきたい。 

○CO2センサー搭載型漂流ブイの製作に係る不適切な事案に対して、理事長はより一層の危機感を持って対応することが必要である。組織全体の検査体制の点検、コンプライアンスの徹

底、再発防止に取り組んでいただきたい。 

○今後、北極域研究船のような大型プロジェクトも始まり、研究のテーマも種類も多岐にわたる。現場の声を聴きながら、時代の変化にふさわしいマネジメント改革を行う必要がある。 

○機構では幅広い分野の研究開発を行っているため、理事長に対して、各部門から具体的な成果や今後実施したい内容等を報告するとともに、外部の学会、業界、政府、海外研究所など

から有識者を集めて経営に関して経営諮問会議で意見を聴くなどして、機構内外の情報を集め、整理し、それを理事長メッセージとして所内に周知するなど、理事長の統括の方法を明確

にして実行する必要がある。 

監事の主な意見 ○新型コロナウイルス感染症が拡大する中において、地球シミュレータの更新、北極域研究船建造費の獲得、研究船の運用、多くの研究成果の創出など、着実な成果が創出された。 

○CO2センサー搭載型漂流ブイに係る不当事案が発生した。これに対し、調達における規程・規則の検討、見直しを実施し、特に検査に対応する全職員を対象に検査員に必要な知識の再

確認を実施し、適正な検査・検収につなげている。さらに、開発要素を含む契約のあり方については、外部有識者をアドバイザーとした検討会で検討し、令和４年度からの施行を目指し

た制度化の目処を立てたことは、今後の適切な開発機器調達につながるものと考える。本件を教訓に、職制で責任を取る体制を強化するよう制度を変更し、監視も強化していく。 

○情報セキュリティインシデントについては、現在、原因を調査している段階であるが、原因究明が終わり、対策を講じる際は、しっかり対応していくように要望した。 

○上記事案の背景には慢性的な資源の不足があると考える。機構の予算構造は研究船や大型施設運用のための固定費に占める割合が大きく、予算削減の影響はこれらの固定費及び人件費

を除く残りの部分への負担が大きい。機構の戦略的資源配分については今後も監査において注視したいと考える。 

※評定区分は以下のとおりとする。（「文部科学省所管の独立行政法人の評価に関する基準（平成 27 年 6 月 30日文部科学大臣決定、平成 29 年 4 月 1 日一部改定、以降「旧評価基準」とする）」p28） 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な成

果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果の

創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、

着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層の

工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な見

直しを含め特段の工夫、改善等を求める。 
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２－１－３ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 年度評価 項目別評定総括表 

 

中長期目標 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 

 中長期目標 年度評価 項目別

調書№ 

備考 

 令

和

元

年

度 

令

和

２

年

度 

令

和

３

年

度 

令

和

４

年

度 

令

和

５

年

度 

令

和

６

年

度 

令 

和 

７ 

年 

度 

  令

和

元

年

度 

令

和

２

年

度 

令

和

３

年

度 

令

和

４

年

度 

令

和

５

年

度 

令

和

６

年

度 

令

和

７

年

度 

Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  Ⅰ．研究開発の成果の最大化その他の業務の質の向上に関する事項  

 １．海洋科学技術に関する基

盤的研究開発の推進 

Ａ

重 

Ａ

重 
     Ⅰ－１  

  ２．海洋科学技術における中

核的機関の形成 
Ａ Ａ 

     
Ⅰ－２ 

 

 （１）地球環境の状況把

握と変動予測のための研

究開発 

(Ａ

重) 

(Ａ

重) 
       

   （１）関係機関との連携強

化による研究開発成果の社

会還元の推進等 

(Ａ

) 

(Ｂ

) 
       

（２）海洋資源の持続的

有効利用に資する研究開

発 

(Ａ

重) 

(Ａ

重) 
       

  （２）大型研究開発基盤の

供用及びデータ提供等の促

進 

(Ｂ

) 

(Ａ

) 

     

 

 

（３）海域で発生する地

震及び火山活動に関する

研究開発 

(Ａ

重) 

(Ａ

重) 
       

 Ⅱ．業務運営の改善及び効率化に

関する事項 
Ｂ

重 

Ｂ

重 

     

Ⅱ 

 

（４）数理科学的手法に

よる海洋地球情報の高度

化及び最適化に係る研究

開発 

(Ｂ

重) 

(Ａ

重) 
       

  １．適正かつ効率的なマネジ

メント体制の確立 (Ｂ

重) 

(Ｃ

重) 

       

 （５）①挑戦的・独創的

な研究開発の推進 

(Ｓ

重) 

(Ｓ

重) 
       

  ２．業務の合理化・効率化 (Ｂ

) 

(Ｂ

) 

       

 

（５）②海洋調査プラッ

トフォームに係る先端的

基盤技術開発と運用 

(Ｂ

重) 

(Ａ

重) 
       

 Ⅲ．財務内容の改善に関する事項 

Ｂ Ｂ      Ⅲ  

 
           Ⅳ．その他業務運営に関する重要

事項 
Ｂ Ｃ 

     
Ⅳ 
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※１ 重要度を「高」と設定している項目については、各評語の横に「○」を付す。 

※２ 難易度を「高」と設定している項目については、各評語に下線を引く。 

※３ 重点化の対象とした項目については、各標語の横に「重」を付す。 

※４ 「項目別調書 No.」欄には、本評価書の項目別調書 No.を記載。 

※５ 評定区分は以下のとおりとする。 

【研究開発に係る事務及び事業（Ⅰ）】（旧評価基準 p24～25） 

Ｓ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて特に顕著な

成果の創出や将来的な特別な成果の創出の期待等が認められる。 

Ａ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められる。 

Ｂ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認めら

れ、着実な業務運営がなされている。 

Ｃ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けてより一層

の工夫、改善等が期待される。 

Ｄ：国立研究開発法人の目的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動による成果、取組等について諸事情を踏まえて総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最大化」又は「適正、効果的かつ効率的な業務運営」に向けて抜本的な

見直しを含め特段の工夫、改善等が求められる。 

 

【研究開発に係る事務及び事業以外（Ⅱ以降）】（旧評価基準 p25） 

Ｓ：国立研究開発法人の活動により、中長期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上で、かつ質的に顕著な成

果が得られていると認められる場合）。 

Ａ：国立研究開発法人の活動により、中長期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。）。 

Ｂ：中長期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。 

Ｃ：中長期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。 

Ｄ：中長期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中長期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずるこ

とを命ずる必要があると認めた場合）。 

 

なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価せざるを得ない場合や、一定の条件を満たすことを目標としている場合など、業務実績を定

量的に測定し難い場合には、以下の要領で上記の評定に当てはめることも可能とする。 

Ｓ：－ 

Ａ：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。 

Ｂ：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。 

Ｃ：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。 

Ｄ：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－１ 海洋科学技術に関する基盤的研究開発の推進 

関連する政策・施策 政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題へ

の対応 

施策目標９－５ 国家戦略上重要な基幹技術の推進 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

国立研究開発法人海洋研究開発機構法第 17条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 

令和３年度行政事業レビュー番号 0306、0307、0308 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基準

値等 

令 和 元 年

度 

令 和 ２ 年

度 

令 和 ３

年度 

令 和 ４

年度 

令 和 ５

年度 

令 和 ６

年度 

令 和 ７

年度 

 令和元年度 令和２年度 令和３

年度 

令和４

年度 

令和５

年度 

令和６

年度 

令和７

年度 

(１)地球環境

の状況把握と

変動予測のた

めの研究開発 

 

 

       予算額（千円） 38,273,106 34,517,068      

論文数 ― 192本 253本      決算額（千円） 32,635,501 30,694,496      

論文被引用数 ― 10,048回

の内数 

11,481回

の内数 

     経常費用（千円） 33,312,685 32,005,920      

共同研究件数 ― 34件 32件      経常利益（千円） ▲575,951 ▲870,527      

(２)海洋資源

の持続的有効

利用に資する

研究開発 

        行政コスト（千

円） 

43,048,711 37,157,763      

論文数 ― 82本 97本      従事人員数 734 673      

論文被引用数 ― 10,048回

の内数 

11,481回

の内数 

     
 

        

共同研究件数 ― 13件 22件               

特許出願件数 ― ４件 １件               
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(３)海域で発

生する地震及

び火山活動に

関する研究開

発 

        

 

        

論文数 ― 86本 105本               

論文被引用数 ― 10,048回

の内数 

11,481回

の内数 

     
 

        

共同研究件数 ― 28件 34件               

(４)数理科学

的手法による

海洋地球情報

の高度化及び

最適化に係る

研究開発 

        

 

        

論文数 ― 86本 87本               

論文被引用数 ― 10,048回

の内数 

11,481回

の内数 

     
 

        

情報基盤利用

課題数 

― 62件 64件      
 

        

登録成果数 ― 569件 304件               

共同研究件数 ― 27件 26件               

(５ )①挑戦

的・独創的な

研究開発の推

進 

        

 

        

論文数 ― 111本 127本               

論文被引用数 ― 10,048回

の内数 

11,481回

の内数 

     
 

        

共同研究件数 ― 21件 29件               

特許出願件数 ― 11件 13件               

(５)②海洋調

査プラットフ
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ォームに係る

先端的基盤技

術開発と運用 

論文数 ― 35本 29件               

論文被引用数 ― 10,048回

の内数 

11,481回

の内数 

     
 

        

共同研究件数 ― 16件 13件               

特許出願件数 ― 12件 26件               

船舶運航日数

（所内利用及

び公募課題） 

― 1,216日

（共同利

用航海を

含む船舶

総航海日

数） 

1,004日

（共同利

用航海を

含む船舶

総航海日

数） 

     

 

        

  



11 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価軸（評価の視点）、 

指標等 

法人の業務実績等・自己評価 
主務大臣による評価 

主な業務実績等 自己評価 

  評定：Ａ 

 

「海洋科学技術に関する基盤的研究開発の推進」の

項目に関しては、年度計画等に照らして、総じて当初の

期待を上回る成果を創出したため、「Ａ」評価とする。

特に顕著なものとして以下の研究開発成果が挙げられ

る。 

 地球環境の状況把握と変動予測のための研究開発に

おいては、３種の温室効果ガス(CO2, CH4, N2O)全てを

扱う大気逆推計モデルでフラックスを解析し、メタン

の 30年変動をもたらした人間活動が、鉱業から農畜産

業へ変容した点を明らかにするなど、IPCC の活動に大

きな貢献を果たした。 

 海洋資源の持続的有効利用に資する研究開発におい

ては、最先端の窒素同位体比分析技術による北太平洋

域のアイソスケープとサケ背骨の窒素同位体比の履歴

測定を組み合わせた統計モデルによって、サケの回遊

経路推定手法を確立し、ベーリング海大陸棚で性成熟

を終えて母川に回帰することを明らかにした。 

 海域で発生する地震及び火山活動に関する研究開発

においては、南海トラフにおいて、多数の世界初の取組

を統合することで、従来に比べて桁違いに低いノイズ

レベルで海底付近での地殻変動（傾斜）の連続リアルタ

イム観測を実現した。これにより、南海トラフ浅部で進

行したゆっくりすべりの発生から収束までの過程の記

録に成功した。 

 数理科学的手法による海洋地球情報の高度化及び最

適化に係る研究開発についてはアンサンブル手法を使

った予測シミュレーションに「共変動」が無いかを解析

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

・補助評定の評価を総合的に判断した結果、評

定をＡとする。 

・地球環境の状況把握と変動予測のための研

究開発、海洋資源の持続的有効利用に資する

研究開発、海域で発生する地震及び火山活動

に関する研究開発、数理科学的手法による海

洋地球情報の高度化及び最適化に係る研究開

発、挑戦的・独創的な研究開発と先端的基盤技

術の開発が着実かつ戦略的に推進され、政策

課題への貢献や社会への貢献も認められると

ともに、中長期目標達成に向け、各部門におい

てそれぞれ国際水準に照らして科学的意義の

高い顕著な成果が創出されており、高く評価

できる。特に、「挑戦的・独創的な研究開発の

推進」において、世界をリードする発見やパラ

ダイムシフトを引き起こし得る新仮説の提唱

など顕著な学術成果が継続的に創出され、当

該分野において多大な貢献をしている点は高

く評価できる。 
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し、過去最強クラスのインド洋ダイポールモード現象

が 2019、2020年の日本の記録的暖冬に影響したことを

解明した。複雑に絡み合う相互関連性の一部を発見・解

明し、いまだ不明点の多い日本を含む中緯度域の大気

海洋変動の理解を深めた。 

 挑戦的・独創的な研究開発の推進においては、「生命

の誕生や生命と環境の共進化に及ぼした海洋の役割の

理解」において、「深海熱水電気化学メタボリズムファ

ースト仮説」の実証を強固にする研究成果や技術開発

と共に「生命の起源や進化に与える地球外天体と海洋

の物理・化学的影響」に関する新しい知見を得た。 

 海洋調査プラットフォームに係る先端的基盤技術開

発と運用については、調査船舶搭載の着座型掘削装置

の機能向上において、「ちきゅう」の運用で培われた掘

削技術の適用を行い、海底下約 20m の地点に高精度な

地殻変動観測点を構築することに成功するなど、船舶

運用部門統合の効果により、海域での研究活動の高度

化を支え研究開発の最大化に貢献した。 

・全体的に質の高い研究成果が継続され、全て

の研究項目において一定の進捗、または計画

以上の進捗が見られる。その成果は定量的な

数値としても表れており、研究者数は減少し

たものの、論文数、インパクトファクターの高

い雑誌の掲載数、被引用数なども順調に伸び

ている。特に、地球環境部門全体の論文数は顕

著に増大している。 

・海洋科学技術の基盤研究を推進することに

より、海洋分野にとどまらず、地震や宇宙など

他の研究分野への応用展開が実現できている

ことは高く評価できる。 

・具体的な実績等については、各項目を参照。 

 

＜今後の課題＞ 

・論文については、その数だけでなく、質の維

持にも取り組む必要がある。 

・火山活動に関する研究開発は災害の軽減・資

源開発・エネルギー源の観点から極めて重要

であるが、海域における火山活動に関する研

究開発は火山活動履歴の解明や現状把握にと

どまっており、目指すアウトカムへの明確な

道筋はまだ示されていないと考える。プロセ

スに関する研究に更に力を入れる必要があ

る。 

・各課題において得られたデータや研究成果

は、「（４）数理科学的手法による海洋地球情報

の高度化及び最適化に係る研究開発」におい

て開発が進められている大規模データシステ

ム「四次元仮想地球」の重要な構成要素である

と考えられるが、本研究開発との連携の流れ

が明示されているのは「（３）海域で発生する

地震及び火山活動に関する研究開発」のみで
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ある。機構全体の研究開発において、課題間の

連携を更に意識する必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・北極域の環境変動把握については、世界的に

も注目される分野であり、今後もしっかりと

取り組んでいくことが求められる。 

・数理科学的手法については、重要な成果が創

出されているが、より高度な手法を活用した

独創的、革新的な成果創出に期待する。 

・国内外との連携をより積極的に進めること

で、研究成果の更なる展開が図られることを

期待する。 

・どのチームもリーダーの指導力が発揮され

ている。新しい領域についても方向性を示し、

具体的課題にブレークダウンしており、外部

との連携も図られている。特に数理科学的手

法については現実感のない研究に陥ることな

く、これまでの研究の延長に位置付け、着実に

進めている。 

（１）地球環境の状況把握

と変動予測のための研究開

発 

【評価軸】 

・海洋基本計画等に位置付

けられた政策上の課題へ対

応するための研究開発を、

中長期目標・中長期計画等

に基づき戦略的に推進し、

国際水準に照らしても科学

的意義の大きい成果が得ら

れているか。 

 補助評定：Ａ 

 

本項目に係る年度計画に照らし、予定どおり、あるい

は予定以上の成果が創出されたことに加え、フローチ

ャートにおけるアウトカムの一部に到達したことなど

を総合的に勘案した結果、自己評価を「Ａ」とする。評

価軸ごとの具体的な根拠については以下のとおり。 

 

【評価軸：海洋基本計画等に位置付けられた政策上の

課題へ対応するための研究開発を、中長期目標・中長期

計画等に基づき戦略的に推進し、国際水準に照らして

も科学的意義の大きい成果が得られているか。】 

補助評定：（Ａ） 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 
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・得られた成果を国際社

会、国等へ提供し、政策立

案等へ貢献しているか。 

・研究開発成果を最大化す

るための研究開発マネジメ

ントは適切に図られている

か。 

 

 

＜フローチャートにおけるアウトカム「地球環境の保

全、気候変動への対応」に該当＞ 

 ３種の温室効果ガス(CO2、CH4、N2O)全てを扱う大気逆

推計モデルでフラックスを解析し、メタンの 30年変動

をもたらした人間活動が、鉱業から農畜産業へ変容し

た点を明らかにした。大気モデルによる温室効果ガス

の定量収支に関して、グローバルカーボンプロジェク

ト（GCP）等でも中核的な知見となるこの成果は年度の

計画を上回る成果である。GCP は IPCC 報告書での評価

の源泉となることから、機構は世界の温暖化研究をリ

ードする機関の１つと言える。 

新型コロナウイルス感染拡大の中で海外の観測拠点

の整備がままならない状況にはあるが、引き続き、全球

海洋観測網、陸域における観測網を維持し、地球環境の

保全、気候変動への対応に必須のデータを計画通り提

供している。 

 

＜フローチャートにおける取組「国内外の各種活動を

通じた科学的知見の発信、エビデンスの提供」に該当＞ 

学術論文については、新型コロナウイルス感染拡大の

中にもかかわらず令和元年度を１割以上上回る数の論

文を公表した。年度比１割の増加は計画を確実に上回

るものである。また、新型コロナウイルス感染拡大の影

響のため経済活動停滞による大気汚染物質濃度の低下

が慢性的な喘息疾患患者数を有意に減らしたことを論

文で公表するとともに、2020 年度に新たに立ち上がっ

た COVID―MIP（新型コロナウイルス感染拡大の中の経

済活動停滞による温室効果ガス排出抑制の結果が気候

に与える影響評価の各国モデルシミュレーション比較

実験）に参画し論文受理に貢献した。いずれもプレスリ

リースされ、国際社会にインパクトを与える成果とな

った。以上、当初中長期計画にはなかったコロナに関連

・観測と予測の両面から取り組むことが可能

な組織の特性を生かし、海洋プラスチック汚

染、気候変動、北極域の環境変動などのグロー

バルな環境問題に対して、要因や将来予測に

係る高度な論文等のアウトプットが継続的に

発信されている。これらは国内及び国際的枠

組みにおける環境問題への対応（提言・政策決

定）にも今後大きく貢献すると予想される優

れた成果であり、中長期計画及び年度計画の

アウトカム目標に既に一部到達するととも

に、更なる成果も期待できる。 

・温暖化の影響が顕著な北極域において、海洋

環境の変化を把握し将来予測の確実性を向上

させ、沿岸国をはじめとする国際社会に科学

的知見を提供するという目標に対し、多くの

成果を出し、情報提供を実現している。特に、

これまで重要とされながらも定性的にしか評

価されてこなかった流入河川水による北極海

の環境変動への影響についてタイムリーな取

組を行い、暖かい河川水が北極海の海氷減少

と気温上昇に対して従来の想定を超えて著し

い影響を及ぼしていることを世界で初めて定

量的に解明したことは、極域だけでなく地球

規模での環境変動の予測と対応策の検討に国

際的にも大きく貢献すると期待される優れた

成果である。北極海の国際法政策研究に関す

るファクトシート公表や、国際会議による環

境アセスメントレポート作成への貢献も、国

際社会の科学政策立案に資する成果として評
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する研究に機動的に対応し、想定外の成果に結びつけ

ることができた点も計画を上回る成果と言える。 

 

【評価軸：得られた成果を国際社会、国等へ提供し、政

策立案等へ貢献しているか。】 

 

＜フローチャートにおけるアウトカム「国際社会、国等

における政策等への貢献」＞ 

 福江島での大気観測の結果、中国からのブラックカ

ーボン排出量が過去 10年で４割もの大幅減少を遂げた

ことを明らかにし、IPCC 気候モデルへ入力される大気

汚染物質排出量が本知見に基づき値を修正した。論文

公表が令和元年度であったため IPCC第６次報告書には

間に合わないが、第７次報告書では本研究に基づいて

排出量の修正がなされる事になり、各国の気候変動政

策を立案するための基礎資料である IPCC報告書の改訂

に寄与する顕著な当初計画を上回る貢献を挙げた。 

 国の重要な政策として位置付けられている「北極域

研究船の推進」に関して、正式に船舶建造予算が措置さ

れ、基本設計の検討を計画通り実施した。 

 生え抜きの研究者らが IPCC第６次報告書の執筆者・

貢献筆者・編集者として貢献するとともに、EU プロジ

ェクト助言委員、IOC/WESTPAC副議長として活躍するな

ど国際社会に貢献した。 

 

【評価軸：研究開発成果を最大化するための研究開発

マネジメントは適切に図られているか。】 

年度計画を部署毎、さらには研究者等個人毎の目標、

計画まで落とし込むことで、適切に年度計画が実行さ

れるようにマネジメントしている。また、そのうえで、

次期中長期計画への発展可能性等も見据え、研究者等

個人の自由な発想に基づく新規研究の実施も適宜進め

ることとしている。共同研究の件数としては、新型コロ

価できる。 

・世界で初めて３種の温室効果ガス(CO2, CH4, 

N2O)全てを扱う大気逆推計モデルでフラック

スを解析し、メタンの 30年変動の増加要因が

石油採掘から農畜産業へ変容したことや、近

年の N2O の全球排出量が気候変動に関する政

府間パネル（IPCC、以下同じ。）の最大シナリ

オの値をも超過する食糧生産システムの負荷

拡大を示唆していることなど、従来の知見を

更新する成果を得たことは高く評価できる。

これらの成果は、IPCC 報告書の評価の源泉に

なるグローバルカーボンプロジェクト(GCP)

のレポートにも活用され、国際社会や政策立

案に資するものと認められる。 

・IPCC 第６次報告書に対して機構から執筆者

や査読編集者を出し、科学的成果の取りまと

めに対して責任ある立場で貢献を果たしたこ

とは、国際的に重要な報告書に研究者の英知

を集めて全体を俯瞰する活動に機構が貢献す

るという視点からも重要な成果である。また、

中国からのブラックカーボン排出量について

既存データに修正を迫る科学的知見を発表し

たことは、IPCC 第７次報告書への貢献を見込

む重要な成果である。 

・機構のリードにより遂行しデータ公開した

第６期結合モデル相互比較プロジェクト

（CMIP6、以下同じ。）について、そのデータが

有用であるとして世界の多数の気候研究グル

ープから活用され、将来の気候予測に関して
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ナウイルス感染拡大の中、令和元年度よりやや減少し

たものの、積極的にプレスリリースを実施した結果、件

数は令和元年度よりも５割増加し、機構のプレゼンス

を高める成果発信ができた。また、科学的意義の大きい

成果、国の政策立案等へ貢献に加え、成果最大化のため

に、令和元年度に引き続き海洋プラスチック分野に注

力するとともに地域に貢献する取組も実施してきてお

り、令和２年度に着実に成果として実を結んだ。具体的

には以下のとおりである。 

 

＜フローチャートにおける取組「国内外の各種活動を

通じた科学的知見の発信、エビデンスの提供」に該当＞ 

 海洋表層のプラスチックが深海にどのように輸送さ

れていくか、黒潮続流再循環域に発生する中規模渦の

役割を新たに解明した。具体的には、この海域の深海底

のゴミは遠方から水平的に輸送されたものではなく、

直上の表層から渦を介して沈降した可能性が高いこと

を明らかにした。海洋プラスチックの深層への輸送に

ついてはよくわかっていなかった新しい発見であり、

深海への鉛直沈降過程をモデルで再現できた点は機構

ならではの成果である。 

 むつ研究所では、地元のむつ工業高校と研究協力協

定を結び、連携して海上風センサを新たに開発した。成

果はむつ研究所主催のシンポジウムで発表され、地方

紙にも掲載された。この連携研究は参画した高校生の

海洋学リテラシー向上に貢献するとともに、プロジェ

クトに参画したいと希望する生徒が激増し、周囲の高

校生たちにも良い影響を与える企画となっている。さ

らに、このセンサは地元漁業者に配布して利用される

予定で、将来の漁船の観測プラットフォーム化にも貢

献するものと期待される。 

 

その不確実性の幅を狭める上で重要な研究成

果を輩出したことは、機構による国際コミュ

ニティへの顕著な貢献であると言うことがで

きる。また、CMIP6データを用い世界に先駆け

て公表した気候モデル記述論文が数多く引用

され、令和２年度の主著論文が Web of Science

（WoS、以下同じ。）被引用上位 0.1%に、令和

元年度の主著論文が令和２年度に同 1%に認定

されるなど、科学的インパクトの高い成果を

創出し、気候予測研究分野の進展に貢献した

点は、客観的、定量的に特に顕著な成果として

認められる。 

・国際プロジェクト COVID-MIP（新型コロナウ

イルス感染症拡大に伴う経済活動停滞による

温室効果ガス排出抑制の結果が気候に与える

影響評価の各国モデルシミュレーション比較

実験）への参画と成果の創出もタイムリーか

つ迅速な対応であった。 

・新型コロナウイルス感染症拡大に伴う経済

活動停滞による大気汚染物質濃度の低下とそ

の喘息疾患患者数減少への影響に関する論文

や温室効果ガス排出抑制の気候への影響評価

の論文などの重要な成果も創出されている。 

・海洋プラスチック問題に対して、効率的な分

析、海洋表層から深海までの様々な環境での

観測、モデルによるシミュレーションなど

種々の研究手法をそれぞれ高度化し、有機的

に連携させて研究成果を継続的に上げている

ことは高く評価される。これらの基礎研究は
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問題把握・分析に大いに役立つものと期待す

る。特に、海洋表層のプラスチックが深海にど

のように輸送され蓄積されるかに関する過程

の解明は優れた成果と認められる。 

・青森県立むつ工業高等学校と協力協定を結

び、高校生らと連携して海上風センサーを開

発したこと、今後地元漁業者に当該センサー

を配布し利用してもらう予定となっているこ

とは、教育への貢献やシチズンサイエンス拡

充に資する取組として評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・地球環境状況の把握、変動予測などの研究成

果を、国際社会のルール形成や国の政策等に

役立てることが求められる。 

・北極研究については、我が国としてこれから

の分野であるが、機構では既に大きな成果を

得つつある。今後、北極に関する我が国の貢

献、あるいは戦略を考える基礎となるように、

外部機関や政府とも十分に連携することが望

まれる。また、北極域研究船の導入後は、それ

を最大限に活用し顕著な科学的成果を上げる

とともに、北極研究の成果や意義について継

続的に社会へ発信していくことも必要であ

り、そのような面からも機構への期待は大き

い。 

・既に国内外の研究機関や民間企業との共同

研究は推進されているが、民間企業からの受

託費を伴う共同研究の更なる増加が期待され
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る。 

・「海洋ごみの削減は重要な課題であり、それ

を重視した研究開発が望ましい。また実態把

握のために水中ドローンなど効率的な調査法

の活用が期待される。」との昨年度の指摘に関

して、研究開発の更なる発展、特に、海底ごみ

のより効率的な調査法についての検討が引き

続き望まれる。 

・「一般の人々の関心が高い気候変動予測につ

いて、個々の研究成果という『各論』だけでは

理解しにくい。全体を俯瞰する視点で進捗や

展望の説明・発信を」という昨年度の指摘に関

して、専門機関等を介した国際的な活動は行

われているが、国内の一般の人々向けにも更

なる取組が求められる。 

・「関係機関及び機構内の他の部門との連携を

どのように進めているかについて、また、その

具体的なアウトカムについて明確に示してい

ただくとよいと考えられる」との昨年度の指

摘は重要な課題であり、その対応についてよ

り明確に取り組む必要がある。引き続き、国内

外の関係機関との積極的な連携に期待する。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 

①観測による海洋環境変動

の把握と観測技術開発 

 

新型コロナウイルス感染拡大下ながら、Argoフロート（12基）、BGC 

Argoフロート（７基）、DeepArgo フロート（１基）の投入を完了した。

また、新学術科研費による BGCフロート９台を投入した。さらに、海洋

 観測について、新型コロナウイルス感染拡大の影響

で航海が一部中止になったが、主要な航海、フロート投

入、ブイ観測を計画通りに完遂することができた。ま
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地球研究船「みらい」により予定通りデータ取得した。当該の学術研究

船「白鳳丸」航海は新型コロナウイルス感染拡大の影響のため中止とな

った。論文成果を強化した（過去のデータを活用して新しい科学的知見

を得た）。 

 ADCP 係留系（２基）の維持、大型係留ブイの維持（４基）及び一部

高度化に加え、海洋亜表層まで含めた収支解析を目的とした係留観測

システムの刷新（TPOSフラックススーパーサイトとして観測実施予定）

のための技術開発を「みらい」航海中心に完遂した。大型係留ブイの終

了のため、令和３年度航海を海洋コミュニティと協力しつつ計画した。 

 「みらい」による令和元年度インド洋航海のデータ品質管理をし、海

洋環境変動を定量的に検知し、いくつかの成果を公表した。GO-SHIPデ

ータ公開にも協力した。航海から得られた技術情報・経験等をもとに主

に pHに関して目標精度をより効率よく達成するための観測手法を獲得

した。 

 観測データの公開（PARC関連サイト、NOAA/PMELサイト、トライトン

Web）、２次データの作成・公開：MILA、MOAA_GPV（2019年分まで更新）、

ESTOC（1957-2016年のデータ公開）、GO-SHIP航海の高精度データのデ

ータブック発行はすべて予定通りに完遂した。標準物質については SI

の標準液を開発・頒布可能な状況である。 

 テレワークを有効に活用し、データ解析による論文数がセンター全

体で 30本から 40本へ増加した(主著論文は８本から 20本)。 

 センサの耐候性能と運用手順を改善し前回の反省を活かし、「みら

い」航海と同期したウェーブグライダーによるフラックスコンポーネ

ント観測を完遂し、データ解析を進めている。 

 マルチプラットフォームにおける係留系設計は完了し、令和３年度

「みらい」航海で設置する。 

 漂流型観測フロートの基本デザインは決まっているが、外部資金が

獲得できず、エンジン部分試作は断念した。機構全体で企画する大型プ

ロジェクトに昇華させた。 

 オンラインセミナーを頻繁に実施し、センター横断のブレインスト

ーミングを活性化、スキーム、ウェイト、不確定要素の洗い出しを想定

以上に進捗できた。 

 令和２年８月から９月にかけての 45日間において「みらい」航海、

た、海洋地球研究船「みらい」、パラオ、フィリピン、

ミクロネシア連邦からなる海洋―島しょ観測網を構築

し、令和２年８～９月に観測を実施し、新技術ウェーブ

グライダーによる水蒸気観測を実現した。特筆すべき

科学的意義の高い観測成果としては台風 9 号、10 号連

続発生海域の観測に成功した点である。 

 観測データについて、品質管理、統合解析、公開を計

画通りに実施した。SI 標準物質の作成成功による国際

的なイニシアティブ獲得により国際コミュニティに貢

献する成果をあげた。また、品質管理への AI導入の模

索などユニークな成果を上げることができた。 

 論文成果について、テレワーク時のエフォート活用

の効率化などにより、想定されたより多くの論文成果

を公表できた。具体的には、地球環境の理解に直結する

深層塩分の長期変化の実態把握やインド洋での経年変

動の力学解明等の科学的知見で、大変新規性の高い成

果である。また、付加価値情報創生部門や国際太平洋研

究センターとの共同研究を推進し、2020 年７月豪雨に

係る水蒸気源を同定し、論文として公表した。 

以上、標準物質の作成成功による国際コミュニティへ

の貢献や相当の論文数の公表など計画の着実な達成と

判断した。 

 



20 

 

パラオ、ミクロネシア連邦（ヤップ）、フィリピンでの集中観測を実現

した。 

 「みらい」周辺に令和元年度までに開発した GNSSを搭載したウェー

ブグライダーを展開し、特に台風９号、10 号の発生海域でデータ取得

に成功した。一部データは先行して公開を開始した。 

 現地機関への委託で、リモートで指示しながらラジオゾンデ観測等

を実現した。ただし、機構職員が現地で行う特殊ゾンデ観測は令和３年

度へ延期した。 

 長期観測サイトへは、機材を輸送し、メールやオンライン会議にて現

地職員で対応可能な部分のみ維持管理を実施した。 

 海大陸域の日周期降水がインド洋における総観規模の対流活動活発

化に寄与していることなど、YMC に関する成果を、７本の主著論文とし

て公表した。 

夏季モンスーン研究を、付加価値情報創生部門や IPRCとの共同研究

として行い、2020年７月豪雨における Atmospheric Riverの振る舞い

とその水蒸気起源を明らかにし、論文として公表した。 

 

 

②北極域における環境変動

の把握と海氷下観測技術開

発 

 

 世界的な新型コロナウイルスの感染拡大の影響で各国の観測・作業

の計画が中止や延期される中、SASの一環として「みらい」による北極

海航海を行い、データを公開することができた。 

 令和３年度以降の SAS による国際連携観測に関して、これまでと同

様に主導的役割を担い、国際連携の推進と、令和３年度以降の観測準備

を進めることができた。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で多くの観測・作業の計画が中

止や延期される中、国内外の甚大なる協力のもとで、「みらい」による

北極海航海、漂流ブイによる観測データ取得と配信、令和元年度未回収

だった係留系の回収などを行うことができた。 

 シベリアや北米からの暖かい河川水の北極海への流入が、北極海の

海氷減少と気温上昇の増幅効果に影響していることを定量的に示す成

果を公表し、プレス発表を行った。河川水の熱的影響を明確に示したも

のであるが、さらに物質循環や生態系への影響を評価する必要性を示

唆した成果と言える。 

 この他、ボーフォート海での漂流ブイ観測のデータ論文、北極域研究

 観測について、新型コロナウイルス感染拡大の影響

で各国が予定した国際連携観測が中止・延期になる中、

国内外の関係者・機関の協力により、「みらい」航海や

係留系回収/設置、ブイ設置と自動観測を当初計画通り

に実施することができた。 

 観測データ・解析手法について、植物プランクトンの

基礎生産量及びクロロフィル a 濃度分布推定アルゴリ

ズムを構築し、北極域データアーカイブシステムから

公開した。 

 論文成果について、北極海に流入する河川水の熱に

よる海氷融解及び北極温暖化増幅への影響を明らかに

した論文を公表、日米でプレス発表し、大きな反響があ

った。また、シベリアのカラマツ林における加湿壊死の

将来予測に関する研究成果や積雪中のブラックカーボ

ンの研究など、当初想定以上の多数の論文成果を公表

することができた。 
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推進プロジェクト(ArCS:2015-2019)における海洋課題のまとめ論文ほ

かを主著として、北極海での環境変化やその生態系への影響に関する

共著論文を公表した。 

 北極海に最適化した基礎生産量及びクロロフィル a 濃度分布推定ア

ルゴリズムを構築し、北極域データアーカイブシステムから公開した。 

北極域研究加速プロジェクト(ArCS II)において国際法制度課題から公

開されたファクトシート『「北極域の海洋プラスチック問題」に関する

報告書』（日・英）や、Working Group on Integrated Ecosystem 

Assessment for the Central Arctic Ocean (WGICA)、AMAP環境アセス

メント報告書の作成に貢献した。 

 新型コロナ感染拡大の影響を受けながらも、「みらい」による観測(非

乗船)や、アラスカ・シベリアなどの観測拠点での観測(現地への委託)

を、できる限り可能な範囲で進められた。 

 東シベリア域のカラマツ林において、地形が土壌水分等を介して植

生分布に大きな影響を与えていることを確認した。将来予測の際の植

生分布変動についても地形の影響を適切に考慮する必要があることを

示した。 

 この他、積雪中のブラックカーボン・ダスト含有量と起源解析や、ク

ロロフィル蛍光推定モデルの構築、春の温暖化に伴う積雪の早期融解

と北極海への河川水流入の早期化などに関する論文を主著として、さ

らに国際共同研究のもと多くの共著論文を公表できた。 

 高解像度北極海ネストモデルの海洋上層の再現性については、実験

と解析の結果、初期値依存性への考慮とサブメソスケール渦パラメタ

リゼーションの極域再現性を重視したパラメータへの調整により、一

定程度改善することができた。また低解像度版ネストモデルの設定を

新たに構築した。解像度低減により資源を節約しつつ現実的に大気と

の結合実験が可能な設定を得たことで、今後の研究進展(資源不足・協

力者不足の改善)につながる。 

 新型コロナウイルス感染拡大防止による出勤・出張制限及び令和２

年３月に予定していた海域試験の延期、期中に起きた欠員(退職)など

の影響を受け、当初目標を達成できなかった。欠員については人材募集

をかけて対応する。 

 海氷下観測用小型ドローンについて、遠隔デバグ手法を発案して対

 国際社会の科学政策立案に資する成果として、北極

海の国際法政策研究に関するファクトシート公表や、

国際会議による環境アセスメントレポート作成に貢献

した。 

以上、新型コロナウイルス感染拡大下でも計画通り

に観測実績をあげるとともに、北極海への河川を通じ

た陸域の影響を評価した波及効果の高い成果や当初想

定以上の多数の論文成果を公表することができた。 
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応を続けた。また２月に海域試験を行ったが、荒天・強風のため計画の

一部のみ実施した。世界でも初の試みである海氷下システム安全機能

については一部の評価ができた。令和３年度に改めて海域試験を行い、

残る部分を評価・改善し、「みらい」北極航海での北極海での試験を行

う予定である。 

 海洋電磁システムの研究について、成果を論文として公表した。２月

に予定していたサロマ湖での試験は緊急事態宣言を受けて中止し、岸

壁試験を行った。氷海域試験は令和３年度に行う。 

 令和２年度 ESSAS は北海道大学にて開催予定であったが、新型コロ

ナウイルスの感染拡大の影響により令和３年度に延期を余儀なくされ

た。 

 令和２年度は、北極域研究船の目的・利活用方策・マネジメント及び

オペレーション体制・各種法規制等に適合する基本設計、本船の目的を

踏まえた、利活用方策とそのための運用スキーム・形態・体制の検討、

ユースケースの検討及び社会経済効果分析を実施した。 

 

 

③地球表層と人間活動との

相互作用の把握 

 

 亜寒帯の冬季観測に耐えうるようハイブリッドセジメントトラップ

係留系のトップに搭載する昇降式ブイの荒天検知システムを改良し

た。「みらい」の２～３月の研究航海にて無事に設置した。新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により航海時期変更となった。 

 北西部北太平洋の定点 St.K2、KEOに設置のセジメントトラップ係留

系や BGCアルゴフロートによる水温・塩分・クロロフィル・沈降粒子な

ど時系列観測を実施した。ニューストン性種を含めた動物プランクト

ン群集を対象に種レベルでの生態情報を蓄積した。St.K2の魚類群集に

て最優占する Leuroglossus schmidti の初期生活史を解明した。新型

コロナウイルス感染拡大の影響で海外現地観測は見送ったが、福江島

を含む国内外自動観測を実施した。大気組成・海洋物質/生態系の学際

総合観測を、「みらい」で実施し、降水経由栄養塩供給と海洋生態系応

答などを評価するための観測データを取得した。国内陸上生態系観測

も含め、ECV観測データを取得し、衛星検証や標準化を進展させた。 

 MXCTによる委託分析を継続して実施し、受け入れ機関数：15件（う

ち海外 1件）、総分析検体数：1195検体（対令和元年度比：67％）とな

った。海洋酸性化の国際情報交換サイトにて宣伝した。 

観測について、時系列ハイブリッドセジメントトラ

ップ係留系の昇降式ブイの荒天を検知する仕組みを新

たに改良して重点観測点 St.K2 に設置するとともに、

大気降水経由の栄養塩供給と海洋生態系応答を評価す

る「みらい」航海観測は学際性を高めて実施することが

できた。新型コロナウイルス感染拡大の中、何度も航海

時期の変更を余儀なくされたが、計画通りに観測項目

を実施することができた。 

論文成果については、亜寒帯定点（St.K2）観測から

優占魚種の日周鉛直移動を発見する成果や、北太平洋

亜寒帯中層では低水温・低酸素により微生物分解が遅

いことが炭素粒子の効率的な鉛直輸送に影響する点を

発見した成果、国内陸域植生観測から植物季節の温暖

化応答を評価した成果などほぼ想定された数の論文成

果を創出することができた。 

 国際社会や科学政策立案に資する成果として、大気

逆推計モデルから、メタンと N2O 収支への食糧生産シ
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 北西部北太平洋亜寒帯域における BGC フロートやハイブリッドセジ

メントトラップ係留系の昇降式ブイによる表層～200m 深度の高時間分

解能(１時間～５日毎)のデータ取得を継続中である。令和２年度は BGC

フロートを４台投入した。世界初となる FRRFを搭載した昇降フロート

開発のため、米国テレダイン社（日本代理店 ハイドロシステム開発）

と令和元年度から交渉を行ってきたが、令和２年 12月、相手側から交

渉の打ち切り宣言により開発が白紙となった。国内メーカーとの協議

を開始した。西部北太平洋亜寒帯・亜熱帯でのセジメントトラップ試料

化学分析等から、亜寒帯で POCの鉛直輸送が効率的な理由として、中層

での低水温・低酸素濃度による低い微生物分解速度が影響している可

能性を示唆した。 

 津軽海峡東部で検出されていた急速な海洋酸性化の原因を近年の津

軽暖流量の増加に見出した。他機関の協力を得て、厚岸湾、函館湾、臼

尻、忍路湾、蘭越、紋別、陸奥湾、八代海での酸性化監視を継続し、日

生、志津川湾を追加した。監視が手薄な海域について今後の体制拡大が

課題となる。 

 HF レーダによる計測とデータ公開システムや「海しる」での公開を

継続した。付加価値情報創生部門との連携困難により、流況短期予測シ

ステムの完成に至らなかった。外注で継続開発予定である。予測高度化

のための飛躍的な観測網拡大に向け、地元工業高校との連携によるセ

ンサ開発に着手した（試作機の室内試験を実施）。 

 ベースとなる渦許容解像度 COCOの動作検証を完了し、生態系モデル

NEMURO の結合に必要な初期値及び境界値を整えた。１次元から３次元

モデルまで多様なモデルに導入可能な海洋生態系－物質循環モジュー

ルを新たに開発した。ソースプログラムのオープンアクセス化を目指

し、論文を投稿した。一次生産者の Chl量と炭素量の比率が、光量と硝

酸塩濃度に応じて動的に変化する過程を北太平洋領域モデル OFES-

NPZD に導入した。これにより、従来モデルでは困難であったクロロフ

ィル極大層が３次元モデルにおいても再現可能となった。 

 GHG/SLCFに関し、取りまとめへ向かう IPCC第６次報告書の執筆査読

編集を行った。福江島での計測から、中国からのブラックカーボン排出

量が過去 10年で４割もの大幅減少を遂げたことを明らかにし、IPCC気

候モデルへ入力される CEDS 排出量の値を本知見に基づき修正した。

ステムの負荷拡大を解明し、国際社会全体で革新的な

食料供給を含む社会システムの変革なしには GHG 削減

には至らないことを示した。CO2を含む３種の GHG全て

でグローバルカーボンプロジェクトの中核的成果を発

出した点は、IPCC 第６次報告書に掲載予定の特筆すべ

き成果であり、学術的価値の高さに加えて各国の気候

変動政策に大きく影響を及ぼす結果として想定を大幅

に上回る成果といえる。福江島観測から、中国のブラッ

クカーボン排出量を過去 10年で４割減と評価、IPCCモ

デル入力値が修正され、次の第７次報告書ではこの修

正入力値によって予測が行われることになる。 

 津軽海峡における観測網拡大のためむつ工業高校と

風向風速センサの共同開発を開始し、この取組が地方

紙でも紹介された。新しいセンサは地元漁業者の漁船

に搭載することで地域漁業者へ貢献することに加え

て、海洋リテラシーの向上や地域教育に大きく貢献し

た。 

以上、IPCC 第６次報告書を通じて、国際社会や各国の

温暖化対策、気候変動対策に大きく影響を及ぼす研究

成果が創出できた。 
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Sentinel-2 やひまわり８号などの新たな衛星観測から土地被覆変化を

検知し評価した。３種の GHG(CO2、CH4、N2O)全てを扱う大気逆推計モデ

ルでフラックスを解析し、メタンの 30年変動をもたらした人間活動が

鉱業から農畜産業へ変容した点を明らかにするなど、グローバルカー

ボンプロジェクト等でも中核的な知見を創出した。対流圏オゾン収支

に対するハロゲン化学の効果をモデルで評価した。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響で制約はあったが、ドローン２

台での大気エアロゾル、気象要素の同時計測から鉛直フラックスを導

出した。環境光下でのプラスチック計測へ向け、ハイパースペクトルカ

メラによる野外計測を開始した。機構で開発したアルゴリズムを衛星

観測に適用し「日本アジア沿岸海色モニタリングシステム」として情報

発信するウェブサイトを立ち上げ評価した。従来の MAX-DOASと合わせ

て太陽直達光の解析結果を用いて大気汚染物質 NO2 の衛星観測を評価

した。 

 令和２年度の ESSAS は北海道大学にて開催予定であったが、新型コ

ロナウイルスの蔓延により令和３年度に延期を余儀なくされた。 

 

 

④地球環境の変動予測 

 

 第６期結合モデル間相互比較プロジェクト(CMIP6)で策定された実

験群の実施、国際データ配信システム(ESGF)での公開を進めるととも

に、IPCC第６次報告書貢献の一環として、CMIP6データを用いた主著、

共著論文が多数受理された。 

 2020 年に新たに立ち上がった COVID-MIP（新型コロナウイルス流行

に伴う GHG排出の減少が気候に与えた影響評価）に参加し、論文の受理

に貢献した。 

 地球システムモデルを用いた数年規模炭素循環予測システムのプロ

トタイプを構築し、先行する欧州複数機関を上回る大気海洋間 CO2フラ

ックスの再現性が得られた。その理由を明らかにして国際誌で公表し

た。 

 氷床モデルにおける氷床年代の再現精度の向上に成功し、国際誌で

詳細を公表した。氷床掘削の国際的な取組“Oldest Ice Project”にお

いて、南極氷床掘削地点の選定方針に方向性を与えた。 

 素過程の理解と将来の ESM 高度化を目指し、観測結果を用いて、大

気化学輸送モデルの評価を行った。その結果、数値モデルはオーストラ

 論文成果について、温暖化予測モデル間比較の国際

プロジェクト（CMIP6）データを用いた論文が多数受理

され、本サブ課題全体の論文数が躍進（令和元年度比５

割増）した。これは当初想定していた以上の数の成果公

表となった。また、令和２年度の主著論文 1編が WoS被

引用上位 0.1%に、令和元年度の主著論文が令和２年度

に同 1%に認定されるなど、数のみならず科学的インパ

クトの大変高い成果を創出することもできている。 

 新型コロナウイルス感染拡大に伴う排出減少の気候

影響を評価する国際プロジェクト(COVID-MIP)に参加

し、影響は限定的とする共著論文が受理される等、想定

外の事象にも機動的に対応し、当初計画にない成果を

得ることができた。 

 国際社会や国の政策について、WCRP 将来構想の検討

委員就任、国際誌へのレビューエディタ就任、文部科学

省技術参与として気候変動問題に関する省庁への助言
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リア森林火災の影響を鉱物起源と比べて過小評価するという示唆が得

られた。 

 寒冷圏陸域の素過程理解のため、国内の観測・情報収集を、新型コロ

ナウイルス感染拡大中の対応で規模を縮小し行った。寒冷圏陸域過程

のモデリング及び観測データ解析に関し計６本の論文を出版し、デー

タ公開も行った。 

 成層圏再解析国際比較プロジェクト(S-RIP)や QBO気候モデル比較国

際プロジェクト（QBOi）において国際共同研究を進め、成層圏過程に関

する論文を出版した。 

上層雲の温暖化応答に関する素過程を改良し、改良のインパクトを評

価した論文を公表及び投稿した。得られた知見に基づきモデルの高度

化を行った。 

 季節内振動・台風・豪雨・降水日周期変動に関与する物理過程や環境

要因について、高解像度数値実験を行い、計算結果・観測データを用い

た解析を実施した。その結果、海大陸における季節内振動と日周期変動

の相互関係や、成層圏の数週間スケールの変動が台風の発生に及ぼす

影響、台風・豪雨の雲微物理特性等に関する理解が深化された。得られ

た知見を論文等において公表した。 

 

役も担うなど、重要な貢献をすることができている。 

 以上、想定外の多数の研究論文の創出、将来気候の予

測に関わる質の高い研究論文の創出による学会賞の受

賞、COVID-MIPへの機動的参画による成果、国の科学政

策に関わる貢献など多くの特筆すべき成果を上げた。 

 

 

⑤地球環境変動と人間活動

が生物多様性に与える影響

評価 

 

画像解析による底生生物の計数手法については、アマモで用いた手

法をフジツボでも適用できるようにした。 

環境研究総合推進費 S15で、日本の海洋生態系サービス（漁業、レジ

ャー、水質調整、炭素吸収など）の現状を踏まえ、将来の社会経済シナ

リオ（主に人口集中型 vs分散型）を想定し、2050年における生態系サ

ービスの増減をまとめて評価した（Kumagai et al., 2021)。次期生物

多様性国家戦略策定の基礎情報になると期待できる。 

ハイパースペクトルカメラ前置光学系の改良を行い、FT-IRに比べ約

100倍の速度で計測できるようにするとともに（Zhu et al., 2021)、

海水中の MPを効率的に捕集し搬送するシンプルなシステムの構築を進

めた。蛍光観察による MP測定手法を高度化し、特に 350µm 以下の微細

な MPの、数、形状、サイズの判別を効率化できた（60MP>1分、粒子 96%、

繊維 100%の正答率）。 

令和２年度の観測に基づき、表層 MPが高濃度に分布するホットスポ

新型コロナウイルス感染拡大の中、計画通りに観測

を実施することができた。特筆すべきは、西部北太平洋

亜熱帯循環域の表層及び深海平原に、これまでにない

高密度のプラスチック分布量を発見した成果である。

プレス発表後、多くの紙面に掲載され社会的な反響の

大きい成果となった。 

 新たな解析手法として、環境 DNA の抽出と増幅率を

大幅に向上し、深海性魚類や原生生物のモニタリング

手法を確立した。この手法は研究コミュニティで使わ

れ始め、国際コミュニティに貢献する成果となった。 

 論文成果について、モデルシミュレーションにより、

表層のプラスチックが集積する過程を明らかにし、大

きく水平に広がることなく速やかにその場の深海へ輸

送される過程を明らかにした。またこの深海輸送には
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ットと、その直下の深海平原における大量の深海ゴミの分布を確認し

た。モデルを用いて、表層のプラスチック集積過程と深海への輸送にお

ける、黒潮続流再循環ジャイアに発生するメソスケール渦の役割を解

明した（Nakajima et al., 2021)。 

 動物プランクトン、深海性二枚貝、サメなど、低次〜高次の食段階

における MP の取込過程や、MP 由来の POPs の影響について調査・実験

を行い、深海生態系におけるプラスチック汚染の予想外の広がりが見

えつつある。 

環境省主催の、国際ワーキンググループに参加、MP 観測・分析の調

和、データハブ構想に貢献した。国連海洋科学の 10 年のアウトカム 

[Clean Ocean]の達成を念頭に置き、UNEP、 GEO、 GOOS、 GESAMPなど

と連携することにより、全球海洋ゴミ観測ネットワーク構築の準備を

進めた。年間を通じてアウトリーチ（メディア・講演など）を精力的に

行った。出版書籍が令和４年度より高校教科書に引用される予定であ

る。 

画像解析による底生生物の計数手法については、アマモで用いた手

法をフジツボでも適用できるようにした。 

環境研究総合推進費 S15で、日本の海洋生態系サービス（漁業、レジ

ャー、水質調整、炭素吸収など）の現状を踏まえ、将来の社会経済シナ

リオ（主に人口集中型 vs分散型）を想定し、2050年における生態系サ

ービスの増減をまとめて評価した（Kumagai et al., 2021)。次期生物

多様性国家戦略策定の基礎情報になると期待できる。（再掲） 

令和２年度、東北マリンサイエンス拠点形成事業終了後も他機関も

含む事業全体で得られたデータや情報を継続して提供できるようにし

た。瓦礫の堆積モデルを構築し、将来災害が生じる場所においても瓦礫

の分布予測を可能とした。地球温暖化に伴う漁獲量の変動予測を行い

持続的漁業に向けた基礎情報を提供できた。また、東北沿岸から沖合に

かけての詳細な地形図、瓦礫の分布変動、サケ孵化場の水カビ感染の実

態、安価で簡便なミズダコ漁のカゴ網に対する行動観察方法の提示な

どを行った。10 年分の成果を報告書やパンフレットなどで関係各所に

展開した。 

海洋保護区で熱水噴出孔生物群集や希少生物の分布が確認でき、海

洋保護区の設定基準が満たされていることを明らかにした。深海の海

中規模渦が重要な役割を担っていることも解明した。

成果の数としては想定したとおりの成果を出すことが

できた。 

 国の科学政策に貢献する成果として、将来の社会経

済シナリオ（主に人口集中型 vs分散型）を想定し、2050

年における生態系サービスの増減をまとめて評価し

た。この結果は、次期生物多様性国家戦略策定の基盤情

報となる意義の高い成果である。 

 地域社会への貢献として、東北マリンサイエンス拠

点形成事業終了に伴い、10 年間にわたる参画機関が得

たデータや情報を継続して提供するスキームを構築し

た｡巨大プロジェクトの終了後のデータ提供継続は、今

後の科学研究に大きな貢献となる上、自治体の政策立

案にも貢献するものである。 

以上、観測や論文成果の数に関しては、計画通りの達

成であるが、深海プラスチックのような社会的反響の

大きい成果や生物多様性国家戦略策定の基盤情報とな

る科学的意義の高い成果など、社会的インパクトの高

い成果を創出することができた。 
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洋保護区において、採水せずに現場ろ過で環境 DNA サンプルを取得す

る方法の開発や原核生物、メイオベントスサンプルを共同機関へ提供

した。 

 

（２）海洋資源の持続的有

効利用に資する研究開発 

【評価軸】 

・海洋基本計画等に位置付け

られた政策上の課題へ対応

するための研究開発を、中長

期目標・中長期計画等に基づ

き戦略的に推進し、科学的意

義の大きい成果が得られて

いるか。 

・得られた成果を産業界等へ

提供し、産業利用の促進が図

られているか。 

・研究開発成果を最大化する

ための研究開発マネジメン

トは適切に図られているか。 

 

 補助評定：Ａ 

 

本項目に係る年度計画に照らし、予定どおり、あるい

は予定以上の成果が創出されたことに加え、フローチ

ャートにおけるアウトカムに向けた取組を着実に実施

したこと等を総合的に勘案した結果、自己評価を「Ａ」

とする。評価軸ごとの具体的な根拠については以下の

とおり。 

 

【評価軸：海洋基本計画等に位置付けられた政策上の

課題へ対応するための研究開発を、中長期目標・中長期

計画等に基づき戦略的に推進し、科学的意義の大きい

成果が得られているか。】 

 

＜フローチャートにおけるアウトプット「海洋生態系

等が有する未知の機能の解明と知見の蓄積」＞ 

サケを例に同位体比とシミュレーションを用いて北

部北太平洋域における回遊ルートを特定するなど、海

洋生物資源の持続的利用に不可欠な海洋生物の生態の

解明や、海洋生物資源と環境との相関の理解に大きく

資する成果を創出した。これは全国紙での掲載等、社会

の関心も高く、年度計画を上回る成果であった。 

地下の微生物学的な炭化水素生成に関する実態解明

では、深部流体に棲息するアーキアが今もメタンを生

成し続けていることを明らかにするとともに、深部流

体には多様性に富んだ微生物群集が存在すること、深

部地下帯水層は表層からの炭素供給がほぼ無く、独立

した地下生命圏を形成していることを明らかにした。

これらにより、多様性に富んだアーキア群集の生態解

明や深部地下帯水層におけるメタン生成プロセスの解

補助評定：（Ａ） 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

・小惑星探査機「はやぶさ２」サンプルコンテ

ナからのガス採取及び試料の基盤的分析に重

要な貢献を果たしたことは高く評価できる。

従来の 1/100 量の試料での分析に成功した硫

黄同位体比の微量分析手法の開発、ガス試料

に対する水・アンモニア同位体の超微量・超高

感度同時検出手法の構築など、機構の開発し

た高度な試料前処理・分析手法が、海洋科学に

とどまらず、他の分野における超精密な試料

の取扱いや分析にも適用可能であることを実

証し、様々な産業分野への技術応用展開の可

能性をも示した成果である。 

・世界でも屈指の窒素安定同位体解析に係る

前処理・分析技術を応用し、太平洋の広域スケ

ールでサケの回遊経路を個体別に推定する手

法を確立したことは、計画を上回る成果と認

められる。これは、海洋生物の生態の解明や、

海洋生物資源と環境との相関の理解に資する

重要な新知見をもたらすものである。さらに、
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明につながる成果を創出した。 

 

＜フローチャートにおけるアウトプット「有望資源の

成因プロセスの解明」＞ 

海底熱水鉱床モデルの深化に関する研究において、

微生物活動に由来する極端に低い硫黄同位体比組成を

示す黄鉄鉱を発見するとともに、鉱化作用の進行に伴

い黄鉄鉱が高い硫黄同位体比組成を有する組織・形状

に変化し、また、他の硫化鉱物による置換もあることを

明らかにした。これらによって、海底熱水鉱床の初期形

成プロセスにおいて海底下の微生物活動が鉱床生成を

誘発・促進している可能性を示唆した。本研究の成果

は、海底下における鉱床形成プロセスや硫黄の物質循

環モデルを書き換える可能性のあるものであり、科学

的意義は非常に大きい。年度計画を上回る成果と評価

できる。 

 

【評価軸：得られた成果を産業界等へ提供し、産業利用

の促進が図られているか。】 

 

＜フローチャートにおける取組「海洋資源の利用促進

に向けた産業界への知見、データ、技術、サンプルの提

供」＞ 

深海バイオリソースの産業利用に向けた研究開発の

推進は、機構のこれまでの研究成果によって明らかと

なった深海微生物の有するポテンシャルを最大限に活

用するために、機構が保有する深海バイオリソースを

民間企業等に提供することによってオープンイノベー

ションな開発が加速することを目指した事業である。

大学及び民間企業合わせて計４件の提供を行うなど、

海洋資源の利用促進に向けた取組を推進した。 

物理探査技術に係る研究開発では、民間企業からの

受託研究の受け入れによって、内閣府戦略的イノベー

機構の有する優れた分析・解析技術シーズが、

水産業や将来にわたる海洋生物資源の持続可

能な利用の実現に直接貢献する社会実装の端

緒についた例としても顕著な成果であり、全

国紙に掲載されるなど社会の関心も得てい

る。機構が開発・商品化しているマイクロ切削

技術を用いてクロマグロ類の耳石等微量切片

を解析しクロマグロ類の回遊経路を推定する

知見を得たことも、同様の視点から顕著な成

果と認められる。 

・従来、地質年代スケールで生成され蓄積して

いると考えられてきた深部地下帯水層の天然

ガスが、現在も深部流体に生息するアーキア

によって活発に生成され続けていることを明

らかにしたことは重要な新知見であり、独立

した地下生命圏の発見という学術的意義に加

え、天然資源の生成過程の理解にも資する優

れた研究成果である。 

・海底鉱物資源の成因・形成プロセスの解明に

ついては、産業界への知見提供という実用レ

ベルから、科学的意義の大きい高度な学術的

発見までバランスよく進められており、成果

は計画を上回っているものと判断される。特

に海底熱水鉱床の生成に関し、そのプロセス

に微生物活動が重要な役割を果たしている可

能性を示したことは、海底資源の利用を考え

る上で重要な新しい知見になる可能性があ

り、海底下における鉱床形成プロセスや硫黄

の物質循環モデルを書き換え得る優れた成果

と認められる。 

・内閣府戦略的イノベーション創造プログラ

ム（SIP、以下同じ。）「次世代海洋資源調査技

術」で開発した観測機器や調査技術を用いて
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ション創造プログラム「次世代海洋資源調査技術」で開

発した海洋電磁探査の観測機器や調査技術の有用性を

示したほか、産業界への技術移転の促進や新たな連携

に取り組んだ。産業利用の促進として著しい進捗であ

り、年度計画を上回る成果であった。 

 

＜フローチャートにおける取組「研究開発成果の展開

に向けた産学官との連携・協働」＞ 

小惑星探査機「はやぶさ２」試料解析に係る取組は、

取り扱いが非常に難しい試料のサンプリングに係るア

セスメントとして、プロジェクトの初期段階から貢献

を行ってきたものである。令和２年度では、世界初とな

った地球圏外からのガスサンプルリターンに対し、機

構が有する世界トップの分析技術を以て、国内外の研

究機関と協同してサンプルコンテナからのガス採取・

分析に貢献した。カプセル帰還後の最初の分析はミッ

ションの科学的目的に大きく影響するものであり、年

度計画を上回る成果であるとともに、産学官との連携・

協働に該当する活動である。 

 

【評価軸：研究開発成果を最大化するための研究開発

マネジメントは適切に図られているか。】 

 

新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的として、

「JAMSTECの「新たな日常」に向けて」に基づいたマネ

ジメントを図った。一部の観測・試料採取・データ取得・

解析については延期・中止・計画変更を行ったものの、

ラボでの実験、ラボ施設の維持管理等出勤が必須なも

のを優先し、テレワークで実施できるものを見極めて

出勤スケジュールの調整等を行う、オンラインコミュ

ニケーションツールを活用する、オンラインイベント

を利用した営業活動を行う等、研究開発の進捗を最大

限維持することに努めた。 

民間企業のニーズに対応するとともに、デー

タ取得・処理法などの産業界への技術移転を

促進させ、更に新たな連携に取り組んだ点も

評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・海洋電磁探査など機構が開発した優れた資

源探査・開発技術について、産業利用を進める

ための課題を分析し、研究と産業を結び付け

る方策を探る必要がある。経済性や効率性を

勘案しながら民間への技術移転を促進するこ

と、併せて当該技術を更に発展させオンリー

ワンの海洋観測技術として先鋭化し、外部資

金の獲得等に活用する方向性についても検討

を進めていくことが望まれる。既に、国内外の

研究機関や民間企業との共同研究は推進され

ているが、民間企業からの受託費を伴う共同

研究の更なる増加が期待される。 

・生物資源、深海環境ゲノムデータベース等の

バイオリソース提供事業については適切に運

営され強化も図られているものと考えられ

る。この事業はアウトカムの達成がユーザー

に依存する部分が大きく、必ずしも努力に応

じて目立った成果が短期的に創出されるもの

ではないが、引き続き新たな分野・ユーザーの

開拓（市場調査）等の方策を模索するととも

に、具体的な進捗についても示すことが望ま

れる。また、民間企業との共同研究を通じてよ

り利便性の高いデータベースの構築に向けて

検証を進めたとのことであるが、その結果に

ついても明らかにする必要がある。 

・火山活動は海洋資源形成に深く関わるプロ

セスであるので、今後、海域における火山プロ
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また、生命理工学センターでは、フローチャート「海

洋資源の産業利用の促進」に向け、研究成果として機構

が培った深海微生物や深海環境に関する知見・技術を

産業界へ提供する取組をすすめた。特に深海バイオリ

ソース提供事業においては、入手が困難で未知な部分

が多い深海サンプルについて、利用目的を事前に相談

し科学的知見に基づいたサンプル選定を行う等、研究

開発成果の最大化に向けて戦略的な活動を行った。 

 

セスに関する基礎研究を強化し、海洋資源と

の関連性を加味するプロジェクトの推進を期

待する。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 

①海洋生物と生物機能の有

効利用 

 

 海洋における生物地球化学プロセスの詳細な理解に向け、各種微量

物質の分析法の開発・高度化を進めた。 

 具体的には、ヘム化合物の分析法として、高速液体クロマトグラフィ

ー（HPLC）と液体クロマトグラフィー質量分析（LC/MS）を用いた海水

及び堆積物試料からのヘム B の高感度定量法及び化合物レベル同位体

分析法を確立し、多様な試料のスクリーニングに着手した。 

 また、小惑星探査機「はやぶさ２」試料を用いた令和３年度以降の解

析に向けた基盤的分析として、硫黄同位体比の微量分析手法の開発を

進め、従来の 1/100量の試料での分析に成功した。また、ガス試料に対

する水・アンモニア同位体の超微量・超高感度同時検出手法を構築し

た。 

 北太平洋の広範囲で採取された動物プランクトン試料に含まれるフ

ェニルアラニン（アミノ酸の一種）の窒素同位体比に基づく北太平洋域

の同位体比地図（アイソスケープ）を作成するとともに、サケの脊椎骨

に保存される窒素同位体比の履歴を測定し、これらを組み合わせてサ

ケの回遊経路を個体毎に推定する統計モデルを構築し、新しい回遊経

路推定手法を確立した。同手法によって、既知の回遊ルートを再現する

だけでなく、餌資源が非常に豊富なベーリング海大陸棚で採餌し性成

熟を終えて母川に回帰することを明らかにした。 

 また、独自に開発したマイクロ切削技術（Geomil326）を用いてクロ

マグロ類の耳石等微量切片を解析することにより、太平洋域における

クロマグロ類の回遊経路を推定する知見を得た。 

 南関東域の深部地下帯水層で採取した試料を用いてメタン生成アー

キア（古細菌）だけが持つ機能性分子の補酵素 F430について定量的な

 ヘム化合物の分析法改良は、海洋生物資源の生産量

を左右すると考えられる鉄の海洋循環の解明に寄与す

る基盤的技術であり、科学的意義は大きい。年度計画を

上回る成果であるとともに、フローチャートにおける

アウトプット「海洋生態系の物質・エネルギー循環機能

の把握」に該当する成果である。 

ナノ乳化技術の実用化に向けた民間企業との連携

は、極限環境に特有の物理化学的性質を利用した技術

の産業への応用を目指すものであり、年度計画を上回

るとともに、フローチャートにおける取組「海洋資源の

利用促進に向けた産業界への知見、データ、技術、サン

プルの提供」に該当する成果である。 

以上のように、年度計画の着実な実施のみならず、予

定以上の成果が創出されたことに加え、フローチャー

トにおけるアウトカムに向けた取組を実施した。 
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有機分析を行い、深部流体に棲息するアーキアが今もメタンを生成し

続けていることを明らかにした。また、同試料を用いて遺伝子解析を行

い、メタン生成アーキアのほか多種多様な微生物が深部地下帯水層に

存在することを確認した。加えて、地下深部におけるヨウ素等のハロゲ

ン成分の無機分析のほか、メタンやその前駆物質になる溶存無機炭素

の放射性炭素同位体比を測定した結果、深部地下帯水層は雨水や海水

による表層からの炭素供給がほぼ無く、独立した地下生命圏を形成し

ていることを明らかにした。 

 機構船舶を用いた調査航海にて採取した深海堆積物から得た SSU 

rRNA 遺伝子情報をデータベース化し、超深海を含む深海微生物生態系

の特徴を明らかにした。また、外部提供に向けた深海環境ゲノムデータ

ベースの整備を進めた。 

 深海堆積物及び深海微生物菌株のリソース外部提供については、新

型コロナウイルスの感染拡大防止のため推進活動が限定されていたも

のの、大学及び民間企業合わせて計４件の提供を行った。 

 深海環境ゲノムデータベースについては、深海環境ゲノム情報に対

する民間企業のニーズをより的確に把握するため、民間企業との共同

研究契約を１件締結したほか、オンラインを含め展示会等での営業活

動を推進した。 

 微生物細胞内の固定・遊離アミノ酸の、フュージョンマスを活用した

解析手法を確立し、論文として公表した。 

ナノ乳化技術の実用化に向けて民間企業への技術指導契約３件を継

続実施した。令和元年度に優れた成果が得られた１件については、大型

外部資金によるプロジェクト化を見据え客員研究員の受け入れによる

人材交流を開始し、技術指導による連携を強化した。 

 バイオマスナノファイバーを用いたナノバイオスクリーニング技術

について、新規創薬シーズ探索への応用を目指した民間企業・大学との

３者共同研究を開始した。 

 新型コロナウイルス等の感染症臨床検体への適用を目指し、二本鎖

RNAシーケンシング技術の高度化を行うとともに、大学との共同研究を

１件締結した。 
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②海洋資源の有効利用 

 

 沖縄トラフ海底熱水域で実施した複数のボーリングによって測定さ

れた地中温度データと地質データを用いて数値モデルを構築し、熱水

流動のシミュレーションを行うことにより、海底熱水鉱床の生成時に

おける熱水温度・流動形態・沸騰領域の分布を明らかにした。また、シ

ミュレーション結果と現場観測結果を統合した結果、(1)鉱床生成の初

期では海底面から噴出した熱水と海水の混合によって海底面上に鉱石

の集合体（鉱体）が形成され、(2)鉱床生成の成熟期ではキャップ層の

形成により熱水の側方流動が生じ、海底下への低温海水の流入が抑制

され、熱水の温度が上昇・沸騰して海底下に鉱体が形成されるという、

海底面付近と海底下の二層に分かれた「二階建て構造」を構成する海底

熱水鉱床形成メカニズムを解明した。 

 また、独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC）によ

る沖縄トラフ海域の調査に貢献するための、熱水鉱床の兆候に関する

機構の科学的観測結果とそれによる知見を提供した。 

 伊豆小笠原海域の調査航海については、新型コロナウイルス感染拡

大防止のため令和３年度に実施を延期した。 

 海底熱水鉱床の生成に関し、地球深部探査船「ちきゅう」を用いて中

部沖縄トラフ海域の海底熱水鉱床で得られた掘削コア等試料を対象と

して詳細な顕微鏡観察や鉱物組成測定、局所硫黄同位体分析を実施し

た結果、微生物活動に由来する極端に低い硫黄同位体比組成を示す黄

鉄鉱を発見するとともに、鉱化作用の進行に伴い黄鉄鉱が高い硫黄同

位体比組成を有する組織・形状に変化し、また、他の硫化鉱物による置

換もあることを明らかにした。これらによって、海底熱水鉱床の初期形

成プロセスにおいて海底下の微生物活動が鉱床生成を誘発・促進して

いる可能性を示唆した。 

 鉄マンガン酸化物の生成速度・レアメタル濃集プロセス解明のため、

福島沖の磐城海山で採取したマンガンクラスト試料の同位体・化学組

成分析を行い、これまで調査を行った南鳥島周辺の遠洋域の海山に産

するマンガンクラストの分析データと比較した結果、水深が浅いマン

ガンクラストは遠洋域と同様の成長速度を示すが、水深が 3,000mを超

える試料については、いずれも水深の浅いマンガンクラストより高い

成長速度を示し、中には数倍に至る速度で成長するマンガンクラスト

が存在することが明らかになった。 

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構への

知見の提供は、機構が蓄積した海底鉱物資源の成因に

関する科学的成果の産業界への提供に向けたものであ

り、年度計画を上回る成果であるとともに、フローチャ

ートにおけるアウトプット「有望海域（鉱床候補地）の

推定」及び取組「海洋資源の利用促進に向けた産業界へ

の知見、データ、技術、サンプルの提供」に該当するも

のである。 

内閣府戦略的イノベーション創造プログラム「革新

的深海資源調査技術」に対する技術提供は、当該プログ

ラムの課題達成に貢献する成果であり、概略資源量の

評価に大きく資することから科学的意義は大きい。年

度計画を上回るとともに、フローチャートにおけるア

ウトプット「有望海域（鉱床候補地）の推定」に該当す

る成果である。 

以上のように、年度計画の着実な実施のみならず、予

定以上の成果が創出されたことに加え、フローチャー

トにおけるアウトカムに向けた取組を実施した。 
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 南鳥島海域で採取された超高濃度レアアース泥（総レアアース濃度

が 5,000 ppm 以上のもの）について、試料に含まれる魚の歯の化石の

形状分類に基づく年代決定法と、海水のオスミウム同位体比に基づく

年代決定法を組み合わせた結果、約 3,450 万年前にこの超高濃度レア

アース泥が生成されたことを明らかにした。また、得られた堆積年代か

ら当時の魚骨片の面積あたりの堆積量を復元し、3,470 万年前から

3,440 万年前にかけて魚骨片の量が約６倍に急増したことを明らかに

した。当該年代は南極氷床拡大の時期にあたることから、氷床の出現に

よって冷やされた海水が深海へと沈み込み海洋循環が活発化し、強化

された低層流が深海底の海山・海台に衝突して湧昇流が発生、海洋深層

に蓄積していた大量の栄養塩を海洋表層にもたらして魚を含む生物活

動が急激に活発化した結果、大量の魚骨片が海底に堆積してレアアー

スを濃集したとする超高濃度レアアース泥の生成メカニズムを提案し

た。 

 民間企業より受託した海洋電磁探査に関する実海域調査について、

探査ターゲットに対して十分な精度を持つデータを提供した。また、他

の民間企業との共同研究において、データ取得・処理法等の技術移転を

促進させた。 

 その他、探査・計測技術の開発によって得られた知見に基づく産業分

野での新たな連携として、深海におけるインフラ材料の開発や構造物

の設計手法の確立を目指し、民間企業等と共同で、セメント硬化体の内

部に生じる圧力やひずみを深海底で連続計測する手法を構築し、駿河

湾沖の海域に硬化体と計測機器を設置して計測を開始した。 

 自然電位・比抵抗構造の構造解析に資する技術開発として、２機の

AUV を用いた熱水鉱床域における比抵抗及び自然電位異常のデータ取

得を行い、既知のデータとの比較検証を実施した結果が論文掲載とな

った。また、鉱床域において環境影響評価のために開発した自然電位・

比抵抗の長期モニタリング装置の観測に成功すると共に、地下流体の

流動に関するシグナルの検出に成功し、論文として誌上発表された。こ

の成果はアナログ実験や物性計測と地下構造モデルとを繋ぐものであ

る。 

 独自に構築した地理情報システム（GIS）データベースを用いて、航

海で採取されたデータの管理と可視化を行うとともに、データ取得現
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場のニーズを踏まえ、海底地形の自動空間解析機能による微細地形の

可視化機能及び船舶と探査機位置のデジタル３次元空間上でのリアル

タイムプロットによる測位の可視化機能を実装した。公募航海（YK20-

14S）、SIP 革新航海（KM20-06C、KR20-E05C）で実践的な運用を行い、

現場の効率化、安全性向上を測ることが出来た。 

 SIP革新的深海資源調査技術テーマ１課題「レアアース泥を含む海洋

鉱物資源の賦存量の調査・分析」を中心に、採取試料の処理・分析作業

やデータ取得・解析を迅速に行い当該課題の令和２年度目標の達成に

貢献するとともに、賦存量評価においては有望サイトの絞り込みやエ

リアの詳細を明らかにした。 

 

（３）海域で発生する地震

及び火山活動に関する研究

開発 

【評価軸】 

・海洋基本計画等に位置付け

られた政策上の課題へ対応

するための研究開発を、中長

期目標・中長期計画等に基づ

き戦略的に推進し、科学的意

義の大きい成果が得られて

いるか。 

・得られた成果を国や関係機

関に提供し、地震発生帯の長

期評価等へ貢献しているか。 

・研究開発成果を最大化する

ための研究開発マネジメン

トは適切に図られているか。 

 

 補助評定：Ａ 

 

本項目に係る年度計画に照らし、予定どおり、あるい

は予定以上の成果が創出されたことに加え、フローチ

ャートにおけるアウトカムの一部に到達したことなど

を総合的に勘案した結果、自己評価を「Ａ」とする。評

価軸ごとの具体的な根拠については以下のとおり。 

 

【評価軸：海洋基本計画等に位置付けられた政策上の

課題へ対応するための研究開発を、中長期目標・中長期

計画等に基づき戦略的に推進し、科学的意義の大きい

成果が得られているか。】 

 

＜フローチャートにおけるアウトプット「地震発生メ

カニズムの理解に資するデータと知見の蓄積」＞ 

 観測システム開発では南海トラフにおいて、多数の

世界初の取組を統合することで、従来に比べて桁違い

に低いノイズレベルで海底付近での地殻変動（傾斜）の

連続リアルタイム観測を実現した。これにより、南海ト

ラフ浅部で進行したゆっくりすべりの発生から収束ま

での過程の記録に成功した。これは、システムの設置・

展開という当初計画を優位に超え、アウトカムに直結

する成果である。 

補助評定：（Ａ） 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

・南海トラフの観測網や新しく開発した海底

観測技術を活用して、大規模な海溝型地震の

予測にも役立つと期待されるスロー地震など

について、観測と解析の両面から世界トップ

レベルの研究成果を上げている。連続リアル

タイム海底地殻変動観測に向けて、海底孔内

に設置した傾斜計によって、南海トラフの「浅

部ゆっくりすべり」の直接的な検出に成功し

たことは意義深い成果であり、また、多数の海

底観測技術の統合により、従来の海底観測で

は得られなかった低ノイズ観測を実現したこ

とは優れた成果であると認められる。 
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 ウェーブグライダーを用いた自動無人 GNSS-音響測

距結合方式地殻変動観測システムを構築・長期運用し、

これまで船舶により実施していた同観測の自動化・無

人化に成功した。本システムの確立により、GNSS-音響

測距地殻変動観測の時間分解能と推定精度が向上し、

海底ケーブルで地殻変動観測のできない日本海溝や千

島海溝などの海域で、プレート境界浅部（海溝軸近傍）

を含む固着・すべりの時空間変化の検出が期待できる。

本システムを用いて緊急観測の対応、その結果の地震

調査委員会報告など、当初計画のシステム評価を超え

た、実観測での活用、アウトカム創出に至った成果であ

る。 

 調査観測では南海トラフの三次元的な構造探査観測

から、室戸沖ではこれまで二次元探査によって推定さ

れていた単一の海山ではなく、複数の海山が海山列と

して沈み込んでいることを明らかにした。この結果か

ら、このプレート境界断層形状の起伏はゆっくり地震

分布の不均質性とよい相関があり、海山など海洋プレ

ート表層地形に由来する起伏がプレート境界断層の固

着・すべり分布の不均質性に強い影響を与えているこ

とを示した。 

 日本海溝東北沖地震震源域では既存データ等の統合

的解析を進め、沈み込む海洋プレートの構造不均質が

海溝軸近傍の巨大地震性すべりの広がりを決定づけて

いたことを明らかにした。さらに、東北沖地震震源域に

おけるアウターライズ震源断層分布を明らかにし、そ

れに基づく津波伝搬・浸水の評価を行った。また、これ

までの東北地震研究成果を取りまとめインパクトファ

クターの高い国際誌に総説論文として発表した。 

 

＜フローチャートにおけるアウトプット「プレート固

着の現状把握と推移予測に資するデータと知見の蓄

積」＞ 

・より広域な観測を効率的に行うための無人

自動的観測技術の開発として、ウェーブグラ

イダーを用いて自動・無人の海底地殻変動観

測を行うシステムの長期運用試験を実施して

データの収録に成功したこと、さらに、青森県

沖で発生した地震を受けて実施された緊急観

測にも投入してデータの機動的な収録に成功

したことは、当初計画を上回る成果として高

く評価できる。また、分散型音響センシング

（DAS、以下同じ。）を用いた海底地殻活動観測

技術に係る研究開発が当初の予定を超えて進

捗し、実観測データ取得、論文成果発表まで至

ったこと、さらに、地震観測だけでなく海底で

の攪拌過程など海洋の稠密な観測に DAS が有

益であることを見いだしたことも、重要な成

果と認められる。 

・平成 23年（2011年）東北地方太平洋沖地震

後の様々な研究成果のレビュー論文が

Science 誌など著名な国際誌に２本掲載され

たことは優れた成果と認められる。 

・国際共同研究として南太平洋で運用してい

るマーメイドがトンガ海域の海底火山の活動

を捉えることに成功したことは、重要な成果

と認められる。 

・昨年度実施された「ちきゅう」を用いた表層

科学掘削プログラム（SCORE）による掘削で得

られたコア試料の解析により、鬼界カルデラ

約 10万年間の大規模噴火活動履歴が判明した

ことは、優れた成果と認められる。 

 

＜今後の課題＞ 

・DAS観測の地震観測以外への適用可能性につ

いては、期待される成果の具体像を描くこと
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 調査観測から得られる地下構造モデルの不確かさに

よるプレート間固着の現状把握への影響を定量的に評

価するため、地下構造情報をその不確かさも考慮した

プレート固着計算手法を開発し、数値実験により有効

性を確かめた。また、観測された地殻変動データの最大

活用のため、巨大地震後の地殻変動データから、余効す

べりと粘性緩和による変位とを分離して、地震時・地震

後のすべり分布と粘性緩和による変位とを同時推定す

る手法を開発した。これにより、地震後に設置した海底

地殻変動観測データによって、地震時すべり分布の解

像度を向上させられることを実証した。さらに、GNSS-

A海底地殻変動観測点の限られた千島海溝において、観

測誤差や観測点増加が地震時すべり・地震間すべり欠

損の推定精度に与える影響を定量的に評価する手法を

開発し、数値実験で有効性を示した。 

 

＜フローチャートにおけるアウトプット「火山活動の

予測研究に資するデータと知見の蓄積」＞ 

 鬼界カルデラ研究では、研究航海の実施と共に、デー

タ・サンプルの解析を進め、過去の巨大カルデラ噴火に

おいて巨大噴火直後からマグマの化学成分が変化し次

の巨大噴火の準備が開始されていることなど、噴火様

式・履歴に関する新たな知見を得た。西之島では緊急観

測により、現在の噴火活動で科学特性の異なる二種類

の火山灰を確認し、今後の噴火推移を評価するための

データを取得した。さらに、海底に設置した観測機器の

設置時・回収時の位置の変化から現在の西之島の海底

では kmのスケールの海底面変動が生じていることを明

らかにした。 

 

【評価軸：得られた成果を国や関係機関に提供し、地震

発生帯の長期評価等へ貢献しているか。】 

＜フローチャートにおけるアウトカム「地震発生帯の

が求められる。さらに、適用範囲は一般的な海

洋観測項目だけでなく、海底鉱物資源開発や

二酸化炭素回収貯留技術（CCS）の各種モニタ

リング手法としても期待されることから、幅

広い分野への技術提供につなげられる仕組み

を構築することが望まれる。 

・主に海域における火山活動に関する研究開

発については、気象庁の火山噴火予知連絡会

にデータを報告し、火山活動評価に活用され

るなど重要な成果が出つつあり、一定の進捗

は見受けられるが、まだ大きな成果は出てい

ない。引き続き噴火災害軽減に貢献する成果

創出に期待する。また、令和３年度から同連絡

会の検討会にメンバーとして加わるというこ

とであるので、今後の活躍・貢献に期待する。 

・主に海域における火山活動に関する基礎研

究を強化する必要がある。現在は観測が中心

であるが、物質科学の観点も必要である。 

・付加価値情報創生部門の AI・機械学習の知

見を持つメンバーとの共同研究を行うととも

に、付加価値情報創生部門との共同研究体制

を構築するなど枠組みの整備は進められてい

るが、数理科学的手法分野との連携はまだ十

分とは言えない。AI 技術導入や膨大なデータ

をどのように生かすかなどについて更なる検

討が必要であり、具体的な成果に結び付ける

ことが求められる。 

・既に、国内外の研究機関や民間企業との共同

研究は推進されているが、民間企業からの受

託費を伴う共同研究の更なる増加が期待され

る。 

 

＜その他事項＞ 
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現状把握・長期評価、及び火山活動評価への貢献」＞ 

南海トラフ浅部で進行したゆっくりすべりの発生か

ら収束までの過程の記録データは随時、地震調査委員

会、気象庁「南海トラフ沿いの地震に関する評価検討

会」に報告し、現状評価・地震発生評価に活用された。 

 日本海溝北部で群発的に発生した地震を受けて実施

したワーキンググループを用いた海底地殻変動観測で

は、取得したデータを準リアルタイムに解析し、その成

果を迅速に地震調査委員会に報告し、日本海溝の地震

活動評価に活用された。 

 南海トラフプレート境界断層形状モデルは、文部科

学省「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロ

ジェクト」での次世代三次元地下構造モデル構築に活

用され、同プロジェクトのプレート固着モニタリング、

推移予測研究の高度化を通して、南海トラフ地震臨時

情報の迅速化・精度向上への貢献が期待される。 

 日本海溝アウターライズの断層情報・津波評価結果

はデータベースとして公開し、国の防災プロジェクト

等で活用された。 

 千島海溝から日本海溝にかけての固着状態を自動モ

ニタリングするツールを国土地理院からの要請で提供

し、国土地理院が常時運用し、解析結果を地震予知連絡

会で定例報告するようになった。また、南海トラフ海底

地殻変動連続地殻変動データのリアルタイムデータ処

理手法を確立したことにより、気象庁の南海トラフ地

震評価委員会に迅速に解析結果を提供し、南海トラフ

プレート固着現状評価に活用された。 

 緊急観測も含み西之島火山調査の結果を気象庁の火

山噴火予知連絡会に報告し、火山活動評価に活用され

た。その貢献が評価されて、令和３年度から予知連の火

山活動評価検討会に加わることが決まり、評価検討会

を通じて、アウトカム創成の道筋が確立された。鬼界カ

ルデラ研究に関しては、原子力規制庁と共同研究を締

― 
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結し、今後、本課題の成果活用を進めていく。 

 

【評価軸：研究開発成果を最大化するための研究開発

マネジメントは適切に図られているか。】 

 

年度計画を部署毎、さらには研究者等個人毎の目標、

計画まで落とし込むことで、適切に年度計画が実行さ

れるようにマネジメントしている。また、そのうえで、

次期中長期計画への発展可能性等も見据え、研究者等

個人の自由な発想に基づく新規研究の実施も適宜進め

ることとしている。 

令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め出勤率の低下及びテレワークの増大により、ラボで

の実験作業等に大きな影響が出たが、これを機に実験

作業の効率化や自動化を積極的に進め、研究成果の最

大化に努めた。 

さらに、科学的意義の大きい成果、政策立案等へ貢献

のみならず、成果最大化のために機構内外の連携を強

化するとともに、成果のアウトリーチに注力した。具体

的には以下のとおり。 

 本課題で開発した手法、取得したデータ、構築したモ

デルを付加価値情報創生部門の進める数値解析リポジ

トリと四次元仮想地球に統合していくために、付加価

値情報創生部門との機構内共同研究体制を構築した。

さらに、防災科学技術研究所と「南海トラフ地震・津波

をはじめとした地震・津波防災に資する調査観測、研究

等についての包括的連携協力に関する協定」を締結し

た他、国土地理院、気象庁、大学等の機関と緊密に連携

するとともに、外部資金プロジェクトを最大活用し研

究開発を進めた。 

 東北地方太平洋沖地震発生から 10年間の調査研究の

成果をまとめた論文を米科学誌「サイエンス」で発表す

るとともに、公開シンポジウムを開催し、次代を担う学
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生と今後の地震・津波研究について議論するなど、今後

の研究の発展に向けた取組を進めた。 

以上、中長期目標、計画に照らし、計画した取組を着

実に実施し一部は想定以上の成果を挙げ、将来のアウ

トカム創成につながっている。 

 

 

①海域観測による地震発生

帯の実態把握 

 

 平成 30 年度に深さ約６m に設置した海底孔内傾斜計によって、その

付近で始まった「浅部ゆっくりすべり」の検出に成功し、深部孔内デー

タと合わせて断層すべりモデル評価を行って浅部プレート境界でのす

べりであることを示し、地震調査委員会・気象庁南海トラフ地震評価検

討会・地震予知連絡会へ報告した。なお、傾斜計の変動が捉えられた最

初の期間は、孔内データを含む他の地殻変動や微動活動が始まる前で

あり、傾斜計の検知能力の高さを実証するとともに、浅部ゆっくり地震

の物理にとっても重要な知見を与えると期待される。 

 海底下 20m 孔内への孔内傾斜計の設置と DONET への接続に成功し、

実海域観測評価を開始し、これまでの海底観測では得られなかった低

ノイズの観測が行えることを示した。設置には、海底着座型ボーリング

マシン（BMS）の改造による大口径孔の掘削、高い感度と安定性のレー

ザー光干渉式傾斜計の開発、掘削直後の孔内への探査機によるモルタ

ル打設と機器降下設置、100m 長の孔内機器-DONET接続等、多数の世界

初の海底観測技術が統合された。 

 水圧計の高精度な現場校正技術に必要な基本的な考え方について、

Machida et al., 2020, JGR にて論文公表した。 

 光ファイバー歪計の設置改善の航海実施時に状態を陸上局舎で確認

し、作業の結果スパイク状のノイズを減少させることに成功するとと

もに、ケーブル埋設ロボットのプロトタイプ及び開発試作品の製作を

実施した。 

 複数ある商用 DAS装置から最適なものを選定し、初島沖・室戸沖海底

ケーブル観測システムを用いた観測を実施、12 月より室戸沖での長期

連続観測を開始した。また、商用 DAS装置の長周期ノイズの原因を明ら

かにするとともに、その改善をはかるため、超安定レーザー光源の導入

と局舎内比較用光ファイバー干渉計の製作・設置を行い、室戸沖での

DASと同時の試験観測を３月に開始した。 

＜技術開発＞ 

【評価軸：海洋基本計画等に位置付けられた政策上の

課題へ対応するための研究開発を、中長期目標・中長期

計画等に基づき戦略的に推進し、科学的意義の大きい

成果が得られているか。】 

 

 技術開発において多数の世界初の取組を統合するこ

とで、従来に比べて桁違いに低いノイズレベルで海底

付近での地殻変動（傾斜）の連続リアルタイム観測を実

現したことは、南海トラフ震源域全域への海底地殻変

動リアルタイム観測の広域展開実現という本サブ課題

の目標に大きく前進した成果と言える。また、低ノイズ

化前の傾斜計観測で、微動が始まる前のゆっくりした

地殻変動が捉えられたことは、海底地殻変動観測リア

ルタイム観測点を広域・多点で展開することの重要性

を実証しただけでなく、浅部ゆっくり地震の物理を理

解する上で貴重な知見を与えるものである。 

 ウェーブグライダーによる多点自動観測システムの

実証により、これまで船舶の使用が不可欠で時間・人・

経費のいずれもコストのかかる GNSS-音響測距結合方

式の海底地殻変動観測のコストをすべての面で大幅に

削減することを可能とした。これにより、観測頻度を上

げること、つまり時間分解能と推定精度の向上が現実

的になり、海底ケーブルで地殻変動観測のできない日

本海溝や千島海溝などの海域で、プレート境界浅部（海

溝軸近傍）を含む固着・すべりの時間変化の検出が期待

できる。 
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 DAS観測データの観測・解析結果について、様々な観点から解析する

ことと速やかな論文公表の重要性を考え、機構外の研究者とのデータ

の共同解析を企図し、その結果論文２編（Matsumoto et al., 2021, 

Sci. Rep.、Ide, Araki, Matsumoto, 2021, EPS)で成果を公表した。

特に Ide, Araki, Matsumoto については、地震観測だけでなく、海底

での攪拌過程など海洋の稠密な観測に DAS が有益であることを見出し

たもので、他分野へも波及する科学的に重要な成果である。 

 電源開発株式会社の北本連系ケーブルの光ファイバーを用いた地震

観測等の共同研究を提案し、研究計画案を取りまとめた。令和３年度初

頭より共同研究を開始する見込みである。 

 公益財団法人鉄道総合技術研究所との強震動観測の共同研究におい

て、先方の要望を踏まえて DAS 等の光ファイバーセンシングの応用を

提案・現状と研究課題について技術検討・助言をし、令和３年度からの

実施につなげた。 

 令和元年度に開発した、ウェーブグライダーを用いて GNSS-音響測距

結合方式の海底地殻変動観測を行うシステム（Iinuma et al., 2021, 

Front. Earth. Sci.）の長期運用試験を６月から７月にかけて実施し、

日本海溝沿いの 14 観測点を約 40 日かけて巡回して、データを収録す

ることに成功した。また、10月から 11月にかけて、三陸沖の観測点に

おける繰り返し観測を同システムにより実施したほか、11 月上旬に青

森県沖で発生した地震を受けて実施された緊急観測にも投入し、デー

タの機動的な収録に成功した。青森県沖緊急観測においては準リアル

タイムでのデータ伝送及び海底局位置解析の試験も行った。これは、令

和３年度以降の長期多点観測の実施による広域海底地殻変動場の把握

及び準リアルタイム海底地殻変動モニタリングの実用化につながる。

開発要素の着実な進捗と当初予定以上の回数の観測によるデータ取得

であり、従来の船舶を用いた観測に比べて大幅なコストダウンが可能

であることを実証することができた。緊急観測で得られたデータは地

震調査委員会に報告され、地震活動評価に活用された。 

 1946 年南海地震の震源域である四国沖において、プレート境界断層

の複雑な形状や物性などを三次元的に捉えるための大規模な反射法構

造探査（MCS探査）を実施した。さらに、南海トラフ西縁に位置する日

向灘では MCS 探査に加えて深部の物性情報把握に有効な海底地震計を

 地震・津波等の被害が出ていない段階で、大地震につ

ながる先行過程を直上で観測できる可能性があるとい

うことで緊急観測を実施したことは、地震発生予測の

コミュニティにとって大きなパラダイム・シフトと言

える。 

 

【評価軸：得られた成果を国や関係機関に提供し、地震

発生帯の長期評価等へ貢献しているか。】 

 

 南海トラフ傾斜計で記録されたゆっくり地震のデー

タはサブ課題Ⅰ－１－（３）－②で整備した自動化され

たシステムで迅速に処理し、地震調査委員会、気象庁南

海トラフ地震検討会に報告し、国の南海トラフ地震発

生評価に活用された。 

 日本海溝北部で群発的に発生した地震を受けて実施

したウェーブグライダーを用いた海底地殻変動観測で

は、取得したデータを準リアルタイムに解析し、その成

果を迅速に地震調査委員会に報告し、日本海溝の地震

活動評価に活用された。 

 DAS 等の光ファイバーセンシングの最先端技術開発

の成果が、電源開発株式会社や JR総研のニーズと合致

し、令和３年度からの共同研究の開始や課題拡大につ

ながった。 

 

【評価軸：研究開発成果を最大化するための研究開発

マネジメントは適切に図られているか。】 

 

 国立研究開発法人防災科学技術研究所との包括連携

協定を結び、その元で DONET 高度化と N-net 拡張部の

開発を進めるためのワーキンググループを立ち上げ、

今後の研究開発（文部科学省地震・防災研究課ならびに

海洋地球課への予算要求など）を協力して進める体制

を構築した。 



41 

 

用いた構造探査（OBS探査）も実施した。新型コロナウイルスの影響で

調査時期が夏から初秋へとやや後ろ倒しになった他、日程が若干短縮

になったが、運航部門と協同できたこともあり、ほぼ想定通りにデータ

を取得できた。取得した MCS/OBS データは令和３年度中にプレート境

界断層形状などのイメージング成果を発表できるよう解析を進めてい

る。 

 令和元年度に取得した紀伊水道付近における MCS 探査データについ

ては、最先端の高度なイメージング解技術（重合前時間及び深度マイグ

レーション）を適用することで、詳細かつ広域な地下構造イメージング

結果を得た。これらのイメージング結果と令和元年度までのイメージ

ング結果に基づき、1946 年南海地震の震源域東部に相当する紀伊水道

付近におけるプレート境界断層形状の詳細とゆっくり地震等の地震活

動に関する研究を進め、国内外の学会で報告したほか、２本の論文を投

稿し、そのうち１本は受理（Kimura et al., Island arc, accepted）、

もう１本は査読中である。さらに追加で論文を投稿すべく準備を進め

ている。 

 令和元年度までに取得した OBS 探査データは、専任のポスドク研究

員を中心に解析を進め、プレート境界断層形状と地震発生様式の関連

性について学会発表を行うとともに、論文にまとめ公表した（Qin et 

al., 2020, Geophys. Res. Lett.）。 

 令和３年度末の中間評価に向け、令和３年度に新たに実施する構造

探査計画とその解析についても検討、整理した。計画通りにデータ取得

が進めば、令和３年度中には 1946年南海地震の震源域全体のプレート

境界断層の詳細形状を把握できる見込みである。 

 南海トラフ域における既存の MCS 探査データ解析も進め、熊野灘の

３次元 MCS データの高度な再解析から詳細なプレート境界断層形状と

スロー地震分布の関連性を議論し、誌上発表した（Shiraishi et al., 

2020, EPS)ほか、プレート境界断層との関連性が指摘される南海トラ

フ軸付近で発達するプロトスラスト帯についてもその詳細について誌

上発表した（Tilley et al., 2021, Geosphere）。 

 DONET で観測されたデータを活用した地下構造の実態把握研究も進

め、自然地震データを用いたプレート境界断層付近のＳ波速度構造に

ついての成果（Akuhara et al., 2020, Geophys. Res. Lett.）や、ノ

 

＜調査観測＞ 

【評価軸：海洋基本計画等に位置付けられた政策上の

課題へ対応するための研究開発を、中長期目標・中長期

計画等に基づき戦略的に推進し、科学的意義の大きい

成果が得られているか。】 

 

 南海トラフプレート境界断層の固着・すべり状態を

規定する構造要因の解明に向けた三次元的な構造探査

観測の結果、室戸沖ではこれまで二次元探査によって

推定されていた単一の海山ではなく、海山列が沈み込

んでいることを明らかにし、その詳細な形状をとらえ

ることに成功した。観測されたプレート境界断層形状

の起伏はスロー地震分布の不均質性と非常に良い相関

を示し、海山など海洋プレート表層地形に由来するプ

レート境界断層形状の起伏がプレート境界断層の固

着・すべり分布の不均質性に強い影響を与えているこ

とを観測事実は示している。 

 2011 年に巨大な東北地震が発生した日本海溝域で

は、過去 10年間、集中的に構造探査観測や地震観測を

実施してきた。令和２年度はこれらの観測データに基

づく研究成果を取りまとめ、（１）沈み込む海洋プレー

トの構造不均質が海溝軸近傍の巨大地震性すべりの広

がりを決定づけていたこと、（２）東北地震後、巨大地

震津波の発生が危惧されるアウターライズ地震断層の

分布や津波被害ポテンシャルなどについて誌上発表し

た。（２）については、津波浸水被害即時予測に活用す

ることも念頭に入れ、アウターライズ地震断層分布や

それらによる津波浸水シミュレーション計算結果をデ

ータベース化した。さらに、これらの成果を著名な国際

誌２本にレビュー論文として発表した。 

  

【評価軸：得られた成果を国や関係機関に提供し、地震



42 

 

イズデータから P波情報を抽出することに成功した研究成果（Tonegawa 

et al., 2021, Frontiers in Earth Sci.）を論文として発表した。さ

らに、掘削孔周辺に設置した OBS で観測される船舶ノイズを用いて熊

野灘付加体先端部における巨大断層の潮汐応答を捉えた成果や、自然

地震データを用いて地下の構造境界面をイメージングする新しい技術

についても論文としてまとめ、投稿した。 

 日向灘における浅部超低周波地震(sVLFE)について、震央に加えて震

源深さも含めた分布を求め、誌上発表した(Tonegawa et al., 2020, 

Geophys. J. Int.)。 

 令和２年度に新しく立ち上がった受託研究「防災対策に資する南海

トラフ地震調査研究プロジェクト」の一環として、南海トラフ地下構造

モデルの高解像度化やマルチパラメータ化を目指し、S波速度構造研究

などに着手した。令和２年度は熊野灘の３次元 P 波速度構造の高精度

化や、震源決定精度向上に向け DONET 観測点直下の堆積層内 S 波速度

構造の見積もりなどを潮岬沖付近から開始した。 

【千島海溝】 

千島海溝十勝沖におけるプレート沈み込み形状の概要把握を目指し

た広域調査は、新型コロナウイルスによる機構船舶運航停止の影響を

大きく受けたが、調査時期、日数、使用船舶などについて運航部門と協

力しつつ調整することで、プレート境界断層形状の把握に焦点を絞っ

て MCS探査を実施できた。その結果、令和元年度の調査データと合わせ

ることで、北海道南東沖の千島海溝域プレート境界断層形状の概要把

握に十分な量のデータを取得できた。これらのデータは、中間評価まで

の成果取りまとめ工程を意識し、令和３年度の夏までに地下構造の深

度イメージング結果を得られるように解析処理を進めている。 

 令和元年度に根室沖で取得した OBS 探査データの解析を進め、沈み

込んでいる海洋プレートは地殻の厚さやマントル速度など顕著な構造

不均質を示すことが分かってきた。これらの成果を国内外の学会で発

表するとともに、論文投稿に向け海洋プレートの不均質性が沈み込み

帯に与える影響などについて検討を進めている。 

 千島海溝海側のアウターライズ海域において、機構がこれまでに多

数の調査航海で取得した海底地形データを統合整理した他、既存の MCS

探査データを再解析し、アウターライズ地震断層分布の把握を進めて

発生帯の長期評価等へ貢献しているか。】 

 

 南海トラフプレート境界断層形状モデルは、文部科

学省「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロ

ジェクト」での次世代三次元地下構造モデル構築に活

用され、同プロジェクトのプレート固着モニタリング、

推移予測研究の高度化を通して、南海トラフ地震臨時

情報の迅速化・精度向上への貢献が期待される。 

 日本海溝アウターライズ地震断層に関するデータベ

ースは、地震本部の津波評価部会に報告し、日本海溝で

発生する津波の評価に活用されているほか、SIP「レジ

リエントな防災・減災機能の強化、予測」で構築した津

波シナリオデータバンクにも活用されている。 

  

【評価軸：研究開発成果を最大化するための研究開発

マネジメントは適切に図られているか。】 

 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響

で、海洋研究開発機構の観測船が４か月間にわたり停

船し、調査観測には少なからず影響が出た。しかし、運

航サイドと密に連携した上で調査観測ターゲットを絞

りこむことでその影響を最小限に抑え、所期の研究成

果への影響を最小限に抑え込むことができた。 

 南海トラフ西端日向灘で実施した構造探査研究は、

科学研究費補助金・新学術領域研究「スロー地震学」の

一環としても実施することで、より大規模で包括的な

構造探査観測とすることができた。 
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いる。 

【日本海溝】 

 2011 年東北地震後に実施してきた MCS 探査、OBS 探査、そして地震

観測の成果を取りまとめ、東北地震時に巨大すべりが生じた海溝軸付

近の地下構造の特徴（Nakamura et al., 2020, Scientific Reports）

や、東北地震後に地震津波の発生確率の高まりが指摘されている日本

海溝アウターライズの地震活動の実態（Obana et al., accepted, 

Geophys. J. Int.）、さらにはアウターライズ巨大地震断層分布やそれ

らの津波ポテンシャルの評価結果（Baba et al., 2020, J. Geophys. 

Res）などの成果を論文発表した。さらに、過年度の研究成果も合わせ

て、2011 年東北地震後の様々な研究成果を著名な国際誌に２本のレビ

ュー論文（Kodaira et al., 2020, Annual Review; Kodaira et al., 

2021, Science）としても発表した。 

 M9 東北沖地震震源域の南側の拡がりを規定する地下構造として、プ

レート境界浅部の厚い堆積層がすべりの特性をコントロールしている

仮説を、重力異常・構造探査結果・地震発生サイクルシミュレーション

を組み合わせた検討にもとづいて提案した（Nakata et al., 2021, 

Sci. Rep.）。 

【日本海】 

 令和元年度に山形沖海域で取得した OBS 探査データの解析を進め、

走時解析による地震波速度構造モデルを得た。同探査では台風の影響

で MCS探査を実施することができなかったため、OBS探査データを用い

た新しい地下構造イメージング解析技術（ミラーイメージング、リバー

スタイムマイグレーション技術など）を適用し、MCS探査データに基づ

くイメージング結果の代替となる地下構造イメージング結果も得られ

た。これらの成果は国内学会で発表するとともに、誌上発表に向けた準

備も進めている。 

 日本海南部で平成 30年度までに取得した既存構造探査データに基づ

き、日本海の形成史などに関して論文を発表した（Sato et al., 2020, 

Geophys. J. Int.）。 

 令和２年度は、８年間にわたる文部科学省受託研究日本海地震・津波

調査プロジェクトの最終年度にあたり、日本海東縁地震発生帯の実態

について８年間の構造探査研究に基づき断層データベースを作成する
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など報告書に成果を取りまとめた。さらに、論文として公表するための

準備も進めている。 

 南海トラフ地震発生帯掘削によって採取されたコア試料を用いた物

性研究を進め、南海地震発生帯の拡がりを規定する温度構造を決定す

る上で必要不可欠な熱物性の深度プロファイルを決定し論文として発

表した（Lin et al., 2020, G-cubed）。また、掘削では調べることが困

難である地震発生帯深部におけるプレート境界断層レオロジーを探る

ために固体圧高温高圧実験とその微細構造観察をおこない、水岩石比

を考慮した脆性塑性遷移領域の新しいレオロジーモデルを提唱した

（Okazaki et al., 2021, JGR）。 

 既存の試料の解析を進め、イベント堆積層の特徴の情報となるコア

の化学分析等のデータを得た。新型コロナウイルスの影響を受けて当

初計画より遅れたが、「ちきゅう」の航海によって得られた試料の分析

を開始し、一部基礎的な年代情報（火山灰による年代）を得た。また高

精度層序のための地磁気永年変化の測定開始しその磁気データの安定

性を確認できた。主に産総研によるバルク有機物の 14C 年代の測定も

協力して進められた。 

 新型コロナウイルスの影響により、IODP 航海による東北沖地震震源

域での試料採取は、令和２年度は実施されず、令和３年度の同様の時期

に航海実施が計画された。IODP 航海に関連ある既存データを整理し、

まとめ論文として投稿した。 

 1804 年象潟地震をモデルケースとして、地震津波履歴情報（震度分

布、津波痕跡、地殻変動、海域活断層）に基づく断層モデル推定手法の

構築とその検証を行った（Imai et al., 2020, SRL）。1854年安政東海

地震の津波励起時刻を北米での観測波形と津波数値解析によって明ら

かにし（Kusumoto et al., 2020, SRL）、同様の手法で 1854年安政南

海地震の津波励起時刻を求め、安政の東海地震と南海地震の発生時間

差について検討を行った（楠本・他，2020地震学会）。 

 南海トラフ孔内（間隙水圧）観測による浅部ゆっくりすべりのモニタ

リングを地震調査委員会、気象庁南海トラフ地震評価検討会に毎月提

出するとともに、孔内観測データを機構 HPのデータベースサイトでの

公開を継続した。 

 2011 年東北地方太平洋沖地震発生から 10 年間の海域観測研究の成
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果を東北大学と協力して、ウェブ上の連載コラム記事、連載インタビュ

ー（YouTube）、そしてオンラインシンポジウム（YouTube配信）によっ

て、一般向けに広く発信した。 

 地震予知連絡会において、2011 年東北地震から 10年間の海域観測に

よる研究成果を、令和２年に出版した研究論文の内容（Fujie et al., 

2020; Nakamura et al., 2020; Baba et al., 2020 など）を中心に報

告した。 

 地震火山噴火予知研究協議会（予知協）において、日本海溝域や南海

トラフ域で進めている最近の地震発生帯の実態把握研究の成果を報告

した。 

 地震本部の海溝型地震分科会において、南海トラフ・南西諸島海溝域

のプレート沈み込み構造を検討の基礎的な情報として提供した。 

 日本海溝アウターライズ地震断層分布及び津波浸水即時予測評価に

向けたデータベース(Baba et al., 2020, J. Geophs. Res.)について、

地震本部の津波評価部会で活用されるとともに、同データベースは SIP

「レジリエントな防災・減災機能の強化」で構築した津波シナリオバン

ク構築にも活用された。 

 地震発生時に列車の安全性を確保する新幹線早期地震検知システム

を展開する JR東日本と共同研究を立ち上げ、早期地震検知システム高

度化に向け、日本海溝域ケーブル式地震計（S-net）の観測点の地盤構

造情報を提供した。 

 NZ ヒクランギ沈み込み帯で国際的な共同研究（日本、NZ、米国、英

国）の枠組みで実施した大規模３次元 OBS探査データを活用し、沈み込

み帯における応力場不均質性に関する研究論文を発表した（Arai et 

al., 2020, J. Geophys. Res.）。本論文は全論文の 1～2％しか選出さ

れない Editor’s Highlight にも選出されるなど高い評価を受けた。

今後、南海トラフなど日本周辺の沈み込み帯にも応用することで地震

発生帯の応力場を含めた実態把握に繋げることが期待される。 

 北米大陸太平洋岸・カスカディア沈み込み帯における地震観測デー

タに基づき、共同研究者とともにプレート変形構造を明らかにした

（Hutchinson et al., 2020, Earth Planet. Sci. Lett.）。一方、カ

スカディアに隣接するクィーンシャーロット断層における国際共同観

測計画は、新型コロナウイルスの影響を鑑み延期とした。共同研究者と
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は密に連絡を取っており、近い将来に改めて共同観測として実施する

方向で検討を進めた。 

 ミャンマー及びバングラデシュ沖のプレート沈み込み帯の実態把握

を目的として、新たな国際的な共同研究及び観測の枠組み作りに関し

て米国、バングラデシュなどの研究者と検討を進めた。 

 アジア諸国との連携の拡大の一環としてインドネシア科学技術庁

(BPPT)との間で海底観測技術や地震・津波分野の遠隔トレーニングコ

ースを開催した。ネットワーク環境下にかかわらずインドネシア側か

ら 70名程度の職員の参加があり、且つ活発な議論もあり想定以上の効

果があった。並行して今後の研究協力体制について議論を進めており、

令和３年度以降の新たな協力体制の枠組みを構築すべく調整中であ

る。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響下ではあったが、アジア太平洋

域での地震等地球物理観測網を相手機関との連携により運用を通年で

実施でき、順調に継続的なデータの取得と関係機関への提供をおこな

った。現地で実施予定であった共同事業は令和３年度に順延すること

で相手機関と調整をおこない、また必要によりリモート講義などで対

応をおこなった。 

 トルコ、マルマラ海での地震観測を共同で実施するとともに、西部の

地震活動に関する論文を出版した (Yamamoto et al., 2020, 

Tectonophysics)。また、共同研究計画を策定し、IAを締結した。 

 SZ4D のワークショップに向けた事前検討で、関係者より地震発生帯

での強震動観測についてコメントを求められ、共同研究で実施した振

動試験、孔内・海底の比較結果についてコメントしたところ、WS での

話題提供を依頼された。また、光ファイバー計測の強震動への可能性に

もコメントし、ワークショップでの議論準備に貢献した。 

 

 

②地震・津波の発生過程の

理解とその予測 

 

 南海トラフにおける三次元地震発生帯地下構造モデルの高解像度

化、高信頼性化を念頭に、複数の既存三次元モデルとそのモデル構築に

活用された情報を整理した。さらに、熊野灘海域を中心に、既存モデル

構築に使用されていない新しい構造研究成果も収集した。これらのデ

ータを活用して熊野灘から三次元モデルの高度化に着手した他、既存

の P波速度構造モデルに加えて、S波速度や密度などの三次元地下構造

【評価軸：海洋基本計画等に位置付けられた政策上の

課題へ対応するための研究開発を、中長期目標・中長期

計画等に基づき戦略的に推進し、科学的意義の大きい

成果が得られているか。】 

 

調査観測から得られる地下構造モデルの不確かさに
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モデル構築に向けた準備にも着手した。これらの研究は、令和２年度か

ら始まった文部科学省受託事業「防災対策に資する南海トラフ地震調

査研究プロジェクト」と連携して実施し、成果は同プロジェクトで活用

された。 

 我が国にオーサライズされている唯一の日本列島規模の三次元プレ

ート境界形状・地下構造情報である全国一次地下構造データを用い、地

殻変動・応力計算解析用の西南日本と東北日本の有限要素モデルを用

いた地表変位のグリーン関数ライブラリの論文を公表した（Hori, et 

al., 2021a,b, EPS）。 

 間隙圧のリアルタイム監視により観測された、2020 年３月下旬に発

生したゆっくりすべりのデータを解析した。その結果、その推移が 2015

年と似た特徴であったことから、超低周波地震が発生することを指摘

し、その後 DONET広帯域地震計で捉えられた。これらにより、孔内間隙

水圧データと DONET データを活用した推移予測の道筋を作ることに成

功した。2020年３月のゆっくりすべりは 2015年のものより小規模であ

り、間隙圧変化の S/N比が低いものであったため、回帰直線解析に基づ

く統計手法を導入することにより、海底地殻変動成分の抽出、及び信頼

度の定量的評価に成功した (Ariyoshi et al., 2021, Frontier Earth 

Sci.)。 

 Iinuma (2018, GJI)で提案した、変位速度場の空間勾配に基づいて

プレート境界での固着状態の時空間変化をモニタリングする手法を、

国土地理院が公表している電子基準点の日々の座標値データに自動・

定期的に適用し、結果を可視化するシステムの構築を進め、試験運用を

開始した。 

 地下構造モデルの不確かさによるプレート間固着の現状把握への影

響を定量的に評価するため、地下構造の不確かさごと地下構造モデル

の候補から構成されるアンサンブルの形で取り込む、すべり遅れ推定

手法を開発し、数値実験により有効性を確かめた（Agata et al., 2021, 

GJI）。 

 巨大地震後のデータに含まれる、余効すべりやプレート間の固着に

よる変位と粘性緩和による変位とを分離して、プレート間の固着・すべ

り状態の現状把握を精確に行うべく、プレート境界面での地震時・地震

後のすべり分布と粘性緩和による変位とを同時推定する手法を開発し

よるプレート間固着の現状把握への影響を定量的に評

価するため、地下構造の不確かさごと地下構造モデル

の候補から構成されるアンサンブルの形で取り込む、

すべり遅れ推定手法を開発し、数値実験により有効性

を確かめた。 

また、観測された地殻変動データの最大活用のため、

巨大地震後の地殻変動データに含まれる、余効すべり

と粘性緩和による変位とを分離して、プレート境界面

での地震時・地震後のすべり分布と粘性緩和による変

位とを同時推定する手法を開発した。これにより、地震

後に設置した海底地殻変動観測データによって、地震

時すべり分布の解像度を向上させられることを実証し

た。さらに、GNSS-A 海底地殻変動観測点の限られた千

島海溝において、観測誤差や観測点増加が地震時すべ

り・地震間すべり欠損の推定精度に与える影響を定量

的に評価する手法を開発し、数値実験で有効性を示し

た。 

 

【評価軸：得られた成果を国や関係機関に提供し、地震

発生帯の長期評価等へ貢献しているか。】 

 

 国土地理院による変位速度場の空間勾配を用いた常

時モニタリングは、研究開発成果が現業官庁に活用さ

れるようになったアウトカムであり、このような道筋

をつけたことは、今後の研究開発成果の実装を進める

上でも重要な意義を持つ。 

また、南海トラフで発生したゆっくりすべりの変化

をリアルタイムで追うために気象庁から週２回のリア

ルタイム解析結果の報告を求められ、それに自動化し

たシステムで対応できたことは重要なアウトカムと言

える。 

付加価値情報創生部門の進める数値解析リポジトリ

と四次元仮想地球の重要な柱の１つであるサイト地震
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た。地震後に設置した海底地殻変動観測データによって、地震時すべり

分布の解像度を向上させられることを実証した（Tomita et al., 2020, 

EPS）。 

 GNSS-A 海底地殻変動観測点の限られた千島海溝において、観測誤差

や観測点増加が地震時すべり・地震間すべり欠損の推定精度に与える

影響を定量的に評価する手法を開発し、数値実験で有効性を示した

（Murakami et al., 2021, Frontier Earth Sci.）。 

 固着・すべりの時空間変化のデータ同化手法について、粘弾性を考慮

した解析手法の開発を東大地震研との共同研究（科研費基盤 S）で進め

るとともに、データ同化に用いる断層構成則の検討について学会発表

した（堀, 2020地震学会）。 

 本課題でまず実現を目指す推移予測は、リアルタイムで逐次的に固

着・すべりの現状把握をした結果を粘弾性・断層すべりモデルに入力す

ることで実現するものであり、固着・すべり分布推定における不確かさ

の定量的評価が不可欠である。したがって、令和２年度行ったモデルの

曖昧さ（断層形状や変動源）や観測誤差が固着・すべりの推定に与える

影響を定量的に評価する手法の開発をいずれも論文として公表するま

で進められたことは、計画以上の達成といえる。 

 熊野灘沖の三次元地下構造情報を利用して海底地すべり面の規模や

すべり面について検討を行い、これによって励起される波源規模につ

いて評価を行った。2011 年東北沖地震による東北太平洋地域の津波瓦

礫堆積分布を自動で検出できる技術を開発した（三戸部・他，2020）。

これを用いてサンプル・データの拡充を図り津波瓦礫発生予測モデル

の適用範囲拡大を実施する予定である。また、既往の予測モデルを使っ

て、尾鷲市における内閣府の波源断層モデルに対する瓦礫堆積予測を

行い、浸水予測だけでは判らなかった津波ハザード情報を示すことが

できた。 

 2020 年３月の浅部ゆっくりすべり検知時には、超低周波地震が発生

する前に地震調査委員会及び気象庁検討会に報告した。この実績によ

り、2020年 12月に発生した浅部ゆっくりすべりでは、気象庁からの依

頼により、活動が終息する 2021 年２月中旬まで、気象庁からの依頼で

２週間に１度の週報による報告を継続した。これらは報告資料の作成

過程を自動化し、自動処理結果を毎日作成・ML で共有できる環境を構

動評価で、その数値解析リポジトリのツールと四次元

仮想地球のデータを主体的に用いて解析し、その結果

を日本建築学会に報告したことは、企業が実務に活用

する際の有償利用につながる重要なアウトカムであ

る。 

 

【評価軸：研究開発成果を最大化するための研究開発

マネジメントは適切に図られているか。】 

 

 本課題で開発した手法、取得したデータ、構築したモ

デルを付加価値情報創生部門の進める数値解析リポジ

トリと四次元仮想地球に統合していくために、付加価

値情報創生部門との機構内共同研究体制を構築した。 

 本サブ課題の実施には、文部科学省受託研究「防災対

策に資する南海トラフ地震調査研究プロジェクト」（令

和２年度から５年）、文科省補助金事業「富岳」成果創

出加速プログラム「大規模数値シミュレーションによ

る地震発生から地震動・地盤増幅評価までの統合的予

測システムの構築とその社会実装」（令和２年度から３

年）、科研費基盤 S「震災軽減のためのヘテロ解析によ

る地殻イメージング手法の開発とその適用」（平成 30年

度から５年）等の外部資金を獲得して実施している。 

また、「防災対策に資する南海トラフ地震調査研究プロ

ジェクト」には、本サブ課題の中心となるプレート境界

の固着・すべりの解析手法の開発成果が国土地理院の

リアルタイム解析システム REGARD等に実装される研究

開発体制としている。 

さらに、国立研究開発法人防災科学技術研究所との

包括連携協定を結び、その元で、国だけでなく地域・企

業等の防災に貢献することを目的として、陸海統合地

震観測網のデータや地殻構造・地殻変動の調査・探査デ

ータをはじめとした調査観測データの利活用による推

移予測等の研究開発と社会実装、これらに必要な調査
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築したことによる成果である。また、DONET広帯域地震波形を用いて、

2020 年 12 月の浅部ゆっくりすべりに伴って発生した超低周波地震が

低角逆断層タイプであることを示し、地震調査委員会・気象庁検討会に

報告した。 

 変位速度場の空間勾配に基づいてプレート境界での固着状態の時空

間変化をモニタリングする手法の数値計算コード及び制御スクリプト

類を国土地理院からの要請で提供した。国土地理院において実行され

た解析の結果が、地震予知連絡会での定例報告に含まれるようになっ

た。 

 内閣府防災の相模トラフ巨大地震による長周期地震動評価の高度化

を、富岳プロジェクト（文部科学省補助金事業）を通して進めており、

地震本部による最新の三次元地下構造モデルを導入した大規模有限要

素モデルを構築するとともに、長周期地震動に必要な機能を加えた計

算コード E-wave FEMを整備し（縣・他, 2020, JpGU・土木学会、Agata 

et al., COMPSAFE2020）、震源断層モデルが与えられれば「富岳」で計

算できる準備を整えた。令和３年度に震源断層モデルが委員会で決定

されれば、準備したモデルと計算コードを用いて、内閣府防災が「富岳」

の政策対応枠を用いて計算が実施される予定である。 

 内閣府（防災担当）が長周期地震動評価に用いる構造モデルと計算コ

ードを、地震本部でも共通に用いるため、防災科研との共同研究をタス

クフォースの柱の一つとして開始した。従来地震本部の長周期地震動

評価に用いられてきた計算コードの持つ機能の E-wave FEMへの導入を

サイト地震動評価の研究開発として進めた。 

 我が国が想定に用いる長周期地震動計算のための地下構造モデルと

計算コードと同等のものを企業が実務に活用するための仕組みづくり

として、「富岳」プロジェクトの連携機関の企業に対して有限要素メッ

シュ作成や地震動計算のチュートリアルを行い、企業のニーズを把握

するとともに、サイト地震動評価プロジェクトでプリ・ポスト機能向上

とマニュアル整備を進めた。そこで得た技術とツールを企業が活用し

た成果について、複数企業が日本建築学会での発表を申し込んだ。 

 即時津波予測システムの実装と利活用について、坂出市、香川大額、

防災科学技術研究所、機構の４者協定を結び、共同研究契約も締結し

た。 

観測のニーズを踏まえた技術開発を共同で実施するた

めのタスクフォースを立ち上げ、両機関がこれまで以

上に密に協力して研究開発を進める体制を構築した。 
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 東北地震 10年に合わせた津波関係のイベント、取材等が多く、その

対応を積極的に行うとともに、SSHでの巡検を含む授業対応などを行っ

た。また、関東や東北沖で発生した被害・有感地震について、一般向け

のわかりやすい解説コラムを機構 HPに掲載した。 

 

 

③火山及び地球変動要因と

しての地球内部活動の状況

把握と変動予測 

 

 鬼界カルデラ周辺海域において、ウェーブグライダーに海域火山活

動観測装置を装備して運用し、薩摩硫黄島を１分毎に撮影した画像デ

ータを衛星通信によって連続的に陸上局に伝送することに成功した。

これは海域火山における常時監視への道筋をつける成果である。次に

西之島周辺海域における長期運用試験を実施した結果、荒天時のシス

テムの安定性に関しての改良点が判明した。令和３年度は試験結果を

踏まえて、実際の運用に耐えうるシステムの開発を進める。 

 西之島海域にマーメイドを投入し、西之島火山活動データの収集を

開始した。 

 鬼界カルデラ周辺海域に海底地震計(OBS)、島嶼地域に地震計を設置

し、自然地震観測を開始した。令和３年度に実施するエアガン-OBS に

よる鬼界カルデラ構造探査の実施計画を策定した。 

 西之島に設置されていた海底電位差磁力計(OBEM)を回収した。今後、

このデータは西之島地下の電気伝導度構造推定に用いられる。 

 沿岸火山地域における地震・電磁気探査手法を開発するために数値

シミュレーションを実施し、地震探査については令和３年度も数値シ

ミュレーションを継続することになった。 

 鬼界カルデラ周辺での海底光ファイバー観測についての計画を練

り、竹島・枕崎局舎などのサイトサーベイを実施し、DAS収録システム

も導入・室戸等の環境で開発・試験した。これにより令和３年度当初か

ら鬼界カルデラでの試験観測（業者レンタル品を合わせて２ファイバ

ー同時計測）が実施可能な準備を整えた。 

 鬼界カルデラとその周辺において、令和元年度に調査できなかった

箇所を中心に海底火山岩採取とテフラ試料を含む採泥を実施した。令

和元年度の航海で得られた火山岩試料の化学分析、及び「ちきゅう」

SCORE掘削で得られたテフラ試料の化学分析を実施し、直近の大規模噴

火のみならずそれ以前の火山活動履歴を明らかにするためのデータを

得た。大量のテフラデータから火山活動履歴を明らかにするための数

【評価軸：海洋基本計画等に位置付けられた政策上の

課題へ対応するための研究開発を、中長期目標・中長期

計画等に基づき戦略的に推進し、科学的意義の大きい

成果が得られているか。】 

 

＜フローチャートにおけるアウトプット「火山活動の

予測研究に資するデータと知見の蓄積」＞ 

 年度計画を達成し、論文掲載数は令和元年度を上回

った。鬼界カルデラ研究では、研究航海の実施と共に、

データ・サンプルの解析が進み、大規模噴火活動の実態

解明が進んだ。火山監視システムの開発を進め、ウェー

ブグライダーを活用した監視システムの実海域試験に

成功した。西之島火山の活動変化に対応した緊急調査

を実施し、その調査におけるアウトリーチは大きく注

目され、テレビ、新聞等で報道され、想定以上の成果を

あげた。 

 

【評価軸：得られた成果を国や関係機関に提供し、地震

発生帯の長期評価等へ貢献しているか。】 

 

＜フローチャートにおけるアウトカム「地震発生帯の

現状把握・長期評価、及び火山活動評価への貢献」＞ 

 令和２年度は気象庁の火山噴火予知連絡会へ火山活

動評価に資する西之島火山調査データを４回報告し

た。その貢献が評価されて、令和３年度から予知連の火

山活動評価検討会に委員として加わることが決まり、

評価検討会を通じて、直接、研究成果を気象庁に報告す

る道筋を準備した。 
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理統計的解析手法の開発を実施した。 

西之島が 2020年６月に突然、大量の火山灰を噴出する爆発的な噴火

に移行したことに対応して、海底広域研究船「かいめい」、深海調査研

究船「かいれい」、東北海洋生態系調査研究船「新青丸」で緊急調査を

実施した。島内及び周辺の海底から火山砕屑物や火山灰の採取に成功

した。採取された西之島の火山灰より、2020 年の爆発的噴火は白黒互

層火山灰で構成されるバイモーダルな火山活動であるという新たな知

見が得られ、令和３年度の学会（JpGU 等）で研究成果が公表される。

火山防災の立場から、JAMSTEC コラム・トピックスにおいて、西之島の

カルデラ噴火の可能性を解説し、新聞掲載など大きな反響を呼んだ。こ

れらの調査航海情報は Twitterなどの SNSでも公開され、YouTube動画

は令和３年３月 29日現在で 1.9 万回視聴されている。 

オントンジャワ海台の掘削提案に関してフルプロポーザルの修正と

再提出を行い、IODP 科学評価パネルから外部査読のステップに進むよ

う推薦を受けるなど掘削の実現に向けて大きく前進した。ハワイ沖掘

削提案に関してフルプロポーザル作成と提出を行い、科学評価パネル

から修正のステップに進むよう推薦を受けた。オーストラリア西方で

の IODP掘削試料の化学分析を進め、大陸分裂イベントに関する論文を

公表した（Harry et al., G-cubed）。 

海洋地殻の実体解明を目指した海洋掘削プロジェクトを推進するた

め、海洋モホ反射面と海洋地殻の厚さが中央海嶺に侵入する海水によ

って制御されているという新しい仮説を提示し、その論文を投稿した。

論文が出版された後に、その仮説検証として海洋地殻掘削プロポーザ

ルを提出する予定である。 

マグマ溜まりの進化に関する３次元シミュレーションコードを開発

し、地球シミュレータによる大規模計算を実現し、これに関連して流れ

の可視化と時間発展に関する論文を発表した（Fujita et al., 2020, 

J. Visual.; Noto et al., 2021, J. Fluid Mech.）。 

草津白根山の溶岩流の微細構造解析から過去 500 年間のマグマ供給

系の進化に関する論文を公表した（Ueki et al., 2020, Earth, 

Planets, Space）。 

 伊豆小笠原火山弧における 1500万年間の火山活動の進化（Miyazaki 

et al., G-cubed）や、シャツキーライズにおいて海台型からホットス

 火山活動評価データの活用先として国の重要な政策

として位置付けられている原子力規制庁への評価資料

の提供を行うため、規制庁との共同研究契約の締結を

進め、カルデラ研究における知見を提供する仕組みを

作った。 

 

【評価軸：研究開発成果を最大化するための研究開発

マネジメントは適切に図られているか。】 

 

センター、グループ、個人のそれぞれの単位で年度計

画を作成し、研究業務の進捗状況に応じて、柔軟に計画

を修正し、成果の最大化を図っている。さらに、中長期

計画を念頭に複数年の線表も作成し、長期的視野を持

って研究業務のマネジメントを行っている。一方、自由

な発想に基づく、研究者個人及び機構内外との共同研

究も推奨し、世界をリードできる成果を創出できる研

究組織を目指している。具体的には以下のとおり。 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のた

め出勤率の低下及びテレワークの増大により、ラボで

の実験作業等に大きな影響が出たが、これを機に実験

作業の効率化や自動化を積極的に進め、研究成果の最

大化に努めた。 

 西之島火山活動の活発化という想定外の自然現象に

即時対応をするために、年度途中に研究資源の再配分

を適正に行い、緊急調査を成功させた。 

 アウトリーチに力を入れ、研究航海の様子を YouTube

や Twitter 等の手段で積極的に発信するとともに、西

之島火山調査では NHK による乗船取材を実現させ、大

型番組での研究成果の発信に向けた準備を進めた。 
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ポット型への火山活動の変化（Sano et al., 2020）に関する論文を公

表した。 

 西之島が今後カルデラを形成するかもしれないという仮説とその検

証は、カルデラ火山の形成の謎に直結する可能性がある。この新しい視

点から、カルデラ形成前後の火山として西之島と鬼界カルデラとの両

研究のシナジーが生まれた。 

国際共同研究として南太平洋で運用しているマーメイドがトンガ海

域の海底火山の活動を捉えることに成功した。 

 大陸縁辺域の大陸分裂メカニズムを明らかにし、論文を公表した

（Yoshida et al., 2020a, b, Tectonophysics）。 

地殻熱流量等の物理的データや化学反応生成物の組成等の化学的デ

ータを逆解析し、地球内部の構造や化学反応プロセスを推定する数理

統計手法を開発し論文公表を行った（Oyanagi et al., 2021, Euro. 

Phys. J.; Morishige and Kuwatani, 2020, Geophys. J. Int. 他）。 

火山噴火や地球内部物質循環を駆動する二酸化炭素について、マグ

マ中の濃度定量を高精度化する手法を開発し公表した（Hanyu et al., 

Chem. Geol., 2020）。 

海域カルデラ火山研究において、原子力規制庁との共同研究の準備

を進め、今後、カルデラ研究で得られる知見を直接提供する枠組みを構

築した。 

気象庁の火山噴火予知連絡会へ火山活動評価に資する西之島火山調

査データを提供し、令和３年度から予知連の評価検討会のメンバーに

入ることにより、知見や成果を直接提供する方法を構築した。 

 

（４）数理科学的手法によ

る海洋地球情報の高度化及

び最適化に係る研究開発 

【評価軸】 

・海洋基本計画等に位置付け

られた政策上の課題へ対応

するための研究開発を、中長

期目標・中長期計画等に基づ

き戦略的に推進し、科学的意

義の大きい成果が得られて

 補助評定：Ａ 

 

本項目に係る年度計画に照らし、予定どおり、あるい

は予定以上の成果が創出されたことに加え、フローチ

ャートにおけるアウトカムの一部に到達したことなど

を総合的に勘案した結果、自己評価を「Ａ」とする。評

価軸ごとの具体的な根拠については以下のとおり。 

 

【評価軸：海洋基本計画等に位置付けられた政策上の

課題へ対応するための研究開発を、中長期目標・中長期

補助評定：（Ａ） 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 
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いるか。 

・中長期目標・中長期計画等

に基づき、情報基盤の整備・

運用が効率的になされ、国内

外の関係機関との連携が進

展しているか。 

・得られた成果を社会へ発

信し、課題解決へ向けた取

組への貢献等が図られてい

るか。 

・研究開発成果を最大化する

ための研究開発マネジメン

トは適切に図られているか。 

 

計画等に基づき戦略的に推進し、科学的意義の大きい

成果が得られているか。】 

 

＜フローチャートにおけるアウトカム「政策的課題や

社会的課題の解決への貢献」＞ 

 アンサンブル手法を使った予測シミュレーションに

「共変動」が無いかを解析し、過去最強クラスのインド

洋ダイポールモード現象が 2019、2020年の日本の記録

的暖冬に影響したことを解明した。複雑に絡み合う相

互関連性の一部を発見・解明し、いまだ不明点の多い日

本を含む中緯度域の大気海洋変動の理解を深めたこの

成果は、年度の計画を上回る成果である。 

 

＜フローチャートにおけるアウトプット「複雑に絡み

合う海洋・地球・生命間の相互関連性を発見・解明」に

該当＞ 

  気候予測システムに海氷分布情報を初期化した

SINTEX-F2si 及び CFES を用いた気候予測システムを組

み込みマルチモデル化した。これまでの気候予測シス

テムはモデルバイアスの影響を受けやすい問題があっ

たがその予測精度を向上し、毎月予測を実施、ウェブサ

イトを通じて一般に提供している。モデルバイアスと

して海氷の影響を明らかにしたこの成果は、複雑に絡

み合う相互関連性の一部を発見した成果であり、年度

の計画を上回る成果である。 

 

＜フローチャートにおけるアウトプット「情報連携の

ためのデータ群及び数理解析手法群の整備」に該当＞ 

全速度磁気流体（MHD）シミュレーションコードを開

発し、世界で初めてマッハ 10程度以上の高速流とマッ

ハ 0.01程度以下の低速流及び磁場を正確かつ安定に計

算することに成功した。低速流～高速流までが織りな

す流体現象の根本的理解に役立つ計算科学における汎

 

・海洋科学技術における優れた分析・検証手法

にとどまらず、分野を超えて応用可能なプラ

ットフォーム性の高い研究成果を上げてい

る。数理科学の専門家と機構内他分野の研究

者を連携させて、研究課題の解決に当たると

いう発想は、機構として、より良質な研究成果

の創出に貢献するものと期待できる。国内共

同研究が活発に推進されていることからも、

その技術力の高さ、応用範囲の広さが伺える。 

・数理科学的手法による新たな付加価値創造

については、他の機関においても新規展開に

困難が多く、模索が続けられている。このよう

な状況下において、「数値解析リポジトリ」の

実現に向けてツールの開発が進展した点は、

年度計画を上回ったと考えられる。特に、世界

初の全速度磁気流体（MHD）シミュレーション

コードの開発は優れた成果と認められる。ま

た、微分形式で記述される電磁界解析理論と

これに基づく数値解析手法の実現は、電磁界

現象の数値解析のブレークスルーとして顕著

な成果と認められる。物体における応力・歪み

などの関係を示す六次元の物理量を視覚的に

表現できる新しい方法を見いだしたことも高

く評価できる。 

・インド洋ダイポールモード現象が冬季の東

アジアの気候に影響を及ぼし得ることを発見

し、令和元年、２年の日本の記録的暖冬の予測

に成功したことは、優れた成果と認められる。

また、気候予測モデルの大幅な改善に成功し

たことは高く評価する。EU との共同研究によ

り、北太平洋中央部の約２年先の海面高度偏

差予測を実現した成果も、重要な成果と認め
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用基礎技術を確立した成果は、年度の計画を上回る成

果である。 

 ３次元空間における応力場の時空間変化の効果的な

可視化手法を完成させ、応力場やひずみ場など「３次元

空間内の各点に６次元の物理量が割り振られた場」の

直観的な把握を容易にした。これまで表現できなかっ

た物理場を可視化する汎用的ツールでありまた数値解

析結果の検証ツールとして完成したことは、年度の計

画を上回る成果である。 

 電場・磁場・電荷の全てを連成した、「厳密な離散

Maxwell方程式」に基づく電磁界現象の正しい数値解析

を実現した。従来の数値解析手法では電場・磁場・電荷

の３つの場のうちの２つまでしか同時に扱えなかった

ところ、３つ全てを連成した電磁界解析理論及びそれ

に基づく数値解析手法を完成したことは電磁界現象の

数値解析のブレークスルーであり、年度の計画を上回

る成果である。 

 

【評価軸：中長期目標・中長期計画等に基づき、情報基

盤の整備・運用が効率的になされ、国内外の関係機関と

の連携が進展しているか。】 

 

＜フローチャートにおけるアウトカム「政策的課題や

社会的課題の解決への貢献」＞ 

水産業からの期待が大きい精度の高い漁場推定とい

うニーズに対し、課題である海洋生物分布に関する観

測データの不足を補うため衛星観測データ（クロロフ

ィル-a）を利用する技術を開発することで、インドネシ

アのカツオ/マグロ漁場推定の的中度を向上し水産資

源の適切な管理と水産業の成長産業化に貢献した。こ

の成果は、年度の計画を上回る成果である。 

 

＜フローチャートにおけるアウトプット「情報連携の

られる。 

・「四次元仮想地球」の先行テーマの研究開発

について、種々重要な取組を行っている点は

評価できる。特に、気候変動や環境変動の予測

情報の社会応用可能性の提示等において「四

次元仮想地球」の先行例を示すことができた

点は、年度計画を上回ったと考えられる。さら

に、海流と環境変動の関係の理解に関する成

果は、優れた成果と認められる。 

・研究と運用の一体化を目指した新たな研究

基盤の導入に当たって、次期地球シミュレー

タ（ES4）の大幅な性能向上とコスト削減を実

現したことは、高く評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・世界初の全速度磁気流体シミュレーション

コードを開発し、世界標準化されたとのこと

だが、どこで、どのように活用されているかに

ついても示すことが求められる。 

・AIを更に生かすなどの発展が期待されるが、

本取組の進捗がやや遅いと考えられる。これ

までにない分野であり、機構の研究者のみで

はなく、他研究機関との連携の下で進めてい

くことが望まれる。 

・数理科学的手法に関し、依然として伝統的な

モデル駆動型アプローチが主流のようである

が、データ駆動型アプローチとの融合による、

独創的な手法の開発が期待される。 

・完成形の「四次元仮想地球」に対する現在の

進捗状況（完成度）を可視化することで、機構

内外のモチベーション向上、潜在的な付加価

値の発掘に資する情報発信のツールとして活

用できると期待される。労力・コストを勘案の
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ためのデータ群及び数理解析手法群の整備」に該当＞ 

JAXA と協働運営する JCOPE コンソーシアム海流予測

を、高知県による海流実測データで検証・改良し予測精

度を向上した成果は、利用者による予測検証というユ

ーザ参加型の付加価値情報創生を実現したものであ

り、「四次元仮想地球」の典型例である。年度の計画を

上回る成果と言える。 

 

＜フローチャートにおける取組「計算サーバ整備・運

用」に該当＞ 

研究者と運用技術者を一体としたワーキンググルー

プを結成し、次期「地球シミュレータ」の仕様を策定し

た。従来の運用技術者主体の選定から、研究者と運用技

術者が一体となった選定となり、研究成果の最大化を

重視した仕様による入札公告を実現した結果、ベクト

ル・スカラ CPU・GPUの３つの CPUが併用されたユニー

クな「地球シミュレータ」を導入することができた。多

様かつ多数の計算系研究者が利用可能であり、従来研

究の発展と新規研究実現を両立し得る新たな研究基盤

の導入に成功したこの成果は、年度の計画を上回る成

果である。 

 

【評価軸：得られた成果を社会へ発信し、課題解決へ向

けた取組への貢献等が図られているか。】 

＜フローチャートにおけるアウトカム「政策的課題や

社会的課題の解決への貢献」＞ 

近年の夏の親潮域高温（海洋熱波）が黒潮暖水塊増加

によることを発見し、その成果がパンフレット『IPCC 

AR6 特別報告書』(2021年３月）へ掲載された。海洋熱

波の発生頻度は過去 100 年間で大幅に増加しており、

海洋生態系に与える影響が危惧されている。本成果は

海洋予測モデルを活用したモニタリング体制の構築を

推進した成果であり、年度の計画を上回る成果である。 

上、検討していくことが望まれる。 

・機構内外の様々な分野との連携に努めてお

り、そのために「数理科学のガイド活動」や「戦

略策定と連携のための準備」を進めているが、

このような枠組みが作られたことからどのよ

うな成果が生まれたかについての分析を行う

ことが求められる。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・既に、国内外の研究機関や民間企業との共同

研究は推進されており高く評価される。今後

も、得られた成果を他領域へ応用することで

民間、官公庁、大学など多様な場面で活用され

ることが期待される。 



56 

 

 

【評価軸：研究開発成果を最大化するための研究開発

マネジメントは適切に図られているか。】 

 

年度計画を部署毎、さらには研究者等個人毎の目標、

計画まで落とし込むことで、適切に年度計画が実行さ

れるようにマネジメントしている。また、その上で、次

期中長期計画への発展可能性等も見据え、研究者等個

人の自由な発想に基づく新規研究の実施も適宜進める

こととしている。 

また、令和２年度より研究開発における PDCAサイク

ルをより強く意識した研究計画のモニタリングを実施

した。その結果挙げられた「付加価値情報創生システ

ム」の構築に向けての Check ポイント（課題）を踏ま

え、令和３年度計画を軌道修正するための Action（改

善）を行った。令和３年度は当該改善を踏まえた Plan

（計画）に基づき研究開発を実施する。 

具体的には、所属研究員のみで取り組むことに基づ

いて策定された研究計画になっており、目標達成のた

めの効果的なアクションや機構の特性を活かした研究

を行えていなかった部分があったところ、機構内の全

研究者を対象に、見逃されがちな数理科学の側面の問

題点を示し、問題点の適切な解決策を共に模索する数

理科学のガイド活動を令和２年度より開始した。これ

により数理科学の側面での機構内の研究連携を強化

し、機構の特性を活かし研究成果を最大化していく。 

 

 

①数値解析及びその検証手

法群の研究開発 

 

世界初の全速度磁気流体（MHD）シミュレーションコードを開発した。

一般に流体ソルバーは注目する速度・圧縮性に最適化されている。しか

し、それでは地球流体に一般にみられる、異なる速度スケール現象の相

関を統一的に理解することが困難であった。今般世界で初めて、マッハ

10 程度以上の高速流とマッハ 0.01 程度以下の低速流及び磁場を正確

かつ安定に計算することに成功し、地球・太陽系の磁場構造の理解か

全速度磁気流体（MHD）シミュレーションコードを開

発し低速流～高速流までが織りなす流体現象の根本的

理解に役立つ汎用基礎技術を確立した成果、三次元空

間における応力場の時空間変化の効果的な可視化手法

を完成させ応力場やひずみ場などの直観的な把握を容

易にした成果、電場・磁場・電荷の全てを連成し電磁界
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ら、産業における発電タービン流解析まで、低速流と高速流が織りなす

流体現象の根本的理解に役立つ計算科学における汎用基礎技術を確立

した。またソースコードとスクリプトを GitHubで公開し検証可能にし

たことで本技術が世界標準化された。 

三次元空間における応力場の時空間変化の効果的な可視化手法を完

成した。応力（物体が変形したときに物体の内部に発生する力）は、物

体内部のそれぞれの点に発生する「方向の異なる６つの力」で表現され

る。つまり「応力場」とは「三次元空間内の各点に六次元の物理量が割

り振られた場」であり、これを直感的に把握可能な可視化手法は存在し

なかったが、二階実対称テンソルの効果的な可視化手法（座標系非依存

可視化手法）を完成させ、応力場やひずみ場など「三次元空間内の各点

に六次元の物理量が割り振られた場」の直観的な把握を容易にした。低

解像度の海底地形図を高解像度化する技術開発として５種類の超解像

AIモデル（ディープラーニング）を実装完了した。 

人工知能(AI)を利用した画像に基づく海洋ごみの自動判定手法の構

築に向け人間目線の海岸写真からの汚染度合の定量化技術、ドローン

空撮からのごみ総量推定技術の各プロトタイプを完成した。 

風波乱流の計算法について砕波再現に重要な表面張力の計算精度を

向上した。 

大気-海洋-地圏結合モデルについて観測データとの比較で信頼性向

上した。 

乱流中の粒子運動を追跡するコード（ラグランジアン雲モデル）の開

発によりクラスタリング構造と収束・発散の関連及び大規模乱流にお

ける間欠的な空隙卓越を解明した。 

微分形式で記述される電磁界解析理論とこれに基づく数値解析手法

を完成した。放電や稲妻などの電磁界現象は電場・磁場・電荷の３つの

場が絡み合う物理現象である。従来の数値解析手法では３つの場のう

ちの２つまでしか同時に扱えなかったが、電場・磁場・電荷の全てを連

成した、「厳密な離散 Maxwell方程式」に基づく電磁界現象の正しい数

値解析を実現した。 

同期モデルとして安定な平面波を記述する位相モデルを構築、輻射

輸送係数の計算コード及び状態方程式計算コードとのインターフェー

スを完成した。 

現象の正しい数値解析を実現した成果は、いずれも科

学的意義の大きい成果である。 

 海底地形図の超解像における AI技術開発は、令和２

年度は計画どおりの進捗であったが、作成した海底地

形データセットの国際協力についての調整が進んでい

るなど、令和３年度以降の成果が期待できる。 

 風波乱流、大気-海洋-地圏結合モデル、ラグランジア

ン雲モデルなどの大規模流体計算技術の開発について

は、令和２年度当初より人員の減少が続いたが、令和２

年度より取り入れた PDCAサイクルをより強く意識した

研究計画のモニタリングによって、成果最大化のため

研究開発課題の選択と集中を実施することができた。 

 以上、科学的意義も大きいツールを数値解析リポジ

トリにラインアップすることができたことや、合理的

な研究マネジメントを取り入れ研究開発計画を軌道修

正したことなど、期待を上回る、計画以上の達成と判断

する。 
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②数値解析結果を活用した

高度かつ最適な情報創生に

係る研究開発 

 

インド洋ダイポールモード現象が冬季の東アジアの気候に影響を及

ぼし得ることを発見した。日本など中緯度域の異常気象の要因は大気

よりゆっくりと変動する海表面水温の状況に依存せず、大気の内部変

動に由来して発生するため、いまだに不明点が多く予測も困難である。

そこで大気海洋変動の理解深化のため、アンサンブル手法を使った予

測シミュレーションの各々の結果のバラツキに対し、何らかの物理的

構造や制御プロセスを持つ「共変動」が無いか調査を行った。その結果

2019、2020 年の日本の記録的暖冬の予測に成功し、その予測モデルの

解析から、過去最強クラスのインド洋ダイポールモード現象が大気中

の波動を通じて日本の暖冬に影響したことを解明した。 

  気候予測システムに海氷分布情報を初期化した SINTEX-F2si 及び

CFESを用いた気候予測システムを組み込みマルチモデル化した。 

これまでの気候予測システムには海氷の影響が十分に取り入れられて

おらず、またモデルバイアスの影響を受けやすい問題があった。そこで

令和元年度までに開発した 129 メンバーの気候予測システムに、海氷

分布情報を初期化した SINTEX-F2si及び CFESを用いた気候予測システ

ムを組み込む（153メンバーへ）ことで、気候の季節予測への海氷分布

の影響の導入と、マルチモデル化によるモデルバイアスの影響を低減

した。153メンバーの気候予測システムにて毎月予測を実施開始してい

る。 

  EU との共同研究により海氷の厚さの初期値化を導入し過去予測実験

を開始、北太平洋中央部の約２年先の海面高度偏差予測を実現した。 

  動的破壊進展の先端的な計算手法に関し産業界への技術移転を進捗

した。 

  変成岩に対する圧力から深さへの変換モデルを構築粒子法で産業界

や国家プロジェクト(海底資源、地熱エネルギー開発等)に貢献した。 

  機構の科学船舶運航情報を解析可能な形に整備し公開した。 

  サイト地震動評価プロジェクトにおいて、地震被害シミュレーショ

ンを企業が使えるように整備・チュートリアルを実施した。 

  衛星観測・漁船ログブック・AIS・VMS などから IoT を活用し漁場推

定モデルを構築した。水産業において漁場探索に係る燃油コストの面

での効率化ニーズは大きく、精度の高い漁場推定が求められている。し

2019、2020 年の日本の記録的暖冬要因の解明や気候

予測システムのマルチモデル化、海洋生物分布推定（漁

場推定）のための要素技術開発及び養殖魚バイオマス

計測技術開発の成果は、「付加価値情報創生システム」

から発信する情報に科学的根拠を与えた成果である。 

マラリア予測情報を南アフリカのユーザにインタラ

クティブに発信するシステムの構築を開始した成果

や、JCOPEコンソーシアム海流予測において利用者によ

る予測検証というユーザ参加型の付加価値情報創生を

実現した成果、親潮域熱波の要因解明及びその研究成

果のパンフレット『IPCC AR6 特別報告書』(2021年３

月）への掲載成果は、様々なデータの融合等により、明

確なユーザに対する情報を創生し発信するという「四

次元仮想地球」の典型例を実現した成果である。 

特に、複雑に絡み合う相互関連性の一部を発見・解明

し、いまだ不明点の多い日本を含む中緯度域の大気海

洋変動の理解を深めた 2019/20 年の日本の暖冬要因解

明や、親潮域熱波の要因解明、インドネシアのカツオ/

マグロ漁場推定の的中度の向上の成果は社会的課題の

解決に貢献する成果である。 

データコンベア基盤やデータプール基盤といったデ

ータ連携基盤の開発については、データ連携基盤の設

計・プロトタイプの開発を進めながら、データコンベア

基盤とデータプール基盤の機能整理・開発効率化を検

討した結果、特にデータプール基盤開発について工程

管理をデータ連携の事例単位で行うよう見直し、予定

どおり進捗させることができた。（令和２年度より取り

入れた PDCAサイクルをより強く意識した研究計画のモ

ニタリングの成果） 

以上、中長期目標・計画の達成に向け「四次元仮想地

球」の典型例を実現したことや、フローチャートにおけ

るアウトカム「政策的課題や社会的課題の解決への貢
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かし、漁場推定高精度化の最大のボトルネックは海洋生物分布に関す

る観測データの圧倒的な不足である。そこで Chl.a フロントデータを

漁場推定モデルに適用し効果を定量評価することや、宮崎県まき網漁

船 GPS 位置データから自動的に漁場位置を抽出するモデルを改良して

漁船が計測した流速・水温と漁船行動との関係を解析すること、宮崎県

まき網漁船ログブック・衛星観測・高解像度モデルから漁場推定モデル

を新たに構築することを行い、観測データの充実・新たなデータの創出

を行うことで漁場推定の精度を向上し、水産資源の適切な管理と水産

業の成長産業化に貢献した。 

  養殖魚バイオマス計測技術を開発した。養殖においては成育状況監

視・給餌などの効率化ニーズがあるが、生簀は海面下にあるため観測が

難しくその内部の様子を知ることは困難である。そこで、生簀内部の様

子を仮想的に再現し、様々なバイオマス（個体数・体重分布）に応じた

魚探エコーシミュレーションを行うバーチャル生簀を作り、シミュレ

ーションとの対応から実際の魚探エコー画像からバイオマスを推定す

ることを目指して技術開発を行っている。令和２年度はバーチャル生

簀のプロトタイプに対してブリの３D モデルを作成して動画出力でき

るようにするとともに、バーチャル生簀に仮想的な魚探を設置して各

バーチャル生簀シミュレーションに対応する仮想的な魚探エコー画像

を作成することに成功した。 

  「四次元仮想地球」のデータソース収集のためのデータコンベア基

盤を開発した。データ公開機能の整備を進め、他部署保有データ・情報

への展開を開始した。また、データ連携 APIツールを試作し設置・設定

や応答性能の評価を実施した。加えて自動情報抽出のプロトタイプを

開発しメタ情報・被写体情報を活用した。 

「四次元仮想地球」のデータ連携事例創出のためのデータプール基

盤を開発した。生物多様性情報と過去海洋環境再現データセットの結

合により、過去の生物の生息環境を推定した。また、レーダ、ブイ、衛

星等による観測での流況可視化のための基盤利用を設計した。 

大学マリンステーション連合（JABIO）と連携協議を開始、新規デー

タ提供者を獲得した。 

月平均デブリデータダウンロード件数について令和元年度比 1.8 倍

（海外ユーザは 2.0倍）を達成した。 

献」に一部到達したことなど、期待を上回る、計画以上

の達成と判断する。 
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マラリア感染情報と気象情報・気候予測情報を融合したマラリア予

測情報を南アフリカのユーザにインタラクティブに発信するシステム

の構築を開始した。 

  気候予測の農業への応用例を提示した。 

新型コロナウイルスに対する気候の影響に関する国際会議を共催、

季節予測情報の応用可能性を議論した。 

海流縞々構造、海洋無機炭素循環、親潮域熱波、黒潮流路確率予測、

大西洋ウナギの産卵場に関する新知見を創出した。特に海洋熱波につ

いては、その発生頻度が過去 100年間で大幅に増加しており、海洋生態

系に与える影響が危惧されている。2010 年以降の北日本沿岸域ではブ

リなど温帯魚が以前より多く漁獲され、逆にサンマなど寒流魚は激減

している。そこで 2010-2016年を対象として、親潮域の急激な温度変化

やその原因などを人工衛星のデータや JCOPE2を用いて詳細に分析した

結果、黒潮から親潮域に達した暖水渦が増加し、沿岸寄りの親潮の南下

をせき止め、温度上昇につながっていたことを発見した。本成果はパン

フレット『IPCC AR6 特別報告書』(2021年３月）へ掲載された。 

 JCOPE コンソーシアム海流予測を高知県による海流実測データで検

証・改良した。利用者による予測検証という「四次元仮想地球」の典型

例（ユーザ参加型の付加価値情報創生）を実現し、予測精度も向上した。 

 新積雲対流スキームの有効範囲を拡張し全球季節予測モデルへ実装

することで、大気初期化性能向上を実証、領域大気結合モデルの安定的

積分を実現した。 

 四次元アンサンブル変分法による黒潮流路変動予測精度向上を実証

した。 

 

 

③情報創生のための最適な

実行基盤の整備・運用 

 

 従来研究の発展と新規研究実現を両立し得る新たな研究基盤の導入

に成功した。研究者を中心とした仕様検討ワーキンググループで 22回

にわたる会合を行い、今後の研究に必要な仕様を検討するとともに、運

用側は技術面の調査検討で貢献し、研究と運用の一体化を実現した。そ

の結果、従来研究の発展と新規研究実現を両立し得る戦略的仕様を策

定し、マルチアーキテクチャ構成で汎用性の高い次期地球シミュレー

タの導入に成功した。 

令和元年度までに開発した、wavelet変換を利用した効率的な大規模

研究者と運用技術者を一体としたワーキンググルー

プを結成し、次期「地球シミュレータ」の仕様を策定し

た。従来の運用技術者主体の選定から、研究者と運用技

術者が一体となった選定となり、研究成果の最大化を

重視した仕様による入札公告を実現した結果、ベクト

ル・スカラ CPU・GPUの 3つの CPUが併用されたユニー

クな「地球シミュレータ」を導入することができた。多

様かつ多数の計算系研究者が利用可能であり、従来研
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データ圧縮ツール WaveRange の実利用への適用を開始した。 

「超解像シミュレーションシステム」に関して、物理超解像（physics-

informed super resolution）のための深層ニューラルネットワークの

プロトタイプを開発した。 

 多様な計算機の同時・分散利用を前提とした階層型マルチスケール

データ同化法を微気象予測モデルに適用し、検証を実施した。 

 三浦半島での異臭事案に対して高解像度気象シミュレーションを利

用して神奈川県の原因調査に協力、異臭ガス移流解析ツールを構築・整

備した。 

 計算機の運用について、低優先度ジョブの利用上限を設定すること

で過剰な低優先度ジョブ投入を抑制したことで、待ち時間を改善した。 

 さらに所内課題と公募課題の利用期間の見直しを実施し繁忙期の混

雑を改善した。 

「四次元仮想地球」のデータソース管理のためのデータガバナンス

基盤を開発した。 

バックアップ対象データを拡大するとともに、高速データ転送環境

を検証・適用した。また、EU 一般データ保護規則に対応し国際基準に

準拠した情報管理を開始した。加えてアクセス情報、リソース情報の集

計・可視化による負荷監視のプロトタイプを開発した。 

究の発展と新規研究実現を両立し得る新たな研究基盤

の導入に成功した。 

 計算機の運用について、過剰な低優先度ジョブ投入

の抑制による待ち時間の改善、課題種別の利用期間の

見直しによる繁忙期の混雑の改善に加えて、新型コロ

ナウイルス禍でも継続的なユーザサポートを実施した

ことによりユーザの利便性確保を達成した。 

以上、新型コロナウイルス禍においてもユーザ利便

性確保を達成したこと及び情報創生のために最適な実

行基盤を整備したことを、期待を上回る、計画以上の達

成と判断した。 

 

（５）挑戦的・独創的な研

究開発と先端的基盤技術の

開発 

①挑戦的・独創的な研究開

発の推進 

【評価軸】 

・将来も見据えた挑戦的・独

創的な研究開発を、中長期目

標・中長期計画等に基づき戦

略的に推進し、国際水準に照

らしても科学的意義の大き

い成果が得られているか。 

・研究開発成果を最大化する

ための研究開発マネジメン

 補助評定：Ｓ 

 

将来的な学術のパラダイムシフトを導くような飛躍

的成果や体系理解の創出を目指す独創的・挑戦的研究

とそれを導く革新的な技術開発を目指し、中長期計画

における前半３年に達成すべき想定可能な目標を設定

しつつ予期しない新機軸研究や技術開発を期待し、そ

れに向けた令和２年度の研究開発を進めた。 

 多くの研究及び技術開発項目において、当初の計画

を上回る進展と成果があり、さらにいくつかの特筆す

べき成果の創出も達成できたことから本課題の令和２

年度の自己評価はＳ評価とする。 

 評価軸ごとの具体的な根拠は以下のとおり。 

 

補助評定：（Ｓ） 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて特に顕著な成果の創出や将来的

な特別な成果の創出の期待等が認められるた

め。 

 

・過年度成果をベースにより挑戦的な目標を

立て、目標を上回る成果を上げている。論文数
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トは適切に図られているか。 

 

【評価軸：将来も見据えた挑戦的・独創的な研究開発

を、中長期目標・中長期計画等に基づき戦略的に推進

し、国際水準に照らしても科学的意義の大きい成果が

得られているか。】 

 

＜フローチャートにおける「将来の研究・技術シーズの

創出」に該当＞ 

「生命の誕生や生命と環境の共進化に及ぼした海洋

の役割の理解」において、「深海熱水電気化学メタボリ

ズムファースト仮説」の実証を強固にする研究成果や

技術開発と共に「生命の起源や進化に与える地球外天

体と海洋の物理・化学的影響」に関する新しい知見を得

たこと、さらに「ダークマター微生物の探索と代謝機能

の解明及びダークマター生命機能の付加した人工生命

機能作成技術の確立」においては、長期的な展望と組織

的なサポート、そしてさらなる新展開を目指す挑戦に

よって支えられた研究開発の到達点として、地球のダ

ークマター微生物のマジョリティである海底下微生物

生態系における「生命圏の限界」や「遺伝的・機能的多

様姓」に対する革新的な理解、あるいは「生命と環境の

共進化を紐解く生物戦略と環境要因の相互作用」に対

する新しい学術領域の創出、を導くような研究成果が

得られた。当初の計画を遙かに上回る目覚ましい研究

進展と成果の創出があった。 

 さらに令和２年度には、中長期計画の重点課題とし

ては当初想定していなかったものの、自由かつ挑戦的・

独創的な着想に基づく研究開発の萌芽として、「深海極

限環境におけるサウンドスケープの描像と生命-環境

相互作用への関わりについての研究」や「世界発の深海

現場冷凍装置の開発と実装化」について、想定外の進展

と研究成果の創出があった。 

 

＜フローチャートにおける「我が国独自の独創的な技

や被引用数などから見て学術的な評価は卓越

的であると考えられる。また、他機関との連携

による共同研究の数及びそれに基づく共同研

究費受入額からも研究成果が外部から評価さ

れていることが定量的に明らかである。受託

研究、産学官連携のいずれにおいても研究開

発成果を最大化する研究開発マネジメントが

実施されているエビデンスが示されている。 

・地球生命の誕生に係る新仮説提唱、未開の地

下生命圏の探索、特殊生物（スケーリーフッ

ト）の実態解明、日本周辺の深海化学合成生態

系の連結性評価など、個々のテーマそれぞれ

で学術的意義において国際水準に照らしても

顕著な成果を創出していると評価される。 

・特に、世界で初めてとなるグローバルスケー

ルの海底下堆積物環境における微生物の多様

性評価をはじめ、ダークマター微生物の探索

と代謝機能の解明に結び付く画期的な成果を

発表し、当該分野における世界トップレベル

の研究機関であることを示すに至ったことは

極めて高く評価できる。 

・深海底特有のサウンドスケープの発見は学

術的意義にとどまらず、近年国際的な注目度

が急速に高まっている海底鉱物資源開発等に

おける環境影響について検討する上でも重要

な成果と言える。我が国にとって重要な海底

資源開発の円滑化のためにも、引き続き国際

的な議論をリードする成果の発信を期待す

る。 

・独創的な技術基盤の創出という観点でも、レ

ーザー接合プロセス技術の開発及び応用など

顕著な成果が多数創出されている。 

・超先鋭サイエンス・アウトリーチ・エデュケ
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術基盤の創出」に該当＞ 

加えて「レーザー加工や電気化学的処理を活用した

熱水利用新技術やその他の挑戦的・独創的技術の開発」

では、AI（人工知能）を利用したレーザー接合プロセス

技術の基盤技術の開発と応用研究も進め、論文発表に

加え国の大型研究資金獲得や特許出願といった学術・

社会的な成果も生み出した。さらに「微小領域高精度化

学分析に関する要素分析技術の開発」においても、微小

領域での試料加工と分析を可能とする試料ホルダー・

輸送容器の独自開発や固体試料の高度表面研磨法が特

許化といった目覚ましい技術開発の成果創出があった

だけでなく、国内の重要拠点としての認知向上と各種

整備資金の獲得があった。これらの挑戦的・独創的技術

の成果創出やアウトリーチを通じた発信も積極的に行

い、技術の利活用に関する新規な産学官との共同研究

を多数開始することができた。 

（共同研究の推進については評価軸②にも貢献） 

 

【評価軸：研究開発成果を最大化するための研究開発

マネジメントは適切に図られているか。】 

 

＜フローチャートにおける「将来の研究・技術シーズの

創出」及び「我が国独自の独創的な技術基盤の創出」に

該当＞ 

これらの研究・技術開発の進展や成果創出だけでな

く、その成果の持つ学術的な価値や社会的意義や波及

効果について、あるいはそれを導くプロフェッショナ

ルな研究者の生き様や研究活動について、様々な方法

論で広く一般社会に喧伝して海洋科学への興味や知的

好奇心の喚起を促進し、その行為に対する事後分析や

実際のベネフィットの獲得（寄付金や民間との共同研

究の促進）を継続して積極的に進めたことは、新しい研

究開発法人の研究開発の進め方に対する極めて野心的

ーションとして、海洋研究の若手人材育成プ

ロジェクトを実施するなど、若者をはじめと

する国民に対して適切な情報発信を進めてい

る点も評価される。 

 

＜今後の課題＞ 

・柔軟かつ自由な発想に基づく挑戦的・独創的

研究が行われていることから「初」の成果とな

ることが多いが、ハイインパクトな学術誌に

論文発表を行ったという事実に加えて、当該

成果の内容、その学術的・社会的意義や潜在的

な波及効果、個々の発見や成果がその後どの

ようなテーマへとつながっていくのかといっ

た展望などをより具体的にわかりやすく伝え

ることについても、今後更なる取組に期待す

る。また、産業化への道筋をどのように考えて

いるかについても示すことが望まれる。 

・多様性を確保しつつ独創的で柔軟な研究人

材を組織としてどのように確保・育成してい

くかなどについても明らかにすることが求め

られる。 

・昨年度のアーキアの研究成果に関する「この

成果の先にどのような可能性やイノベーショ

ンなどが期待できるのかも含めて更にアピー

ルしていく必要がある」との指摘事項につい

てもある程度対応しているが、引き続きアウ

トカムの目標に設定された「人類の知的資産

の創造」「世界をリードする新たな学術領域の

開拓」という観点についても社会に分かりや

すく成果の発信に努めることが求められる。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 



64 

 

かつ挑戦的な取組と自己評価する。さらに、より長期的

かつ大局的な研究開発の社会的価値である次世代研究

者や関連する人材育成に対する具体的かつ効果的な企

画を継続し、様々な戦略と効果的な方法で社会に周知

する取組を行ったことも期待を上回る成果といえる。 

 

超先鋭研究開発部門として、120報を超える研究論文

の発表、約 157 百万円に至る科研費その他受託研究、

助成金で約 141百万円の獲得、239件の機構外アウトリ

ーチ・エデュケーション事業、産学官連携の共同研究を

29件（うち民間との共同研究を 10件、国内や国外の大

学や研究期間との共同研究を 19件）を展開し、共同研

究費として約 90百万円を受け入れた。さらに、独創的・

挑戦的な研究や技術開発、さらにその応用研究開発の

アウトリーチによって一般の者も含めて、令和２年度

に約 19百万円の寄付金等を得た。これらの具体的な数

値データと合わせて、研究開発成果を最大化するため

の研究開発マネジメントが適切に図られた結果といえ

る。 

 

・広範な科学的課題に挑戦して、具体的な課題

と、それに対する方法論を明確に設定してい

る。 

・現時点でも他機関との連携において秀でた

成果が得られている。今後も多様な基礎研究

が更に継続されることが期待される。 

・機構内に次世代を担うスター研究者を作り

出すことも必要と思われる。 

 

 

（イ）柔軟かつ自由な発想

に基づく基礎及び挑戦的・

独創的な研究 

 

生命の起源における「液体/超臨界 CO2 化学進化説」の理論構築・地

質学的証拠の検証と、実験的検証に向けた液体 CO2 実験装置と分析系

の確立に向けて、令和２年度は、 

1)実験室内液体/超臨界 CO2と海水の混合系実験装置と液体/超臨界 CO2

中に溶存・分配された無機・有機物の分析系（液体/超臨界 CO2-UPLC）

を確立し、実験室内実験試料と天然の液体/超臨界 CO2プール試料の

分析を行った。その結果、これまで不明であった液体/超臨界 CO2に

おける生命活動に必須のガス・無機イオン・有機物の溶解度や分配係

数の推定が可能となった。 

2）冥王代・太古代の高濃度 CO2 で特徴付けられる原始的地球大気と海

洋から生み出される海底熱水システムに対する実験室内再現実験を

行い、原始代謝の誕生や初期生命システムのエネルギー代謝に必要

な水素供給能や原始海洋元素循環を理解する重要な知見（高濃度水

将来的な学術のパラダイムシフトを導くような飛躍

的成果や体系理解の創出を目指す独創的・挑戦的研究

課題では、中長期計画における前半３年に達成すべき

想定可能な目標を設定しつつ予期しない新機軸研究の

勃興を期待し、それに向けた令和２年度の研究開発を

進めた。 

「生命の誕生や生命と環境の共進化に及ぼした海洋

の役割の理解」に対しては、当初の計画を上回る研究進

展と、「深海熱水電気化学メタボリズムファースト仮

説」の実証や「隕石を介した宇宙-地球-海洋-生命の相

互作用諸過程の理解」に関する画期的かつ特筆すべき

成果の創出があったと自己評価する。 

「海域地震及び火山活動に関する現場試料を用いた
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素を発生させる物理・化学条件や生体必須元素であるマグネシウム

やカルシウムの循環フラックスの推定）を得た。 

 

「生命の起源の場＝深海熱水」説の弱点の一つとされてきた「深海熱

水環境での有機物の化学進化の実験的証拠が少ないこと」を解決する

「深海熱水電気化学メタボリズムファースト仮説」の実証に向けて、令

和２年度は、液体/超臨界 CO2も導入可能な深海熱水を模した実験室内

電気化学リアクターを用いた実験を行い、約 40億年前の深海熱水発電

場を想定した実験条件下で、CO2の電気還元を介したチオエステルの合

成に成功・論文発表を行った（Kitadai et al., Commun. Chem. 4, 37, 

2021）。既に、約 40億年前の熱水発電場を想定した実験条件下で CO2の

電気還元を可能にする原始代謝の証明（Kitadai et al., Sci. Adv. 4, 

eaao7265, 2018）、及びアミノ酸のような有機物生成を可能にする原始

代謝の証明（Kitadai et al., Sci. Adv. 5, eaav7848, 2019）に成功

しており、本成果において原始的エネルギー通貨であるチオエステル

の合成に成功したことによって、約 40億年前の深海熱水において「エ

ネルギー通貨とエネルギー代謝・タンパク質前駆体代謝・脂質前駆体代

謝」の成立過程が実証されるに至り、「深海熱水電気化学メタボリズム

ファースト仮説」の実証が大きく前進した。 

生命誕生時あるいは初期進化プロセスに大きな影響を及ぼす冥王代

—太古代の大気―海洋環境の復元、特に化学進化や初期エネルギー・栄

養源代謝に強く関わる炭素・窒素循環の再現に向けて、令和２年度は 

1)冥王代—太古代海洋への隕石超高速衝突の再現実験を行い、隕石の水

中破壊過程と海底衝突条件について論文を発表した（Nishizawa et 

al., J. Geophys. Res. Planets, 125, e2019JE006291, 2021）。本

研究によって、生命誕生にむけた化学進化過程において海洋に溶解

した隕石や彗星によってもたらされた宇宙起源有機物の寄与の可能

性が明示されることになった。 

2)冥王代・太古代の原始的地球大気と海洋から生み出される海底熱水

システムに対する実験室内再現実験を行い、得られたデータから冥

王代・太古代の海洋窒素フラックスの推定に関する論文を発表した

（Nishizawa et al., Mineral, 11, 321, 2021）。本研究によって、

冥王代・太古代の原始的大気中の N2から雷放電によって NOxとなり、

物性実験や高精度化学分析による発生メカニズムの理

解及び活動状況の予測」は他の中長期計画課題とも関

係する研究であるものの、独創的・挑戦的な研究能力と

先鋭的な技術開発力を駆使し、当初の計画を上回る研

究進展と成果の創出によって、その成果の最大化に大

きな貢献を果たしたと自己評価する。 

「ダークマター微生物の探索と代謝機能の解明及び

ダークマター生命機能の付加した人工生命機能作成技

術の確立」においては、長期的な展望と組織的なサポー

ト、そしてさらなる新展開を目指す挑戦によって支え

られた研究開発の到達点として、機構の圧倒的な存在

感や世界的先導性を確固とする研究成果の創出や学術

のパラダイムシフトや新しい学術領域の創出を導くよ

うな研究成果が得られた。当初の計画を遙かに上回る

目覚ましい研究進展と成果の創出があったと自己評価

する。 

また、中長期計画の重点課題としては当初想定して

いなかったものの、自由かつ挑戦的・独創的な着想に基

づく研究開発の萌芽として進める研究として、「深海現

場冷凍装置の開発と実装」や「深海サウンドスケープ学

という新たな学術領域の確立に向けた前進」において

も、計画を大きく前倒しするような萌芽的な研究進展

や成果があったと自己評価する。 

これらの研究進展や成果創出だけでなく、その成果

の持つ学術的な価値や社会的意義や波及効果につい

て、あるいはそれを導くプロフェッショナルな研究者

の生き様や研究活動について、様々な方法論で広く一

般社会に喧伝し海洋科学への興味や知的好奇心の喚起

を促進し、その行為に対する事後分析や実際のベネフ

ィットの獲得（寄付金や民間との共同研究の促進）を積

極的に進めたことは、新しい研究開発法人の研究開発

の進め方に対する極めて野心的かつ挑戦的な取組と自

己評価する。さらに、より長期的かつ大局的な研究開発
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海底熱水システムにおいてアンモニアへ変換される雷放電・海底熱

水による還元的窒素化合物の供給が、地球生命の起源及び初期進化

を支えたシナリオが実証されるに至った。 

 

地球外海洋形成プロセスやその物理・化学性質の理解に向けた、宇宙

における岩石—水反応の理論計算や再現実験及び現存する隕石試料の

分析を通じた検証として、令和２年度は高知コア研究所において技術

開発・確立が進む極微小領域の化学分析技術や理論計算によって、 

1)普通コンドライト隕石の極微小領域 TEM・X線分析と理論計算から主

要構成鉱物である新鉱物ポワリエライトを記載・報告した（Tomioka 

et al., Comm. Earth Environ., 2, 16, 2021）。 

2)メキシコユカタン半島沖のチチュルブクレーターの IODP掘削試料の

分析から、巨大隕石衝突クレーター内部にも隕石由来のイリジウム

濃集が見られることを初めて明らかにし、チチュルブクレーターが

恐竜絶滅の原因となった隕石衝突痕であることを証明しただけでな

く、その衝突が引き起こした環境変動の詳細を描像することに成功

した（Goderis et al., Sci. Adv., 7, eabe3647, 2021）。 

3)火星隕石の微小領域の放射光 XAFS分析により、40億年前の火星炭酸

塩中に含窒素有機物や水岩石反応の痕跡を検出し、論文を 3 報発表

した（Koike et al., Nature Comm., 11, 1988, 2020; Nakada et 

al., Minerals, 11, 176, 2021; Nakada et al., American 

Mineralogist, 105, 1695-1703, 2020）。 

4)原始火星の湖環境の物質循環を湖水-大気-熱水（地下水流入）-河川

水流入-湖水蒸発プロセスを考慮した、ボックスモデルと熱力学計算

を組み合わせたモデリング方法を開発した。 

これらの研究成果によって、地球や火星における海洋形成プロセス

あるいはそこでの生命存在条件（ハビタビリティ）や進化・絶滅プロセ

スの理解に向けた化学的基盤の確立を大きく進展させた。 

令和２年度は、実海域試料を用いた海洋マイクロプラスチックの動

態評価法の開発及び深海底、深海模擬環境等での生分解性プラスチッ

ク分解実験と付随する環境・生物調査を、他部門や他機関の研究者とと

もに行った。また、ホログラフィックカメラとラマン分光を用いた現場

マイクロプラスチックの定性・定量分析手法の開発論文を発表し

の社会的価値である次世代研究者や関連する人材育成

に対する具体的かつ効果的な企画を行い、様々な戦略

と効果的な方法で社会に周知する取組を行ったことも

期待を上回る成果として評価する。 
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（Takahashi et al., Appl. Optics, 59, 5073-5078, 2020）、特筆す

べき技術開発を達成した。さらに NEDOが委託するムーンショット型研

究開発事業に採択され、研究体制、研究環境の構築及び２月に第１回の

実海域生分解性検証実験航海を実施しただけでなく、ERCA 課題での生

分解性プラスチック分解事業での JAIST 及び所内の共同研究において

も生分解性評価の手法検討を進める等、課題解決社会実装型の研究開

発の展開においても大きな進展があった。 

令和２年度は、 

1)「真核生物の起源となったアスガルドアーキア」MK-D1株のさらなる

生理・遺伝学的特性の解明を目指して、MK-D1株のプロテオミクス、

アクチン染色、糖鎖解析あるいは特殊な電子顕微鏡を用いた詳細な

細胞表層構造等の解析を行った結果、MK-D1株のプロテオミクスデー

タ及び急速冷凍レプリカ法による電子顕微鏡像を取得に成功した。

さらに、新しい Asgardアーキアの集積培養も得ることができた。米

国 Moore 財団から外部資金 (機構には３年間で US$323,750)を獲得

した。 

2)深海熱水域、沿岸海水及び地下ガス田の試料を用いて、実験室内電気

化学培養による電気合成微生物の培養実験・ゲノム解析及びそれぞ

れの現場環境における電気消費生態系の調査と解析を行った。調査

航海で設置した実験装置の回収を行えなかったことから一部未達が

あるものの、全てにおいて着実な進展があった。 

3)IODP 掘削航海で得られた試料を用いた詳細な海底下微生物生態系の

解析を通じて、表層生産力の乏しい南太平洋環流域での海底下堆積

物中に１億年以上にわたって生き残ってきたと考えられる微生物群

の生存を確認し、その代謝活動の復元に成功した（Morono et al., 

Nature Comm., 11, 9, 2020）だけでなく、さらに海底下深くに存在

する古い海洋地殻上部の玄武岩帯に、岩石中のエネルギーや栄養で

生息する岩石内微生物生態系が存在することの実証に成功した

（Susuki et al., Comm. Biol., 3, 9, 2020）。さらに、これまでの

IODP で得られた様々な海底下堆積物掘削試料を用いた微生物群集の

メタゲノム解析データの網羅的・統合的解析を通じて、全球の海底堆

積物に生息する微生物の多様性が、貧エネルギー環境にもかかわら

ず、海洋や土壌中の微生物多様性に匹敵することを定量的に示した
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（Hoshino et al., PNAS, 117, 27587-27597, 2020）。また高温地熱

勾配環境である南海トラフの堆積物環境の IODP掘削試料を用いて、

100℃を超える高温環境においても生命活動が存在する可能性を示

す論文発表を行った（Heuer et al., Science, 370, 1230-1234, 

2020）。 

4)日本周辺の化学合成生物群集の多様姓や分散過程を理解する上での

ミッシングリンクとなっていた伊豆・小笠原弧熱水域とマリアナ島

弧・背弧域の化学合成生物群集の遺伝的接続性に関する新たな知見

について 3報論文を発表し（Sato et al., Marine Biology, 167, 

79, 2020; Watanabe et al., J. Crust. Biol., 40, 556–562, 2020; 

Watanabe et al., Marine Biodiversity, 51, 9, 2021）、化学合成

生物群集の分散を阻害する深層海流や地形障壁の重要性を示した。 

5)発見から 20年近くにわたって、暗黒の生態系が育む未知の形態・生

理機能として謎とされてきた「インド洋スケーリーフットの鱗形成

や体表を覆う硫化鉄コート」について、令和元年度の「体表を覆う硫

化鉄コート形成バイオミネラリゼーションプロセスの解明」（Okada 

et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 116, 20376-20381, 2019）

に続き、令和２年度はスケーリーフットのゲノム・トランスクリプト

ーム解析を通じて、「スケーリーフットの鱗形成プロセスの解明」を

決定づける論文発表を行った（Sun et al., Nature Comm., 11, 1675, 

2020）。これらの研究によって、インド洋スケーリーフットに関する

謎が解決され、機構の研究者が主導した 20年近くの研究の成果スケ

ーリーフット学とも言える学術領域の確立に至った。その到達点を

様々なメディアを通じた発信により喧伝した。 

これらの研究成果は、地球のダークマター微生物のマジョリティで

ある海底下微生物生態系における「生命圏の限界」や「遺伝的・機能的

多様性」に対する革新的な理解を導く、あるいは「生命と環境の共進化

を紐解く生物戦略と環境要因の相互作用」に対する理解を大きく前進

させた、特筆すべき画期的成果であり、世界的にも大きな注目と高い評

価を得た。 

「暗黒の生命機能の付加した人工生命機能作成技術の確立」に向け

て、令和２年度は海水組成で膜小胞を形成し、内部での生化学的反応を

行うために、機構横須賀本部前で採取した表層海水と人工海水を使っ
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て、脂質膜（リポソーム）の形成実験を試行した。その結果、膜形成や

タンパク質合成で良好な結果が得られた。 

 フェムトリッターチャンバーアレイを用いた単一細胞や単一分子レ

ベルでのハイスループットスクリーニング技術の開発として、細胞特

性に応じて異なる規格をもつフェムトリッターチャンバーアレイマイ

クロデバイスを設計・微細加工制作しただけでなく、マイクロデバイス

の安定的供給と大規模データ解析環境を構築した（張翼他, 職務著作

２戦略第 2363号, JAMSTEC, 2020）。それらのデバイスを用いて、核酸

処理制限酵素の新たな機能についての解析論文を発表した（Zhang et 

al., PLoS One, 15, e0244464, 2020）。 

 南海トラフ地震発生帯掘削によって採取されたカッティングス試料

を活用して、地震発生歪蓄積域の流体挙動を支配する間隙径分布の一

次分析を完了するとともに、その透水係数の実測を可能とする実験技

術開発に着手した。さらに、南海トラフ沈み込み帯の模擬物質を用いた

摩擦実験とその解析から、沈み込み帯浅部の力学挙動に関する論文を

４編公表した（Yabe et al., Earth Planet Space, 72. 166, 2020; 

Rampe et al., J. Geophys. Res., 125, e2020JB019805, 2020; 

Kanagawa et al., Tectonophysics, 784, 228429; Kameda & Hamada, 

Sci. Rep., 11, 1493, 2021）。 

 深部マントルにおける揮発性物質の役割の理解を目指し、令和２年

度は、南太平洋のピトケアン島の玄武岩に含まれるカンラン石中のメ

ルト包有物の揮発性物質、水素、硫黄同位体比を測定した。また、伊豆・

マリアナ・ボニン（IBM）前弧の IODP掘削試料中の火山岩の揮発性物質

等の分析により、初期島弧のマグマの形成条件や組成の進化を明らか

にした論文を３報発表した（Shevaris et al., Geochem. Geophys. 

Geosyst., 22, e2020GC009093, 2021; Whattman et al., American 

Mineralogist, 105, 1490-1507, 2020; Coulthard et al., Geochem. 

Geophys. Geosyst., 22, e2020GC009054）。その他、高知コア研究所に

おいて技術開発・確立が進む極微小領域の化学分析技術を用いた熱水

変質や熱水鉱床成因に関わる化学プロセスに関する画期的な成果を論

文発表した（Sarkar et al., J. Mineral. Petrol. Sci., 115, 216-

226, 2020; Nozaki et al., Geology, 49, 222-227, 2021）。 

 中長期計画にある「若手人材の育成」の達成に向け、「保有ファシリ
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ティ等を活用した先端研究現場体験とその経験に基づく若手人材の海

洋分野への強力な興味喚起及び動機付け」を利用した取組として、令和

元年度より開始した若手人材育成航海（若手人材育成プロジェクト）と

して「しんかい 6500」・「よこすか」による潜水調査航海を当該年度も

計画した。本航海実施に向けた募集型寄附金を募り、一般社会の篤志者

から約 270 万円の支援を得て本航海の実施を確定させ、全国から大学

１年生～３年生相当対象に参加者を募った。その結果、84 名の応募が

あり、補欠合格を含む９名を選出した。９名に対して事前学習を行い、

最終的に７名の乗船学生中から３名が「しんかい 6500」潜航を経験し

た。令和元年度に実施した第１回航海では、将来的に研究者を志望する

早熟・天才型学生を選考したが、令和２年度は研究者だけでなくより広

範なキャリア選択を視野に入れた医学部学生、宇宙や海洋探査を目指

す工学系学生、航海士志望学生、科学コミュニケーションや芸術といっ

た表現者を志望する学生を選考することによって、第１回とは異なる

議論や経験・相互作用を提供・実践することができた。より船員や運航

チーム、研究チームが一体となった、国内外への発信を通じて

（Watanabe et al., Deep Sea Biol. Soc. News, July 1, 2020）、世

界で例を見ない若手人材育成プログラムとして高い注目度や関心を集

めつつある。 

 中長期計画の重点課題としては当初想定していなかったものの、自

由かつ挑戦的・独創的な着想に基づく研究開発の萌芽として進める研

究として、以下の研究開発に進展があった。 

1)深海極限環境におけるサウンドスケープの描像と生命-環境相互作

用への関わりについての研究を進めている。いくつかの特徴的な深

海底環境に設置したハイドロフォンのデータ解析から、2019 年度に

はそれぞれの環境や生態系に特徴的なサウンドスケープが存在する

ことを明らかにするとともに（Lin et al., Trends Ecol. Evol., 

34, 1066-1069, 2019）、そのサウンドスケープが将来的な環境変動

や生態系保全に向けた深海生態系のベースライン物理環境として活

用出来る可能性を示した。令和２年度は ISA が主催する各国際ワー

クショップでの深海生態系モニタリングの有効なツールとしてのリ

スト化を推し進めただけでなく、New York Times での記事掲載

（November 10, 2020）など、サウンドスケープ研究の拡がりと国際
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的展開に大きな進展があった。 

2)深海（微）生物生態系の機能の明らかにする上で長年大きな障壁とな

っていた技術課題として、現場環境での生物機能をいかに保存した

ままサンプルリターンを行うかという点がある。これまで機構では

現場化学固定法の開発に成功し、現在の研究開発に大きな貢献を果

たしている。しかしながら、現場化学固定は現場環境で機能している

代謝や生理活性を保存することはできないという難点がある。現場

環境の代謝や生理活性を保存したままサンプルリターンを行う最も

優れた方法の１つが現場冷凍保存である。令和２年度は世界初の深

海冷凍装置の開発に向けて、ペルティエ素子を用いた深海冷凍プロ

トタイプ装置の試作及び実海域での作動試験を行った。その結果、深

海での生体試料の冷凍保存に成功し、今後の現場冷凍保存法の開発

に画期的な進展があった。 

 

 

（ロ）未来の海洋科学技術

を築く挑戦的・独創的な技

術開発研究 

 

令和２年度は、 

1)AI（人工知能）を利用したレーザー接合プロセス技術の基盤技術の開

発を行い、テフロン系樹脂(ETFE 等)とタービンブレードやダンプカ

ーといった鉄鋼材料との間を結合するレーザー加工手法の最適化に

関する応用を進めた。成果として、論文を 1 報発表しただけでなく

（Kawakami et al., J. Material Process. Tech., 288, 116888, 

2021）、NEDO やムーンショットといった外部資金獲得（３件、5,400

万円／年度）と３件の特許出願を行い、社会実装を視野に入れた進展

があった。 

2)水中レーザーを用いた各種材料の溶接技術に関する素過程を生成物

の化学分析による検証を行い、水素や一酸化炭素を生成する量論を

明らかにした。 

3)熱水の電解による局所的なシリカのトラップ反応と溶解反応とを引

き起こすスケール防護技術に関する新しい方法論を着想し、コンセ

プト設計ならびに有効性に関する実証実験を行った。 

天然ガス田分離槽において、10Lのパイロットリアクターを用いて印

加電圧・流量・CO2吹き込みについてテストを行った。特に、CO2の連続

吹き込み装置を用いた際に、電気メタン生成反応速度が数百倍に向上

する事を見出し、地下圏微生物と電気と CO2を用いてメタンを生合成で

海洋科学技術を革新するような成果の創出を目指す

挑戦的・独創的な技術開発課題でも、中長期計画におけ

る前半３年に達成すべき想定可能な目標を設定しつつ

予期しない新機軸技術開発の勃興を期待し、それに向

けた令和２年度の技術開発を進めた。 

「レーザー加工や電気化学的処理を活用した熱水利

用新技術やその他の挑戦的・独創的技術の開発」に対し

ては、部門内で涵養されていた電気化学工学の技術基

盤との融合が進む、これまでにない新しい技術開発の

萌芽があった。また、レーザー加工や精密分析を活用し

た既存技術を利活用した新規な産学官との共同研究を

展開することができた。計画を上回る進展と成果があ

ったと自己評価する。 

「次世代地球惑星科学・生命科学を担う極微小領域・

超高精度化学分析技術の開発」に対しても、これまで確

立してきた極微小領域・超高精度化学分析を高度化さ

せ、多くの惑星探査（例えば「はやぶさ２」計画）・地

球科学（例えば「IODP」掘削試料）・生命科学分野（例

えばダークマター微生物の探索と機能の理解）への応
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きる事を明らかにした。この手法は、CCUの一手法として提案できる事

から、この装置とその動作原理の特許化準備を行った。 

多面的な実験条件の最適化を検討することにより、１m鉄筋コンクリ

ートのレーザーガラス化切断を、世界で初めて成功した。本技術開発の

基盤要素技術開発に関する論文を 1 報発表し（Semboshi et al., 

Metals, 10, 1011, 2020）、２件の特許出願及び科研費や企業との共同

研究での外部資金を獲得した（３件、約 8000万円／年度）。 

微小領域高精度化学分析に関する要素分析技術の開発の一環とし

て、令和２年度は、 

1)はやぶさ２帰還試料の分析に向け、微小領域での試料加工と TEM-

NanoSIMS/SIMS-STXM による同一試料リンケージ分析（微細組織・構

造、元素・同位体、分子・化学構造）を可能とする試料ホルダー・輸

送容器を独自開発した（Ito et al., Earth Planet. Space, 72, 133, 

2020）。 

2)さらに、微小領域の高精度化学分析を可能とする固体試料の高度表

面研磨法が特許登録された（特許第 6754519号）。 

3)微小領域高精度化学分析技術開発やその技術応用の実績が評価さ

れ、先端的技術開発の重点的拠点としての認知を高めることができ、

各種整備資金の獲得に結びついた。 

 震源域の含水条件における地震断層運動を再現できる実験技術の確

立を目指して、改良 Griggs型高温高圧変形試験機の調整・改良をすす

め、地震発生域下限に相当する封圧１GPa, 間隙水圧 750MPa, 温度

400˚C での岩石変形実験に成功した。また、熱水摩擦試験機の開発パイ

ロット試験の結果、載荷できる荷重に制限はあるものの地震発生帯の

熱水環境下での地震性すべりを再現できることを確認した。新型コロ

ナウイルス感染拡大の中で試験機の開発改良に若干の遅れはあったも

のの、中長期計画にある「震源域条件における地震断層運動を再現でき

る実験技術」を３年後には確立させる目標へ向けて予定通り進んでい

る。 

 新規開発した 4K ステレオカメラ撮影機器を「かいめい ROV」に搭載

可能とするため、ペイロードスキッドを設計・製作した。また、多種多

様なプラットフォームで使用可能な可搬型４K ステレオカメラ撮影装

置を開発し、機構やシュミット財団の調査船を用いた研究調査での実

用研究を進め、研究論文の発表だけでなく、多数の産学

官との共同研究の展開に至った。この項目においても

計画を上回る進展と成果があったと自己評価する。 

全く新しい海洋環境・生態系の観測技術の開発を目

指す「スケーラブル海中多次元マッピングシステム開

発」においても、機構独自の技術開発や学術成果の蓄積

に加えて、AI を始めとする国内外の様々な先端技術や

新規装置を重層的に組み合わせたマッピングシステム

の開発が進展し、国内外の様々なプラットフォームを

用いた調査航海での実使用を行った。良質な海洋生物

画像教師データの取得のみならず、新規生物の発見と

いった実際の科学的成果の創出に結びついたと同時

に、陸上あるいは船上での機械学習アプリケーション

のプロトタイプも完成し、スケーラブル海中多次元マ

ッピングシステム開発の基盤が確立された。これは計

画を上回る進展と成果があったと評価する。 

「地震断層運動再現実験と沈み込み帯深部物理・化

学反応プロセスの解析手法の開発」や「その他の挑戦

的・独創的な技術開発の取組」においても着実な進展と

成果があがりつつある。 

以上のとおり、全ての項目において年度計画を上回

る進展と成果があった事に加えて、超先鋭研究開発部

門として、産学官連携の共同研究を５件（うち、民間と

の共同研究２件、国内や国外の大学や研究期間との共

同研究を１件、外国機関との共同研究を２件）実施し、

共同研究費として 77,000千円を受け入れた。また、令

和元年度の外部資金や受託研究の直接経費として約

64,000 千円を獲得し、さらに、独創的・挑戦的な研究

や技術開発、さらにその応用研究開発のアウトリーチ

によって一般人から、令和２年度に約 8,518 千円の寄

附金を得た。 
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使用を行い、AI による海洋生物の認識・分類法確立にむけた多種多様

な機械学習用画像教師データを得ただけでなく、実際の新規分類群の

海洋生物の同定を論文化した（Lindsay et al., Diversity, 12 449, 

2020; Seid et al., BiodiversityData J., 8, e58655, 2020）。さら

に「江戸っ子 325」によって、台風による河川の増水に伴う深海海底混

濁流現象を世界で初めて画像として捉える事に成功し、論文発表を行

った（Kawagucci et al., Peer J., 8, e10429, 2020）。ビデオデータ

アノテーションツールの継続開発と 8Kビデオデータを用いた機械学習

アルゴリズムを補助するためのアプリケーション継続開発において

は、リモートユーザーによる解析機能を追加し、アノテーションツール

との連携を実施した。機構が運用している J-OBIS及び BISMaLとの連

携も測ったことで、機構内での標準化ができ、外部データベースとの連

携準備も整った。 

 産学での機器利用を可能とする「高知コアセンター分析装置群共用

システム」において、開発した技術を利活用した外部産業分野やアカデ

ミック分野での研究開発を加速する分析技術の提供及び展開を積極的

に行い、７件以上の共同研究を実施した（約 400万円／年度）。 

 民間企業との共同研究により海洋生態系への有害性を低減した次世

代サンスクリーン剤の開発に着手した。 

 

②海洋調査プラットフォー

ムに係る先端的基盤技術開

発と運用 

【評価軸】 

・将来も見据えた挑戦的・独

創的な研究開発を、中長期目

標・中長期計画等に基づき戦

略的に推進し、国際水準に照

らしても科学的意義の大き

い成果が得られているか。 

・海洋調査・観測技術の高度

化や海洋調査・観測用のプラ

ットフォームの効率的運用

により、機構の研究開発成果

 補助評定：Ａ 

 

本項目に係る年度計画に照らし、予定以上の成果が

創出されたことに加え、フローチャートにおけるアウ

トカムの一部に到達したことなどを総合的に勘案した

結果、自己評価を「Ａ」とする。評価軸ごとの具体的な

根拠については以下のとおり。 

 

【評価軸：将来も見据えた挑戦的・独創的な研究開発

を、中長期目標・中長期計画等に基づき戦略的に推進

し、国際水準に照らしても科学的意義の大きい成果が

得られているか。】 

 

＜フローチャートにおける取組「海洋調査プラットフ

補助評定：（Ａ） 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

・機構内外を通して見ても、研究船の運用は新

型コロナウイルス感染症拡大の影響を最も顕

著に受けた研究関連業務の一つと言える。そ
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の最大化が図られたか。 

・研究開発成果を最大化す

るための研究開発マネジメ

ントは適切に図られている

か。 

ォーム関連技術の高度化」に該当> 

海洋ロボティクス関連の技術開発においては、研究

部門との目的共有を継続的に図ると共に、定期的に有

識者からのアドバイスを受け、海域観測をどのように

効率化していくか、今後のあるべき形についての青写

真を深化し、年度計画通りの取組を行った。 

 

【評価軸：海洋調査・観測技術の高度化や海洋調査・観

測用のプラットフォームの効率的運用により、機構の

研究開発成果の最大化が図られたか。】 

 

＜フローチャートにおけるアウトカム「課題（１）～

（３）の研究開発成果の最大化による国の海洋政策等

への貢献」に該当> 

調査船舶の運用に関して、新型コロナウイルス感染

拡大の中、４月当初より４か月間の緊急停船措置を余

儀なくされたが、停船期間中に乗船や訪船に関する感

染対策の方針を取りまとめ、調査の年次計画を再構築

し、調査活動への影響を最小化することで、研究開発成

果の最大化や、国の海洋政策事業の遂行に貢献した。 

 

＜フローチャートにおけるアウトカム「課題（１）～

（３）の研究開発成果の最大化による国の海洋政策等

への貢献」に該当> 

調査船舶搭載の着座型掘削装置の機能向上におい

て、「ちきゅう」の運用で培われた掘削技術の適用を行

い、海底下約 20m の地点に高精度な地殻変動観測点を

構築することに成功するなど、船舶運用部門統合の効

果により、海域での研究活動の高度化を支え研究開発

の最大化に貢献した。 

 

＜フローチャートにおけるアウトプット「多様な海洋

環境に対応する探査・調査能力の獲得」に該当> 

の状況下で、ガイドラインの制定、適切な感染

対策の検討・施行、航海計画の再編成を行うこ

とで限られた期間の中で最大限の航海日数の

確保に至ったことは、特殊な状況を鑑みると

所期の想定を上回る成果と判断できる。 

・新青丸で「かいこう」のランチャーレス運用

を可能とし、新たに供用を開始できる体制を

整えたことは、機構の有する船舶及び大型観

測装置等のより効率的・機動的運用を図る端

緒となる好事例として評価できる。 

・軽量セラミックス耐圧容器の実現に向けた

検討を実施するなど 7,000m 以深の海底調査

の自動化に向けた研究開発を着実に進めてい

る。また、紫外線微生物付着防止システムの開

発など地道でありながら観測を成功させる上

で貴重な取組も評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・新青丸での「かいこう」のランチャーレス運

用に関しては、機構の海洋調査プラットフォ

ームとして供用開始後の効果を客観的に評価

することも検討し、長期的な成果のエビデン

スとして提示できるように努めることが必要

である。 

・運航状況のみならず、それにより得られる成

果を指標化して、実績として提示できる仕組

みづくりが必要である。 

・無人探査システムについて、開発から実際の

運用段階に移行していくことが望まれる。ま

た、実際の運用においてどのような価値を目

指すのかを明確化することも求められる。 

・研究船、水中ドローン、海上観測機器など複

合的な観測システム構築の検討を行っている
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11 月に活発化した十勝沖の地震活動を緊急調査する

ために海域にウェーブグライダーを展開し約 10日間に

わたる地殻変動の自動観測を行い、海洋観測の自動化

を目指した開発研究の一端をデモンストレーションす

ることが出来た。 

 

【評価軸：研究開発成果を最大化するための研究開発

マネジメントは適切に図られているか。】 

 

年度計画を部署毎、さらには研究者等個人毎の目標、

計画まで落とし込むことで、適切に年度計画が実行さ

れるようにマネジメントしている。また、そのうえで、

次期中長期計画への発展可能性等も見据え、技術者等

個人の自由な発想に基づく新規研究の実施も適宜進め

ることとしている。 

 

＜フローチャートにおけるアウトプット「多様な海洋

環境に対応する探査・調査能力の獲得」に該当> 

「ちきゅう」を含む調査船舶の効率的な運用におい

ては、運航計画中に散在していた停船期間を計画的に

集約することによる効率化や、民間活力を活用した新

たな運用方法の模索などの検討を行い一定の結論を得

た。自動観測の導入等とも合わせ、最適なフリートミッ

クスを実現できるように引き続き検討を重ねていく。 

 

＜フローチャートにおけるアウトプット「海洋調査プ

ラットフォームの安全かつ効率的な運用の実現」に該

当> 

令和２年度から新たに「課題担当窓口」を設置し、全

ての研究船のユーザー（研究者）とのインターフェース

を集約するとともに、課題の共有と解決方法の検討を

強化することで、研究者の利便性の向上を図り、外部機

関からの受託獲得に向けた研究部門との連携なども強

が、北極域研究船という新たな船舶の建造も

開始されたことに伴い、人材、時間配分など、

海洋調査プラットフォームに係る先端的基盤

技術開発の全体像を把握・調整するマネジメ

ントの強化が求められる。 

・昨年度の指摘事項については、「ちきゅう」

の運用などがまだ課題となっている。今後は

北極域研究船の建造・就航も予定されており、

機構として戦略的な資源配分に努めるべきで

ある。 

・成果の重要性をより一層理解するため、「予

定以上の成果」が何であるのか、「アウトカム

の一部に到達した」という自己評価が具体的

に何を指すのか明示する必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・船舶運用部署が一本化されたことにより、他

研究部門との連携が進み、調査機器・技術の開

発・改良に効果が出始めている。今後、より一

層、研究開発が円滑に進むことを期待する。そ

の際に、必要であれば更に組織体制の変更も

検討されるべきである。 

・ウェーブグライダーによる海底地殻変動観

測の緊急調査の実施は、海上保安庁による今

後の業務的観測事業の効率化に大きく貢献す

る可能性があるため、早い段階から連携をと

り、業務的利用に向けた問題点の洗い出しや

その解決も含めて、実現に向けた取組を進め

ることを期待する。 

・海底地殻変動観測については、海底中継局の

多点展開や、観測に当たってウェーブグライ

ダーだけでなく水中ドローンなど複合的な自
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化している。さらに感染症の拡大による業務体制の改

革や見直しを迫られたが、オンライン会議システムな

ど新たなコミュニケーションツールを多用した業務形

態を取り入れることで他部署との情報交換を容易に

し、今まで以上に連携を強化できる体制を構築した。 

 

＜フローチャートにおける取組「大水深・大深度掘削技

術の開発」に該当> 

掘削技術開発については、実装に必要な経費の確保等

の課題もあることから、改めて各技術課題の最終目標、

科学目標との関連、周辺技術の動向、必要経費、運用開

始のタイミング等を精査し、ステージゲートを再設定

しロードマップのアップデートを実施している。今後

定期的にロードマップの進捗レビューを行うことで、

周辺動向に合わせた今後の開発課題の選択と集中を行

っていく体制を整備した。 

 

動観測システムを構築することによって、従

来にない飛躍的に高い分解能、高サンプリン

グでの観測が実現し、超高精度の海底モニタ

リングに基づく将来予測の高精度化が期待さ

れるため、今後とも複合的効果的観測システ

ムの開発を期待する。 

・水中ドローンなどの新技術とビッグデータ

を用いて、新しい研究の可能性に挑戦し続け

ることを期待する。 

・今後は 6,000mをターゲットにした、エネル

ギー供給も海中で行い、AI なども駆使したサ

ブシーファクトリ―の研究への展開も期待さ

れる。 

 

 

（イ）海洋調査プラットフ

ォーム関連技術開発 

 

令和２年度の次世代深海探査システム委員会については、新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響を受け７月開催を延期し、令和３年２月に

第８回を開催した。ここでは、国内外の動向を確認しながら、水中ドロ

ーンの活用という視点からの、海域の観測システムと研究の在り方に

ついての方針やシナリオ、今中長期計画の重要な研究対象域とされて

いる 7,000m 以深 AUV の設計検討や新コンセプト ROV システム開発の

方針に関するフィジビリティについて議論がなされた。得られたアド

バイスは今後の設計・製造から運用実装において活用していく。 

 既存の一次ケーブルを粒子法に基づき、モデル化し、数値解析を行う

ことで、実際に起きた「うねり」現象の再現に挑み、実際の「うねり」

を示唆する一時的な解析結果を得るに至り、さらに解析を進めている。 

 既存の一次ケーブルに頼らない新コンセプト ROV については、要素

技術となるフルデプス 12,000m 下でも使えるアクチュエータの試作等

を進めている。 

 AIを用いて対象物をtaggingするための自動抽出ロジックを設計し、

オフライン試験を完了した。今後、実際の ROV映像での試験を予定して

 自律型の無人探査システムの開発において研究者と

の意見交換や定期的な有識者からのアドバイスを受け

つつ、さらに取り巻く環境の変化もにらみながら、将来

像のアップデートが計画通りに実施できている。また

自動化技術の促進を目指し産学官連携を強化するため

に進めている、基本ソフトウェアの共用と通信規格の

統一に関しても計画通り試験環境や規格の整備などを

引き続き進めている。 

 プラットフォームの効率的な運用を実現するために

遠隔操縦式の無人探査機「かいこう」については改造と

評価を終了し、令和３年度に試験運用を行い、計画通り

令和４年度からは研究者への供用を行う環境を整備す

ることが出来た。さらに着座型の掘削装置について「ち

きゅう」での掘削技術の知見を導入した改造を行い、海

底下 20m の地点に調査船舶による作業で初めての地殻

変動観測点構築を実現するなど、研究成果の最大化に
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いる。 

 4,000m 級 AUV「AUV-NEXT」の機能向上としては、開発を進めている

7,000m 以深 AUV 用の地形計測ソーナー（SSS）と対地速度計（DVL）を

搭載し、地震発生が想定される実海域で、計測検証試験を実施した。 

 7,000m以深 AUVについては、重量軽減のための要素技術開発として、

セラミックス耐圧容器を用いた電池容器実現の可能性を検討した。 

 AUV制御ソフトウェアのオープン化を目指し、令和元年度に完成した

AUVシミュレータ（MILS機能）を、令和２年度に運用担当者の意見を反

映してバージョンアップを行った。今後は AUV シミュレータに AUV の

CPUを繋げてソフトウェアを検証できるよう（HILS化）改造するととも

に、海上技術安全研究所が所有する小型 AUV 実機を用いた水槽デバッ

クなども実施予定となっている。 

 海洋ロボット搭載品の標準規格化については、AUVコミュニティにて

音響を用いた通信規格の統一について、協議している。 

 令和元年度の「かいこう」ビークル単独による潜航試験で抽出した課

題に対して改修工事を実施し、陸上及び岸壁試験にて調整を行った。さ

らに「新青丸」による潜航試験を実施し調査観測の実運用に供せること

を確認した。またオペレータの慣熟訓練や運用手順の最終確認を完了

し、令和３年３月より研究船利用公募における供用を開始し、令和４年

度からの供用機器としてランチャーレスを本格運用する。この改善取

組により、「新青丸」の持つ DPS 機能が発揮され、従来の「かいれい」

よりも安定した ROV運用が可能となる。また「新青丸」と同様に、「か

いめい」でも「かいこう」ビークル単独運用を行うことで複数船舶を利

用可能とする、更なる運用効率化にも着手した（「かいめい」運用試験

は令和３年度実施予定）。 

 海域地震火山部門の進める研究課題「海底地殻変動観測点の構築」が

目指す目的達成に向け、海域地震火山部門と研究プラットフォーム運

用開発部門でワーキンググループを結成し、「かいめい」BMSの改修（ト

ラブル対策、機能向上）、KM-ROV 用傾斜センサ設置治具等の検討を行っ

た。特に BMS改修では、「ちきゅう」掘削経験者を中心に BMSワーキン

ググループを立ち上げ技術的な検討を重ね、「ちきゅう」における掘削

作業の知見を最大限活用し使用するビットの変更、ポンプの追加、孔の

閉塞対策、孔口監視カメラの設置等の機能向上を行った。また、新型コ

つながる関連技術の熟成がなされた。 

センサ開発に関してはマイクロ流体デバイスを用いた

ATPや DNA等の現位置計測システムや、汎用環境計測シ

ステムの内製を進めるとともに、計測データの国家標

準に対するトレーサビリティを確保するための検定環

境を計画通り開発整備し運用を開始した。 

ブイ観測網については継続的な運用を行うことと合わ

せて、補完的な観測を実現するための自動観測機器（フ

ラックス計測グライダー）の評価試験を計画通り実施

し改良を進めている。 

 音響や電磁気、光など波動の海中での利活用に関す

る基盤研究に関しては、競争的資金の確保等も含め計

画通り着実に研究を推進している。 
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ロナ感染拡大の影響でメーカーの外国人エンジニアが調査航海に乗船

できなくなったため、「かいめい」に新しく衛星回線を設け、航海中、

ネット回線を利用した遠隔技術支援を導入し、今後の新しい作業様式

として現地技術支援と遠隔技術支援の両建ての体制を構築した。この

結果、令和２年度の調査航海で、BMS 大口径掘削と KM-ROV による傾斜

センサの設置に成功し、海底地殻変動観測点の構築を実現した。設置

後、良好な観測データをリアルタイムで取得することが出来ている。 

 マイクロ流体システム応用センサは、自動 DNA サンプル採取にむけ

て、12 連型の自動採水装置の試作ならびに改良を実施した。さらに、

完成した試作機を用いて海域でのサンプル採取試験を実施した。 

 多目的観測小型フロート（MOF）については詳細設計をすすめるとと

もに、低消費電力化対策を強化し、プロトタイプとして完成形に近い仕

上がりとなっている。 

 ウェーブグライダーでの全球測位衛星システム（GNSS）を利用した応

用観測では、現場海域での連続・安定受信技術を確立した。これは、地

球環境部門の海上水蒸気量の遠隔観測システムとして利用されるもの

で、その成果は同部門よりプレス発表された。 

 船上採水作業自動化の実現に向けては、基本技術検討を継続すると

ともに、動作原理検証として、デモ機を用いた陸上評価試験を実施し

た。 

 紫外線生物付着防止システム（紫外線 MGPS）のプロトタイプを製作

し、むつ研究所での長期係留試験を実施し、その有効性を確認した。 

 海水の電気伝導度等のトレーサブルの確立に向け、基本技術の検討

を継続し、SOP(Standard Operation Procedure)の基本技術及び基本仕

様の検討をおこなった。また、水温に関する国家標準に対するトレーサ

ブルな検定環境の整備として、機構で独自に開発した大型検定水槽の

むつ研究所における運用開始ならびに、横須賀本部における小型検定

水槽の運用開始をおこなった。 また、ATPや DNA等の生物化学基本要

素について、計測手法の標準化に向けた検討を継続し、SOPの基本技術・

仕様検討書の作成に着手した。 

 CLIVAR/GOOS に貢献するため、インド洋 RAMA ブイ網及び西太平洋ト

ライトンブイ網の事前・事後整備を実施した。さらに赤道域における短

期観測で、大気海洋観測ブイの短期係留ならびにフラックス計測グラ
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イダーの展開を実施した。 

 また、ブイ網のリアルタイムデータならびに回収データの品質管理

を行い、データ公開を継続した。さらに、フラックス計測グライダー、

MOFの令和３年度の実海域利用に向けた整備・改良を実施した。 

 通信と測位を統合化し、通信信号をフィルタリング処理することで

測位精度を向上させる手法の検討を進めている。令和２年度は、深海域

において、固定されたターゲットからの信号を計測した。現在、このデ

ータを基に測位精度の検証を行っている。 

 海中を伝搬する電磁波（光学）の特性について、実験機を用いた基礎

実験を実施することで、海中における送受波機構を最適化するための

知見を得た。併せて、海中における計測精度を保障するための基礎デー

タを取得した。これらを基に、海中電磁波（光学）伝搬を用いた計測シ

ステムの信頼性向上を検討し、海中プラットフォーム実装に要する仕

様諸元を整理した。 

 

 

（ロ）大水深・大深度掘削

技術開発 

 

 ライザー増深化のため管体強度向上に適用可能な高強度素材を調査

した。また、管体素材、ライザー外径、ライザー管接続形式等をパラメ

ータとして、ライザー強度解析を行った。さらに、ライザー編成検討に

用いるマントル掘削候補地の気象・海象調査を行った。 

 硬岩用掘削システムとして、タービン方式について既存機器の問題

点の改良設計及び一部試作を行った。また、カッターの耐久性を向上さ

せたカッティングシューの試作を行った。 

 振動方式については、全体の概略構成を検討し構成要素についての

要件を取りまとめ起振機の試作を行ったが、当初目標の起振が達成で

きず、今後の開発は断念することとした。 

 通信機能付きドリルパイプのプロトタイプを用いた陸上試験結果を

活用した数値シミュレーションにより、非接触通信基本特性の把握を

行った。また、強度検討を行うとともに、大深度掘削用ツールの概念検

討を実施した。 

 船上の掘削データ取得装置に組み込むデータ分配スクリプトを開発

した。これにより、リアルタイムでの掘削データの逐次伝送を実現し、

データ融合解析への展開を進める。 

 過去の掘削航海のデータを用いて AIによる掘削地層特性、コア回収

掘削技術開発については、当初計画を着実に推進し

た。加えて、実装に必要な経費の確保等の課題もあるこ

とから、改めて各技術課題の最終科学目標との関連、周

辺技術の動向、必要経費、運用開始のタイミング等を精

査し、ステージゲートを再設定しロードマップのアッ

プデートを実施している。定期的にロードマップの進

捗レビューを行うことで、周辺動向に合わせた今後の

開発課題の選択と集中を行っていく体制が整備され、

効率的な運用がなされている。 

 

 



80 

 

率予測及び異常検知の予測モデルの開発を進めた。AI 掘削により、掘

削地層特性把握、コア回収率予測など科学掘削に有益な情報提供の可

能性及び事故防止につながる異常検知の可能性を示唆する結果を得

た。 

 ドリルパイプダイナミクスのうちドリルパイプの捩じり振動である

Stick-Slip や縦振動の数理モデル化を行い、この数値解析結果を学習

データに加える AI（ディープラーニング）アルゴリズムの開発を進め、

その有効性の検証を進めている。 

 日本地球掘削科学コンソーシアム（J-DESC）IODP 部会の中に、国内

の科学者と研究プラットフォーム運用開発部門マントル掘削プロモー

ション室の合同による「マントル掘削ワーキンググループ」を立ち上

げ、コミュニティとの協働の基盤を整えた。2020 年度は５回のワーキ

ンググループ会合を実施し、マントル掘削の実現に向けた課題抽出や

提案を行った。また、４回のワーキンググループ主催セミナー（オンラ

イン）を開催し、マントル掘削やそこに至る海底下深部掘削の科学的ニ

ーズ、掘削によって明らかになると期待される各分野研究の科学命題

について話題提供及び議論が行われた。 

 

 

（ハ）海洋調査プラットフォ

ームの整備・運用及び技術的

向上 

 

 

（安全性、法令遵守を担保した安定運用） 

船舶運用における安全第一を最優先に考え、更には社会からの要請

に応じて安全性、法令順守を担保する目的から、新型コロナウイルス感

染防止対策として、機構船舶緊急停船措置を行い、令和２年４月～７月

末までの４か月間、機構船舶全船について緊急避難的に停船措置を講

じた。 

さらに８月からの研究航海再開に合わせて、船内での感染症の予防

対策として乗船・訪船者に関する基準等及び PCR検査の実施手順、なら

びに船内にて感染者（感染疑いがある者を含む）が発生した場合の対処

手順を取りまとめ、PDCAを回しながら運用している。 

令和２年度においては、延べ 2,000人以上に検査を実施し、乗船前の

被験者から５名の陽性者が判明したが、航海中の船舶内での発症は防

ぐことができた。 

また、11 月に「みらい」船上で発生したノロウイルス集団感染を受

けて、特に司厨部員についてのノロウイルス乗船前検査の仕組みを取

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、４月か

ら７月までの４ヶ月間、緊急停船措置を発動し船舶運

用の停止を世儀なくされた。本期間中感染症を考慮し

た新たな乗船・訪船基準の整備、全船舶の調査線表の引

き直し、関連する許認可の再調整等を実施し、８月より

運航を再開した。このように想定外の制約が多い中、ほ

ぼ計画通りの航海を実施したことは特筆に値する。令

和２年度末までに、乗船訪船対象者延べ 2,000 名以上

を対象に PCR 検査を実施し、船内での新型コロナウイ

ルス発生を見ずに安全な行動の実施を実現できた。当

初想定の無かった非常に多くの業務を、緊急事態宣言

下で、出社もままならない状況の中、確実に実装した関

連部局を高く評価する。また、令和元年度より実施され

た、「ちきゅう」の定期検査と大規模修繕工事について

も、当初期間内に概ね計画通りに実施することが出来
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りまとめ、運用を開始した。（流行期 11-３月に限定）。 

令和３年２月からは医師の指導の下、船内で使用可能な新型コロナ

ウイルスとノロウイルスの簡易抗原検査キットの配備を完了した。 

安全管理の意識向上を目的として、以下の取組を実施した。  

・安全衛生管理上の法定義務の確認とコンプライアンスの推進のため、

研究プラットフォーム運用開発部門内の各部署の定常業務に関わる

HSQE 関連法令についてのリスト化を行い、法令上の届出・申請を要

するものについては、準拠法令の特定を行った。 

・安全衛生管理に関するノウハウの伝承において必須となる、業務の手

順書のうち、リスクマネジメントに関する手順書の完成を目指して、

船舶運用上のリスクマネジメントにおいて、航海実施後のレビュー

を利用して PDCAサイクルを推進するための提言を行い、標準的な業

務手順案を作成し検討した。また、技術開発部の実施する開発試験に

関わるリスクアセスメントに HSQEグループも参加し、運用部でのリ

スクアセスメント手法などを紹介し部門内にリスクアセスメントの

考え方を水平展開した。 

・不安全箇所及び不安全行動の抽出と改善及び共有のために、過去５年

間に遡って事故・トラブルの傾向について集計し分析した。また、委

託会社にも同様の分析を指示し、委託会社との定期的な安全品質向

上会議にて、比較検討を行った。 

・HSQE に関する重要事項を周知・共有するために研究プラットフォー

ム運用開発部門の HSQEへの取組や啓蒙的な内容をまとめた「HSQEニ

ュース」（月刊）及び、機構内外で発生した事例を通じて注意喚起を

行う「HSQE 注意情報」（不定期刊）の発行を開始した（「注意情報」

は委託会社等にも展開）。また，ローカルウェブに HSQEグループのペ

ージを作成し、上記のニュース、注意情報の他、新型コロナウイルス

関連の情報などを掲載している。 

・オフィスにおいては会議室・打ち合わせスペースにアクリル製パーテ

ィションを設置する等の設備的対策を行った。 

各研究船については、機能維持に必要な整備工事及び法定検査を行

いつつ、研究者からの要望や新たな調査観測機材に対応するための工

事、例えば SIP で導入される新しい AUV を搭載するための工事や、可

搬式電動ウインチを搭載するための工事などを実施した。また、令和２

た。海外調達の機材や研究コミュニティの訪船等によ

る研究活動の実施については延期を余儀なくされてい

るが、今後の国際的な状況の改善に期待をする。 
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年度末より「白鳳丸」改造工事が着工、大規模改造工事に取り組んでい

る。 

マントル掘削について、開発中の技術に加えて、市場にある技術も考

慮に入れ、「ちきゅう」による掘削候補地のフィジビリティ及び各候補

地で必要となる技術的課題及び予算・工程に関して検討を行い、研究者

の効率的な掘削候補地の検討に資する情報提供を行った。 

 また、トラブルの多かった GPCについて独自に技術的改良（バレル形

状・ビット形状・天秤機構）を加え、GPC40mコアの初採取に成功した。 

 メンテナンス費用の軽減を目的に、バレルの材質やコーティングを

変更した GPCバレルを運用部で独自開発した。 

 BMS機器についても、過去の作業から機器の Weak Pointと、状態監

視が必要な個所を特定し安定的運用につなげた。 

 研究航海支援の品質向上を図るため、乗船研究者から意見を収集す

べく「航海評価アンケート」を令和２年８月下旬航海から開始した。航

海の安全性、準備段階の支援、船上観測機器・研究設備等の項目につい

て５段階で評価してもらうとともに、具体的意見も収集した。令和２年

度は 25 航海の乗船研究者のべ 57 人から回答が得られた。全般的には

７割以上が高評価である一方、ネットワーク環境については改善要望

が強いことが示唆された。今後もこの取組を継続し、回答を解析して必

要な改善・改造項目を抽出し対処することで、品質向上と併せ効率的な

運用に繋げる。 

令和２年度の共同利用と所内利用課題は、新型コロナウイルス感染

拡大の影響により４月～７月末までの４ヶ月間、機構船舶全船につい

て緊急停船措置を行ったため、航海計画が当初予定から大幅に変更と

なったが、機器繰りや要員繰りを全面的に見直し、効率的な航海計画を

期中に再編成した。一部の受託航海では、外国人研究者の来日不可によ

り令和３年度に繰り越すものもあったが、航海計画再編成の結果、４ヶ

月停泊期間中に実施できなかった課題をほぼ年度内に実施することが

できた。 

 研究航海データベースについては、検索機能の追加や海域ごとのダ

ウンタイム率を算出するための改善を行った。 

 研究船の航海計画の策定に当たっては、過去のダウンタイムなどの

情報を研究航海データベースから算出し、ダウンタイムが少なくなる
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効率的な航海計画の策定を行った。また航海計画作成の効率化に加え、

令和２年度から新たに「課題担当窓口」を設け、従来の技術系の背景を

持った担当窓口のみならず、地球科学系の博士号取得者を担当窓口と

し、研究者が抱える課題を理解し、詳細な研究ニーズを確認した上で、

運航計画に漏れなく反映させるといった、質的な向上も実装した。 

 令和２年１月 15 日～７月 24 日の期間で定期検査工事及び大規模修

繕工事を実施、「ちきゅう」の機能維持に必要な整備工事や法令等で定

められた所定の検査を行った。老朽化対策などの特記工事としては、汚

水処理装置・真空トイレ装置の換装、バラスト水管理装置の搭載、空調

関連設備の換装、PMS換装、VVVF システムの換装などが挙げられる。 

SIP「革新的深海資源調査技術」については、新型コロナウイルス感

染拡大の影響で揚泥管を製作するイギリス及びフランスの工場が一時

閉鎖となり、令和２年度は納入されなかった。このため、納入された揚

降ツールの船上ハンドリング及び作動確認を岸壁にて実施し、問題の

ないことを確認した。大水深域での揚泥管性能確認試験は、令和３年７

月以降に実施予定となっている。 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、「ちきゅう」IODP運用委

員会（CIB）の開催は延期した。国内外の関係者・機関とともに、2023

年 10 月以降の IODP の後継枠組みに関して継続的に議論している。そ

の一環として、2050 年までの海洋科学掘削の指針を示した科学計画書

「2050 Science Framework: Explorig earth by Scientific Ocean 

Drilling」（2020年 10月公開）の作成に貢献した。 

 加えて、海洋調査プラットフォームの効率的かつ国際的な運用に資

する取組の１つとして、「かいめい」を用いた欧州海洋研究掘削コンソ

ーシアム（ECORD）の IODP研究航海の実施に向けて関係機関と綿密かつ

円滑に準備を進め、2021 年４月上旬より研究航海を開始予定となって

いる。 

 令和２年度当初からの４ヶ月停船後、新型コロナウイルス感染拡大

の影響で種々の制限がある中、再開された研究航海においては品質を

落とすことなく乗船研究者による船上研究活動を支援し、データ取得

に貢献した。「ちきゅう」においては、来たる研究航海・船上コア分析

に備え、分析精度の向上、分析手法の効率化のための実装を行いつつ、

技術継承・向上を図った。 



84 

 

「みらい」において栄養塩分析装置や蛍光高度計、「ちきゅう」にお

いて蛍光 X 線分析装置の換装をおこなった。また、２年がかりで新規

に開発したコアイメージ、分光測色、帯磁率を計測できるトライセンサ

ーコアロガーの、「ちきゅう」への搭載を完了した。船内 PCの情報セキ

ュリティ対策を徹底した。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響のため、令和３年度に延期する

こととした。 

 航海再開後、６船で取得されたデータ及び試料については地球情報

基盤センターと連携し、航海のデータ・メタデータ提出が適切に行われ

るよう支援した。また、「ちきゅう」で取得されたデータ（IODP Exp.358）

を公開猶予期間終了とともに公開し、国内外の研究者の利用に供した。 

 従来運用してきた「ちきゅう」の Twitterアカウントに加え、他６船

及び探査機の情報を発信する新アカウントの運用を開始した。それら

を通じて、海洋調査プラットフォームの活動・成果を頻繁に発信してい

る。また、国立科学博物館にて企画展「世界の海がフィールド！学術研

究船『白鳳丸』30 年の航跡」を実施し、新型コロナウイルス感染症対

策による入館数制限の状況下 30日間で２万人以上の企画展入場者を得

た。また展示期間中に海上の「白鳳丸」とのライブ中継イベントを行い、

新型コロナウイルス感染拡大の影響下において実物展示とオンライン

を組み合わせた発信活動を実現した。また、日本財団企画イベントで

は、大学生・大学院生に対する海洋科学掘削に関する啓蒙活動を行っ

た。 
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４．その他参考情報 

・予算額と決算額の差額の主因は、次年度への繰越等による減である。 

 

・令和元年度評価における主な指摘事項への対応状況 

Ⅰ-１-(１)地球環境の状況把握と変動予測のための研究開発 

＜主務大臣評価による今後の課題・指摘事項＞ 

気候変動予測は一般の人々の関心も高いが、個々の研究成果という「各論」だけでは理解しにくい。研究者の英知を集めて、全体を俯瞰する現時点での進捗や展望を説明・発信するなど、組織全体の力を

発揮していくことが求められる。 

 

【指摘事項に対する措置内容】 

令和２年度は IPCC第６次報告書取りまとめの年になっていた。機構の気候変動予測研究は、この報告書に貢献するための予測モデルの開発や世界の各種気候予測モデルによる将来気候のアウトプットを比較

する温暖化予測実験（CMIP6）に参画してきた。この CMIP6データを用いた論文が多数受理され、令和元年度に比較して地球環境部門全体の論文数躍進に大きく貢献した。数のみならず、質の点でも令和２年度

の主著論文１編が WoS被引用上位 0.1%に、また令和元年度の主著論文が令和２年度に同 1%に認定されるなど世界トップクラスの優れた成果となっている。また、地球システムモデルを用いた数年規模炭素循環

予測システムの原型を構築し、先行する欧州複数機関を上回る大気海洋間炭素フラックスの再現性を得た。以上、CMIP6を通じて世界の英知と連携しながらも、現時点で世界に先駆けて最も確からしい予測結果

の公表や世界をリードする気候予測研究に貢献することができている。 

 

Ⅰ-１-(２)海洋資源の持続的有効利用に資する研究開発 

＜主務大臣評価による今後の課題・指摘事項＞ 

深海環境ゲノムデータベースの構築を進めているところ、データベース化推進は重要なことであるが、そのデータベースがどの程度利用されているのか、使いやすいものになっているのかなどを検証し、デー

タベース構築に反映させていく必要がある。同様に、関係省庁や公的機関、民間企業に提供した機構の知見・技術がどのように活用され、産業につながったかについても分析し、今後の方策に反映させる必要が

ある。 

 

【指摘事項に対する措置内容】 

深海バイオリソース提供事業は、まず深海堆積物の試験提供から開始し、その際に提供先や営業先の民間企業から得られた深海環境ゲノム情報へのニーズを踏まえて、リソース利活用の促進を最大化する方策

として深海環境ゲノム情報の提供へと至った。令和２年度ではデータベースの外部公開に向け、民間企業との共同研究を通じてより利便性の高いデータベースの構築に向けた検証を進めた。 

知見・技術の活用については、深海微生物の産業利用は世界的にも前例がなく、リソースを入手できる機会も限られている。民間企業においてもリソースの活用方法を模索しているところであり、深海バイオ

リソース提供事業はこの課題を解決するための取組として、機構が有する先駆的な研究成果に基づいたリソースの提供を行っている。 

また、海底鉱物資源については、有望海域の検討に資することを目指し、これまでモデル海域としてきた沖縄トラフでの調査で得られた知見を石油天然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC） へ提供するととも

に、受託研究等を通じた民間企業への研究開発成果の技術移転を推進した。 

 

Ⅰ-１-(３)海域で発生する地震及び火山活動に関する研究開発 

＜主務大臣評価による今後の課題・指摘事項＞ 
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・観測から得られた膨大なデータを今後どのように生かしていくかが重要であり、数理科学的手法分野との連携を強化すべきである。 

・水圧観測や三次元構造データ、火山調査結果など、本研究開発で得られる情報はすべて、付加価値情報創生システムの四次元仮想地球と、また、プレート固着の現状把握・推移予測手法の確立に向けたモデリ

ングは数値解析リポジトリと連携されるべきものと考えられるので、その連携について、本研究開発の側からも明示的に示すべきであると考えられる。 

・地震に関する研究は大きな成果を上げているものの、火山に関する研究に関してはまだ端緒についたばかりであり、顕著な成果を上げるには至っていない。今後、国や自治体における噴火災害軽減に向けた取

組に貢献できるような、火山活動評価に資する成果の創出が期待される。 

 

【指摘事項に対する措置内容】 

・膨大な地震波形に、通常の地震・ゆっくり地震が含まれているか、ノイズなのか、の判定や、イベントが開始している時刻の高精度な読み取りの自動化などについて、AI・機械学習の知見を持つ付加価値情報

創生部門のメンバーとの共同研究を以前から行っており（例えば Nakano et al., 2019, SRL）、令和２年度末に文部科学省地震・防災研究課が公募を開始した「情報科学を活用した地震調査研究プロジェクト

（STAR-Eプロジェクト）」にも同論文の共著者である付加価値情報創生部門の若手メンバーが代表で共同して応募するとともに、中長期計画の後半に向けて付加価値情報創生部門との研究開発協力体制を強化

する計画である。 

・付加価値情報創生部門の数理科学・先端技術研究開発センターと協力して進めている運営費交付金プロジェクト「サイト地震動評価」を通して、三次元地下構造データを四次元仮想地球に載せ、数値解析リポ

ジトリのコンポーネントであるメッシュジェネレータで有限要素解析のためのメッシュを自動生成する環境を整備するとともに、その出力結果を用いて別の数値解析リポジトリのコンポーネントである大規

模並列有限要素コード（E-wave FEM）で長周期地震動計算を行うことが、数値解析リポジトリのプラットフォームである新しい「地球シミュレータ」（令和３年３月から稼働）で最適化したコードで可能とな

っている。「地球シミュレータ」への最適化は付加価値情報創生部門地球情報基盤センターの協力で実現した。また、三次元地下構造モデルを用いた地殻変動グリーン関数のライブラリを構築し、付加価値情

報創生部門数理科学・先端技術研究開発センターと協力して四次元仮想地球に載せた。今後も付加価値情報創生部門との連携を発展させるため、部門間共同研究を明文化して進めることとした。 

・鬼界カルデラ研究では、破滅的大噴火を起こした 7,300年前の噴火活動の実態解明が進み、7,300年以前とそれ以降でのマグマ活動の変化が明らかになった。西之島火山研究では、海底に堆積した火山灰デー

タから、これまでに確認されたことのない白黒互層の活動が起こっていることを発見した。さらに、火山体周囲の広範囲の海底で火山噴火に起因する地殻の変動が見いだされた。これらの知見は火山噴火予知

連絡会へ報告し、気象庁での火山活動評価に利用された。 

 

Ⅰ-１-(４)数理科学的手法による海洋地球情報の高度化及び最適化に係る研究開発 

＜主務大臣評価による今後の課題・指摘事項＞ 

数理科学的手法は今後一層重要になるので、より力を入れて取り組む必要がある。その際には、機構内の研究領域や他分野の研究者・技術者との連携を一層深めることが強く求められる。同時に機構単独では

限界がある分野であり、包括的な戦略策定と、国内外の研究機関等との連携がこれまで以上に重要である。 

 

【指摘事項に対する措置内容】 

他分野との連携という点について、機構内の全研究者を対象に、見逃されがちな数理科学の側面の問題点を示し、問題点の適切な解決策を共に模索する、数理科学のガイド活動を開始した。具体的には、機構

内で進行中の研究課題を探索するため招待セミナーを開催して、研究課題での数理科学の取扱いについて話を聞き、そこで出てきた数理問題に付加価値情報創生部門内のチームが問題点の指摘と解決策を考案

する取組に着手した。これにより数理科学の側面での機構内の研究連携を強化し、研究成果を最大化していく。 

また戦略策定と連携のための準備として、数理科学研究の包括的戦略の策定と研究連携の促進に必要な、機構内の研究情報と連携促進のためのシステムを整備した。具体的には、機構内の数値解析手法とデー

タを計算科学・データ科学も関わる数理科学研究の基盤と位置付け、その実体を調査した。加えてデータ統合・解析システム（DIAS）の長期運用主体として採択され、国内外の研究機関との連携のハードウェア

となる DIASの運用主体となるとともに DIASに関わるデータ科学系研究者との連携に着手した。令和３年度は調査結果に基づき包括的な戦略策定及び研究連携を促進していく。 
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Ⅰ-１-(５)-②海洋調査プラットフォームに係る先端的基盤技術開発と運用 

 

＜主務大臣評価による今後の課題・指摘事項＞ 

・財政事情が厳しい一方、水中ドローンなど様々な新しい技術を導入しており、今後、どのように安定的に運用していくかが重要課題になっている。将来の観測システムと研究の在り方についての方針やシナリ

オを作成する必要がある。 

・水中ドローンと調査船を組み合わせた将来調査構想について具体化するとともに、「ちきゅう」などの調査船の効率的利用についてもより具体的な方針を示す必要がある。 

 

【指摘事項に対する措置内容】 

将来の観測システムと研究の在り方については、従来から検討を継続してきており、調査船は様々なサンプリングツールや ROV（遠隔操作型無人探査機）など大きな動力源が必要となる調査・作業には不可欠

である。一方、水中ドローンの１つに挙げられる航行型 AUV（自律型無人探査機）は、電池技術の発展により、航続距離が延伸し、母船等の支援を受けず本土沿岸から直接調査対象海域に潜航し、調査すること

が期待できる。海底敷設センサー等と光や音響無線通信を行うことで、観測を継続しつつデータ収集やセンサー補正が実施できることが期待され、今まで調査船シップタイムの確保で制限されてきた海域からの

データ収集の即時性・経済性・観測精度の向上などが期待される。 

同様の視点から、数年来改良・実績を積み重ねてきた無人観測機「ウェーブグライダー」が、地殻変動計測や火山活動の把握・遠隔監視、大気海洋観測等において成果を上げている。一例では、1968年十勝沖

地震の震源域周辺において、令和２年 11月６日から７日にかけて M5クラスの地震が続発した際に、同震源域周辺のプレート間固着・すべりの現状を把握するため、急きょウェーブグライダーを用いて、GNSS-

音響測距結合方式の海底地殻変動観測を実施した。従来これらの観測は専用機器を搭載した船舶や係留系等によって実施されてきたため、ウェーブグライダーの導入により、シップタイムの削減や係留系準備コ

ストの低減、機動性を向上させることが検証できた。また、陸上での整備や取扱いも容易であるため、観測以外の様々な研究用途への供用や、観測ごとに専用機器を整備・搭載することも可能となった。 

従来の調査船を用いた観測と、水中ドローンや、ウェーブグライダー等の無人海上観測機、それぞれの長所を生かした複合的な観測システムの構築について、引き続き検討を進めるとともに、水中ドローンを

用いた、調査船舶に依存しない、“海洋観測の自動化”への研究開発を進めていく。 

（「ちきゅう」などの調査船の効率的利用） 

平成 30年度から継続検討されてきた、今後の機構の研究開発に必要な機能とその機能を満たすフリート構成について結論が得られ、併せて船舶運用に係る固定費削減を目的として、令和３年度末で深海調査

研究船「かいれい」の停船措置を決定した。 

また、船舶の効率的運用や固定費の削減を目的として、運用の基本である安全第一及び法令等を遵守しつつ、計画的に停泊期間を集約化する等の新たな運用方策を検討し、機構としての対応方針案を策定し

た。 

「ちきゅう」の中長期戦略については、組織横断的タスクフォースを設置し、現状分析のほか民間の活力による新たな運用手法を検討し、タスクフォースとしての一定の結論を取りまとめ、今後の中長期的な

選択肢の可能性を広げた。 

 

＜審議会及び部会からの意見＞ 

・船舶運用部署が一本化されたことによって、機構内の他研究部門との連携が更に強化されることが期待される。 

 

【意見に対する措置内容】 

旧「海洋工学センター」と旧「地球深部探査センター」が統合され、今中長期計画から「研究プラットフォーム運用開発部門（MarE3）」が発足し、次第にその効果が現れてきたところである。MarE3発足時に

研究航海マネジメントグループを新設し、全ての研究船のユーザ（研究者）とのインターフェースを集約することで研究者の利便性の向上を図り、国内外の外部機関からの受託獲得に向けた研究部門との連携な

ども強化している。 
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研究側からの調査機器等の改善要望に対しても所内一本化された技術や知識を総動員した対応を行っている。これにより、「かいめい」搭載の着座型掘削装置の改善改良に「ちきゅう」で培った掘削技術を導

入するなど、シナジー効果が現れている。 

船舶等の研究プラットフォームの安全かつ効率的な運用は機構運営の基軸であり、今後も引続き、他部門との連携強化に努めていく。 
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２－１－４－１ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅰ－２ 海洋科学技術における中核的機関の形成 

関連する政策・施策 政策目標９ 未来社会に向けた価値創出の取組と経済・社会的課題へ

の対応 

施策目標９－５ 国家戦略上重要な基幹技術の推進 

当該事業実施に係る根拠（個別

法条文など） 

国立研究開発法人海洋研究開発機構法第 17条 

当該項目の重要度、難易

度 

 関連する研究開発評価、政策評

価・行政事業レビュー 

令和３年度行政事業レビュー番号 0306 

 

２．主要な経年データ 

 ①主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 

 基 準

値等 

令 和 元 年

度 

令 和 ２ 年

度 

令 和 ３

年度 

令 和 ４

年度 

令 和 ５

年度 

令 和 ６

年度 

令 和 ７

年度 

 令和元年

度 

令和２年

度 

令 和 ３

年度 

令 和 ４

年度 

令 和 ５

年度 

令 和 ６

年度 

令 和 ７

年度 

論文数 ― 519本 626本      予算額（千円） 6,997,485 7,988,865      

特許出願件

数 

― 32件 43件      決算額（千円） 5,492,732 7,213,825      

知的財産の

保有件数 

― 260件 225本      経常費用（千円） 6,166,151 5,831,177      

実施許諾件

数 

― 1件 4件      経常利益（千円） 61,074 ▲142,630      

外部資金獲

得額 

― 70.1億円 67.0億円      行政コスト（千

円） 

9,933,242 7,670,737      

外部資金獲

得件数 

― 526件 507件      従事人員数 229 324      

国際共同研

究契約件数 

― 43件 37件      
 

        

JSPS 特別研

究員等 

― 15人 ５人      
 

        

Young 

Research 

― 5人 ６人      
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Fellow 

研究生 ― 152人 106人               

インターン

シップ生の

受入人数 

― 27人 148人      

 

        

広報媒体に

おける企画

数 

― 35本 88本      

 

        

反 響 状 況

（アクセス

数） 

― 424,906回 8,619,382

回 

     

 

        

受託航海に

おける船舶

運航日数 

― 286日 252日      

 

        

地球シミュ

レータにお

ける公募課

題数 

― 26件 28件      

 

        

学術研究に

係る船舶運

航日数 

― 380日 297日      

 

        

研究成果発

表数 

― 0件 0件      
 

        

航海・潜航

データ・サ

ンプル探索

システム公

開データ数 

― 10,528件 11,075件      
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

 

 

 

 

評定：Ａ 

 

 「海洋科学技術における中核的機関の形成」の項目

に関しては、年度計画等に照らして、総じて当初の想

定を上回る成果を創出したため、「Ａ」評価とする。

特に顕著なものとして以下の成果が挙げられる。 

 広報・アウトリーチ活動の促進については、イベン

ト実施等の接触型広報活動から、デジタル化が進む現

代社会に合わせたオンラインを活用した非接触型広報

活動へ、また DXをきっかけとした国民生活に浸透し

た広報への転換を加速することができた。その結果、

広報活動の在り方そのものを変革することに成功した

ことは非常に高く評価できる。 

 海洋調査プラットフォームや計算機システム等の研

究開発基盤の供用については、SIPや ArCSⅡ、メタン

ハイドレート事業の調査等のナショナルプロジェクト

や、民間プロジェクトへの調査船舶の供用を計画通り

積極的に進めた。また、欧州主導の IODP 航海に「か

いめい」を供用する MOUを締結しつつ外部資金も獲得

した他、米国、ミャンマー、サウジアラビア等と船舶

供用に関する調整を進めており、国際的なネットワー

クの醸成に貢献できている。加えて、計算機システム

については、新型コロナウイルス感染防止対策のため

のテレワーク実施の中、ES・DA等を安定的に運用し、

高い水準で利用者の利便性を維持した。特に、研究成

果の生産性と研究実施の計画性に関する数値指標を利

用する、計算資源の客観的かつ合理的な割当てを推進

した。なお、客観的かつ合理的な割当ての有効性が確

認されたため、同種の運用の工夫を次期 ESの運用に

評定 Ａ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

・補助評定の評価を総合的に判断した結果、評

定をＡとする。 

・国内外の大学や公的研究機関、関係府省庁、

民間企業、地方公共団体等との戦略的な連携

や協働関係の構築において、一定の成果が見

受けられる。また、各種国際枠組みや海外研究

機関との協力も推進した。広報・アウトリーチ

活動については、オンラインを活用した非接

触型広報に素早く転換し、そのメリットを生

かした活動を推進した。海洋調査プラットフ

ォームについても、共同研究の推進、海外機関

との基本合意書（MOU、以下同じ。）の締結、外

部資金獲得など順調に成果を上げた。 

・上記に加え、新型コロナウイルス感染症拡大

の困難な状況下にありながら、各種プロジェ

クトへの研究船の供用を積極的に進め、予定

されていた共同利用航海のうち外航の２航海

を除いて全てを実施するとともに、外航がで

きなくなった分を追加公募し新たな研究航海
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も適用予定である。 

 学術研究に関する船舶の運航等の協力については、

新型コロナウイルス感染拡大により４月から７月まで

調査船舶停船措置を実施した中、再度運航計画線表の

引直しを行い、各所との調整を実施し、物理的に不可

能であった２つの外航を除くすべての研究課題に対

し、計画通り研究活動実施の機会を提供できた。さら

には、中止となった２つの外航分のシップタイムの有

効活用を目的に追加課題の公募も実施し、新たに２航

海を追加出来たことは非常に高く評価できる。 

 データ及びサンプルの提供・利用促進については、

地球情報基盤センターデータ管理グループが担うデー

タとサンプルの提供に関する全業務の現時点の状況を

調査し、業務量等の将来の動向分析を行うことで課題

と対策を整理した。 

 

 

 

 

 

 

を実現したことは、高く評価できる。 

・データ及びサンプルについては、計画以上に

効果的な提供を達成している点も優れた成果

と認められる。 

以上を踏まえ、機構は、海洋科学技術におけ

る中核的機関としての役割を十分に果たし、

顕著な成果を上げているものと考えられる。 

・具体的な実績等については、各項目を参照。 

 

＜今後の課題＞ 

・現状の活動を継続するとともに、まだコンタ

クトできていない国内外の研究機関や民間企

業に機構の成果を知る機会を作り出すための

広報やアウトリーチ戦略を構築し、更なる連

携や協力関係を推進していくことが期待され

る。 

・国際プロジェクトや海外機関との共同研究

における主導的役割を機構がどの程度果たし

ているのかについて、もう少し明確なエビデ

ンスを示すことが必要である。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・MOU締結などにとどまらず国際的な取組の強

化が望ましい。東北地方太平洋沖地震後の地

域復興に貢献した経験を生かし、他の国や地

域における自然災害への対策や復興への協力

などの国際貢献も期待される。 

 （１）関係機関との連携強

化による研究開発成果の社

会還元の推進等 

【評価軸】 

・海洋科学技術における中

 補助評定：Ｂ 

 

 本項目について、中長期目標や事業計画に照らし、

成果・取組等について総合的に勘案した結果、着実な

業務運営がなされたことから補助評定を「Ｂ」とす

補助評定：（Ｂ） 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動
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核的機関として、国内外の

関係機関との連携強化等を

進め、成果の社会還元の推

進が図られたか。 

 

る。評価軸の根拠は以下のとおり。 

 

【評価軸：海洋科学技術における中核的機関として、

国内外の関係機関との連携強化等を進め、成果の社会

還元の推進が図られたか。】 

 

 新たに国立研究開発法人防災科学技術研究所と包括

的連携協定を締結するなど、関係他機関との連携協定

や共同研究を国内外問わず締結し、研究成果最大化に

向けて着実な取組を行った。また、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響により、対面イベントが制限される

中、研究報告会「JAMSTEC2020」等の機構が主催する

イベントは、オンラインを主とする運用に切り替える

とともに、広報・アウトリーチ戦略においても、外出

自粛期間に活用できるオンラインコンテンツを充実さ

せるなど、これまで以上に国民生活への浸透を狙った

活動を展開した。さらに、IOC 協力推進委員会を開催

して国内の専門的な知見を集約し、IOC の意思決定に

貢献するとともに、職員を IOC事務局に派遣すること

及び職員が WESTPAC副議長を務めることで、海洋科学

の国際的な連携の推進に貢献している。 

 

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、「研究開発成果の最

大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の

創出の期待等が認められ、着実な業務運営が

なされているため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であ

ると確認できたため。 

 

・民間企業への認知度向上のために、民間企業

等から構成される賛助会に対して、機構の研

究開発成果や技術開発に関する情報を提供、

見学会・意見交換・交流等を行うとともに、連

携機関とのイベントやオンラインでシンポジ

ウムを開催するなど、積極的な外部との連携

強化は評価できる。 

・国内の産学官との連携・協働については、新

たに防災科学技術研究所と包括的連携協定を

締結し、さらに、防災科学技術研究所、香川大

学及び香川県坂出市との間で連携協力協定を

締結するなど、他関係機関との協力を着実に

進めている。これらの協力は、観測データを南

海トラフ地震・津波防災へ活用し、研究成果を

暮らしの安心安全につなげる社会実装を推進

することができるという点で価値があるもの

であり、機構の持つ研究・技術力と、研究機関、

大学、自治体などの力を合わせることで、防災

など社会実装に役立てることを期待する。 

・地域企業等との連携強化を目的とし、地方自

治体等が開催したイベントに研究開発活動や

知財情報（シーズ）の出展、講演を行うなど、

地方自治体が推進する海洋産業振興施策に貢

献している。 

・国際協力の推進に関しては、ユネスコ政府間
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海洋学委員会（IOC）協力推進委員会を開催し、

国内の専門的な知見を集約し、IOC の意思決

定に貢献するとともに、職員が IOC 西太平洋

地域小委員会（WESTPAC） 副議長を務めるなど

海洋科学の国際的な連携の推進に貢献したこ

とは評価できる。 

・国際深海科学掘削計画（IODP、以下同じ。）

について、その後継となる国際的な枠組みに

おける科学的指針の策定において、日本地球

掘削科学コンソーシアム（J-DESC）を通じ、国

内研究コミュニティからの国際執筆・レビュ

ーチームへの推薦やパブリックコメントの募

集・取りまとめなど、中核的役割を果たし、国

内外の連携と機構のプレゼンス向上を図った

ことは評価できる。 

・民間からの業務委託獲得額も増加している。 

・広報・アウトリーチ活動については、オンラ

インを活用した非接触型広報に素早く転換

し、そのメリットを生かした活動を推進した

ことは評価できる。そのため、リアルでは地理

的距離の問題から参加できなかった地方メデ

ィアの取材も可能になり、取材対応件数が増

加した。また、新型コロナウイルス感染症の影

響により家で過ごす時間が増えた子供向けの

プログラム、広報活動も評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・現在の活動を継続するとともに、参加企業や

研究者からのフィードバックを次回以降のイ

ベントに反映させることにより、現場ニーズ

にあった企画を構築することが期待される。 

・研究や技術開発の成果を社会実装につなげ

るために、研究や開発だけでなく、その間をつ
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なぐ人材を育成するなど、出口を見据えた戦

略を組織内で作ることも求められる。 

・国際的な拠点として更に成長するために人

材育成、多様な人材確保が重要であるが、具体

的な成果が上がっているとは判断できない。

新型コロナウイルス感染症の影響もあったも

のと考えるが、その分析と具体的な対策を講

じる必要がある。 

・外部資金獲得に向けて、独創的な研究テーマ

創出に関し、更なる検討が必要である。 

・科学研究費は自由度の高い研究経費であり、

研究者個人の着想で先導的な研究になること

も多く、研究者の資質を高めるには更に増や

す努力が望まれる。 

・特許と経済安全保障についての検討を早急

に進める必要がある。 

・昨年度指摘のあった特許件数の増加につい

ては、手続きの簡素化などがなされたが、その

効果がまだ見えておらず、引き続きの工夫が

必要と考える。 

・広報活動においてリモート会見を有効に活

用しているが、リアル会見の意義や訴求力は

大きく、会見は取材やリモート対応と限定せ

ず、それぞれの良さを生かすように工夫をし

ていくことが求められる。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・新型コロナウイルス感染症の影響に対応し、

オンラインを活用した広報活動を通じて積極

的なアウトリーチ活動がなされているが、次

年度以降も引き続き、コンテンツの充実を図

り、機構の活動に関し国民に広く認知、理解さ
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れるよう、積極的な広報活動を期待する。 

 

 ①国内の産学官との連携・

協働及び研究開発成果の活

用促進 

 

論文の集計方法は令和元年度に引き続きクラリベイト・アナリティ

クス社が提供するオンライン学術データベース「Web of Science」の登

録データによった。令和２年度の論文発表数は 626件、過去５年の発表

論文（2,910件）が令和２年に引用された回数は 11,481件であった。 

 令和２年度に締結した国内機関との共同研究は 119 件であり、うち

新規課題は 41件実施した。契約相手方は 161機関であった。外国機関

との共同研究は 37件であった。共同研究経費を受け入れる際に間接経

費も受け取ることが可能となるよう、関連規程を改正した。 

 機構の研究開発成果や業績情報を研究者/技術者毎に外部公開する

システム「JAMSTEC研究者総覧」の運用・管理を着実に行い、外部利用

者の利便性向上を図った。 

 「JAMSTECベンチャー」への支援策としては、JAMSTECベンチャー支

援規程に基づく支援に加え、資金調達やステージアップに有用な情報

提供、展示会等の機会を利用した対外情報発信支援、ベンチャーマイン

ド喚起を目的として広報誌「Blue Earth」での特集記事掲載等を行っ

た。 

国内機関間連携としては、国立研究開発法人防災科学技術研究所と

の既存の協定を拡大し、相互の研究開発能力及び人材等を活かした連

携・協力を行うことを目的とした包括的連携協力協定を締結した。ま

た、国立研究開発法人防災科学技術研究所、香川大学及び坂出市と、理

学・工学・社会科学の地域防災への浸透を目指し、観測データの南海ト

ラフ地震・津波災害対策への活用に関する連携協力協定を締結した。そ

の他、大学との連携として、海洋分野における AIの社会実装化を目指

し、今後の海洋分野における課題解決、新産業の創出や人材の育成など

の社会的要請に貢献することを目的に、東京海洋大学が発起人である

東京海洋大学海洋 AIコンソーシアム（国内７機関、海外１機関参画）

に参画した。 

連携先機関との合同イベントやシンポジウム等を実施し、機関間連

携による成果を確認した。また、この機会を活用し、連携機関が立地す

る地域の方々との人材交流や情報交換を行う等、機関連携の成果を幅

広い地域・層へアピールした。機構全体として国内外の関係者・ステー

国内の産学官との連携・協働については、新たに国

立研究開発法人防災科学技術研究所と包括的連携協定

を締結した。加えて、防災科学技術研究所、香川大学

及び坂出市との間で連携協力協定を締結した。これに

より、観測データを南海トラフ地震・津波防災へ活用

し、研究成果を暮らしの安心安全につなげる社会実装

を推進することができる。また、各研究部門で有力企

業と共同研究を開始し、防災、環境、エネルギー、資

源等の分野において共同研究、特許共同出願を行い、

研究成果の最大化を着実に進めることができた。 

 さらに、新型コロナウイルス感染拡大の影響を鑑み

て研究報告会「JAMSTEC2020」をオンライン開催した

ことで、新たなビジネス層の呼び込みに成功し、国内

外参加者 600名超への成果展開となった。成果の社会

実装を意識したプログラム構成にしたことも功を奏し

た。また、講演者と参加者間での意見交換の場を設

け、民間企業等の協働や利活用の契機となる構成とし

たことで、民間企業等から構成される賛助会（183

社）に対して、機構の研究開発成果や技術開発に関す

る情報を提供、見学会・意見交換・交流等を行った。

これにより民間企業等との連携を一層深化させること

ができたことは高く評価できる。 

 地方自治体や地域企業等との連携強化を目的とし、

「海と産業革新コンベンション」や「オープンイノベ

ーションカンファレンスⅥ」等に研究開発活動や知財

情報（シーズ）の出展、水中光通信技術について講演

を行った。これにより地方自治体が推進する海洋産業

振興施策へ貢献した。 

 研究開発成果の活用促進については、知財マネジメ

ントの改革を継続し、研究者・技術者の着想を速やか

に出願することに重点を置いた効率的な管理業務への
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クホルダーに向けて研究開発成果の報告を行う研究報告会

「JAMSTEC2020」を開催した。令和元年度の研究開発業務における顕著

な成果や活動内容、機構との協働や利活用の契機となる取組をアピー

ルすることで、機構に対する理解増進、成果の社会展開を図った。機構

公式 SNS等を通じて、積極的に広報活動を行った結果、民間企業、大学

等を中心に 600名を超える参加があり、また、今回は開催方式をオンラ

インに移行したことから国内遠方及び海外からの参加もあった。 

 公益財団法人木原記念横浜生命科学振興財団主催・横浜市共催のラ

イフサイエンス分野のビジネスマッチングイベント「オープンイノベ

ーションカンファレンスⅥ」に出展した。機構の深海バイオリソース提

供事業等を発信し、オンラインでの交流、面談を活発に行った。また、

フジサンケイビジネスアイ主催の展示会「SUBSEA TECH JAPAN2021」に

も新たに出展した。現地開催は新型コロナウイルス感染拡大の影響の

ため中止となったものの、特設ポータルサイトにて水中光無線通信技

術等を発信した。さらに、展示会や企業との意見交換等での発信のた

め、機構の深海バイオリソース提供事業や次世代「地球シミュレータ」

の有償利用に関する産業界向けのリーフレットを研究開発部門と協力

して作成した。 

機構の目的に賛同した民間企業等が会員となっている賛助会では、

機構の研究開発成果、技術開発に関する情報を提供しつつ、意見交換・

交流等を行うことで民間企業等と連携強化を継続的に図っている。海

洋関連企業のみならず異業種・異分野の企業への賛助会入会活動を推

進し、令和２年度実績として賛助会会員数 183社、会費総額 79,835千

円となった。令和２年度はセミナー・報告会はすべてオンラインでの開

催とした。賛助会会員企業の若手職員を対象としたセミナーでは、地方

自治体や関連協議会にも案内し交流範囲を広げるとともに、パネルデ

ィスカッションやネットワーキングタイム等、オンラインでの交流を

図った。その他、会員向けイベントとして横須賀本部見学及び新江ノ島

水族館見学会を実施した。 

寄附金等の受け入れ体制の拡充のため、令和２年４月から機構ホー

ムページにて寄附金 Webページを公開し、Webフォームでの寄附申込み

及びクレジットカード払いへの対応を開始した。特に令和２年度は機

構初の取組として、２件の募集特定寄附金の募集を行い、特設 Webペー

移行を推進することができた。期限を区切ってライセ

ンスの実施状況を整理し、また有償での活用見込が低

い特許権を放棄し活用可能性を広げることによるイノ

ベーションを促進する方針とした。その他、知財紹介

ウェブサイトを拡充し活用促進を図った。 

 また、「科学技術・イノベーション創出の活性化に

関する法律」の改正により、法人発ベンチャーへの出

資が可能となることに伴い、出資業務に係る関連諸規

程及び体制整備を行った。具体的には、「JAMSTECベン

チャー」に対して支援の強化や、広報誌「Blue 

Earth」でのベンチャー特集記事掲載等を通して見え

る化を推進し、新たなベンチャー創出の機運を高め

た。 

 加えて、次世代人材育成と創立 50周年記念事業を

中心として、魅力的な研究開発成果をコンテンツ化す

ることで寄附を受けた。また、ユニークな取組として

トップセールスを進めている理事長から他国立研究開

発法人に向けてレクチャーを実施した。今後も、国民

や民間企業向けに次なる海洋科学技術の発展に向けた

取組を行っていく。 
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ジの公開、チラシ配布、対外イベントでの告知等による周知活動を行っ

た。これにより、「最前線海洋研究の『実践』を通じた若手人材育成プ

ロジェクトの実施に向けた寄附募集」（募集期間令和２年７月 10 日～

12 月 31 日）は、175 件の寄附申込みをいただいた。「JAMSTEC 創立 50

周年記念事業」（募集期間令和２年 10月１日～令和３年３月 31日）は

継続募集中である。これらの取組により、個人からの寄附が 247件とな

り、寄附件数が大幅に増加した。 

産学連携に向けた異分野・異業種交流や新規のニーズ・シーズマッチ

ングを目的に、三井住友銀行が運営する大手企業と中小企業のシーズ

をマッチングするオープンプラットフォーム「Biz-create」に参画し

た。また、新型コロナウイルス感染拡大下でも企業との交流・情報発信

を継続して行うため、名刺管理アプリ「Eight」を新たに導入し、研究

報告会等の発信やオンライン名刺交換、企業等とのメッセージ交流を

実施することで、機構のフォロワー数を約 1000人増加することに繋げ

た。 

産学連携の可能性を広げるため、機構ホームページ上に設置した産

学連携窓口を、研究報告会やシンポジウム等の特設ホームページに掲

載し、また、名刺への QRコード掲載等も通じて積極的に展開を行った。 

令和２年度末時点で保有する知的財産は、特許権 182件（国内 110、

外国 72）、意匠権４件（国内２、外国２）、商標権 23件（国内 23）、プ

ログラム著作権 16件である（令和元年度実績：特許権 214件、意匠権

４件、商標権 26件、プログラム著作権 16件）。 

 令和２年度は、特許出願 43件（国内 16、外国 27）を行い、特許権取

得は 23 件となった（令和元年度実績：特許出願 32 件、特許権取得 28

件）。また、実施見込が低いと判断された特許権（権利満了を含む）55

件を放棄した。 

令和２年度知財収入は、21,488 千円であった。画像映像利用申請は

295 件（令和元年度実績：370 件）に減少したが、著作権収入は 4,953

千円であった（令和元年度実績：5,656 千円）。また、プログラム著作

権収入は 15,239千円であった。 

特許管理の適正化を目指して管理方法の改善を継続し、出願フロー

の見直しに続いて、特許の維持について運用基準を厳格化し、年限を区

切ってライセンスの実績・具体的な引き合い等がない場合は放棄する
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などの見直しを進めた。 

 特許・プログラム・画像等及びその他の知的資産の活用に関する契約

は計 49件（特許実施許諾等の契約４件、プログラム使用許諾契約４件、

サンプル提供に関する契約４件、商標や写真・動画などを活用した著作

権利用許諾に関する契約 12件、その他<NDA等>25件）を締結した。 

機構が保有する知的財産を紹介するポータルサイトを運用し、シー

ズ紹介、特許実用化例、問合せ窓口等の外部周知を行った。また、シー

ズ集をデータベース化したシーズ集カタログを公開し、機構外部での

シーズ活用を図っている。合わせて独立行政法人工業所有権情報・研修

館の開放特許情報データベースに登録をしている。 

「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律」の改正によ

り法人発ベンチャーへの出資が可能となることに伴い、出資業務に係

る関連諸規程及び体制の整備を進めた。併せて、出資業務に伴う利益相

反マネジメントについても関連諸規程の改正を行った。また、JAMSTEC

ベンチャー及びベンチャー創業相談に対して機構の支援措置の内容紹

介・アドバイス等を行った。 

地方公共団体等との連携として、横浜市が設置、機構が参画する海洋

都市横浜うみ協議会のもと、海洋産業の振興・活性化を図り、新たな海

洋産業の創出につながることを目的とした「海と産業革新コンベンシ

ョン 持続可能な海洋産業とデジタル化～SDGs 達成に向けて～」（略

称：「うみコン 2021」）（共催：海洋都市横浜うみ協議会、横浜市、海と

産業革新コンベンション実行委員会）の企画・立案に協力した。今回は

開催方式をオンラインに移行したことで、全国各地から参加者がある

中で、機構の研究開発成果の発信、シンポジウムでの講演等も行った。 

函館市及び函館国際水産・海洋都市推進機構と三者共催で、主に水

産・漁業に関係する方々を対象として、津軽海峡におけるむつ研究所の

海洋環境観測の実施状況や、観測で得られる海況データを収集・活用す

る取組を紹介する、第 4回「海洋環境モニター報告会」を開催した。 

静岡市とは、海洋産業クラスター協議会の下、地元の産業振興のための

研究開発・事業活動の活発化を狙いとした共同研究プロジェクトを推

進しており、機構はそのプロジェクトの推進にあたって、令和元年度か

ら引き続き助言等を行った。 

神戸市では出展予定であった「Techno-Ocean2020」（主催：Techno-
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Ocean Network）が新型コロナウイルス感染拡大の影響により、会場開

催が中止となったため、オンライン上での出展を行った。 

 

 ②国際協力の推進 

 

 令和２年度に行った国際協力の推進についての取組を以下に記載す

る。 

(1)国連を中心とした各種国際枠組み関係 

①ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC） 

IOC 協力推進委員会をオンラインにより開催し、各専門分野にお

ける専門家による意見交換を実施した。第 53回 IOC執行理事会（オ

ンライン開催）に機構職員が日本政府代表団の一員として出席し、

専門的な知見に基づき関与と情報取集を行い、IOC の意思決定に貢

献した。また、機構研究者がユネスコ政府間海洋学委員会西太平洋

地域小委員会（WESTPAC）副議長として WESTPAC 関連活動を主導し

た。また、令和２年 10月から機構職員（事務主幹級）１名が IOC事

務局(フランス・パリ)の P-4 ポストに出向している。IOC 事務局海

洋政策・地域調整課（IOC/MPR）にて業務に従事している。その他、

令和元年度から編集委員会（Editorial Board）に参加し、第２版の

作成に貢献した世界海洋科学白書（Global Ocean Science Report: 

GOSR）が刊行された。本件レポートは IOC/UNESCOのウェブサイトで

閲覧可能である。 

②社会経済的側面も含む海洋環境の状況のアセスメントと報告のた

めの国連レギュラープロセスへの対応  

 レギュラープロセスにおける専門家グループ（Group of experts）

として機構研究者が参加しており、今般第２期 World Ocean 

Assessment（WOA II）が国際連合総会で採択された。採択された本

件レポートは、令和３年４月に正式に発刊される。これに伴い、発

刊イベントが開催され、機構研究者がスピーカーとして参加する。 

③「持続可能な開発のための国連海洋科学の 10年（2021-2030）」へ

の対応 

 国連海洋科学の 10 年に関する研究会（日本海洋政策学会と（公

財）笹川平和財団海洋政策研究所とが共同で立ち上げ）に、機構役

員及び機構研究者が研究会メンバーとして参加した。研究会が収集

する「国連海洋科学 10年事例集」に対し、機構から、国連海洋科学

IOC協力推進委員会を開催し、国内の専門的な知見を

集約し、IOCの意思決定に貢献するとともに、職員を IOC

事務局に派遣すること及び職員が WESTPAC 副議長を務

めることで、海洋科学の国際的な連携の推進に貢献し

ている。 

 「持続可能な開発のための国連海洋科学の 10 年

（2021-2030）」に対し積極的に関与し、国際的な連携の

もと、海洋科学を通じた課題解決に向けた取組を開始

した。 

 フランスとの協力については、深海観測の日仏協力

プロジェクトの実現・達成に向けた具体的な検討・協議

を進めた。インドとの協力については、MoES との協力

覚書を踏まえ、新たな協力の可能性について検討を進

めた。 

 機構職員が関与した世界海洋科学白書（GOSR）第２版

及び第２期 World Ocean Assessment（WOA II）の発刊

は、今後国・地域・地球規模で政策立案者等に活用され

ることで、科学と政策の接点の強化に資することが期

待される。 

 令和２年度においては、新型コロナウイルス感染症

拡大により、国際的な移動の制限、国際会議の延期・中

止が生じ、年度当初の計画通りに実施されたものでは

ないものの、オンライン等を活用し実現可能な範囲で

種々の取組を行った。上記に係るこれら取組の今後一

層の充実が期待される。 

 IODP等の国際科学掘削計画については、現行 IODPの

後継となる国際的な枠組みにおける科学的指針の策定

において J-DESCを通じて国内研究コミュニティの推薦

やパブリックコメントの募集など取りまとめの中核的

役割を果たし、国内外の連携と機構のプレゼンスの向
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10 年に資する活動として３件の事例を提供・登録した。「国連海洋

科学 10 年事例集」は、令和３年３月に国連海洋科学の 10 年日本国

内委員会のウェブサイトに公開された。 

 IOC西太平洋地域小委員会からの依頼に基づき、「持続可能な開発

のための国連海洋科学の 10 年（2021-2030）」の一環として、西太平

洋地域における海洋科学の重要性を訴えるための動画プロジェクト

の制作に協力した。機構の研究者がインタビューに応じ、西太平洋

地域における海洋科学の重要性についての見解を述べた。 

 「持続可能な開発のための国連海洋科学の 10年（2021-2030）」の

７つの柱のうち、人間を含む生態系に着目し、取り巻く環境にどん

な課題があるのか、それの克服に向けて私たちに何ができるのか等

をテーマにした第 17回「地球環境シリーズ」講演会『未来へ、豊か

な生態系の海を届けるために～持続可能な開発のための海洋科学の

10 年～』をオンラインにて開催した。本件講演会の録画は YouTube

でも公開している。また、「持続可能な開発のための国連海洋科学の 

10 年（2021-2030）」の Call for Action（令和２年 10月～令和３

年１月）において、Ifremer がリード機関として提案した Decade 

Programme ”One Ocean Network for Deep Observation”

（OneDeepOcean）において、パートナー機関として参画した。 

(2)国連以外の各種国際枠組み関係 

① 全球地球観測システム（GEOSS） 

 第 13 回アジア・オセアニア地球観測（AOGEO）に関する政府間会

合（オンライン）に、機構研究者が AOGEO 調整委員会共同議長とし

て関与、参加した。 

② STS forum 2020 

 STS forum 2020 の附帯会合である気候変動と地域適用の問題に

着目した“Regional Action on Climate Change (RACC)” に対し

協力を行った。また、機構研究者がスピーカーとして参加し、宣言

（Statement）の作成・とりまとめに関与した。RACCの結果及び当該

宣言については、RACCの全体チェアから STS forumに対し報告され

ている。宣言自体も気候変動と地域適用の問題についてとりまとめ

た文書として、STS forum 2020 のウェブサイトに公開されており、

誰でも閲覧可能である。  

上を図ることが出来た。また、新型コロナウイルス感染

症の拡大下において学会や国際会議、普及広報活動の

実施が多様な制限を受ける中、SNSや会議システムを活

用した新たな情報発信や共有の場の形成を強化したと

ころである。これら取組の今後一層の充実が期待され

る。 
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③ その他 

 2020 年度中の開催が予定されていた第２回持続可能な開発目標

(SDG)14実施支援国連会議（令和２年６月、リスボン）、アワオーシ

ャン会合（令和２年８月、パラオ）、第３回北極科学大臣会合（令和

２年 11月、東京）等は、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、

延期又は中止となった。 

(3)二国間協力 

①フランスとの協力 

 日仏政府間の包括的海洋対話及びその推進のための科学ワークシ

ョップは、新型コロナウイルス感染拡大の影響等により令和２年度

中は開催されなかった。一方、機構とフランス海洋開発研究所

（L'Institut Francais de recherche pour l'exploitation de la 

mer: Ifremer）とは、オンライン上で複数回の会議が行われており、

深海観測の日仏協力プロジェクトの実現・達成に向けた具体的な検

討・協議が進められている。 

② インドとの協力 

 令和２年 11 月に第 10 回日・インド科学技術協力合同委員会が開

催された。機構からは研究者（1名）が参加し、海洋科学分野におけ

る取組の現状を確認し、さらに、両国の新しい取組や今後の展望に

ついて意見交換を行った。 

 令和３年２月に在京インド大使館（協力：文部科学省、インド地

球科学省（Ministry of Earth Sciences: MoES）により India – 

Japan Webinar on “Marine Plastic Prevention and Management”

が開催され、機構からは理事（研究担当）及び研究者（3名）が講演

者として参加した。 

(4)海外の海洋研究機関等との協定等による効果的な連携体制の構築 

①米国海洋大気庁（NOAA）と締結している覚書に基づき NOAA-

JAMSTEC定期会合（NOAA-JAMSTEC Joint Executive Meeting）をオ

ンライン形式で開催した。これまでの両機関における研究協力活動

のレビューを行うとともに、更なる協力に向けた意見交換並びに「持

続可能な開発のための国連海洋科学の 10年（2021-2030）」に資する

様々な研究分野に跨る活動について、活発な議論を行った。 

②海外研究機関との協力のため、機関間協力覚書（Memorandum of 
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Cooperation: MOC）の締結を行った。令和２年度は、４件の MOCを

締結・更新した。  

③役員が海洋観測のためのパートナーシップ（POGO）の加盟機関メ

ンバーとして年次総会（オンライン）に参加し、POGOの意思決定に

関与した。また、POGO 設立から 20 年を機に制作された、POGO の活

動、成果等を紹介する動画に役員が出演する等、その制作に協力・

貢献した。 

④海洋問題解決に向けた国際ワークショップ：笹川平和財団海洋政

策研究所・アブドラ王立科学技術大学（KAUST）共催による「海洋問

題 解 決 に 向 け た 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ プ （ Ocean Solutions 

Conference）」では、サウジアラビアと日本の G20 における海洋環

境改善に向けたパートナーシップ強化に向け、機構役員及び研究者

（２名）が参加した。機構からは、機構と KAUST による紅海におけ

る共同研究航海等についての発表がなされた。 

(5)安全保障輸出管理  

 66件余りの所内審査を実施し、内 14件の経済産業大臣への個別許可

申請を行った。過去５年間における機構の AUV（Autonomous Underwater 

Vehicle）を領海外の海域で運用した実績を調査し、経済産業省に対し

報告した。 

(6)IODPの後継となる科学的指針「2050 Science Framework」の策定へ

の貢献及び国内普及活動 

 令和２年 10 月に出版された IODP の後継枠組みにおける科学的指針

「2050 Science Framework」の策定において、J-DESCを通じて策定に

直接携わる国内研究者６名を国際執筆・レビューチームに派遣、途中稿

に対する国内コミュニティからのインプットの促進、制作費分担金の

負担など、策定から出版までの各段階で大きく貢献した。 

 さらに、J-DESCの研究者らと協力し、「2050 Science Framework」へ

の日本の関わりや社会に及ぼす影響などを一般向けにわかりやすくま

とめたパンフレットを作成し、ウェブ上で公開するとともに関連大学

等へ配布するなど普及活動を行った。 

(7)ICDP掘削提案促進ワークショップの開催支援 

 国内研究者の ICDP 参画を促進するため、J-DESC 主催の「ICDP 掘削

提案促進ワークショップ」を開催し、そこで紹介・ブラッシュアップさ
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れた陸上掘削提案のアイディアの一部が ICDPプロポーザルとして提出

された。 

(8)IODPの普及・広報及び次世代人材育成活動の拡充 

 新型コロナウイルス感染症拡大により学会やイベント等の開催の制

約が大きい状況下にあって、特に若い世代を中心に IODPの認知度向上

を図るため、YouTubeチャンネルの開設、休校期間中の高校に向けたリ

モート授業の実施など、インターネットを通じた新たな普及・広報活動

を強化した。また、「ちきゅう」を用いた表層科学掘削プログラム

（SCORE）における「教育乗船枠」の導入や、高知コアセンターに保管

されたコア試料の活用促進と教育効果を兼ねる「レガシーコアサンプ

リングの学生旅費支援制度」の設計など、IODP 及びその後継プログラ

ムを担いうる次世代人材育成の新たな取組を実現した。 

(9)IODPへの日本の参画における継続的支援 

 米国及び欧州の IODP主導機関と連携し、IODP航海の乗船研究者の募

集、評価、推薦等を滞りなく進めた。新型コロナウイルス感染拡大にと

もなう IODP航海計画の状況変化や関連機関の対応方針に沿って、必要

な乗船者支援を実施した。（なお感染症拡大の影響により年度内に予定

されていた IODP航海は全て延期となったため、旅費支援は発生せず）

IODP の総合推進機関として、科学評価パネル（Science Evaluation 

Panel, SEP）の委員７名（うち２名が機構研究者）、環境保護安全パネ

ル（Environmental Protection and Safety Panel, EPSP）の委員１名、

欧州海洋研究掘削コンソーシアム運用委員会（ECORD Facility Board, 

EFB）委員１名、ジョイデス・レゾリューション運用委員会（JOIDES 

Resolution Facility Board, JRFB）委員１名、及びそれらの会議への

日本からのオブザーバー等の派遣を継続した。（なお会議は全てオンラ

インで行われたため旅費支援は発生せず） 

(10)機構コアサンプルの２次利用 

 機構コアサンプルの２次利用は合計 10件（内訳：研究８、教育１、

その他：機器キャリブレーション１）のリクエストを受理し、試料提供

を実施した。 

(11) JAMSTEC Young Research Fellow 

 令和元年度からの「JAMSTEC Young Research Fellow」制度により国

内外の優秀かつ多様なポスドク人材を確保するため、機構のリクルー
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トページにも現在 Young Research Fellow である外国人のインタビュ

ーを掲載することにより、機構での業務や日本での生活のイメージで

きるよう工夫した。また、これまで国際学会や有名論文誌を中心として

求人掲載を行ってきたが、世界トップクラスの大学をターゲットとし

て、個別に各大学のリクルート関係部門にアクセスを行うことで、幅広

く優秀な人材を集めることとし、さらにウェブ入力による応募を開始

し、セミナーや面接選考でもインターネットを活用した方式に柔軟に

対応するなど、多様で優秀な人材を惹きつける工夫を行ってきている。

令和２年度の JAMSTEC Young Research Fellow の公募では、前年（94

件）より多い 102 件の応募があり書類選考や面接選考を経て最終的に

６名の新たな JAMSTEC Young Research Fellow を採用した。新型コロ

ナウイルス感染拡大の中で入国が困難な外国人研究者については入国

までの間テレワークでの勤務を可能とし、機構での研究活動を行うこ

とを可能とした。 

 

 ③外部資金による研究開発

の推進 

 

令和２年度は、科学研究費補助金をはじめとした競争的研究費及び

その他受託研究費、助成金といった外部の研究資金を 507件、総額 67.0

億円を受け入れた。このうち、科研費については課題数 416 件、金額

9.7億円であった。 

課題数及び獲得額は、令和元年度を下回る結果となったが、この要因

は科研費の獲得が令和元年度比△2.0億円であったほか、気候変動適応

技術社会実装プログラム、ポスト「京」重点課題などの終了によるもの

と考えられる。 

科研費についても採択件数及び獲得額は減少したものの、新規採択

率は依然として高く、35.6％（全国平均は 27.4%）であった。また、新

規応募数 50件以上の国立研究開発法人及び独立行政法人の中では当機

構の新規採択率は５位（※集計時点で採否が公表されていない一部種

目を除く）であるほか、当機構の科研費獲得額は、国立研究開発法人及

び独立行政法人の中では、依然として上位（令和２年度は４位、令和元

度は３位※注記については上記同）であるなど、研究者の競争力は他機

関に比べ非常に高い水準にあることから、今後は積極的な応募をより

促すとともに、申請支援（相談員制度など）についても引き続き実施し

ていく。また、若手研究者の挑戦的な研究を最長 10 年間支援する JST

令和２年度の外部資金の受入課題数は 507 件、総額

67.0 億円となり、課題数、金額ともに令和元年度を下

回る結果となった。主たる減要因は科研費の獲得減の

ほか、気候変動適応技術社会実装プログラム、ポスト

「京」重点課題などの終了によるものと考えられるが、

引き続き獲得に向けた努力を進めることとしたい。業

務受託（民間資金が大半を占める）の獲得額は大きく伸

びたが、件数は横ばいであることから、こちらについて

も引き続き獲得に向けて努力していく。このように競

争的研究費を取り巻く状況は大きく変化しつつある

が、PI 人件費の活用方針をいち早く定めるなど、着実

にキャッチアップしている。以上から、計画通り業務を

着実に実施したと考える。 
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の新プログラム「創発的研究支援事業」についても、15 件応募し３件

が採択された（採択率は全国で 10％、機構応募課題は 20％）ことから

も、当機構として積極的な応募が獲得額の増加に結び付くと考えられ

る。 

なお、競争的研究費としては、令和２年度は「戦略的創造研究推進事

業」で新規２件、「ムーンショット型研究開発事業」で新規３件、環境

研究総合推進費で新規に３件が採択される等、公的研究費の獲得など

を通じて国の政策課題等へ参画を果たし、我が国の海洋科学技術分野

の発展に貢献した。 

 民間資金の導入については、業務受託を 19件（うち、新規 15件）、

5.5億円を受け入れたほか、助成金として、民間企業や財団法人などか

ら 17件（うち、新規 10件）、0.4億円の受け入れを行い、結果として、

金額ベースでは令和元年度を上回る結果となった。 

機構賛助会の運営、研究開発成果発信・展開、会員間の協力体制構築、

異業種・異分野を含むネットワーク拡大を推進し、賛助会会員 183社か

ら 79,835千円の会費を受領した。その他、寄附金等の受け入れ体制の

拡充に取組み、４月から Web フォームでの寄附申込み及びクレジット

カード払いへの対応を開始した。 

 

 ④若手人材の育成 

 

 

国内 16の大学・大学院等と連携大学院にかかる協定締結を継続し、

大学院等との連携体制のもと、指導を行った。また、賛助会若手交流セ

ミナーでは、地方自治体や関連協議会を通じた民間企業や地方自治体

等の巻き込みをはかった結果、多種多様な業種、職種から多くの参加が

あり、連携を深める一助となった。参加者アンケートでは、参加者の

57.7%がとても満足、42.3%が満足という回答を得た。その他、機構の施

設・設備を活用した、水中ロボット技術に関する若手人材育成イベント

（主催：水中ロボネット、後援：神奈川県、横須賀市など）に対し、オ

ンライン開催・広報を支援した。イベントには全国から中高生など 200

名以上が参加し、福島県からロボットの遠隔操作を試みるなど、若手人

材に水中ロボット研究の楽しさと重要性をアピールした。 

海洋科学技術分野の若手人材育成に向けて、創立 50周年を記念した

プロジェクトの一つとして、母校訪問プロジェクトを立上げ、２校の高

校に、キャリアパスや仕事の醍醐味を伝えるオンラインでの講演を実

国内の大学・大学院等と連携大学院にかかる協定締

結を継続し、大学院等との連携体制のもと、事業を推進

した。また、民間企業とは、セミナーを開催し、多種多

様な業種、職種から多くの参加があり、連携を深める一

助となった。 

水中ロボット技術に関する若手人材育成イベントに

おいては、関係学会をはじめ、地方自治体と協力し、オ

ンライン開催・広報を支援した。全国から中高生など

200名以上が参加し、若手人材に水中ロボット研究の楽

しさと重要性をアピールした。 

加えて、海洋科学技術に関わる次世代の人材育成を

目的としたプロジェクトを令和元年度に引き続き実施

した。全国の大学生を対象に、機構が保有する潜水調査

航海に参画し、実際に有人潜水調査船「しんかい 6500」
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施し、今後の若手人材育成につなげた。 

令和元年度に引き続き、海洋科学技術に関わる次世代の人材育成を

目的としたプロジェクトを実施した。令和３年３月に有人潜水調査船

「しんかい 6500」による潜航調査航海を実施し、応募者 84名の中から

選ばれた７名が「よこすか」に乗船、機構の実際の研究開発の現場を体

験し、７名の中から３名が「しんかい 6500」による潜航調査を体験し

た。参加学生の感染防止対策の一環として、乗船前に PCR検査の実施、

事前研修のオンライン化などを実施した。本プロジェクトへの参加が

きっかけとなり、他分野から地球科学分野の大学院に進学した参加学

生もおり、プロジェクト実施の効果が見られた。また、航海で得たサン

プルを用いた研究を希望した参加学生もおり、当該学生に対しては、機

構研究者による指導・助言（共同研究）を実施した。当該学生は、学会

発表や科学論文の執筆・投稿に挑戦するなど、プロジェクト実施後の若

手人材育成についても精力的に実施し、成功を収めることが出来た。 

海洋科学技術に関わる次世代の人材育成を目的としたプロジェクトの

取組について、研究開発に従事する職員の取組や、研究開発に臨む考え

などを紹介する動画を作成した。機構ウェブサイトと SNS を通じて紹

介を行い、YouTubeチャンネルでは 3,600回の視聴があった。また、若

手人材育成航海の活動について新聞社からの取材をアレンジした。更

に、機構内においても Young Research Fellow のような博士号を取得

した若手研究者について自らの研究課題の業績を伸ばし、研究者とし

て更なる飛躍を遂げられるように個別にメンターを置いてサポートを

行っている。 

 

に乗船させ、JAMSTECの実際の研究開発の現場を体験さ

せた。本プロジェクトへの参加がきっかけとなり、他分

野から地球科学分野の大学院に進学した参加学生もお

り、プロジェクト実施の効果が見られた。 

その他、海洋科学技術に関わる次世代の人材育成を

目的としたプロジェクトの取組について、動画を作成

し、機構ウェブサイトと SNS を通じて紹介を行い研究

成果の社会還元を行った。 

 

 ⑤広報・アウトリーチ活動

の促進 

 

 令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大により、従来広報課が実

施してきた、施設や船舶の一般公開をはじめとする接触型広報活動が

全く行えなくなった。そこで、この新型コロナウイルス感染拡大の中と

いう逆境を変革の追い風と捉え、これまでの接触型広報からオンライ

ンを活用した非接触型広報への方針転換を加速した。オンラインを最

大限活用したコンテンツを通じて、より国民生活へ浸透した広報手法

へと抜本的に方針転換し、数々の成果とともに奏功した。上記のような

観点で実施した令和２年度業務実績について、代表的な事例を以下に

記載する。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により接触型の

広報活動が制限される中、広報戦略変革へのチャンス

と捉え、オンラインを最大限活用したコンテンツを通

じてより国民生活へ浸透した広報手法へと抜本的に方

針転換した。オンラインシステムを利用した取材受入

体制やオンラインイベント開催にすばやく対応したこ

とは、報道対応としては首都圏メディアの他、地方メデ

ィアの取材受入も可能となり、取材対応件数は令和元

年度よりも増加することとなった。また、オンラインシ
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・新型コロナウイルス感染拡大に伴う政府の緊急事態宣言による全国

一斉休校を受け、自宅学習中の小中高生に向けて海洋や地球科学を

もっと理解してもらうため「JAMSTEC For Students」と名付けた特設

サイトを機動的に立ち上げ、「JAMSTEC チャンネル“海の研究”こど

も質問部屋」や「書評：海と地球を語る」等のコンテンツをオンライ

ン上でまとめて提供した。 

・文部科学省「一家に１枚ポスター」企画では、これまで元素周期表や

超伝導、太陽、くすりなど、純粋な科学をテーマにした内容が中心で

あったところ、文理融合の観点から、様々な社会課題を有する「海」

をテーマとした企画立案に取組み、海洋の分野から初めて採択され

た。その後、一家に１枚「海」の学習資料を作成し、紙媒体のポスタ

ーは全国の小中高等学校及び博物館等へ 29万枚配布された。また、

文部科学省及び機構のウェブサイトや SNSを通じて、国民に「海」の

大切さを広く発信する施策を実施した。さらに、GIGA スクール構想

により学校現場で今後一人１台の端末が実現することなども踏ま

え、紙媒体とリンクした特設ウェブサイトを制作、さらにオンライン

を活用することで、海にまつわる研究開発を全国民が認知し、理解を

広げるために戦略的な活動を行った。 

・オンラインコンテンツ等の活用により、普段は聞くことができない研

究者の生の声や、見ることができない研究のリアルな現場を、これま

で以上に広く全国に発信することができた。これにより、従来の広報

活動では実現できなかった研究をより身近に感じられる広報発信を

実現し、広報活動の在り方そのものを「国民生活浸透型」広報へと改

革することに成功した。その代表的な事例を含む、主な広報活動を以

下に記載する。 

・注目度の高い西之島の調査航海や「みらい」による北極航海などを、

臨場感を重視した様々な手法で広報した。特に前者では SNS を通じ

リアルタイムな研究船の活動を発信した。後者ではタイムラプスカ

メラを設置し、北極海への旅路を追体験し、また北極海に広がる絶景

に触れてもらうコンテンツを制作した。 

・オンライン環境下で授業や仕事を行う者が増えていることから、自宅

で過ごす時間が増えることを想定し、機構の施設に来訪しなくとも、

オンライン上で回遊しながら海の研究を身近に感じられるコンテン

ステムを通じて研究のリアルな現場を伝える機会が増

加したことで、これまで以上に広く多くの国民の興味

関心を惹きつけることができた。加えて、オンラインコ

ンテンツを充実させたことや、普段見ることができな

い研究航海中の船上等からの情報発信等の新たな広報

活動を試み、多くの国民に情報を届けるよう工夫を行

い、広報・アウトリーチ活動を推進した。 

 このような取組の結果、イベント実施などの接触型

広報活動からデジタル化が進む現代社会に合わせたオ

ンラインを活用した非接触型広報活動へ、また DXをき

っかけとした国民生活に浸透した広報への転換を加速

することができ、広報・アウトリーチ活動の在り方その

ものを変革することに成功した。 
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ツとして「JAMSTECパーク」や、オンライン会議システム（Zoom等）

の背景として使えるオリジナル壁紙、オリジナルのソーシャルディ

スタンスロゴのデザイン制作等、「離れていても楽しめる・親しめる」

新たな試みを積極的に行い、数々の実績をあげた。 

・令和３年３月 11 日が東日本大震災から 10 年となることを大きな節

目と捉え、これを機に、海域地震火山部門を中心に連携し、震災直後

から 10年間の研究開発の成果や特集記事を掲載することで、地震研

究の重要性をあらためて国民に広く周知した。また、論文が

『Science』誌に続けて掲載されるなど、研究成果が著しい海底下生

命圏研究を特集したウェブサイトについて制作企画を行った。 

・令和３年が機構の創立 50周年にあたることから、これを研究開発活

動のさらなる理解増進、認知度向上へ繋げるための好機と捉え、機構

のリブランディング活動を実施した。具体的には、「50 年後の

JAMSTEC」をテーマに、有志職員によるワークショップ形式で

「JAMSTECのあるべき姿」を議論し、50周年のスローガン「Sailing 

for the Earth, Diving for Science & Technology」を策定すると

ともに、それに基づく周年ロゴマークデザインを職員投票にて決定

した。 

・新型コロナウイルス感染拡大の中、テレワーク環境でのオンラインワ

ークショップという新たな手法に初めて取組み、スローガンを打ち

立てることに成功した。また、７月 23日の「海の日」には、社会と

つながる JAMSTEC を強調したブランディング動画を公開し、機構の

研究開発は社会や国民と共に進むものという明確なメッセージを打

ち出した。さらに、創立 50周年事業の各種活動を国民に広く理解し

てもらうための特設サイトを開設し、機構が歩んできた 50年の歴史

や各種企画について効果的に発信するためのプラットフォームを整

備した。 

・若年層向けのアウトリーチプログラムとして、地球環境、地球内部変

動、深海環境等の機構における研究開発課題の科学的背景やその意

義、遂行への情熱等の理解を深めてもらうための新規プログラム

「Project MOTHER」（プロジェクト・マザー）を企画し、中高生を主

なターゲットにプログラム制作を行った。新型コロナウイルス感染

拡大の中、オンサイトでのプログラム実施にかかる様々な制約を乗
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り越え、「千葉市科学館」や「横須賀海洋クラブ」に対して、感染予

防策を講じながら試行プログラムを安全に実施した。 

・研究開発部門が主催する「地球環境シリーズ」講演会、「革新的深海

資源調査技術報告会」、「研究報告会 JAMSTEC2020」などのシンポジウ

ムを実施。多くの国民に研究成果の情報を届けるよう工夫を行った。 

・海と地球の情報誌「Blue Earth」について、165号「こんな技術がほ

しかった！」、166号「東北地方太平洋沖地震から 10年 次の巨大地

震・津波に備える」、167 号「極端化する気象について、今こそ話そ

う」を制作し、発行した。制作に際しては、読者ターゲットについて

再検討を行った上で、最前線の研究者からの取材情報をもとに、難解

な研究内容を理解してもらえるよう、分かりやすい文体、見出しの簡

略化やデザイン構成などの工夫を施した。 

 

機構独自ではリーチすることが難しい一般層に対して、機構の認知

と研究開発活動への理解を得るため、新たにコラボレーションを企画

した。連携先のファン層を通じて効果的に機構の事業活動を伝えた。ま

た日常生活の中に溶け込んだコンテンツとすることで、研究をより身

近に感じられる広報発信を実現した。その代表的な事例を含む、主な広

報活動を以下に記載する。 

・小学校の低中学年を狙ったコクヨの IoT 文具「しゅくだいやる気ペ

ン」の新テーマ制作の監修を行い、機構の研究活動の紹介を通じた興

味関心を獲得することにつなげた。この商品は「2020 年ヒット商品

番付」にも選出された。「しゅくだいやる気ペン」のコラボレーショ

ン第 1 弾として、海と地球の探求をテーマとした「うみのふしぎの

庭」の制作に監修協力した。見える化される日々の努力によって手に

入れる機構にまつわる様々なアイテムや海の不思議（知識）を通して

海の世界に日々想像を膨らませてもらうことで、機構への興味喚起

を図ることができ、国民の生活に浸透した広報活動の好事例となっ

た。 

・オンライン開催シンポジウム「我々は東北沖地震から何を学んだか？

－その時何が起こり、これからどうなるのか－」を東北地方太平洋沖

地震から 10年を機に、これまで東北大学と連携して行った調査研究

の成果を発表した。機構横浜研究所と仙台市にある東北大学からの
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リアルタイム２元中継とすることで、聴講場所や人数による制限を

受けないシンポジウムを開催することができた。参加場所を問わず

大多数が参加可能な非接触型のオンライン広報を実現させた。 

・本格的に深海を初めてバーチャルリアリティ（VR）映像化した映像作

品「深海 VR」について、科学技術映像祭受賞による全国科学館での

上映、国際映画祭への出展、ソフトバンク社への配信許諾を行った。

「深海 VR」の YouTubeチャンネルでの再生回数は、630万回を超え、

「深海」という生活から離れた空間を、VR による新たなツールで国

民により身近な存在へと引き合わせることで、理解増進に大きく貢

献した。 

・海洋地球科学の入門書として、機構研究者の全面協力により一般・大

学生向けに分かりやすく解説した『地球科学入門』（平朝彦・機構共

著）を長期間にわたった制作の末に完成させた上で、出版企画を交渉

し、講談社から発行した（初版 5,000部）。2021年 2月には重版（2,000

部）となり、Amazon 売れ筋ランキングでも 1 位（地球科学分野）を

獲得するなど、国民の海洋地球科学に対する理解増進に大きく貢献

した。 

 科学館・博物館等との連携企画の主な広報活動を以下に記載する。 

・国立科学博物館企画展「学術研究船白鳳丸 30年の航跡」の共催によ

る展示を実施した（展示期間：令和２年 11 月 10 日〜12 月 13 日）。

本企画展の関連イベントとして、研究航海中の船舶であった「白鳳

丸」とライブ中継を実施した。また研究航海の様子を YouTubeで配信

した。参加場所を問わず、多数が参加可能なオンライン上で、具体的

な体験の場を提供するイベントを併せて実施した。リアルかつオン

ラインの広報活動として成功させた。国立科学博物館の企画展シリ

ーズとして、来場者は過去最多となる 21,606名となった。 

・日本科学未来館の常設展示改修に監修・協力した（令和３年３月２日

から公開）。コンセプト立案当初から展示内容について提案し、科学

掘削や海底下生命圏の研究など機構の最新の研究活動を反映した展

示を行った。 

・福井県立恐竜博物館春季企画展「生命躍る海〜その知られざる世界を

探る！」の展示協力（展示期間：令和３年３月 20日〜５月９日）を

行った。SDGs「14 海の豊かさを守ろう」の理念を反映してテーマ設
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定される中、機構は海底資源、深海生物のサンプル提供や解説の監修

を行った。開館 20年の同館で海洋に関する初の展示となった。 

・文部科学省エントランスにおいて、機構、特に地球環境部門の北極研

究、海洋マイクロプラスチック研究の活動について紹介するポスタ

ーの展示を行った。 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、すぐさま取材対応の全面

オンライン化を実現したことで、首都圏メディアの他、地方メディア

の取材受入も可能となり、取材対応件数は大きく増加した。自ら撮影

した映像を素材として提供するなどの対応で報道機関からも好評を

得た（「はやぶさ２」、海底下微生物、ヨコヅナイワシ等）。 

・東日本大震災から 10年を機に、機構の研究開発の成果の周知と理解

増進のため、メディア意見交換会（全３回）を開催した。番組等への

取材案内に加えて、ウェブサイトでの特集記事掲載などを研究部門

と連携して実施した。連載コラムやシンポジウムとも連携して特集

を企画し、震災 10年の記事を執筆する記者に良いタイミングで的確

な情報をインプットすることに成功した。特に地震シミュレーショ

ンに関しては多数のメディアで報道された。 

・その他、「白亜紀の海底堆積物から微生物」「ヨコヅナイワシ発見」な

どのプレスリリースに伴い、「話題の研究 謎解き解説」として、研

究者のコメントや関連映像をまとめ、YouTubeライブやウェビナー等

で発信した。 

・機構船舶において厳重な新型コロナウイルス感染防止対策がとられ

る中、研究プラットフォーム運用開発部門と連携し、北極海、西之島

等注目を集める海域での乗船取材を受け入れ、貴重な映像の撮影機

会を提供し、最前線の研究紹介を行った。 

 (２) 大型研究開発基盤の供

用及びデータ提供等の促進 

【評価軸】 

・研究開発基盤の供用やデ

ータ・サンプルの利用拡大

を図ることにより、我が国

の海洋科学技術の水準向上

及び学術研究の発展に貢献

 補助評定：Ａ 

 

本項目に係る年度計画に照らし、予定どおり、あるい

は予定以上の成果が創出されたことに加え、フローチ

ャートにおけるアウトカムの一部に到達したことなど

を総合的に勘案した結果、自己評価を「Ａ」とする。評

価軸ごとの具体的な根拠については以下のとおり。 

 

補助評定：（Ａ） 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、国立研究開発法人の目

的・業務、中長期目標等に照らし、法人の活動

による成果、取組等について諸事情を踏まえ

て総合的に勘案した結果、適正、効果的かつ効

率的な業務運営の下で「研究開発成果の最大
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したか。 

 

【評価軸：研究開発基盤の供用やデータ・サンプルの利

用拡大を図ることにより、我が国の海洋科学技術の水

準向上及び学術研究の発展に貢献したか。】 

 

SIP や ArCSⅡ、メタンハイドレート事業の調査等の

ナショナルプロジェクトや、民間プロジェクトへの調

査船舶の供用を計画通り積極的に進めることが出来

た。また、欧州主導の IODP航海に「かいめい」を供用

する MOU を締結しつつ外部資金も獲得した他、米国、

ミャンマー、サウジアラビア等と船舶共用に関する調

整を進めており、国際的なネットワークの醸成に貢献

できている。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により４月から

７月までの調査船舶停船措置を実施した中、再度運航

計画線表の引き直しと各所との調整を実施し、物理的

に不可能であった、２つの外航を除くすべての研究課

題に対し、計画通り研究活動実施の機会を提供できた。

さらには、中止となった外航分のシップタイムの有効

活用を目的に追加課題の公募も実施し、新たに２航海

を追加出来たことは非常に高く評価できる。 

国策プロジェクトや、各大学・研究機関、民間企業な

どの利用に計算資源を提供し、利用機関数は 148 機関

に増加した（令和元年度 147機関）。特に公募課題での

利用が活性化した。 

 

化」に向けて顕著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認められるため。 

 

・新型コロナウイルス感染症拡大の困難な状

況下にありながら、各種プロジェクトへの研

究船の供用を積極的に進め、様々な対策を講

じることで航海中の船内感染者発生を完全に

防ぎつつ、予定されていた共同利用航海のう

ち外航の２航海を除いて全てを実施し、研究

活動実施の機会を提供できたことは、高く評

価できる。さらに、外航ができなくなった分を

追加公募し新たな研究航海を実現したこと

は、研究者の目線に立った柔軟な対応であり、

高く評価できる。 

・欧州主導の IODP航海に「かいめい」を供用

する MOU を締結し、外部資金も獲得している

点、及び、米国、ミャンマー、サウジアラビア

等と船舶供用に関する調整を進めるなど国際

的なネットワークの醸成に貢献している点は

評価できる。 

・地球シミュレータについては、国のプロジェ

クト等での活用が進んでおり、特に、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で各研究所・大学の

研究活動の停滞が危惧される中で、令和元年

度とほぼ同等の 148 機関への計算資源の提供

を行っている。 

・データ及びサンプルについて、計画以上に効

果的な提供を達成している点は優れた成果と

認められる。 

 

＜今後の課題＞ 

・今後は国際協力をより一層進めることも望

まれる。 
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・船舶などの外部機関への供用を進めること

は外部資金獲得という成果をもたらすが、海

洋に関する中核的な研究機関である機構の研

究に支障を与えないようにすべきである。 

・SIPなどで開発された技術が今後の発展の基

礎となるような将来計画が求められる。また、

関係機関とも連携し、海底観測データの国際

標準化なども考えるべきである。 

・データ駆動とモデル駆動を融合した先進的

手法を開発し、数値解析リポジトリの充実を

図ることが、地球シミュレータの進化におい

ても重要である。昨年度の指摘事項は引き続

きの努力目標と考えられる。 

・計算機の供用のみならず、数値解析リポジト

リなどのシステムの外部利用・連携を進めて

いくことも今後は重要になってくると考えら

れる。 

・データとサンプルの提供に関し、引き続き、

大規模利用が予想されるシーズの調査に基づ

き、より効率的な整備と提供を期待する。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・科学的意義と社会利用の２つの観点で保有

データシーズの評価をし、その増加をモニタ

リングするシステムは評価できる。科学的意

義と社会利用のバランスがうまく構築される

ことを期待する。 

 

 ①海洋調査プラットフォー

ム、計算機システム等の研

究開発基盤の供用 

 

【海洋調査プラットフォーム】 

文部科学省北極域研究加速プロジェクト（ArCSⅡ）及び Synoptic 

Arctic Survey (SAS)による北極域国際連携同時事業や、SIP「革新的深

海資源調査技術」等の政策的な課題の推進のために船舶を供用し、ASV

SIP や ArCSⅡ、メタンハイドレート事業の調査等の

ナショナルプロジェクトや、民間プロジェクトへの調

査船舶の供用を計画通り積極的に進めることができ

た。また、欧州主導の IODP航海に「かいめい」を供用
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を用いた AUV 複数機運用の海上試験や、レアアース泥を含む海洋鉱物

資源の賦存量の調査・分析などを行った。 

機構船舶の供用による外部資金の積極的な確保を目的として、国か

らの受託のみならず、商業利用の入札やファシリティを持たない国、研

究コミュニティへの積極的な働きかけを行い、以下の結果を得た。 

・欧州の IODP推進機関である ECORDからの外部資金を用いた航海を受

託。 

・民間資金によるメタンハイドレート事前調査においては、当初は曳航

体での公募に対して民間のニーズを深掘りし、深海巡航探査機「うら

しま」（水中ドローン）の活用を提案し採択された。また要求された

データの高精度取得を完遂した事により、海底事前調査における AUV

の有効性が民間市場で認識され、更には本調査となる「ちきゅう」を

用いた事前掘削と生産試験へのパッケージプランニングによる産業

利用も視野に入れる等、我が国の深海調査分野における機構のリー

ダーシップとプレゼンスを発揮した。 

 

 現行 IODP期間（2013～2023 年）以降の新たな枠組みについて、1年

半以上にわたる国際的な議論において主要な役割を果たしながら、

2050年までの海洋科学掘削の指針を示した科学計画書「2050 Science 

Framework: Exploring Earth by Scientific Ocean Drilling」（2020

年 10月公開）の作成に貢献した。 

また、海洋調査プラットフォームの効率的かつ国際的な運用に資す

る取組の一つとして、欧州海洋研究掘削コンソーシアム（ECORD）の IODP

研究航海に「かいめい」を供用する計画の実現に向けて関係機関との調

整を図りつつ準備を進めた。（2021年 4月上旬より同研究航海を開始す

る予定）。日本（機構）を含め 12か国の研究者が参画する同航海では、

「かいめい」の持つ低擾乱長尺コア（地質試料）採取能力を駆使するこ

とにより 5 万～10 万年前まで遡る詳細な古地震記録が得られると期待

され、国際枠組みの中において得難い研究材料と高水準な研究の場を

提供することで、日本のリーダーシップの下での科学成果創出と国際

プレゼンスの向上に貢献している。 

 

【計算機システム】 

する MOU を締結しつつ外部資金も獲得した他、米国、

ミャンマー、サウジアラビア等と船舶共用に関する調

整を進めており、国際的なネットワークの醸成に貢献

できている。 
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文部科学省の統合的気候モデル高度化研究プログラム３件に対して

ES全体計算資源の約 25％、約 949万ノード時間積を提供した。 

平成 28年度より継続して実施している文部科学省先端研究基盤共用

促進事業「風と流れのプラットフォーム」（地球情報基盤センターが代

表機関）では、全４機関が実施機関、３機関が協力機関として参加して

活動を行ない、相補的なアナログ風洞と「地球シミュレータ」（デジタ

ル風洞）を共用に供し、利用実績は平成 28年度 12件、平成 29年度 16

件、平成 30 年度 29 件、令和元年度 30 件に対し、令和２年度は 43 件

であり、年々増加している。 

HPCI 計算機資源の一環として利用促進を行いつつ資源提供を行い、

計５課題に対して約 157 万ノード時間積を提供した。これは過去最多

件数であった。 

課題募集型の「地球シミュレータ」利用課題を機構主導で行い、公募

課題 28件、特別推進課題１件を採択した。 

所内課題への参画機関を含め、ES利用機関数は、平成 29 年度の 138 

機関、平成 30年度の 142 機関、令和元年度の 147機関から令和２年度

では 148機関に増加した。所内課題審査調整委員会において、研究成果

の生産性の指標として過去３年分の平均論文数と、研究実施の計画性

の指標として過去３年分の平均利用実績を用いた数値指標『スコア』を

導入した評価によって、採否及び資源配分の調整を行った。課題の利用

状況等（計算資源の利用実績率：（スコア導入前）平成 30年度 84.97%、

（スコア導入後）令和元年度 96.24%、令和２年度 93.27%）から、客観

的かつ合理的な割り当ての有効性を確認できたため、同種の工夫を次

期 ESの供用でも適用予定である。 

「地球シミュレータ」の利用分野は、公募課題で大気・海洋 11件、

固体・宇宙８件、環境２件 と全 28課題中 21 課題（75％）が海洋地球

科学関連となっており、この分野の研究基盤として「地球シミュレー

タ」は重要な役割を果たしている。 

「地球シミュレータ」での成果専有型有償利用制度の継続的実施及

び大型計算機システム Data Analyzer(DA)での有償利用制度を実施し

た。その結果、地球シミュレータでは５件、DA で６件の利用、利用等

収入 784 万円を達成した。従来の有償利用者でない新規利用者は３件

（DA 利用）であり、大学・研究機関・民間企業といった多様な機関へ

感染症対策のためのテレワーク実施の中、ES・DA 等

を安定的に運用し、高い水準で利用者の利便性を維持

した。特に、研究成果の生産性と研究実施の計画性に関

する数値指標を利用する、計算資源の客観的かつ合理

的な割り当てを推進した。これは計画を上回る成果で

あり、客観的かつ合理的な割り当ての有効性が確認さ

れたため、同種の運用の工夫を次期 ESの運用にも適用

予定である。 

国策プロジェクトや、各大学・研究機関、民間企業な

どの利用に計算資源を提供し、利用機関数は 148 機関

に増加した（令和元年度 147機関）。特に公募課題での

利用が活性化した。 

研究成果の最大化に加えて、中長期計画に資する研

究開発基盤としての在り方の他、国際的なプレゼンス

や協働を考慮して、次期 ES 導入に成功した。 

以上のとおり、計画以上に、研究開発基盤の産学官の

多様な機関への供用に貢献しかつその安定的な運用と

利便性の向上を達成した。 
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の利用に供することができた。さらに機構賛助会員（民間企業）からの

DA利用や ESトライアル利用（無償利用）もあった。 

 「地球シミュレータ」の運用を行い、計画保守・計画停止を除くノー

ド停止時間が全体の 0.04％（可用率 99.96％）と年間を通じて安定した

運用を実現した。高度な安定稼働を実現するためにハードウェア及び

ソフトウェアの状況モニタリング、メーカーと連携した予防保守、及び

計画的なソフトウェアの更新を行なった。 

平成 28年度～令和元年度に引続き、資源消費の進んだ利用者が、当

初の割当て外でシステムの空き時間を使用できる「低優先度ジョブ」に

よる運用を行った他、平成 29 年度～令和元年度に引き続き、公募課題

では上期・下期毎の資源割当てを行い、計算資源の有効活用を図った。

さらに令和元年度までに一部ユーザによる過剰な低優先ジョブ投入が

あり全体での待ち時間に悪影響があった経験から、令和２年度は低優

先度ジョブの利用上限を設定する対策を実施したことで、過剰な低優

先度ジョブ投入を抑制し、待ち時間を改善した。これにより、年度当初

の計画を超える研究実施を可能とし研究実施を積極的かつ合理的に支

援・促進した。また、所内課題と公募課題の利用期間の見直しを行い、

所内課題は３期制、公募課題は２期制とし、繁忙期となる期末をずらす

ことで、期末の混雑を改善した。それらの結果、提供した計算資源をユ

ーザが利用した割合を示す使用率が 96.38％（令和元年度は 97.71％、

平成 30年度は 98.34％、平成 29年度は 96.83％）となった。年間の総

演算数は 2,959EFLOPsであった。以上より、「地球シミュレータ」は極

めて効率的に運用されたと評価できる。 

利用サポートでは、講習会、ホームページでの情報発信の他、計算技

術と運用の両面で利用相談を推進した。相談件数は 198件（令和元年度

195件、平成 30年度 137件、平成 29年度 213件）であった。令和２年

度は新型コロナウイルス感染拡大下においても利用相談窓口を継続し

て実施することで、ユーザからの相談・問い合わせへのレスポンスタイ

ムを短縮し、ユーザの利便性向上に努めた。これらのサポートにより、

高い使用率が達成できたと言える。 

 特別推進課題については、令和元年度から継続して応募の随時受付、

利用期間の制限解除（通年利用可能）を行い、ユーザが募集時期によら

ず制度を利用できるよう実施した。令和２年度は成果創出加速枠にお
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いて計１課題を採択した。利用課題に対しては専任サポート要員を配

し、課題の実施計画に即して、利用プログラムの移植や動作確認、最適

化、ジョブスクリプト作成などのきめ細かいサポートを推進したこと

により、利用課題では課題の目的を達成できた。 

「地球シミュレータ」の課題募集は、中長期計画の遂行を推進する所

内課題はもとより、コミュニティに開かれた公募課題及び特別推進課

題についても行った。それらの課題選定にあたっては、選定委員会によ

り、研究計画と過去の利用実績などから厳正かつ公正に選定した。 

また、「地球シミュレータ」を補完し、機械学習やバイオ、工学等の分

野にも活用、展開するシステムとして、平成 30年２月から運用を開始

した DAシステムについて、利用者拡大と安定的かつ効率的な運用につ

とめ、可用率 99.94％、使用率 83.50％を達成した。 

さらに、平成 30年度から運用を開始した８PBの追加ディスク装置と

21PB のテープライブラリについても利用拡大し、特にテープライブラ

リについては利用者負担によるテープ増設も可能とすることで、外部

資金活用によるデータ保管設備増強を実現した。 

 

 ②学術研究に関する船舶の

運航等の協力 

 

 令和元年度に策定した運航計画に基づき、研究船の共同利用に「白鳳

丸」「新青丸」「よこすか」「かいれい」を供用し令和２年度は、297 日

の共同利用航海を実施したが、新型コロナウイルス感染拡大の影響に

よる外国港への入港制限などから「白鳳丸」外航２航海の中止を余儀な

くされたため計画対比では 69日の日数減となった。 

 緊急事態宣言の発令に伴い４月から７月にかけて停船を余儀なくさ

れたが、その間に東京大学大気海洋研究所とも協働しつつ新型コロナ

ウイルス感染拡大の中での安全な運航体制を確立し、８月以降航海を

再開した。再開後の運航予定の見直し等により外航２航海を除き、令和

２年度に当初予定されていた共同利用航海は年度内に全て実施するこ

とができた。また、中止となった外航航海のシップタイムを活用して、

追加課題の募集を行い、２航海を追加実施するとともに、大学院生、ポ

ストドクターの研究機会の提供を目的として相乗り追加課題の募集も

行い、可能な限り研究航海実施の機会を提供した。 

 令和３年度は、「白鳳丸」の大規模修繕工事があるため「新青丸」の

運航日数を大幅に増やし東京大学大気海洋研究所と協働し、344日の共

新型コロナウイルス感染拡大に伴う緊急事態宣言の

発令に伴い、４月から７月までの調査船舶停船措置を

実施した中、再度運航計画線表の引き直しと各所との

調整を実施し、物理的に不可能であった、２つの外航を

除くすべての研究課題に対し、計画通り研究活動実施

の機会を提供できた。さらには、中止となった外航分の

シップタイムの有効活用を目的に追加課題の公募も実

施し、新たに２航海を追加出来たことは非常に高く評

価できる。 
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同利用航海の運航計画を策定した。 

 

 ③データ及びサンプルの提

供・利用促進 

 

 データ及びサンプルの提供・利用を促進するために、研究活動を通じ

て得られたデータやサンプル等の体系的な収集、整理、分析、加工、保

管及び提供を定常的に実施した。機構船舶航海での公開数は 2,257 航

海・7,558潜航となり、着実に増加した。また、新たに学術研究船「白

鳳丸」のデータ品質の評価や情報収集、公開等への取組みを開始し、令

和２年度は 11件のデータを公開した。 

機構の船舶・潜水船で取得されたデータ・サンプルの情報は、「航海・

潜航データ・サンプル探索システム（DARWIN）」等に掲載しており、各

種情報を利用者自らダウンロードできる形で公開している。サイト上

での掲載が困難な大容量データや生（Raw）データなどは申請に基づき

オフラインでの対応を実施しており、令和２年度は 237 件の依頼に対

応した。新型コロナウイルス感染拡大防止対策によるイベントの中止

やテレワーク増加に起因した問い合わせが散見され、依頼に伴う対応

数は 5,950件となり、令和元年度比約４割増（約 1.4倍）となった。デ

ータ・サンプルの申請に対応するとともに、問合せ内容に応じて公開サ

イトの紹介、利用方法の案内、申請方法の手引き・助言等を実施した。

提供したデータ・サンプルは、研究論文や学会発表だけにとどまらず、

新種報告等に伴う博物館へのサンプル供託（３件）、キュレーターによ

る専門的情報の提供による博物館での展示（８件）などにも繋げた。 

機構コアサンプルの２次利用については、合計 10件（内訳：研究 8、

教育 1、その他：機器キャリブレーション 1）のリクエストを受理し、

試料提供を実施した（高知コア研究所、地球情報基盤センター）。 

利用者のニーズや国内外の動向を踏まえ、デジタルオブジェクト識

別子（DOI）付与を継続し、「DARWIN」上で公開している航海単位での付

与を完了した。さらに、データ DOIとしてメタデータ充実化を行うとと

もに、文献等によるデータ引用状況を追跡調査した結果、30 件のデー

タ DOIが引用されたことを確認した。また、機構サンプルの情報を管理

する「JAMSTEC サンプル管理データベース（JSDB）」を機能強化し、外

部公開サイトとなる DARWINとの連携を深め、管理と公開が一体化した

効率的な運用を開始した。 

海洋基本計画（平成 20年３月閣議決定）の主要施策の一つである、

データ・サンプルへの利用申請について、新型コロナ

ウイルスの影響によるイベントの中止やテレワーク増

加に起因した問い合わせが散見され、令和元年度比約

４割増（約 1.4倍）となる対応を実施した。 

地球情報基盤センターデータ管理グループが担うデ

ータとサンプルの提供に関する全業務の現時点の状況

を調査し、業務量等の将来の動向を分析し、課題と対策

を整理した。具体的には、データとサンプルの蓄積が継

続されるため、提供を望む利用者は年々増加している

こと、データとサンプルの提供を望む非研究者が増え

たため従来よりも丁寧かつきめ細かな対応が必要なこ

とといった課題を認識し、データとサンプルの漸増と

提供を望む利用者の多様化に対応するため、データ提

供業務のを峻別すること、そしてデータ提供業務の一

部を研究者に分担させること等具体的な事項が対策案

として提示された。 

また、上記の課題と対策を実現するために、地球情報

基盤センター機構全体におけるデータ管理グループ体

制や対応の将来構想をまとめて経営層に提示した。現

在、組織改編も含め、データとサンプルの扱いに関する

改善を検討中である。 

大規模な利用が見込まれるシーズを特定するため、

機構が保有するデータの調査を実施した。結果を踏ま

えて人的・物的資源の集中を、数理科学的手法による海

洋地球情報の高度化及び最適化に係る研究開発におけ

る「数値解析リポジトリ」及び「四次元仮想地球」のグ

ランドデザインに反映する予定である。 

 以上のとおり、計画以上に、データやサンプルに関す

る情報等の効果的な提供を達成し、またデータ及びサ

ンプルの提供の在り方の最適化に向けた取組を実施し

た。 
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海洋情報の一元的管理・提供の体制整備への対応として、内閣官房総合

海洋政策本部事務局の総合調整の下、海上保安庁が構築・運用を行って

いる海洋情報の所在検索サイトとなる「海洋情報クリアリングハウス」

への連携として、航海概要報告（CSR）49件、海底設置型観測機器設置

情報（MOR）10件を登録した（クリアリングハウス累計登録：929件）。

また、我が国の総合的な海洋データバンクとなる日本海洋データセン

ター（JODC）に対して、機構船舶による航海で取得された水温・塩分等

64 件のデータを精度管理並びにフォーマットを統一した後に提出して

おり、これらのデータは「JODC オンラインデータ提供システム（J-

DOSS）」に反映されるとともに、我が国の海洋状況把握（MDA）の能力強

化に向けた取組の一環として海上保安庁が運営する海洋情報の集約・

共有サイト「海洋状況表示システム（海しる）」にも反映されている。

以上のような JODCへの継続的なデータ提供を通じて、国際海洋データ・

情報交換システム(IODE)活動へ貢献するとともに、機構が公開・運用す

るサイト環境の維持・管理を通じて、国際的な取組（GCMD、GEOSS Portal、

EarthChem等）と連携しメタデータを継続的に提供することにより、西

部北太平洋域の情報充実に貢献した。 

加えて、令和２年度は、「魚類写真資料データベース」（管理・運用：

神奈川県立生命の星・地球博物館、国立科学博物館）と国立国会図書館

が運営する日本の分野横断型文献検索サイト「ジャパンサーチ」との連

携を通じて当該サイトを経由した深海画像のデータ公開が拡充、また、

英国オックスフォード大学に拠点を置くデータ共有のためのレジスト

リサイト「FAIRsharing」への「DARWIN」の登録等を通じて外部連携が

さらに拡充した。 

また、数理科学的手法による海洋地球情報の高度化及び最適化に係

る研究開発において研究開発を進めている「数値解析リポジトリ」及び

「四次元仮想地球」からなる付加価値情報創生システムが、機構外の利

用も重視していることを踏まえ、利用者のニーズに応える機構内の保

有データのシーズの調査を行った。科学的意義として論文数、アクセス

数、ダウンロード数の評価を行い、また社会利用を見据え技術的評価、

市場規模、他との連携状況、適用範囲の評価を行って、政策や産業での

利用可能性を定量的に見積もった。大規模な利用が見込まれるシーズ

に対して今後、人的・物的資源の集中を検討していく。 
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 学術雑誌の価格が高騰する状況下であっても、研究開発活動に必要

な情報を維持することに努めた。費用対効果の面から一部の学術雑誌

は年間購読を取りやめた一方、文献を広範に提供できる Pay Per View

及びドキュメントデリバリーサービスを導入することにより、情報環

境を維持しつつも、より安価で効率的な提供方法の構築に努めている。

これらの工夫により節約された予算の一部については、昨今の機構の

研究分野の広がりを視野に入れた図書の購入に充当する等、利用環境

の充実に努めた。その取組として機構図書館では、図書は冊子 63,668

タイトル、電子ブック 35,285 タイトルを提供し、雑誌は和雑誌 91 タ

イトル、外国雑誌 628タイトルを購入、提供した。 

 研究開発活動に必要な図書資料の充実に努めたことに加え、機構未

所蔵資料についても、他機関図書館等からコピーや現物を取り寄せて

提供した。機構研究者からの 686 件の文献複写依頼、58 件の図書の貸

借依頼に対応したが、その際にはオープンアクセスの有無や、提供条件

の調査を行うことで、より安価で迅速な手配を実施した。Pay Per View

及びドキュメントデリバリーサービスの導入を実施し、331件の依頼に

対応した。これにより、従来のサービスでは対応できなかった最新号掲

載記事の提供や電子データでの提供を一部可能とする等、利用環境を

充実させた。また、外部機関からの依頼についても、47件の文献複写、

19 件の図書の貸借に対応し、機構が所蔵する海洋及び地球科学を中心

とした学術情報を外部に提供した。 

 学術機関リポジトリの運用を通じて、積極的に外部へ機構の研究開

発成果を発信した。総データ数は 38,703件で、うち機構刊行物を含む

3,486件については本文データも公開しており、その一部には DOIが付

与されている。 

 日本の海洋地球科学の歴史としての、機構の研究開発活動の経緯を

伝える各種資料について、散逸を防ぎ、機構の研究者や職員はもとより

広く社会に永続的に提供するため、機構関連資料を網羅的に収集、整理

し、調査研究等の利用に供した。 

 国民の海洋に関する理解増進に寄与する一般利用者へ開放している

横浜図書館については、連動した一般向けニュースレター“Library 

Communication”の発行や、特別展示の実施等、積極的な普及広報活動

を行ったが、新型コロナウイルス感染防止対策のため、一般開放図書館



122 

 

は、令和２年２月 21日から外部利用者に対して休館としているが、広

く一般に機構関連図書をはじめとする海洋科学技術に関する情報を提

供する目的で図書館蔵書目録のインターネット公開を継続した。 

 利活用促進につながる企画立案、並びに関係する方針や制度及び書

式等の改訂・整備を継続し、令和２年度はデータやサンプルに関する申

請書類の押印廃止・省略するための見直し・書式の改訂に着手した。さ

らに、データ及びサンプルの管理・公開の対象は年々増加しており、デ

ータ及びサンプルの提供を希望する件数も増加傾向にある。その一方

で、国の安全に関する対応、制約条件や各種の取決めへの確認、採取・

取得した場所や内容による取扱い等は複雑化しており、公開・提供する

ための確認は従来よりも丁寧かつきめ細かな対応が必要となってい

る。このような状況を踏まえ、機構船舶によるデータ・サンプルを主体

として管理・公開を担当している地球情報基盤センターデータ管理グ

ループが行っている業務の内容・量・状況等を整理し、機構におけるデ

ータとサンプルの取り扱いの将来的な構想や組織改編及び研究データ

の提供等も視野に含めた案を検討した。業務内容により現状体制を解

体・分割による適切な部署への再編、研究データの管理・提供は研究者

が対応する等の具体的な対応も含め、データ・サンプルの安定提供を継

続し且つ利用促進を図るための具体的な案を作成・提示した。 

 

４．その他参考情報 

・予算額と決算額の差額の主因は、次年度への繰越等による減である。 

 

・令和元年度評価における主な指摘事項への対応状況 

Ⅰ-２-(１)-①国内の産学官との連携・協働及び研究開発成果の活用促進 

＜主務大臣評価による今後の課題・指摘事項＞ 

特許出願件数について、知的財産管理の効率化を目指して管理フローの見直しを行い、あえて減少させたということであるが、その意図がどのような形で成果に反映されたかについて今後示していくことが求

められる。また、特許に関しては、安全保障上重要な意味を持つものもあるので、そうした視点も勘案して知財戦略を策定していくことが求められる。 

 

【指摘事項に対する措置内容】 

特許管理においては、新規出願の所内手続きを簡素化して迅速な出願を可能とする一方、経費の効率的な使用の観点から審査請求や、特に経費のかかる PCT出願（特許協力条約に基づく国際出願）の各国移行

の必要性を厳格に判断する方向で見直しを行ってきた。この結果、国内出願数に大きな変化はないが、外国出願数については、年度によって増減があるものの、この取組を行ってきた最近２年間を通して見ると

減少傾向にある。引き続き効果について注視していく。安全保障については令和３年度より関係部署による検討を開始する予定である。 
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Ⅰ-２-(１)-③外部資金による研究開発の推進 

＜主務大臣評価による今後の課題・指摘事項＞ 

外部資金について、多様化を図り、民間資金の積極導入に努めるなど、採択件数及び獲得額の増加に向け、組織としての取組をより強化する必要がある。 

 

【指摘事項に対する措置内容】 

機構は、研究者が探した様々な公募財源を積極的に受け入れる姿勢を取っている。令和２年度は特に海外の研究財団や海外機関による助成金の獲得額が急伸し、計 17件（件数は昨年同）、獲得額は前年比 1.46

倍となった。また、船舶を利用した業務受託（民間資金含む）も、計 19件（件数は昨年とほぼ同）、前年比 1.75倍となり、それぞれ躍進した。 

獲得額の増加に関する取組については、他機関・他大学の例を参考に検討しているところであるが、「競争的研究費における制度改善について（令和２年５月 29日文部科学省事務連絡）」における、研究代表

者（PI）人件費の活用に関する機構方針を他機関に先駆けていち早く策定し、令和２年７月に文部科学省へ届け出た。方針では対象を、競争的研究費のみならず、民間から受け入れる資金も制度の対象として設

定しており、関連する規程類の整備も行った。また、バイアウト制度についても同様に実施要領を策定し、外部資金の獲得意識の向上に資する取組を積極的に推進した。 

 

Ⅰ-２-(１)-⑤広報・アウトリーチ活動の促進 

＜主務大臣評価による今後の課題・指摘事項＞ 

メディア露出件数が令和元年度は減少している理由を分析し、今後の広報戦略に役立てる必要がある。 

 

【指摘事項に対する措置内容】 

令和元年度にメディアの露出が減少した主な要因は、大きな注目を集めた南海トラフ掘削計画が平成 30 年度に終了したことが影響している。また、従来の接触型の広報活動では各メディアに対する訴求が十

分でなかったと推察される。それに対し令和２年度では、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で接触型の広報活動が制限されたことにより、取材対応の全面オンライン化や、様々なオンラインコンテンツの開

発等、非接触型広報活動への転換を図った。この非接触型広報活動への転換が成功したことにより、特に報道対応としては首都圏メディアの他、地方メディアの取材受入も可能となった。これにより機構主体の

プレス発表件数は令和元年度から減少して 23件（令和元年度 32件）であったにもかかわらず、取材対応件数は大きく増加し、結果として 2,018件（令和元年度 1,973件）のメディア露出があった。また研究の

リアルな現場を伝える機会が増えたことで、これまで以上に広く多くの国民の興味関心を惹きつけることに成功した。 
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２－１－４－２ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和３年度行政事業レビュー番号 0306、0308 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指標 達成目標 基準値等 

（前中長期目

標期間最終年

度値等） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの

累積値等、必要

な情報 

一般管理費（百万円）           

削減率（％） 毎年度平均で前年

度比３％以上 

― 5.03％ 3.68％       

その他の事業費（百万

円） 

          

削減率（％） 毎年度平均で前年

度比１％以上 

― １％ １％       
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

 

 

 

 

 

評定：Ｂ 

 

 本項目について、中長期計画や事業計画に照らし、

成果・取組等について総合的に勘案した結果、着実な

業務運営がなされていると考え、自己評価を「Ｂ」と

する。 

適切な統制環境維持のため、内部監査や研修、各種

委員会の開催等を実施するとともに、客観的で信頼性

の高い自己評価の実施、主務大臣評価結果の業務運営

への反映・取組が機構全体で進められている。令和元

年度に発生した調達にかかるインシデントに端を発し

た調達契約上の諸問題については、制度の抜本的な見

直しや再発防止策への取組と今後の継続的な点検・見

直し・改善、リスク管理の徹底に向けた取組が実施さ

れた。また、新型コロナウイルス感染症を契機に、経

理処理や文書処理等の電子化を進めるなどこれまでの

業務の在り方を根本的に見直すとともに、会議のオン

ライン化に対応した環境整備を進めるなど、「新たな

日常」に対応した取組を迅速かつ効果的におこなった

ことは高く評価できる。さらに、機構船舶についても

全乗船者に対し、PCR検査を徹底するなどのルールを

定め、令和２年８月に運航を再開し、研究開発への影

響を最小限に食い止めた迅速な対応として評価でき

る。 

 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中長期計画における所

期の目標を達成していると認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当である

と確認できたため。 

 

・補助評定の評価を総合的に判断した結果、評

定をＢとする。 

・過去４年間にわたる契約に係る不適切な事

案の判明、情報セキュリティインシデントの

発生など組織運営管理上の問題が生じた。い

ずれも組織全体としてのマネジメント改革と

再発防止が求められる重大な事案である。機

構では、再発防止に向け必要な取組が進めら

れている。 

・合理的な資源配分を実施すべく、業務計画編

成方針を策定し、適切な資源配分を行うとと

もに、主務大臣評価の結果を機構内での業務

編成に反映させる枠組みを構築するなど、合

理的・効率的な資源配分に努めている。さら

に、経費削減を進めるとともに、新型コロナウ

イルス感染症対策として、緊急対策本部を設

置し、事業の縮小・再開、感染予防、テレワー

ク対応などを迅速かつ適切に実施し、業務の

電子化もより一層推進するなど、業務運営の

合理化・効率化が図られている。 

以上を踏まえ、令和２年度の業務運営につ

いては、着実に実施されているものと判断す
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る。 

 

＜今後の課題＞ 

・今後の発展を考える上で、機構は人材の育

成・多様性の確保、船舶の運営資金調達など複

数の大きな課題を抱えている。理事長がリー

ダーシップを発揮し、これらの課題を把握す

るとともに、機構内において、機構の将来を見

据えて更なる議論、分析を行い、具体策を実施

していくことが求められる。 

・研究課題の設定、ロードマップの策定、予算

獲得と配分、社会との連携・交流、海外との連

携、研究組織マネジメントなどについて、理事

長が正確な判断を下すことのできる仕組みが

必要である。また、部門長やグループのリーダ

ーの育成、マネジメントに関する適切な研修

が必要である。 

・理事長のリーダーシップの下で業務計画を

編成する方針を打ち出したが、その前提とし

て、内部の課題に適切に対応できていること

が不可欠である。業務計画の編成に当たって、

理事長のリーダーシップがどのように発揮さ

れたかについても明らかにする必要がある。 

・コンプライアンス強化のための取組を継続

的に実施することが重要である。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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 １．適正かつ効率的なマネ

ジメント体制の確立 

【評価の視点】 

・理事長のリーダーシップ

の下、組織のマネジメント

機能の強化が図られている

か。 

・内部統制システムが適切

に機能し、業務運営の適正

化が図られているか。 

 

 補助評定：Ｂ 

 

本項目について、中長期計画や事業計画に照らし、

成果・取組等について総合的に勘案した結果、着実な

業務運営がなされていると考え、自己評価を「Ｂ」と

する。評価軸ごとの根拠は以下のとおり。 

 

【評価の視点：理事長のリーダーシップの下、組織の

マネジメント機能の強化が図られているか。】 

 

理事長の強いリーダーシップの下、組織のマネジメ

ント強化が進められており、業務運営の適正化が進め

られていると評価できる。会計検査院に不当事項とし

て報告されるようなインシデントが発生したことは大

変重く受け止めているものの、速やかな調査と再発防

止策の策定・実施により、インシデントを契機とした

制度の抜本的な見直しに繋げるなど、適切なマネジメ

ントが働いたことを評価する。また、令和元年度評価

においてＳ評価を獲得した研究部門に対して、令和３

年度に重点的に資金配分するといった措置を行ったこ

とも理事長のマネジメントの強化であると評価でき

る。 

 

【評価の視点：内部統制システムが適切に機能し、業

務運営の適正化が図られているか。】 

 

適切な統制環境維持のため、内部監査、研修、各種

委員会の開催等を実施するとともに、客観的で信頼性

の高い自己評価の実施、主務大臣評価結果の業務運営

への反映・取組が機構全体で進められている。また、

令和元年度に発生した調達にかかるインシデントに端

を発した調達契約上の諸問題については、制度の抜本

的な見直しや再発防止策への取組と今後の継続的な点

補助評定：（Ｃ） 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中長期計画における所

期の目標を下回っており、改善を要するため。 

自己評価ではＢ評定であるが、組織として

のマネジメントが不適切であったために過去

４年間にわたり契約における監督及び完了検

査が適正に履行できていなかったこと、並び

に、機構内外の研究活動等に著しく支障を与

える情報セキュリティインシデントが発生し

たことから、これらの組織運営管理上の問題

に対して、再発防止策の徹底等、より一層の改

善を図っていく必要があると判断し、Ｃ評定

とした。 

 

・平成 28年度から令和元年度までの４年間に

機構が締結した CO2 センサー搭載型漂流ブイ

の製作契約において、監督及び完了検査が適

正に行われていなかったことが令和元年度に

判明し、機構内の調査等を経て、令和２年 11

月に会計検査院の令和元年度決算検査報告に

おいて不当事項として指摘された。本事案は

令和元年度以前の事案であるが、これまでの

評価に反映されていなかったため、全体の概

要が明らかになった令和２年度の業務実績の

評価に反映させることとした。 

・CO2センサー搭載型漂流ブイの製作に係る不

適切な事案の主要因は、職員のコンプライア

ンス意識の不足によるものではあるが、それ

が長年見過ごされており、外部組織（契約先）

の不手際が発覚した際に初めて検知されたも

のである。これは、少なくともこの期間中、機
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検・見直し・改善、リスク管理の徹底に向けた取組が

実施された。このように組織のマネジメント強化が進

められており、内部統制システムが適切に機能し、業

務運営の適正化が進められていると評価できる。会計

検査院に不当事項として報告されるようなインシデン

トが発生したことは大変重く受け止めているものの、

速やかな調査と再発防止策の策定・実施により、イン

シデントを契機とした制度の抜本的な見直しに繋げる

など、内部統制機能が働いたことを評価する。 

 

構のマネジメントが不適切であり、内部統制、

リスクマネジメントが機能していなかったも

のと認められる。本事案は機構全体の信用を

失墜させるものであり、理事長のリーダーシ

ップによる組織マネジメントの改革が急務で

ある。 

・令和３年３月に、機構のネットワークシステ

ムへの不正アクセスが発生し、機構役職員等

の個人情報が流出する情報セキュリティイン

シデントが発生した。さらに、本インシデント

により外部とのネットワークを遮断したこと

等によって、機構から他の研究機関や行政機

関への情報提供を行うデータ公開サービスが

停止するなど、機構内外の研究活動等に多大

な影響が生じた。不正アクセスの原因につい

ては調査中であるが、一方で、機構は第三者機

関の情報セキュリティに関する監査により指

摘された事項の一部に対応できていなかった

ことが判明している。現時点ではこれらの関

連性は不明であるが、情報セキュリティの確

保というリスクマネジメントの観点に加え、

機構全体の信用を失墜させる事態を発生させ

たという点で、適切な組織マネジメント体制

が確立していたとは評価できない。今後、全体

被害状況の把握と原因究明に加え、早期復旧

とリスクマネジメントも含め再発防止に向け

た対策を講じていくことが求められる。 

 

＜今後の課題＞ 

・CO2センサー搭載型漂流ブイの製作に係る不

適切な事案については、国費が投入される中

核組織として、組織全体のマネジメントの改

革と再発防止策を徹底することが必要であ
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る。 

・情報セキュリティインシデントについては、

全体被害状況の把握と原因究明に加え、早期

復旧とリスクマネジメントも含め再発防止に

向けた対策を講じていくことが求められる。 

・今回の不適切な事案を踏まえ、機構内の内部

統制やリスク管理を確実に機能させる仕組み

をつくるとともに、IT システムへの投資を強

化すべきである。 

・不祥事や事故が発生した際には、理事長をは

じめとした経営陣が危機感をもって厳しく真

摯に対処し、再発防止策を講じることが必要

である。 

・今後、納品物のデータ・性能偽装等を防止す

るためには、機構側が適切な対応・体制を整え

るという基本的な点に加え、このような事例

が発生した場合に研究成果に疑義が生じない

ようなトレーサビリティの確保が求められ

る。 

・リスクマネジメントへの取組として、６年ぶ

りに全役職員を対象としたリスク識別アンケ

ートや、リスクマネジメント研修を実施して

いる。また、リスクマネジメント委員会の下に

設置したワーキンググループにおいて機構の

職場環境・組織風土に関する問題改善のため

検討を行い、具体的な改善提案（①所内情報の

集約・共有、②ハラスメント対策の強化、③管

理職級の組織マネジメント力強化、④経営に

関する計画・方針等の策定）を抽出できてい

る。これらの取組は、機構の組織力向上のため

の努力が見られ、評価できる。一方で、それら

に対する具体的な対応策の構築まで及んでお

らず、早急な対応の構築が求められる。 
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・業務・予算の重点化・効率化に係る基本方針

の策定や資源配分について、理事長など経営

陣の関与を強化したことによる成果について

も示す必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 （１）マネジメント及び内

部統制 

 

 経営に係る中長期的な基本方針及び戦略に関する議論を更に進める

ため、経営戦略会議を毎月１回の頻度で実施した。令和２年度において

は、研究船の今後の効率的な運用の在り方の検討や、大型プロジェクト

獲得に向けた新たな取組について重点的に議論を行った。 

 また、具体的な研究の進め方や課題等について、研究担当理事と六部

門長（研究部門及び運用開発部門長）が直接意見交換を行う理事主催の

研究部門推進連絡会議を毎月開催した。また、理事長・６部門長懇談会

を隔月で開催し、６部門の状況や意見を基に経営判断に資する議論を

行った。 

 加えて、外部有識者から構成される経営諮問会議を令和２年 12月及

び令和３年３月に開催した。大型プロジェクト獲得に向けた新たな取

組、新型コロナウイルスへの対策と働き方改革、北極域研究船の推進な

どを議題として、当機構の事業面や運営面について、幅広く多様な意見

を得た。 

令和元年度に発生した調達にかかるインシデントについて調査した

結果、インシデント発生の背景に検査ルールの理解不足による検査員

等制度の形骸化や不適切な行為を醸成する周辺環境などがあったこと

が指摘され、検査・検収に係るローカルルールの存在も示唆された。ま

た、本件事案については、その発覚後速やかに会計検査院にも報告した

ところ、令和元年度決算検査報告において不当事項として公表された。

これらのことを重く受け止め、経理部において会計機関のルールの抜

本的な見直しと明確化、教育研修などの再発防止策を策定した。その内

容については内部統制委員会において報告され、今後同委員会におい

て実施状況や効果についてのモニタリングを実施するなど、必要に応

じて改善の取組を継続することとなった。 

 適切な統制環境維持のため、内部監査、研修、各種

委員会の開催等を実施するとともに、客観的で信頼性

の高い自己評価の実施、主務大臣評価結果の業務運営

への反映・取組が機構全体で進められている。また、

令和元年度に発生した調達にかかるインシデントに端

を発した調達契約上の諸問題については、制度の抜本

的な見直しや再発防止策への取組と今後の継続的な点

検・見直し・改善、リスク管理の徹底に向けた取組が

実施された。これらの取組を通じ、理事長の強いリー

ダーシップの下、組織のマネジメント強化が進められ

ており、内部統制システムが適切に機能し、業務運営

の適正化が進められていると評価できる。会計検査院

に不当事項として報告されるようなインシデントが発

生したことは大変重く受け止めているものの、速やか

な調査と再発防止策の策定・実施により、インシデン

トを契機とした制度の抜本的な見直しに繋げるなど、

適切なマネジメント及び内部統制機能が働いたことを

評価する。 
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 また、内部監査計画を作成し、書面監査、実地監査等により効率的・

効果的に監査を実施した。「競争的資金等」については、ガイドライン

等に基づく不正防止の観点から重点的なサンプルを抽出し、リスクア

プローチによる監査を実施した。また、機構が対応すべき課題やリス

ク、監査上の重要課題等について、理事長と監事が意見交換を行うため

の定期会合を実施した。 

 内部統制への意識醸成として、令和２年 12月に内部統制委員会を開

催し、調達契約におけるリスクマネジメントと組織体制の在り方につ

いて現状認識や課題の整理を実施した。その課題への対応として、経理

部により開発要素を含む契約の在り方や具体的な制度案を提言するた

めの検討会が設置された。 

さらに、内部統制委員会においては、各理事が組織横断的に業務を取

りまとめる体制とすることを理事長が発信し、役員が目指す内部統制

の在り方を共有することで、組織全体で内部統制への意識醸成を図っ

た。 

 職場環境・組織風土に係る問題改善の取組として、令和元年度からリ

スクマネジメント委員会のもとに設置された若手・中堅職員からなる

ワーキンググループにおいて、機構全体の組織風土改革を目指し、問題

点の洗い出し及び改善に向けた方向性の検討を行った。その結果、ワー

キンググループからは４つの職場風土・組織風土にかかる改善課題が

提起された（①所内情報の集約・共有、②ハラスメント対策の強化、③

管理職級の組織マネジメント力強化、④経営に関する計画・指針等の策

定）。今後はこれら課題改善への対応策を検討していくなど、機構とし

ての職場環境・組織風土に係る問題改善の取組を引き続き推進してい

く予定である。 

 リスクマネジメントへの取組としては、全役職員を対象にリスク識

別アンケート調査を実施し、機構において潜在化・顕在化しているリス

クを認識した。また、リスクマネジメント研修の一環として、リスクマ

ネジメント推進担当者に対し、認識したリスクの職場への影響度や発

生可能性を想定した評価（リスク評価）を行わせた。その結果はリスク

マネジメント委員会にて共有され、今後、リスク評価結果をもとにした

対応策を検討していく。加えて、リスクマネジメント及びコンプライア

ンス推進の一環として、所内に設置されたデジタルサイネージを活用
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し、定期的に法令遵守等を呼びかけるメッセージを発信することで、所

内の意識向上を図った。 

 研究不正及び研究費不正使用防止の取組として、国のガイドライン

に基づき、機構職員を対象に研究費の不正防止に係る e ラーニング研

修（日・英）及び初任者研修を実施した。 

また、機構職員が研究費を使用する際に留意すべきポイント等を明

示した「研究費使用ハンドブック（日・英）」を新たに作成し、所内公

開した。 

研究費不正使用及び研究不正に係る国のガイドラインにおいては、

日常的に目が届き実効的な管理監督を行い得る体制や、組織としての

責任体制の確立による管理責任の明確化が求められていることから、

これまでの体制を見直し、研究開発系の部門においては部門長、事務系

部署においては部長及び室長をコンプライアンス推進責任者及び研究

倫理教育責任者とするなど、組織規程に基づく業務執行体制と整合す

るように改めた。 

合理的な資源配分を行うために、業務計画編成方針を策定し、これに

基づき適切に資金配分を行った。特に令和２年度は新型コロナウイル

ス感染拡大に伴う緊急事態宣言に基づく事業活動の縮小の影響を把握

し、関係各部署との定期的な会合を実施することで当初想定されてい

なかった全所的な見直しを行った。 

この他、令和３年度の業務計画等編成に向けて選別した複数の業務

について、経営管理担当理事を中心に効率化の検討を実施し、令和３年

度以降も継続的に検討を実施することを決定した。今中長期目標期間

の新たな取組として、予算に関する PDCAの各取組みを強化するととも

に主務大臣評価の結果を機構内での業務計画編成に反映させる枠組み

を構築した。また、今中長期目標期間の新たな試みとして、中長期計画

の達成度が高い評価Ｓを得た研究開発部門に対しては、飛躍的な成果

創出を目指し、翌々年度の資金を重点配分した。 
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 （２）評価 

 

理事長の自己評価決定に関する意見聴取の場として、令和元年度の

業務実績に係る自己評価会議を令和２年５月末に実施し、業務実績等

報告書として主務大臣へ提出するとともに、公表した。また、令和元年

度の業務実績の評価結果については、機構内において広く周知すると

ともに、フォローアップを実施した。 

客観的な自己評価となるよう、モニタリング指標等で定量的数値を

用いている他、必要に応じて外部有識者からの評価を受ける機会を設

けている。また、その他の取組として、普及広報活動においては、機構

の公式 Twitterや Facebookなどの反応を分析し、「地球シミュレータ」

の運用に当たっては研究成果の生産性と研究実施の計画性に関する数

値指標を導入するなど、多様な面から機構の活動に対する効果を把握

するように努めている。 

 また、論文の集計においては、クラリベイト・アナリティクス社が提

供するオンライン学術データベース「Web of Science」の登録データ

により集計している。そのため、標準な基準で抽出されたデータを用い

て評価しており、他機関との比較等も可能になっている。 

なお、中長期計画の達成度が高い評価を得た研究開発部門に対して

は、翌々年度の資金配分を重点化し、飛躍的な成果創出を期待すること

とした。その具体的な取組として、令和元年度評価においてＳ評価を獲

得した研究部門に対して、令和３年度に重点的に資金配分（令和元年度

比 10％増）するといった措置を行った。 

令和元年度の業務実績に係る自己評価会議の実施、

業務実績等報告書の提出及び公表を着実に実施した。

また、評価結果については、機構内において広く周知

するとともに、フォローアップを実施した。 

客観的な自己評価となるよう、各種指標等を活用す

るとともに、必要に応じ外部有識者からの評価を受け

る機会を設けている。また、SNS上の反応の分析、研

究成果の生産性と研究実施の計画性に関する数値指標

の導入など、多様な面から機構の活動に対する効果を

把握するように努めている。 

令和元年度評価においてＳ評価を獲得した研究部門

に対して、令和３年に重点的に資金配分するといった

措置を行った。 

 

 

 ２．業務の合理化・効率化 

【評価の視点】 

・管理部門の組織の見直

し、調達の合理化、業務の

電子化等に取り組むことに

より、業務運営の合理化・

効率化が図られているか。 

 

 補助評定：Ａ 

 

本項目について、中長期目標や事業計画に照らし、

成果・取組等について総合的に勘案した結果、目標を

上回る成果を得られたため、自己評価を「Ａ」とす

る。評価軸の根拠は以下のとおり。 

 

【評価の視点：管理部門の組織の見直し、調達の合理

化、業務の電子化等に取り組むことにより、業務運営

の合理化・効率化が図られているか。】 

 

新型コロナウイルス感染症を契機に、経理処理や文

補助評定：（Ｂ） 

 

＜補助評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中長期計画における所

期の目標を達成していると認められるため。 

自己評価ではＡ評定であるが、全体として

所期の目標を上回る成果が得られているとは

認められない。また、平成 28年度から令和元

年度までの４年間に機構が締結した CO2 セン

サー搭載型漂流ブイの製作契約において監督

及び完了検査が適正に実施されていなかった

事案について、調達に関するガバナンスが徹
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書処理等の電子化をより一層進めるなどこれまでの業

務の在り方を見直すとともに、会議のオンライン化に

対応した環境整備を進めるなど、「新たな日常」に対

応した取組を迅速かつ効果的におこなったことは非常

に高く評価できる。また、機構船舶についても全乗船

者に対し、PCR検査を徹底するなどのルールを定め、

令和２年８月に運航を再開し、研究開発への影響を最

小限に食い止めた迅速な対応として評価できる。 

また、契約業務については従来から継続的に手続き

の公正性及び透明性を確保しつつ進められている。 

 

底されていなかったと考えられるため、Ｂ評

定とした。 

 

・新型コロナウイルス感染症対策として、緊急

対策本部を設置し、事業の縮小・再開、感染予

防、テレワーク対応などを迅速かつ適切に実

施した。特に、研究航海の中止と再開への迅速

な対応は、研究開発の大幅な遅延の抑止につ

ながる適切な措置として評価できる。 

・経理処理や文書処理の電子化をより一層進

めるとともに、会議のオンライン化に対応し

た環境整備を進めたことや、グループウェア

の活用によるコミュニケーションの促進など

の対応について、一定の評価はできるが、いず

れも新型コロナウイルス感染症が拡大する中

において業務を遂行するに当たっては最低限

整えるべき体制であり、目標を上回る成果が

得られているとは認められない。また、令和３

年３月には機構のネットワークが不正アクセ

スを受けて、以後業務システムのリモート利

用を停止する事態に至り、望んだ通りの効果

を発揮できなかった。 

・一般管理費については、令和元年度比で

2.33％削減し、平成 30年度から令和２年度ま

でを平均して 3.68％の削減を達成したことか

ら、経費削減は認められる。 

・令和２年度に実施した契約については、調達

等合理化計画に基づく取組を着実に進めてい

る。また、CO2センサー搭載型漂流ブイの製作

に係る不適切な事案が判明したことを受け、

調達契約の適正な履行に向けて、関係諸規程・

マニュアルの見直し又は制定と、調達ポリシ

ーの制定を行うとともに、全職員向けに研修
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等を実施するなど、不祥事の発生の未然防止

のための取組を実施した。 

 

＜今後の課題＞ 

・CO2センサー搭載型漂流ブイの製作に係る不

適切な事案については、検収体制の脆弱性に

由来する部分が大きく、これは機構内の人員

配置が現実に即していない等の不適切な資源

配分が要因と考えられる。その点を勘案し業

務の合理化と効率化の在り方の再検討が求め

られる。 

・リモートで業務を実施するに当たり、不正ア

クセスへのリスク管理を検討する必要があ

る。また、「現場」の重要度が高い組織でもあ

るので、今後どのようにリアルとリモートを

組み合わせていくかを検討し、改革を重ねて

いくことが求められる。 

・新型コロナウイルス感染症対策を契機に事

務処理のデジタルトランスフォーメーション

（DX）化が図られているが、より一層、業務の

合理化、効率化のための施策の検討が望まれ

る。 

・適正な給与水準となるよう、引き続き、人件

費の削減と人事制度の見直し等に取り組んで

いくことを求める。 

 

＜その他事項＞ 

― 
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 （１）合理的かつ効率的な

業務運営の推進 

新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、緊急対策本部を設置

（令和２年３月 27 日）、事業縮小基本方針を策定し、必要最低限の事

業の継続を行なった。また、テレワークを本格導入し出勤者を抑制する

とともに、機構船舶による研究航海を中止し、政府による緊急事態下

（令和２年４月７日～５月 25日）における感染予防策を徹底した。緊

急事態宣言解除後は、『JAMSTEC における「新たな日常」に向けて』を

策定し、感染予防を徹底した上で事業縮小を解除した。（令和２年６月

30日）。特に機構船舶に関しては、全乗船者に対し PCR検査を実施、乗

船前２週間の健康管理を徹底することにより、令和２年８月１日に研

究航海を再開した。またテレワーク時においても業務を円滑に進める

ため、経理処理等の電子化や文書処理の省略化（捺印省略）、会議のオ

ンライン化、グループウエアの活用によるコミュニケーション促進策

などを実施し、業務の効率化を一気に促進した。さらに２度目の緊急事

態宣言下（令和３年１月８日～３月７日）においても、感染予防策を再

徹底した上で、事業を継続した。 

さらに、国等が示した業種別ガイドラインを参考に JAMSTEC におけ

る特定共用施設（高圧実験水槽、多目的プール等）の利用ガイドライン

を策定し、緊急事態宣言解除後、早急に外部利用を再開した。 

また、電子顕微鏡の遠隔利用（オンライン）システムを構築し、実験

室における感染拡大防止策を徹底しつつ、研究活動を維持した。 

 

新型コロナウイルス感染拡大の中、緊急対策本部を

設置し、事業の縮小・再開、各種感染予防策の実施、

テレワーク本格化への対応等を迅速かつ適切に行っ

た。これは、感染症の影響を最小限にしつつ、業務の

円滑な遂行に資する取組を短期間になされたとして非

常に高く評価できる。また、特に機構船舶に関して

は、全乗船者に対し PCR検査を実施、乗船前２週間の

健康管理を徹底することにより、令和２年８月１日に

研究航海を再開したことは、研究開発への影響を最小

限に食い止めたことになり、非常に高く評価できる。 

 

 

  一般管理費については、令和元年度の実績額 377,282,062円(※1)に

対して令和２年度の実績額 368,481,454円(※2)となり、令和元年度比

で 2.33％の削減、平成 30 年度から令和元年度の削減率 5.03％と平均

して 3.68％の削減を達成した。 

合理化・効率化を行った具体例として、社宅費用の削減が挙げられ

る。借上社宅制度の改定に伴い、令和元年度の実績額 20,567,999円に

対して、令和２年度実績額 17,878,919 円となり、2,689,080 円の削減

につながった。その他の事業費についても、令和元年度予算額

29,840,916千円に対し、令和２年度予算額 29,542,507千円となり、令

和元年度に比べ１％以上の効率化を達成した。 

※1人件費及び公租公課を除いた一般管理費 385,980,788円から、特殊

要因経費 8,698,726円を差引いて算出 

一般管理費については、令和元年度比で 2.33％の削

減、また平成 30 年度から令和２年度までを平均して

3.68％の削減をすることができ、着実に効率化を図る

ことができた。 

 また、その他の事業費についても、令和元年度比で

1.0％の削減、また平成 30 年度から令和２年度までを

平均して 1.0％の削減をすることができ、着実に効率化

を図ることができた。 

 



137 

 

※2人件費及び公租公課を除いた一般管理費 378,295,511円から、特殊

要因経費 9,814,057円を差引いて算出 

 

国立研究開発法人として我が国及び世界の持続的な発展に貢献する

ため、社会のニーズを把握し、様々な社会課題の解決に貢献し、研究成

果の社会実装を目指す大型プロジェクトを具体化するための検討を開

始した。各省庁の意見等を踏まえ、４つのプロジェクトを採択し、外部

有識者からなるアドバイザリーボード等の意見も踏まえ、研究開発計

画書の作成を行っている。 

 

 （２）給与水準の適正化 

 

令和２年度人事院勧告及び「一般職の職員の給与に関する法律等の

一部を改正する法律」を踏まえ、期末手当の月数見直しを行った。ラス

パイレス指数（令和２年度実績）は以下のとおり。 

事務・技術職員：108.7（令和元年度 110.3） 

研究職員：95.0（令和元年度 97.8） 

 

年度計画に記載のとおり順調に業務を遂行し、給与

水準については令和２年度人事院勧告及び法律を踏ま

え、期末手当月数の見直しを行い、適正な水準の維持

を図った。 

 

 

 （３）契約の適正化  随意契約の適正化に関する取組を以下に記載する。 

1)適正性の審査・点検 

「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平

成 27 年５月 25 日総務大臣決定）に基づき、事務・事業の特性を踏

まえ、PDCAサイクルにより、公正性・透明性を確保しつつ、自律的

かつ継続的に調達等の合理化に取り組むため、平成 27年度以降、調

達状況を踏まえ各年度において調達等合理化計画を定めた。また、

同計画に基づき、研究開発成果の最大化を目指して調達の合理化を

推進し、併せて調達に関するガバナンスの徹底を行った。 

 また、「公共調達の適正化について（平成 18年８月 25日付財計第

2017号）に基づく情報の公開」に対応し、公共工事、物品役務等の

随意契約情報、落札情報を機構ウェブサイトに継続して公表を行っ

た。 

 

 一者応札・応募の低減に向けて実施した取組を以下に記載する。 

1)入札説明書の電子交付等 

一者応札の低減に向け、遠隔の土地にいる者等の入札への参加の機

契約については、原則として一般競争入札等の競争

性のある契約方式によることとし、随意契約によった

場合は、公正性、透明性を高めるためその結果を随時公

表した。また、「独立行政法人における調達等合理化計

画の取組の推進について」（平成 27年５月 25日総務大

臣決定）に基づく取組について推進し、業務の合理化・

効率化を着実に実行した。また、契約監視委員会による

契約案件の事後点検において、手続きの妥当性につき

問題なしとの評価を受けたことから、手続きの公正性

及び透明性を確保しつつ契約業務が遂行されている。 
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会の確保、入札会への立ち合いが困難である事業者への負担軽減が

期待できるため、令和元年度から郵便入札を導入した。令和２年度

においては、全案件数の３割程度が郵便入札での参加となった。ま

た、応札者や応募者を増やすための取組として、入札説明書の電子

交付を継続した。さらに、実質的な周知期間を確保するため、年末

年始、お盆、ゴールデンウィーク中は、公告期間、応札予定者の資

料作成期間から除外した。 

2)調達情報の発信 

 競争性を高めるための取組として、入札公告後に応札が期待でき

る者への個別の声がけ、調達情報をメールマガジンにて配信、機構

ウェブサイトに年間調達予定情報を掲載した。 

3)仕様書等の見直し 

 令和３年度当初から開始する「横須賀本部及び横浜研究所の構内

警備業務」、「横浜研究所建築・設備等管理業務」は、契約金額が高

額であり、直近２回の契約において連続して応札者が 1 者であるこ

とに着目し、参入障壁緩和のための仕様要件の見直し、十分な周知

期間を確保するため公告期間を延長、技術審査資料の書類作成期間

を延長し応札予定者の事務負担の軽減、十分な業務引継ぎ期間を考

慮した入札日の設定などを行うことにより、参入機会の確保に取り

組んだ。その結果、複数者による入札が実現するなど競争性の確保

につながった。 

 また、令和３年度当初から開始する各拠点の電気の供給契約につ

いて、受電設備の切り替えなどの事業開始の準備期間を確保し、新

規電力の事業者の参入が可能となるように公告時期の大幅な前倒

し、公告期間の延長、過去の応札者に調達情報を通知するなど、調

達プロセスの改善を行った。その結果、一部調達については例年に

比較して仕様書の交付者及び応札者数が増加するなど競争性の確保

につながった。 

4)辞退届の分析 

 入札参加の辞退届において、必要な人員体制を確保するのが困難、

納入期限が間に合わないという理由等があった。その他、次期以降

に受注できないリスクがあることが挙げられており、毎年契約する

事務部門の年間契約について単年度契約から複数年度契約化の検討
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を行うなどした。 

 

 調達合理化計画の見直しについて実施した取組を以下に記載する。 

1)契約内容・契約形態の見直し 

 調達規模の見直しについて（単年度契約から複数年化へ）、管理部

門における毎年契約される保守等について、調達規模の拡大や調達

事務の効率化等の観点等から、単年度契約から複数年度契約への見

直しを行った。 

 また、科学支援業務の見直しについて、これまで「ちきゅう」と

その他研究船（５船）を別の部署でそれぞれ運用していたため別契

約としていたが、今中長期計画において船舶運用部門である当該部

署が統合されたことを受けて、適切なガバナンスの確保を目的とし

て検討を行い、令和３年度契約より統合した。また、これまで行っ

ていた一般管理費方式を利益率方式に改め、本業務における事業経

費の透明化を図り、事業者とともに効率的かつ合理的な経費管理を

実行することとした。また、契約の統合に合わせて、調達の規模を

見直し、「データ・サンプルの品質評価・管理・公開に関わる支援業

務」、「国際海洋環境情報センター研究情報公開支援業務」を別契約

とし、令和３年度調達に向けて総合評価落札方式を実施した。 

 さらに、図書館オンラインドキュメントサービスについて、令和

元年度より導入している論文購入サービスについて、件数が多いこ

とに加え、煩雑な精算が負担となっていた。令和２年度より新たに

会計機関の分任契約担当役補助者の指名を行い、図書館所掌部署よ

り直接発注を可能とするとともに月毎の支払処理とすることにより

調達業務を効率化した。 

 その他、グラフテックデザイン及び動画編集のライセンス管理の

見直しについて、共通的サービスである、グラフテックデザイン及

び動画編集、ウェブデザインのアプリケーションソフト（サブスプ

リクション方式）について、これまで各部署がそれぞれに発議、管

理しており、効率的とは言えない調達となっていた。令和２年度よ

り適切なライセンス管理及び効率的な調達のため、新たに共通 IDへ

統合し一元管理に移行した。 

2)共同調達の推進 
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これまでに引き続き、近隣の国立研究開発法人と複写機用紙及び

プリンタ用紙の共同調達を実施し、また、地方拠点と隣接する国立

大学法人とコピー用紙、ガソリン、窒素を共同で調達することで経

費削減や業務の省力化を実現した。さらにまた別の国立研究開発法

人と新たな共同調達導入の可能性について、検討を開始した。 

3)一括調達等の推進 

既存のネット調達の機能向上を目的として、作業着等のカタログ

化による発注業務の簡便化、調達制限品（オフィス家具）の見直し

によるネット調達アイテム数の増加、サプライヤの追加登録（令和

２年度：35社）による調達先の増加、工業用間接資材ネットストア

との連携接続等の改善をおこない、調達手続きの利便性を高めた。 

4)規程類の改定民法改正への対応 

 令和２年４月に施行された民法改正に対応するため標準契約書及

び約款を改訂し、専門家の支援を得ながら、契約不適合責任制度へ

の対応、消滅時効の改正等について点検、整理を行った。また、技

術開発を可能とする共同研究開発型の契約について検討し、開発要

素を含む契約に関して組織として認識すべきリスクへの対応の在り

方や調達契約プロセスごとの在り方を見直した。加えて、具体的な

制度案を提言することを目的として技術研究部門を中心とした構成

員により検討会を設置した。 

 

 調達に関するガバナンスの徹底の取組を以下に記載する。 

1)随意契約に関する内部統制の確立 

 概算金額が３千万円を超える案件については、契約審査委員会に

おいて随意契約の適正性について審査を継続して行った。また、契

約審査チームにおいて、概算金額が随契限度額から３千万円までの

案件についても審査を行った。 

 

2)不祥事の発生の未然防止のための取組 

 研究不正及び研究費不正使用防止に係る e ラーニングについて受

講した。また、研究費不正使用防止のため、取引業者に対して、い

かなる不正にも関与しないこと等を誓約する書面の提出を求めた。

さらに、調達契約の適正な履行に向けて、ルールの形骸化等の排除
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を念頭に、既存ルールをより効果的なものへと改正するなどし、以

下の２つの取組を中心に改善策を講じた。 

①全職員向け研修等の開催 

・全職員向けに、調達契約の適正な履行に向けたルール改正につい

て、Web会議システム及び対面形式で説明会を開催した。また、研

究部門に向けて、新ルールを実践するにあたっての懸念点の抽出

などを目的としてヒアリングを開始した。 

・検査員認定制度の導入し、Web上でテストを実施し、検査業務につ

いて一定の理解度を確認できた者を検査員に指名した。 

・研究費不正防止への対策として、全職員を対象に、研究活動にお

ける不正行為の対応について e ラーニングシステムでプログラム

を実施した。 

 

②関係諸規程、マニュアルの制定及び見直し 

・契約事務規則の改正を行い、監督員指名の範囲を、契約金額が 300

万円を超える場合と限定していたが、その制限を取り払い、履行

中に監督が必要となる全ての案件について、監督員を指名するこ

ととした。 

・請負契約等監督検査規則の改正を行い、これまで検査業務マニュ

アルに記載があった、要求者・監督員は検査員を兼ねられない旨

を規則に明記した。 

・監督業務マニュアルの制定を新たに作成し、適正な業務履行を確

保するため「監督員」を指名しているが、その監督業務の役割と

責任を明確化した。 

・検査業務マニュアルの改正を行い、再発防止策のため検査員業務

の改正点を反映した。 

・研究費ハンドブックを新たに制定し、研究費（運営費交付金、外

部資金）の使用にかかる手続き方法をケース別に解説した。 

・指名された検査員、監督員に簡潔に業務をまとめたリーフレット

を配布した。 

・監督員及び検査員に対し、300万円を超える調達案件について、監

督・検査時に必要となる確定した仕様書及び契約書の配布を徹底

した。 
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③調達ポリシーの制定 

本件事案に対する再発防止策の一環として、調達は機構の研究開

発活動の一端を担う重要な活動であり、公正な倫理観のもとに誠実

な行動が求められること等を役職員に改めて認識させるとともに、

機構は法令遵守を何よりも優先し、信頼ある調達活動を追求する姿

勢であることを機構内外に示すために調達ポリシーを基本方針とし

て制定し、令和２年 12月 15日に機構ウェブサイトにおいて公表。 

 

４．その他参考情報 

・令和元年度評価における主な指摘事項への対応状況 

Ⅱ-１-(１)マネジメント及び内部統制 

＜主務大臣評価による今後の課題・指摘事項＞ 

・機構で扱っている研究、技術開発は多岐にわたっており、今後は更に膨大なデータを生かした研究など、一層範囲が広がっていくと予想される。理事長のリーダーシップの下、限られた予算、人員の効果的活

用や配分を考えるとともに、海洋科学技術の中核的機関としての将来図を描きながら実行していくマネジメントが求められる。 

・個人的好奇心に基づいた研究の機会を与える重要性を意識しながら、各分野の連携を強め、全体の活動の効率化を図るための研究組織改編を行っており、高く評価できる。今後更に部門間の連携を強化するこ

とが、機構としての成果の最大化に資すると考えられる。そのためには、部門をまたぐ機構としての目的意識の共有と徹底化が必要であり、理事長のリーダーシップが大きく発揮されることが期待される。ま

た、新たに特筆すべき成果が創出され、その成果が将来の機構における大きな研究の柱となる可能性がある場合は、トップダウンで当該研究を重点的に推進できる研究体制を構築するなど、組織を柔軟に再編

できるようなリーダーシップが望まれる。 

・一般管理費削減など業務の合理化・効率化に関してもリーダーシップを発揮し効果的なマネジメントを実現している。今後も、研究開発の積極的な情報発信、国際的な提言、業務の効率化、さらに、挑戦的・

独創的研究の長期サポートのための強いリーダーシップを期待する。 

・女性や外国人研究者の割合が増加する傾向にあるがまだ少ないものと考えられる。機構は海洋科学技術分野における世界に注目される研究拠点の一つであるが、更なる成長と発展のためには、その方針と目標

を明確にした上で人材の多様性を確保していくことが重要な課題である。 

 

【指摘事項に対する措置内容】 

令和３年度当初の業務計画の編成より、業務・予算の重点化・効率化に係る基本的な方針の策定や資源配分について、理事長及び理事の関与を強化した。具体的には、まず単年度だけではなく２～３年後まで

を見据え、理事長・理事の討議により全体方針を決めた上で、各理事が自ら所管する部署間の調整を行った後、資源配分案を編成する。次に、その結果を理事長に報告し、理事長が了承するというプロセスを形

成することで、理事長の強いリーダーシップの下業務計画を編成していくこととした。 

 

組織の管理及び運営においては、時限を設定した研究組織の時限撤廃などの対応を実施し、将来の機構の研究の柱となる可能性のある研究体制を構築した。また、令和２年度末に組織改編及び業務移管を行う

ことで、業務遂行に当たり着実かつ効率的に実行可能な体制を構築することができた。 

また、国立研究開発法人として我が国及び世界の持続的な発展に貢献するため、研究成果の社会実装を目指す大型プロジェクトの検討を開始した。機構内で課題募集をし、各省庁の意見等を踏まえ、４つのプ

ロジェクトを採択した。これらのプロジェクトを推進する体制として、理事長等により組織横断的なメンバーから構成される４つのタスクフォースを設置するとともに、外部のステークホルダーからなる４つの
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アドバイザリーボードを設置し、大型プロジェクトの計画案を策定して政府に提案した。 

 

緊急事態宣言下並びに事業縮小期間中も研究開発活動を維持するため、理事長はじめ経営陣の強いリーダーシップの下テレワークを推進し、会議体の原則オンライン化、スマートフォンアプリを用いた業務用

携帯電話の整備を行うとともに、出勤時の感染予防対策の徹底とフリーワークスペースの整備等を迅速に実施し、業務の合理化・効率化を図った。また、新型コロナウイルス感染症拡大の影響下においてもオン

ラインでの研究報告会を開催するとともに、「海と産業革新コンベンション」（横浜市他が主催）等に研究開発活動や知財情報の出展を行い、地方自治体との連携・協働を行った。 

 

機構では人材の多様性の確保を目標とし、採用については外国人向けウェブページの拡充やウェブ面接の積極的な導入を行っている。また、公募の際には、女性の積極的採用にとどまらず、国籍や人種、性

別、性自認、年齢、障がいの有無などに関わりなく個性が尊重される就労環境の実現を見据えた採用活動に取り組んでいることを記載している。令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響もあったが、

外国人向けにも積極的な採用活動を行った結果、外国人研究者の推移については平成 30年度以降、人数及び割合についても増加傾向にある。平成 30年度 34名（10.6％）、令和元年度 42名（13.17％）、令和２

年度 45名、（14.2％）（カッコ内は研究者数に対する外国人研究者の割合）。 

研究者における女性研究者の人数と割合についても、平成 30年度以降人数及び割合についても増加傾向にある。平成 30年度 40名（12.5％）、令和元年度 43名（13.5％）、令和２年度 44名（13.9％）（カッコ

内は研究者数に対する女性研究者の割合）。さらに、女性研究職のうち管理職については平成 30年度以降、人数及び割合についても増加傾向にある。平成 30年度３名（7.5％）、令和元年度４名（9.3％）、令和

２年度５名（11.4％）（カッコ内は女性研究者数に対する管理職の割合）。 
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２－１－４－２ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和３年度行政事業レビュー番号 0306 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指

標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目

標期間最終年

度値等） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必

要な情報 

           

           

           

           

  



145 

 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

【評価の視点】 

・予算の効率的な執行によ

る経費の削減や、自己収

入、外部資金の確保、増

加、活用等に努めることに

より、財務内容の改善が図

られているか。 

 

 

 

評定：Ｂ 

 

中長期目標や年度計画に照らし、成果・取組等につ

いて総合的に勘案した結果、着実な業務運営がなされ

ているため、自己評価を「Ｂ」とする。詳細は下記項

目に記載のとおり。 

 

【評価の視点：予算の効率的な執行による経費の削減

や、自己収入、外部資金の確保、増加、活用等に努め

ることにより、財務内容の改善が図られているか。】 

運営費交付金で行う事業の一部を計画的に、また一

部を新型コロナウイルス感染拡大の影響により繰り越

したため、事業経費が減少した。繰り越した事業は翌

年度に実施する計画となっており、業務運営上大きな

影響はない。 

令和２年度より一般から寄付を募る活動を開始する

など自己収入増加に向けた取組を推進したことは評価

できる。 

評定 Ｂ 

＜評定に至った理由＞ 

 以下に示すとおり、中長期計画における所

期の目標を達成していると認められるため。 

自己評価書の「Ｂ」との評価結果が妥当であ

ると確認できたため。 

 

・新型コロナウイルス感染症の影響にも対応

して着実な財務運営を進めている。 

・一般管理費については、令和元年度比で

2.33％削減し、平成 30年度から令和２年度ま

でを平均して 3.68％の削減を達成したことか

ら、経費削減は認められる。（再掲） 

・一般から寄付を募る活動を開始するなど自

己収入増加に向けた取組を推進している点で

評価できる。 

 

＜今後の課題＞ 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、事

業の一部を翌年度に繰り越しているが、繰越

金は適切に使用することが求められる。 

・自己収入の増加を促進する取組と、自己収入

の獲得状況については、積極的に取り組んで

いる研究部門と取組が不十分な研究部門との

差があり、民間企業からの自己収入獲得に対

する各研究部門長の認識を高めることが求め

られる。 

・特許収入などが、研究成果を上げているにも

かかわらず伸びていない印象を受ける。分析
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と対応が必要ではないかと考えられる。 

・中型ファンドの獲得に向けての努力は引き

続き必要である。 

・業務の内容と範囲が広がる中、予算配分につ

いても適宜見直す必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

― 

 

 １．予算、収支計画、資金

計画 

（１）予算 

 

（表省略） 

【主な増減理由】 

運営費交付金で行う事業の一部を計画的に、また一部を新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響により繰り越したため、事業経費が減少した。

繰り越した事業は翌年度に実施する計画となっており、業務運営上大

きな影響はない。 

 

【評価指標に対する実績】 

予算の適切かつ効率的な執行状況 

『１．予算及び２．収支計画』 

・令和２年度における当期総損失は 529,312,303円である。これは、独

立行政法人会計基準に則って会計処理を行った結果、運営費交付金

の収益化や貯蔵品などにおいて収益と費用の計上年度のずれが生じ

て一時的に損益が計上されたものであり、通常の業務運営により発

生したものである。 

・利益剰余金は 974,402,837 円であり、これらは全て現金を伴うもの

ではなく、独立行政法人会計基準に則って会計処理を行った結果、発

生したものである。 

・繰越欠損金は計上されていない。 

・運営費交付金の未執行率は 20.9％である。主な要因は、新型コロナ

ウイルス感染拡大の影響による事業の遅延・変更に伴って繰り越さ

れたもの及び事故・災害等の不測の事態に備えて計画的に運営費交

付金の配分を留保したものなどである。 

・繰り越した事業は翌年度以降に実施する、または実施するための計画
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を検討中であり、業務運営上大きな影響はない。 

『３．資金計画』 

金融資産の保有状況については以下のとおり。 

①金融資産の名称と内容、規模 

・現金及び預金 9,728,871,701 円（年度末時点） 

②保有の必要性（事業目的を遂行する手段としての有用性・有効性） 

・年度末時点で保有する現金及び預金は主に翌年度へ繰り越した運営

費交付金及び未払金や預り金などの債務返済の原資である。期中も

資金繰り計画に基づいて運営費交付金の交付を受けており、常に業

務の進捗に応じた適切な規模の資金を保有している。 

③管理状況 

・金庫で保管する必要最小限の現金を除き、全て銀行預金へ預け入れを

行っている。 

・貸し倒れの恐れのある債権はない。 

 

自己収入増加を推進する取組の状況と自己収入全体の獲得額 

・事業等収入は前期 1,500百万円に対して今期 1,231百万円である。 

・新型コロナウイルス感染拡大の影響で一部事業を縮小等して実施し

た結果、各々の収入は令和元年度に比べて横ばいあるいは減少して

いるものの、引き続き自己収入の増加に向けた取組を推進する。 

・これまで企業を中心に獲得していた寄附金を、広く一般からも募集す

る仕組みを構築し、令和２年度から本格的に稼働している。 

 

競争的資金等の外部資金の獲得額 

（Ⅰ-2.-(1)-③「外部資金による研究開発の推進」に記載） 

 

 （２）収支計画 

 

（表省略） 

【主な増減理由】 

運営費交付金で行う事業の一部を翌年度へ繰り越したことに伴っ

て、業務経費及び運営費交付金収益が減少した。また、受託事業の一部

を翌年度へ繰り越したことに伴って、受託費及び受託収入が減少した。 

決算において「退職給付引当金見返に係る収益」等が計上されたことに

伴って、その他の収入が増加した。 
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収益と費用の計上年度のずれにより、総損失が発生した。 

 

 （３）資金計画 

 

（表省略） 

【主な増減理由】 

・運営費交付金で行う事業の一部を翌年度へ繰り越したことにより、業

務活動による支出が減少した。 

・固定資産の取得が、計画時の見込みを下回ったため、投資活動による

支出が減少した。 

・科研費に係る資金の増減を加えて集計したことにより、業務活動によ

る支出とその他の収入が増加した。 

・補助金事業の一部を翌年度へ繰り越したことにより、補助金収入が減

少した。 

 

  

 ２．短期借入金の限度額 （なし） 

 

  

 ３．不要財産又は不要財産

となることが見込まれる財

産がある場合には、当該財

産の処分に関する計画 

 

（なし） 

 

 

 

 

 ４．前号に規定する財産以

外の重要な財産を譲渡し、

又は担保に供しようとする

ときは、その計画 

 

（なし） 

 

  

 ５．剰余金の使途 

 

（なし）   

 ６．中長期目標期間を超え

る債務負担 

 

（なし） 

 

  

 ７．積立金の使途 前期中期目標期間から繰り越した積立金は、主に前期中期目標期間

中に自己収入により取得した固定資産の未償却残高や、貯蔵品の取得

により一時的な利益が発生したものであるため、対応する固定資産の

前期中期目標期間から繰り越した積立金は中長期計

画に従い、適切に充当されている。 
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償却や貯蔵品の消費に合わせて取り崩しを行っている。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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２－１－４－２ 国立研究開発法人海洋研究開発機構 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項） 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

Ⅳ その他業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難易度  関連する政策評価・行政事業レ

ビュー 

令和３年度行政事業レビュー番号 0306、0308 

 

２．主要な経年データ 

 評価対象となる指

標 

達成目標 基準値等 

（前中長期目

標期間最終年

度値等） 

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 （参考情報） 

当該年度までの累積値等、必

要な情報 
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３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 

 中長期目標、中長期計画、年度計画 

主な評価指標等 
法人の業務実績等・自己評価 

主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

 

 

 

 

 

評定：Ｂ 

 

中長期目標や事業計画に照らし、成果・取組等につ

いて総合的に勘案した結果、着実な業務運営がなされ

ているため、自己評価を「Ｂ」とする。詳細は下記項

目に記載のとおり。 

 「JAMSTEC Young Research fellow」の募集に際し

て、インターネットを活用した採用活動を行い、新型

コロナウイルス感染拡大の状況にあっても優秀な人材

の確保を継続的に実施した。また、新型コロナウイル

ス感染拡大の影響により一部イベントが中止となった

ものの、若手人材育成航海（若手人材育成プロジェク

ト）として「しんかい 6500」・「よこすか」による潜水

調査航海を当該年度も実施するなど、若手人材育成の

ための取組を継続して行った。 

 むつ研究所及び横浜研究所の中長期保全計画策定に

必要なライフサイクルコスト（LCC）を算出し、令和

元年度に算出した横須賀本部と併せて「施設設備マス

タープラン」を策定し、老朽化対策を明示的に示した

点は高く評価できる。 

一方、令和３年３月 16日に発生した情報セキュリ

ティインシデントに関しては、事態を重く受け止める

とともに、今後、全体被害状況の把握と原因究明、早

期復旧と共に抜本的な対策を講じていく。 

評定 Ｃ 

＜評定に至った理由＞ 

以下に示すとおり、中長期計画における所

期の目標を下回っており、改善を要するため。 

自己評価ではＢ評定であるが、国民からの

信頼を著しく損なう情報セキュリティインシ

デントの発生などにより目標達成上の支障と

なる業務運営上の課題が生じており、改善が

必要であると判断したため、Ｃ評定とした。 

 

・情報セキュリティに関しては、情報システム

基盤・環境の整備等を継続的に推進し、役職員

への研修や訓練を実施するなど対策に取り組

んできている。 

・令和３年３月に、機構のネットワークシステ

ムへの不正アクセスが発生し、機構役職員等

の個人情報が流出する情報セキュリティイン

シデントが発生した。さらに、本インシデント

により外部とのネットワークを遮断したこと

等によって、観測・研究データの公開・提供サ

イトが閉鎖するなど、機構から他の研究機関

や行政機関への情報提供を行うデータ公開サ

ービス等も停止する事態となり、本事案は国

民からの信頼を著しく損なうものであると認

められる。また機構内においても、研究の基本

となる電子ジャーナルの閲覧ができない状況

が継続していることからその間の研究の遅れ

が回避できないなど、研究開発をはじめ様々

な業務に支障・不利益が生じている。 



152 

 

・メールの誤送信による個人情報漏洩事案が

４件発生している。再発防止策は既に実施さ

れているが、メール誤送信などのヒューマン

エラーの発生は、個人情報保護に関する重大

インシデントにつながるという点で、事態の

重大性を認識すべきである。 

 

＜今後の課題＞ 

・情報セキュリティインデントの再発防止の

ために、今後、全体被害状況の把握と原因究明

並びに早期復旧に加え、情報セキュリティシ

ステム基盤の更なる整備、機構全体における

研修の強化など、再発防止に向けた対策を講

じていくことが求められる。 

・機構は、海底地形などの経済安全保障にも関

わる情報を保有している。サイバーセキュリ

ティに関して格段の注意と対策が求められ

る。 

・引き続き産官学の人材流動化などに尽力す

べきである。機構には大学にはない研究資源

が多いため、これらの教育活動への展開も考

え、将来の研究者育成にも貢献を期待する。ク

ロスアポイントメント制度の活用による大学

などとの交流も更に必要である。 

・機構は世界的にも注目される研究拠点であ

ることを踏まえ、外国人研究者の割合を増加

させて人材の多様性を確保し、よりインター

ナショナルな組織として発展させることが望

まれる。女性研究者の増加についても、国内だ

けでなく海外からも積極的に採用するための

策を講じる必要がある。 

・女性研究者の増員や女性管理職の比率向上

については顕著な成果が上がっていない。優
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秀で意欲がある女性研究者の採用・確保に努

める必要がある。 

・施設・設備の維持管理についは法定点検、自

主点検を通じて適切に実施しているが、施設

等の長期的な改修計画を作成し、それを実行

する必要がある。 

 

＜その他事項＞ 

（部会からの意見） 

・情報セキュリティについては、最先端技術に

対応する必要があり、継続的な取組が必要で

ある。 

・若手人材育成の活動は、中長期的な日本の海

洋科学技術分野における研究の発展に欠かせ

ない非常に良い活動であり、継続が期待され

る。 

 

 1．国民からの信頼の確保・

向上 

【評価の視点】 

・情報公開及び個人情報保

護について適切に取り扱わ

れたか。 

・情報セキュリティ対策を

適切に講じているか。ま

た、対策の実施状況を点検

し、改善が図られている

か。 

・労働安全衛生管理を徹底

し、業務の安全確保が図ら

れたか。 

 

情報公開に関しては、令和２年度開示請求件数は０件、他の行政機

関、法人等による第三者意見照会対応は３件であった。法人文書の開示

請求に的確に対応するため、公文書等の管理に関する法律（平成 21年

法律第 66号）の定めに沿って、法人文書ファイル管理簿の整備・公表

を行った他、法人文書管理に関する自己点検及び監査を実施した。 

 個人情報保護に関しては、ヒューマンエラー起因のメールの誤送信

による個人情報漏洩事案が４件発生した。関係者に対して速やかに謝

罪するとともに、誤送信したメールの削除を依頼し、さらに再発防止の

一環として全役職員を対象とした資料配付による教育を行った。メー

ル送信時の注意点、個人情報漏洩発生時の対応方法等に特化した教育

内容にすることで、漏洩の未然防止及び漏洩後の迅速な対応ができる

よう職員の意識醸成を図った。 

情報セキュリティに関し情報システム基盤・環境の整備等を継続的

に推進し、情報セキュリティ委員会を中心として情報セキュリティ対

策を実施し、全役職員履修を柱とした研修制度の他、標的型メール攻撃

訓練を実施した。また、新型コロナウイルス感染拡大による「緊急事態

【評価の視点：情報公開及び個人情報保護について適

切に取り扱われたか。】 

 

 情報公開法に基づく適切な対応を実施したこと、個

人情報漏洩時に被害の拡散防止措置や関係者への連絡

等、適切な対応を行ったこと、また、緊急事態宣言下

という状況においても安全確保に十分に配慮して事業

を推進したことは評価できる。 

 

【評価の視点：情報セキュリティ対策を適切に講じて

いるか。また、対策の実施状況を点検し、改善が図ら

れているか。】 

 

情報セキュリティに関し情報システム基盤・環境の

整備等を継続的に推進し、情報セキュリティ委員会を

中心として情報セキュリティ対策を実施し、全役職員
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宣言」を受けて、機構職員がテレワークに対応するための環境整備を実

施した。 

令和３年３月 16日に発生した情報セキュリティインシデントに対し

て、３月 19日に情報セキュリティインシデント対応緊急対策本部を設

置し、その下に対策チームを編成し、緊急対応（VPN・JXGW接続の切断、

機構ネットワークの外部遮断、全役職員の JAMSTEC サービス共有アカ

ウントのパスワード変更）を実施するとともに、全体被害状況の把握と

原因究明、早期の復旧を目指した対応を実施している。 

安全に関する規程等の整備については、令和元年度の理事長交代に

伴い、「安全衛生及び環境配慮に係る基本方針」を改正し新理事長のリ

ーダーシップの下での安全衛生管理及び環境配慮上の目標・方向性を

明確にした。また、微生物実験関係のルールについても、合理的に管理

できるよう見直しを行い改正した。 

事故・トラブル情報及びヒヤリハットについては各事象・事例を取り

まとめ、原因分析、再発防止策、改善策等を関連委員会で報告・審議の

うえ職員に展開し、再発の防止、リスクの低減を図った。また、新型コ

ロナウイルス感染拡大防止対策については、情報収集を行い、機構の緊

急対策本部事務局である総務部総務課並びに船舶運用管理部署である

研究プラットフォーム運用開発部門等の新型コロナウイルス対応担当

部署に対し、対応策策定のための助言を行った。 

 

履修を柱とした研修制度の他、標的型メール攻撃訓練

を実施した。 

令和３年３月 16日に発生した情報セキュリティイ

ンシデントに関しては、今後、全体被害状況の把握と

原因究明、早期復旧と共に抜本的な対策を講じていく

が、この期間の機構の研究開発活動への影響だけでな

く、国民への信頼を損なう事案であり、事態を重く受

け止める。 

 

【評価の視点：労働安全衛生管理を徹底し、業務の安

全確保が図られたか。】 

 

「安全衛生及び環境配慮に係る基本方針」を改正し

新理事長のリーダーシップの下での安全衛生管理及び

環境配慮上の目標・方向性を明確にし、業務の安全確

保をおこなった点については評価できる。 

 

 ２．人事に関する事項 

【評価の視点】 

・優秀な人材の確保・育

成、職員の資質・能力の向

上、人員配置や評価・処遇

の適正化等に取り組み、生

産性の向上が図られている

か。 

 

令和元年度からの「JAMSTEC Young Research Fellow」制度により国

内外の優秀かつ多様なポスドク人材を確保するため、JAMSTECのリクル

ートページにも現在 Young Research Fellow である外国人のインタビ

ューを掲載することにより、機構での業務や日本での生活をイメージ

できるよう工夫した。また、これまで国際学会や有名論文誌を中心とし

て求人掲載を行ってきたが、世界トップクラスの大学をターゲットと

して、個別に各大学のリクルート関係部門にアクセスを行うことで、幅

広く優秀な人材を集めることとし、さらにウェブ入力による応募を開

始し、セミナーや面接選考でもインターネットを活用した方式に柔軟

に対応するなど、多様で優秀な人材を惹きつける工夫を行ってきてい

る。令和２年度の JAMSTEC Young Research Fellow の公募では、令和

元年度（94 件）より多い 102 件の応募があり書類選考や面接選考を経

【評価の視点：優秀な人材の確保・育成、職員の資

質・能力の向上、人員配置や評価・処遇の適正化等に

取り組み、生産性の向上が図られているか】 

 

優秀な人材の確保・育成については、「JAMSTEC 

Young Research Fellow」制度により国内外の優秀か

つ多様なポスドク人材を確保するため新型コロナウイ

ルスの影響を受けていてもインターネットを活用した

面接を実施し、採用した研究者を入国までテレワーク

の勤務を可能にするなど優秀な人材の確保のための施

策を講じている。 

また、職員の資質・能力の向上については評価者研
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て最終的に６名の新たな JAMSTEC Young Research Fellow を採用した。

新型コロナウイルス感染拡大の中で入国が困難な外国人研究者につい

ては入国までの間テレワークでの勤務を可能とし、JAMSTECでの研究活

動を行うことを可能とした。今後もこのような取組やさらなる工夫を

積み重ねていきたい。 

クロスアポイント制度については弾力的運用を行うため、手続きに

ついて基本的にはセンター長、プログラム長レベルで決裁が行えるよ

う見直しを行った。令和２年度の実績は６件（令和元年度は７件）であ

った。 

人材育成基本計画については、人事制度改革を優先して実施するこ

ととし、人材育成基本計画の取組項目ひとつと想定していた人事制度

改革を優先して進めることとした。具体的には、支援職が長くモチベー

ションを高く保つことができるよう、支援職の内部昇格制度を創設し

た。特に、上記キャリアへの内部登用制度については運用を開始し、若

干名の内部登用を実施した。 

また、評価者研修に加え、階層別研修、アンコンシャスバイアス研修、

研究倫理教育、在外研究員等派遣制度、日本語教室（外国籍研究者対象）

等による個々のキャリア開発を進めた。引き続き令和３年度にかけ、人

材育成基本計画の検討を行う。 

ワークライフバランスの推進に関しては、令和元年度に試行を開始

したテレワーク（在宅勤務）制度のフィードバックを行い、加えて新型

コロナウイルス感染防止対策を行う中で得た課題及び職員アンケート

の結果等を踏まえ、新しい働き方の一つとして令和３年１月に全職員

を対象として制度化した。 

次世代育成支援対策推進法に基づく第４期一般事業主行動計画にお

ける目標の一つである、未来の女性研究者の育成を目的とした、女子中

高生向け理系進路選択支援のイベント「海への招待状 for Girls」は、

新型コロナウイルス感染拡大防止の状況及び各種イベントの中止また

は延期の要請を受け、令和２年度の開催を見送った。令和３年度開催に

向け、オンラインでの開催も含め、検討を行っている。 

その他、令和元年度に引き続き、海洋科学技術に関わる次世代の人材

育成を目的としたプロジェクトを実施した。令和３年３月に有人潜水

調査船「しんかい 6500」による潜航調査航海を実施し、応募者 84名の

修をはじめ階層別研修、アンコンシャスバイアス研

修、研究倫理教育、在外研究員等派遣制度、日本語教

室等を行い個々のキャリア開発を進めた。 

加えて、人員配置や評価・処遇の適正化等に取組

み、生産性の向上が図れているかの点については支援

職のモチベーションを高く保つことができるように内

部登用制度については運用を開始した。 

海洋科学技術に関わる次世代の人材育成を目的とし

たプロジェクトを昨年度に引き続き実施した。全国の

大学生を対象に、JAMSTECが保有する潜水調査航海に

参画し、実際に有人潜水調査船「しんかい 6500」に乗

船させ、JAMSTECの実際の研究開発の現場を体験させ

た。本プロジェクトへの参加がきっかけとなり、他分

野から地球科学分野の大学院に進学した参加学生もお

り、プロジェクト実施の効果が見られた。 
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中から選ばれた７名が「よこすか」に乗船、機構の実際の研究開発の現

場を体験し、７名の中から３名が「しんかい 6500」による潜航調査を

体験した。参加学生の感染防止対策の一環として、乗船前に PCR 検査

の実施、事前研修のオンライン化などを実施した。本プロジェクトへの

参加がきっかけとなり、他分野から地球科学分野の大学院に進学した

参加学生もおり、プロジェクト実施の効果が見られた。また、航海で得

たサンプルを用いた研究を希望した参加学生もおり、当該学生に対し

ては、機構研究者による指導・助言（共同研究）を実施した。当該学生

は、学会発表や科学論文の執筆・投稿に挑戦するなど、プロジェクト実

施後の若手人材育成についても精力的に実施し、成功を収めることが

出来た。（再掲） 

 

 ３．施設及び設備に関する

事項 

【評価の視点】 

・中長期目標達成のため必要

な施設・設備の整備・改修等

は適切に行われたか。 

施設・設備の維持管理については、法定点検及び自主点検などを確実

に実施するとともに、老朽化しているもので特に安全性を確保するた

めのものを最優先に効率的に更新を行い、施設・設備を健全に維持し

た。 

研究設備の整備として、横須賀本部において研究施設の新設、改修・

更新を行うとともに、高知コア研究所では、研究施設の空調の更新及び

コンテナ整理の一環として新実験室の整備を実施、むつ研究所ではコ

ンテナの整備を実施するなど、研究環境の合理化を実施した。 

老朽化対策については、既存施設の改修履歴及び図書類をもとに、む

つ研究所及び横浜研究所の中長期保全計画策定に必要なライフサイク

ルコスト（LCC）の算出を行い、令和元年度に実施した横須賀本部と併

せ、「施設設備マスタープラン」を策定、更には機構全体の施設の寿命

から継続使用または建替え施設を選別できる資料を作成した。 

また、深海総合研究棟の改修計画においては、深海総合研究棟改修等

検討ワーキンググループが取り纏めた「深海総合研究棟改修等におけ

る基本的な考え方」を基に、深海総合研究棟基幹施設改修基本計画・設

計を策定した。 

船舶に関して、安全の確保を最優先に、中長期の整備計画を定め、保

守整備等を実施した。また、老朽化した機器・設備の維持や更新にあた

っては、機能や効果、維持コスト等を勘案し、整理を行いつつ資産を適

切に管理した。 

【評価の視点：中長期目標達成のため必要な施設・設

備の整備・改修等は適切に行われたか。】 

法定点検及び自主点検などを確実に実施するととも

に、その是正を速やかに対応した。また、老朽化して

いるもので特に安全性に影響するものは最優先に更新

を行い、施設・設備を健全に維持した。 

横須賀本部において、研究施設の新設、改修・更新

を行うとともに重要インフラである給水ポンプ室の更

新、国際海洋環境情報センターにおいては、省エネル

ギー対策として照明器具の LED化を実施、更には新型

コロナウイルス感染拡大防止対策として換気設備の更

新を実施した。また、高知コア研究所では、研究施設

の空調の更新及びコンテナ整理の一環として新実験室

の整備を実施、むつ研究所ではコンテナの整備を実施

するなど、研究環境の合理化を実施した。 

老朽化対策については、既存施設の改修履歴及び図

書類をもとに、むつ研究所及び横浜研究所の中長期保

全計画策定に必要なライフサイクルコスト（LCC）の

算出を行い、令和元年度に実施した横須賀本部と併

せ、「施設設備マスタープラン」を策定、更には機構

全体の施設の寿命から継続使用または建替え施設を選
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学術研究船「白鳳丸」は中長期的な継続運用に必要となる老朽化対策

及び改修並びに機器更新を目的とした補助事業として、令和３年３月

から大規模修繕工事を開始した。（同年 11月末頃まで実施予定） 

 

別できる資料を作成した。また、深海総合研究棟の改

修計画においては、深海総合研究棟改修等検討ワーキ

ンググループが取り纏めた「深海総合研究棟改修等に

おける基本的な考え方」を基に、深海総合研究棟基幹

設備改修基本計画・設計を策定した。 

船舶及び搭載機器の保守整備に関しては、予算の許

す限りにおいて、安全な運航の実現を指標に計画通り

効率的な管理を行った。今後は受益者（研究者含む）負

担による追加の保守整備等の導入も検討していく必要

がある。「白鳳丸」に関しては大規模修繕工事が予算化

され、令和２年３月から令和３年 11月末までの期間、

大規模修繕工事が行われている。 

 

４．その他参考情報 

特になし。 
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（別添）中長期目標・中長期計画・年度計画 

 

項目別調書 No. 中長期目標 中長期計画 年度計画 

Ⅰ―１ 

Ⅰ．研究開発の成果の最

大化その他の業務の質の

向上に関する事項 

１．海洋科学技術に関す

る基盤的研究開発の推進 

機構は、第５期科学技術基本計画、第３期海洋基本計画等を踏

まえ、これまでの取組を一層発展させて、以下に示すような課題

に取り組む必要がある。 

・地球環境の維持・保全と持続可能な利用、海洋由来の自然災害

への対応等の経済・社会的課題への対応 

・関係府省連携の下、MDA体制の確立に資する海洋調査・観測体

制を強化し、海洋の安全・安心に貢献 

・海洋分野における Society 5.0 の実現に向け、膨大な海洋情

報の集約、解析及び予測に係る研究開発の推進 

・海洋科学技術分野における我が国の研究開発力の強化や、SDGs

等の国際的な枠組みへの科学的知見の提供等による国際的な

プレゼンスの向上 

このため、本中長期目標期間中において、以下の（１）～（４）

の研究開発課題に重点的に取り組む。また、研究者の自由な発想

や独創的な視点を活かして、次世代海洋科学技術を支える新た

な知の創出に資する挑戦的・独創的な研究開発を推進するとと

もに、これらの研究開発を支える基盤的技術の開発に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 機構は、前文に記載した４つの課題、すなわち「地球環境の保

全と持続的な利用、海域由来の災害対策等に係る科学的知見の

充実」、「大規模データの統合及び解析機能の強化と社会への情

報発信」、「挑戦的・独創的な研究開発の推進による次世代科学技

術を支える知の創出」、「多様な海洋環境へのアクセスを可能と

する探査・調査システムの整備及び高度化」に対応するため、本

中長期目標期間において、以下に記載する研究開発を推進する

とともに、研究開発の推進に必要となる海洋調査プラットフォ

ーム、計算機システム等の大型の研究開発基盤の整備・運用を進

める。また、実施に当たっては、常に政策的・社会的なニーズを

捉えて不断の見直しと重点化を図るとともに、産学官の多様な

セクターと連携・協働しながら機動的かつ横断的に取り組むこ

とにより、海洋科学技術に係る我が国の中核的機関として、更に

は世界をリードする海洋研究開発機関の一つとして、最大限の

能力発揮を目指す。さらに、総合的な研究機関であることの強み

を活かし、大規模な研究開発はもとより、将来も見据えた挑戦

的・独創的な研究開発の充実にも取り組むとともに、研究開発を

支える各種システムの自動化、省力化、小型化や、分析、解析、

予測手法等の国際標準化を志向する。 

 これらの研究開発により創出された成果のアウトリーチ活動

を通じて、若者を中心としたあらゆる世代の国民の「知の先端を

切り開く科学・技術への興味と関心」を喚起するとともに、高等

学校、高等専門学校、大学等の教育機関や海洋、インフラ、情報

産業等に関わる民間企業等との連携を通じて、我が国の科学技

術を支える人材育成にも貢献する。 

 

 

 

 

 

 機構は、「地球環境の保全と持続的な利用、海域由

来の災害対策等に係る科学的知見の充実」、「大規模

データの統合及び解析機能の強化と社会への情報発

信」、「挑戦的・独創的な研究開発の推進による次世

代科学技術を支える知の創出」、「多様な海洋環境へ

のアクセスを可能とする探査・調査システムの整備

及び高度化」に対応するため、令和 3年度において、

以下に記載する研究開発を推進するとともに、研究

開発の推進に必要となる海洋調査プラットフォー

ム、計算機システム等の大型の研究開発基盤の整備・

運用を進める。また、実施に当たっては、常に政策

的・社会的なニーズを捉えて不断の見直しと重点化

を図るとともに、産学官の多様なセクターと連携・

協働しながら機動的かつ横断的に取り組むことによ

り、海洋科学技術に係る我が国の中核的機関として、

更には世界をリードする海洋研究開発機関の一つと

して、最大限の能力発揮を目指す。さらに、総合的

な研究機関であることの強みを活かし、大規模な研

究開発はもとより、将来も見据えた挑戦的・独創的

な研究開発の充実にも取り組むとともに、研究開発

を支える各種システムの自動化、省力化、小型化や、

分析、解析、予測手法等の国際標準化を志向する。 

 これらの研究開発により創出された成果のアウト

リーチ活動を通じて、若者を中心としたあらゆる世

代の国民の「知の先端を切り開く科学・技術への興

味と関心」を喚起するとともに、高等学校、高等専

門学校、大学等の教育機関や海洋、インフラ、情報

産業等に関わる民間企業等との連携を通じて、我が

国の科学技術を支える人材育成にも貢献する。 
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（１）地球環境の状況把握と変動予測のための研究開発 

近年、地球温暖化等の地球環境変化が経済・社会に与える影響

の顕在化、深刻化が危惧されており、第３期海洋基本計画や

SDGs、パリ協定等においても、地球環境の保全や気候変動への対

応は政策上の重要課題として位置付けられている。とりわけ、地

球温暖化の影響が最も顕著に出現する北極域を対象とした調

査・観測・研究の重要性は、世界的にもますます高まっている。

また、人間活動の地球環境への影響は地球温暖化のみならず海

洋酸性化や生態系変動等、様々な形で表面化してきており、地球

環境変化と人間活動の相互作用に関する評価を踏まえて、地球

環境変化を把握し、将来を予測することが求められている。特

に、膨大な体積、面積、熱容量を有する海洋は、大きな時空間規

模で進行する地球環境変化において重要な役割を果たしている

と考えられている一方、その実態には未解明な部分が多く残さ

れている。 

このため、機構は、未だ解明されていない地球環境変化の実態

把握を進めて、その変化の中長期的な将来予測を行うため、地球

環境変動モデル等の高度化に取り組む。これを実現するために、

観測網の無人化、省力化、高精度化等に向けた新たな観測技術の

開発等を行うなど観測網の整備・高度化を図るとともに、多様な

手法を組み合わせることにより、我が国沿岸域を含むアジア地

域、北極域、北西部太平洋、熱帯太平洋、インド洋等の重点海域

等の高精度な観測を実施する。また、これら観測により得られた

データの蓄積・分析やモデルの高度化を行うことで、昇温、海洋

酸性化、貧酸素化、生態系変動等の海洋に表れる地球環境変化の

実態把握やプロセスの理解を進める。その上で、こうした取組に

より得られた地球環境変化に関する新たな知見と人間活動との

相互影響に関する評価を行い、人間活動の影響を含めた地球環

境変化の中長期的な将来予測を導き出す。得られた成果につい

ては、国内外の各種活動を通じて発信することで、我が国及び国

際社会等における政策の立案等に貢献する。 

 

 

（１）地球環境の状況把握と変動予測のための研究開発 

 本課題では、国際的な研究枠組みや協力体制を活用し、地球環

境の保全に資する観測及び予測に係る研究開発を推進する。そ

のため、我が国周辺海域に加えて、北極域、北西部太平洋、熱帯

太平洋、インド洋等において、機構がこれまで実績を積み重ねて

きた地域を重点化し、海洋酸性化、貧酸素化、昇温、生物多様性

の喪失、汚染物質による影響等、海洋表層から深層までの広範囲

にわたって、世界的な課題とされる環境変化の実態を科学的に

解明するとともに、それらの変化に関する数年から百年程度の

中長期的な将来予測に取り組む。また、前述の重点地域は、季節

レベルでの我が国の気候の決定に影響を及ぼす地域であること

から、発生する諸現象のプロセスの理解を進めるとともに、観測

機器や手法の自動化、観測機器の小型化等を推進し、観測自体を

無人省力化していくことで、経済的かつ効率的な観測網への転

換を促進する。 

 本課題によって得られた科学的なデータや知見については、

国連気候変動枠組条約（UNFCCC）・パリ協定、ユネスコ政府間海

洋学委員会（IOC）、気候変動に関する政府間パネル（IPCC）報告

書、北極評議会（AC）のワーキンググループ等に係る各種活動等

を通して積極的に発信し、SDGsの特に目標 13（気候変動に具体

的な対策を）や目標 14（海の豊かさを守ろう）等の国際的な政

策課題の達成に貢献するとともに、我が国の海洋基本計画等に

示された政策課題の達成にも貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

①観測による海洋環境変動の把握と観測技術開発 

 本課題では、主に物理的、化学的な海洋環境の変動・変化を精

密に把握し、観測、理論、予測の科学的なサイクルの加速に資す

（１）地球環境の状況把握と変動予測のための研究

開発 

本課題では、国際的な研究枠組みや協力体制を活

用し、地球環境の保全に資する観測及び予測に係る

研究開発を推進する。そのため、我が国周辺海域に

加えて、北極域、北西部太平洋、熱帯太平洋、イン

ド洋等において、機構がこれまで実績を積み重ねて

きた地域を重点化し、海洋酸性化、貧酸素化、昇温、

生物多様性の喪失、汚染物質による影響等、海洋表

層から深層までの広範囲にわたって、世界的な課題

とされる環境変化の実態を科学的に解明するととも

に、それらの変化に関する数年から百年程度の中長

期的な将来予測に取り組む。また、前述の重点地域

は、季節レベルでの我が国の気候の決定に影響を及

ぼす地域であることから、発生する諸現象のプロセ

スの理解を進めるとともに、観測機器や手法の自動

化、観測機器の小型化等を推進し、観測自体を無人

省力化していくことで、経済的かつ効率的な観測網

への転換を促進する。 

 本課題によって得られた科学的なデータや知見に

ついては、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）・パリ協

定、ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC）、気候変動

に関する政府間パネル（IPCC）報告書、北極評議会

（AC）のワーキンググループ等に係る各種活動等を

通して積極的に発信し、SDGsの特に目標 13（気候変

動に具体的な対策を）や目標 14（海の豊かさを守ろ

う）等の国際的な政策課題の達成に貢献するととも

に、我が国の海洋基本計画等に示された政策課題の

達成にも貢献する。 

 

①観測による海洋環境変動の把握と観測技術開発 

 本課題では、主に物理的、化学的な海洋環境の変

動・変化を精密に把握し、観測、理論、予測の科学
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る。特に北西部・熱帯太平洋における熱収支や淡水収支、物質収

支の推定、それらと大気海洋相互作用との整合性の理解の深化、

更には全球規模の物理的、化学的な海洋環境変化の把握に関す

る観測研究を行う。 

 具体的には 2021年度までに、 

・国際的な枠組みの下で実施されている観測システムの維持運

用、大型係留ブイの運用を省力化するための表層グライダー

や無人自律航行艇の実用化、自動観測の拡充のための漂流型

観測フロート等を用いた新たな観測技術の開発 

・海洋・大気における諸現象の素過程の理解を目的とした、熱帯

域等の大気海洋相互作用が活発な海域における、上記の新た

な技術を活用した試験的な観測 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・既存技術と新技術を統合した観測システムを活用し、北西部

太平洋における海盆レベルでの海洋大気間の熱収支や淡水収

支、物質収支の実態を調査することによる、亜寒帯海洋構造の

成因、維持機構の理論の再構築 

・我が国の季節レベルの気候に大きな影響をもたらすエルニー

ニョ、インド洋ダイポールモード等の諸現象の発生プロセス

と熱帯太平洋域の海洋循環、水塊の挙動、輸送過程等との関連

性の把握 

等に取り組む。加えて、自らが新たな観測システムの有効性を検

証し、次世代の全球海洋観測システムの方向性を世界に提言す

るとともに、島嶼国の協力を取り付け、熱帯域における海洋と大

気の変動を定常的に把握するための観測データ流通網確立を目

指す。 

 

 

 

 

 

 

的なサイクルの加速に資する。特に北西部・熱帯太

平洋における熱収支や淡水収支、物質収支の推定、

それらと大気海洋相互作用との整合性の理解の深

化、更には全球規模の物理的、化学的な海洋環境変

化の把握に関する観測研究を行う。 

 令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・サイエンスプランに沿った Argo フロート、BGC 

Argoフロート、DeepArgoフロートの投入と投入支

援を行う。また、海洋地球研究船「みらい」及び

学術研究船「白鳳丸」航海に参加し、全球海面フ

ラックスに関わる基礎データを取得すると共に、

太平洋暖水プール北端での海洋大気相互作用に関

わる観測研究とインド洋ジャワスマトラ沖の湧昇

域研究を実施し、新しい科学的知見を得る。さら

に、全球熱帯観測システムの最適化を進めるため、

ADCP係留系の維持、大型係留ブイの維持及び一部

高度化に加え、海洋亜表層まで含めた収支解析を

目的とした係留観測システムの刷新のための技術

開発を行う。大型係留ブイの終了のため、回収航

海計画を立案し、詳細を決める。 

・「みらい」による令和元年度インド洋航海のデータ

品質管理を行い、過去の同一観測線データとの比

較解析を実施して海洋環境変動を定量的に検知す

る。また、航海から得られた技術情報・経験等を

もとに、目標精度をより効率よく達成するための

船舶観測に関わる観測機器の開発・改良を行う。 

・基盤的な国際観測システムの活用及び同システム

への貢献として、観測データの公開、2 次データ

の作成・公開、及び標準物質の開発を実施し公開

する。 

・得られた観測データを用いた解析を行うことで、

海洋環境変動の把握、全球・北部・熱帯太平洋に

おける熱や淡水、物質収支の推定に関する知見を
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獲得し、論文・学会にて公表する。 

・全球大気海洋フラックスデータセットの改善に活

用する Sea truthデータの広域取得に向けて、「み

らい」の航海と同期した Wave Glider観測を実施

し、得られたデータから技術的な知見を得る。 

・最適なグローバル観測網の提案のため、マルチプ

ラットフォームにおける係留系を設計する。 

・海洋環境の自動観測拡大のための省力観測技術開

発を行う。具体的には、漂流型観測フロートの基

本デザインをもとに、研究プラットフォーム運用

開発部門との連携や外部資金等の活用により、エ

ンジン部分を試作する。 

・各観測技術を活かした次世代の観測網構築をめざ

し、部署横断のブレインストーミングを実施し、

スキーム、ウェイト、不確定要素の洗い出しを行

う。 

・夏季季節内振動に伴う大気海洋相互作用を理解す

るため、国際プロジェクト YMC の集中観測の１つ

である YMC-BSM（Boreal Summer Monsoon study 

in）2020 を行う。具体的には、「みらい」やパラ

オ、ミクロネシア連邦・ヤップ、フィリピン・レ

ガスピ及びラワーグ、インドネシア・ビアクの観

測拠点において 6-8 月に集中観測を実施する。そ

の際、既存技術の観測に加え、新たな観測技術と

して、GNSS（全球測位衛星システム）や特殊ゾン

デを用いた海面付近から下部成層圏までの水蒸気

分布とその変動に関する観測を実現する。 

・夏季・冬季モンスーン研究に係るパラオ、フィリ

ピン、インドネシア、ベトナムの各観測サイトに

おいて、長期データ取得と流通の確立に必要な人

材育成や測器維持を行う。ここで得られたデータ

の解析により様々な現象を理解し、論文等で公表

する。 
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②北極域における環境変動の把握と海氷下観測技術開発 

地球温暖化の影響が最も顕著に現れている北極域において、

海洋・海氷環境の現状把握のためのデータの取得を促進し、海洋

と海氷との相互作用等の気候・環境システムの理解を進めるこ

とにより、北極域の環境変動に係る将来予測の不確実性を低減

するための研究開発を行う。 

具体的には 2021年度までに、 

・船舶、係留系、漂流ブイ等による観測データや衛星観測データ

を用いた、北極海における基礎生産等の環境要素に関する時

空間的な変動の解析と可視化、それらのデータの公開 

・北極海広域観測計画への参画、高精度なデータの取得とそれ

らのデータの公開 

・既存データと新たに取得したデータの比較解析や、気候モデ

ル等の開発や活用による、海洋・海氷環境の変動と気候変動と

の関連性に関する知見の創出 

・北極海観測の拡充に向けた、小型の海氷下観測ドローンに係

る要素技術開発、ドローン試作機の製作及び実海域試験によ

る運用評価の実施等の推進 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・北極評議会のワーキンググループ等が作成し公表する環境ア

セスメント報告書への得られたデータや知見の提供 

・中緯度域や熱帯域と同等のデータの充実を目的とした北極海

広域観測の継続的な実施及びそれらのデータの公開 

・観測データと数値実験結果の統合による、北極域の海洋・海氷

に係る物理的理解に基づいた将来予測の不確実性低減に資す

る知見の提供 

・海氷下観測ドローン等を活用した新たな北極海観測システム

の運用 

等に取り組む。 

 

 

 

②北極域における環境変動の把握と海氷下観測技術

開発 

 地球温暖化の影響が最も顕著に現れている北極域

において、海洋・海氷環境の現状把握のためのデー

タの取得を促進し、海洋と海氷との相互作用等の気

候・環境システムの理解を進めることにより、北極

域の環境変動に係る将来予測の不確実性を低減する

ための研究開発を行う。 

 令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・国際連携による北極海広域同時観測計画

（Synoptic Arctic Survey:SAS）の一環として、

「みらい」北極航海による太平洋側北極海の観測

を実施する。 

・北極海域において通年観測データを取得するため

に設置する係留系観測システムについて、「みら

い」や海外の砕氷船を用いて設置・回収作業を行

う。 

・海洋-海氷-大気相互作用過程を理解するため、ブ

イを用いた観測や海氷観測を国際共同において進

める。海洋酸性化や海氷下環境の動態観測に関す

る国際共同研究を進める。 

・海氷減少と関連して、太平洋起源の水塊や河川水

などの影響を評価し、その成果を公表する。物理

過程のみならず、物質循環や生態系への影響や季

節・経年変動に関する研究を進め、成果を公表す

る。 

・基礎生産量や CO2・メタンの吸収・放出量に関する

マッピングの国際相互比較やマッピングプロダク

トの製作を進める。これを用いた海洋・海氷環境

の変動の実態把握と、水循環や海洋酸性化・海洋

生態系の変化との関連性に関する解析を進め、論

文・学会に公表する。 
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③地球表層と人間活動との相互作用の把握 

 経済活動が活発な沿岸域や、地球温暖化の影響が顕著に表わ

れている北極域等、我が国を含む全球の気候や環境に影響を与

える地域を重点化し、地球表層を総合的に扱うために、海洋、大

気、それらと不可分な陸域における、水循環や物質循環、生態系

変動等を観測と予測の両アプローチから捉え、それら地球表層

の変動等と人間圏における諸活動の相互作用を理解するための

研究開発を行う。 

具体的には 2021年度までに、 

・生物地球化学観測フロート、自律型の水中グライダー、航空機

・「みらい」や、アラスカ・シベリアなどの観測拠点

において SLCFs（短寿命気候汚染物質）の観測を

実施・継続する。観測・数値モデル・衛星データ

等を組み合わせ、周北極域における水・炭素収支

変動及び域外からの流入量変化の要因に関する解

析を進め、成果を発表する。 

・温暖化に伴う海氷・海洋上層の変化について、モ

デルによる再現性の向上に向けた開発や、モデル

設定の再考を行う。海氷減少やこれと関係する海

洋・気象プロセスの変化・変調と、これらの不確

実性に関する知見を得て、成果を発表する。 

・海氷下の観測を可能とするために、海氷下観測用

小型ドローンの試作機の作製・試験を実施する。

海氷下の新測位手法を用いた試作機による実験研

究と実用化に向けた取り組みを推進する。 

・国際研究推進の一環として、亜寒帯-北極域海洋生

態系研究国際プログラム（Ecosystem studies of  

Sub-arctic and Arctic Seas: ESSAS）Annual 

Science Meetingを北海道大学と共同で開催する。 

・極域研究船の推進として、本船の氷海航行におけ

る安全かつ効率的な航行に資するため、氷海航行

支援システムに係る設計等を行う。 

 

③地球表層と人間活動との相互作用の把握 

 経済活動が活発な沿岸域や、地球温暖化の影響が

顕著に表われている北極域等、我が国を含む全球の

気候や環境に影響を与える地域を重点化し、地球表

層を総合的に扱うために、海洋、大気、それらと不

可分な陸域における、水循環や物質循環、生態系変

動等を観測と予測の両アプローチから捉え、それら

地球表層の変動等と人間圏における諸活動の相互作

用を理解するための研究開発を行う。 

令和 2年度には、以下の事項を実施する。 
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等を用いた新たな観測システムの提案と、船舶や係留系ブイ

等による大気・海洋観測の拡充 

・海洋酸性化、昇温、貧酸素化等に係る海洋環境実測値の空白域

減少とデータの充実を通した、炭素や微量物質の循環、海洋生

態系、陸上植生変動等の実態把握 

・前述の各現象におけるプロセスごとの水収支や物質収支、エ

ネルギー収支等の理解度を高めるための、大気・海洋等観測デ

ータ、衛星観測データ、予測モデルによる数値実験結果等の総

合的な解析 

・ブラックカーボンの沈着や海洋酸性化等の環境汚染が進行し

ている北極域と、その原因物質の主要な発生源であるアジア

太平洋域における、環境汚染と人間活動との相互作用に関す

る評価 

・機構がこれまで知見を蓄積してきた沿岸域である津軽海峡周

辺域を試験海域とした、海況変動の把握・予測と、（４）とも

連携した情報発信 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・各種観測データ、数値実験結果等を統合し、多様な環境ストレ

ッサーに対する海洋生態系や物質循環の応答の定量的な理解

を進めることによる、環境汚染やそれによる海洋生態系機能

の変化等の環境変化と人間活動とを包括的に結びつける知見

の創出 

・海洋－大気－陸域における物質循環や生態系変動、物理化学

現象について整合性のある理解、その理解に基づく地球表層

と人間活動との相互作用、それらと気候変動との関係の明確

化 

等に取り組む。 

 

 

 

 

 

・小型の蛍光計やセンサの開発等に基づき、フロー

ト・グライダー・ドローンを利用した新たな観測

システム開発を令和元年度に引き続き実施する。 

・これらと船舶観測により、NOAA提携下の北西部北

太平洋測点 KEO や K2 における時系列観測を強化

して実施し、物理-化学-生物を結びつけるプロセ

スを解析する。また、船舶及び国際網を用いた大

気組成に係る観測、並びに陸域生態系観測を実施

し、ECV（必須気候変数）について衛星検証や標準

化の面を強化する。 

・これらの観測によりデータ空白域を低減し、昇温・

酸性化・貧酸素化、汚染拡大、植生変化といった

主要な地球表層の変化とその随伴現象をとらえ、

そのデータからメカニズムを解析する。また、海

洋生産を促す微量金属等栄養塩の供給源を解明す

るため、計測の高度化と培養実験等を含めた解析

を行う。 

・西部北極海の海氷減少に起因する海洋環境因子を

測定する。また、海洋酸性化に関し、MXCT（マイ

クロ X線 CT法）によるプランクトンの応答を解析

し、国内外の試料分析を請負う。 

・津軽海峡における海洋酸性化の状況把握及び国内

ネットワークの構築を、令和元年度に引き続き実

施する。また、令和元年度に構築した同海域の海

況予測試験システムの高精度化及びそれに必要な

観測網を構築・維持する。 

・上記観測データや培養・飼育実験データを導入し

ながら、渦許容解像度レベルの新たな海洋生態系

モデルや、細胞レベルで生物の振る舞いを再現す

るモデルを開発する。 

・アジアや北極を含む全球規模での GHGs（長寿命温

室効果気体）や SLCFsのフラックス解析では、IPCC

次期報告書の取りまとめ作業に関わるとともに、
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④地球環境の変動予測 

 これまで地球環境変動モデルは、地球システムを構成する

様々なサブシステムごとの時空間スケールに焦点を当て、比較

的独立に複数が開発されてきた。本中長期目標期間においては、

これらの地球環境変動モデルと観測研究との連携を強化するこ

とで個々の再現性や予測精度を向上させるとともに、各モデル

が得意とする時空間スケールにおける再現性の高さ等の長所を

活用してモデル間の連携を促進する。これにより、各々のモデル

が扱う時空間スケールの重複領域や気圏、水圏、生物圏等、各圏

の相互作用によって発生する極端現象や環境変動のメカニズム

について新たな知見を得る。また、これらの活動を通し、我が国

の地球環境変動予測研究に係る中核として複数機関の連携体制

を牽引することを目指す。 

 具体的には 2021年度までに、 

・マッデン・ジュリアン振動（MJO）等の数週間から季節程度の

時間規模における変動現象が、より短い時間規模で変動する

台風等に及ぼす影響の理解を進めるための数値計算精度の向

上 

・これまで開発してきた個々の地球環境変動モデルの更なる高

プロセスとして「アジアからの排出量変化」や「土

地被覆変化」等に着目し、高解像度モデルや新た

な衛星を現場観測と結び付けて評価する。 

・沿岸研究強化のために、ドローン観測機能向上の

ための開発を実施するとともに、ハイパースペク

トル計測器を試用する。構築した予備的なアルゴ

リズムを用いて衛星データを赤潮情報に転換し、

評価する。大気汚染衛星の評価検証に太陽直達光

の解析を取り入れる。 

・亜寒帯－北極海洋生態系研究国際プログラム

（Ecosystem studies of Sub-arctic and Arcitc 

Seas）を北海道大学と共同で主催し、これまでの

研究成果を発表する。 

 

④地球環境の変動予測 

 これまで地球環境変動モデルは、地球システムを

構成する様々なサブシステムごとの時空間スケール

に焦点を当て、比較的独立に複数が開発されてきた。

本中長期目標期間においては、これらの地球環境変

動モデルと観測研究との連携を強化することで個々

の再現性や予測精度を向上させるとともに、各モデ

ルが得意とする時空間スケールにおける再現性の高

さ等の長所を活用してモデル間の連携を促進する。

これにより、各々のモデルが扱う時空間スケールの

重複領域や気圏、水圏、生物圏等、各圏の相互作用

によって発生する極端現象や環境変動のメカニズム

について新たな知見を得る。また、これらの活動を

通し、我が国の地球環境変動予測研究に係る中核と

して複数機関の連携体制を牽引することを目指す。 

 令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・IPCC第 6次報告書への貢献に向け策定されている

種々のモデル実験を継続しデータを提出するとと

もに、季節内から百年程度といった様々な時間ス
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精度化、更にこれらのモデルを連携させた数週間から 10年程

度の環境変動を取り扱うことを可能とする数値計算システム

の開発と、温室効果ガス濃度変動、海洋酸性化や貧酸素化、雲

の変動等の諸現象への適用 

・海洋、大気等の素過程の理解に基づいたモデリング手法の高

度化、当該手法の活用による個別要素間での物質循環や物理

的・化学的現象の相互作用を扱うための新たな手法の開発 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・台風等に伴う極端現象の発生確率予測手法の開発、数週間か

ら季節程度の時間規模における大規模な変動現象と台風等と

の相互作用メカニズムの理解及びこれら諸現象の予測に関す

る知見の創出 

・より高精度化した数値計算システムによる環境変動に係る予

測結果と観測データとの比較検証、気候変動対策への知見提

供を視野に入れた人間活動との相互作用も含めた環境変動の

要因分析 

・温暖化抑制策や適応策の立案等に資する知見の提供 

等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤地球環境変動と人間活動が生物多様性に与える影響評価 

地球環境変動の重要な指標の一つとされる海洋生物多様性の

変動を把握するとともに、人間活動が生態系へ与える影響の評

価に資する知見を得る。特に、海洋環境変動から受ける影響に関

して得られている情報が少ない深海生態系について、その充実

のために環境 DNA分析や現場観測等の調査を実施するとともに、

ケールの環境変動の評価とメカニズム及び関連プ

ロセスの理解を進めるため、それらのデータやそ

の他実験結果の解析を行う。 

・観測データによるモデル初期値化システムの活用

と開発を進めるとともに、同システムを最新の 

ESM（地球システムモデル）へ導入する。予備的初

期値化実験及び環境変動実験等を実施し、データ

を解析する。 

・海洋モデルの高精度化、氷床-海洋結合に向けた要

素モデルの高度化等を行い、海洋前線、中規模構

造及び棚氷融解過程等が全球気候形成及び変動へ

及ぼす影響を評価可能とする予測システムの構築

に取り組む。 

・素過程の理解と将来の ESM高度化を目指し、ESMに

含まれる（将来含まれうる）プロセスの研究をプ

ロセス間の相互作用にも注目して継続する。特に、

寒冷圏陸域の素過程とそのモデル化については未

解明な部分が多いため、現地での観測・情報収集

も行う。 

・雲に関する諸現象の気候変動メカニズムを理解す

るために、中・高解像度の地球環境モデルを用い

た気候実験データ等の解析・数値実験を行い、変

動に関わる物理素過程の検証及び高度化を行う。 

・数週間から季節程度の時間スケールの変動や台風

等の極端現象の相互関係を理解するため、高解像

度数値実験及び計算結果の解析を行う。 

 

⑤地球環境変動と人間活動が生物多様性に与える影

響評価 

地球環境変動の重要な指標の一つとされる海洋生

物多様性の変動を把握するとともに、人間活動が生

態系へ与える影響の評価に資する知見を得る。特に、

海洋環境変動から受ける影響に関して得られている
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環境データとの統合的な分析・解析を行う。さらに、深海生態系

や多様性に対する人間活動による影響の実態把握とその評価に

資する知見を得るため、海洋プラスチックを対象とした新たな

計測技術の開発やデータの拡充とともに、環境影響評価手法の

最適化に取り組む。 

具体的には 2021年度までに、 

・環境 DNA 分析や現場観測等による深海域の生物分布と多様性

の現状把握 

・海洋プラスチックに係る分布調査、海洋プラスチックの種類

や形状、個数を効率的に把握するための新たな計測技術の開

発 

・環境影響評価手法の最適化及びそのためのツール開発 

・国際的な枠組みに位置付けられるデータベースへのデータ提

供や科学的知見の提供による社会的課題解決に向けた国際連

携の強化 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・生物分布データや環境データ等を統合した深海域の生物多様

性に関する知見の創出 

・海洋プラスチックの分布量推定及び動態把握 

・人間活動による擾乱が深海生態系へ与える影響に関わる知見

の創出 

・国内外の関係機関や枠組みに対する、環境変動が生物多様性

に与える影響評価に資する知見の提供 

等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報が少ない深海生態系について、その充実のため

に環境 DNA 分析や現場観測等の調査を実施するとと

もに、環境データとの統合的な分析・解析を行う。

さらに、深海生態系や多様性に対する人間活動によ

る影響の実態把握とその評価に資する知見を得るた

め、海洋プラスチックを対象とした新たな計測技術

の開発やデータの拡充とともに、環境影響評価手法

の最適化に取り組む。 

令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・環境変動による深海生態系への影響評価を行うた

めに、海洋深層水を活用した環境 DNA 解析を主軸

に研究を実施し、海洋生物の多様性変動を効率的・

効果的に把握する。そのため、駿河湾及び相模湾

の深海域の生物多様性を明らかにするとともに、

両海域の生物相の比較を行い、今後の深海生態系

モニタリング方法を確立する。 

・MP（海洋マイクロプラスチック）データの迅速な

蓄積に寄与するため、ハイパースペクトルカメラ

や蛍光観察による定量的で効率的な MP 測定手法

を開発する。 

・表層から深海の MP分布を把握するため、調査船や

民間船と共同で調査を行い、手法の問題点の洗い

出しや分布量の知見を得る。 

・MPによる生物への影響を把握するために、生物学

的実験を行い、MPの取り込みや化学物質の取り込

みなどの知見を得る。 

・深海域の生物やプラスチック分布実態を把握する

ため、調査で得られた映像・画像データ及び深海

デブリデータベースから海洋ごみの定量化を進め

る。 

・海洋プラスチック汚染や海洋保全などに対する国

内外の課題解決に貢献するため、国内外の関係機

関や枠組みとの間で、環境影響評価に関する情報
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（２）海洋資源の持続的有効利用に資する研究開発 

 我が国の周辺海域には、多様な生物、鉱物、エネルギー資源等

の海洋資源が存在すると考えられているが、それらの海洋資源

については、未確認のまま残されているものも含め、ごく一部し

か有効利用できていない。特に、深海・深海底等の科学的調査が

進んでいない海域には、表層域とは異なる生態系等が構築され、

数多くの未発見の生物が生息していると考えられている。この

中には人類社会に有用な機能を持つものも存在し得るため、こ

れら未知の機能の発見・解明が必要である。また、我が国の領海

等に賦存する鉱物資源の有効利用のためには、有望資源の賦存

する海域や賦存量を把握する必要があり、このためにはその形

成メカニズムの解明が重要である。 

 このため、機構は、海洋の調査・観測で採取した海洋生物を含

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）海洋資源の持続的有効利用に資する研究開発 

 我が国は四方を海に囲まれ、管轄水域の面積が国土の約 12倍

に及ぶ海洋国家である。この広大な海域における環境は、北は亜

寒帯から南は亜熱帯まで、更には浅海から深海まで多様性に富

んでおり、我が国は様々な形でその恩恵を享受してきた。しか

し、生物、非生物を問わず、我々が利用できている海洋の有用な

資源と機能は未だにごく一部に過ぎない。第 3 期海洋基本計画

でも「海洋の産業利用の促進」において、「海洋鉱物資源関係の

研究開発を着実に推進」すること、「深海・深海底等の極限環境

下における未知の有用な機能、遺伝資源等について研究開発を

推進」することが示されている。 

 更なる海洋資源の有効利用のためには、１）生物プロセスにお

ける物質・エネルギー循環や深海生物の生存戦略とその機能を

の収集や提供を行い、連携を強化する。研究を通

じて国内外の海洋リテラシー向上に貢献する。 

・環境変動による生態系への影響を評価するため、

近底層における環境観測手法及び画像解析手法の

最適化を図る。令和元年度の検討を踏まえ、近底

層の微細流動環境及び画像解析手法の検討に必要

なデータを現場から取得し、調査の対象、装備等

に応じた処理方法を作成する。併せて、粒子の挙

動、生物量、生物分布様式の変化に関わるこれま

での解析手法を更新する。 

・東日本太平洋沖地震後の漁業復興や持続的漁業の

ために、東北沖の海洋生態系の調査、生態系のモ

デル化の成果をまとめるとともに、長期にわたる

データ提供の仕組みの整備などを行い、成果を被

災地などに提供する。 

・日本の沖合海底自然環境保全地域（海洋保護区）

を保全するため、深海生態系のモニタリングや簡

便なモニタリング方法の開発に着手し、国などへ

情報提供する。 

 

（２）海洋資源の持続的有効利用に資する研究開発 

 我が国は四方を海に囲まれ、管轄水域の面積が国

土の約 12倍に及ぶ海洋国家である。この広大な海域

における環境は、北は亜寒帯から南は亜熱帯まで、

更には浅海から深海まで多様性に富んでおり、我が

国は様々な形でその恩恵を享受してきた。しかし、

生物、非生物を問わず、我々が利用できている海洋

の有用な資源と機能は未だにごく一部に過ぎない。

第３期海洋基本計画でも「海洋の産業利用の促進」

において、「海洋鉱物資源関係の研究開発を着実に推

進」すること、「深海・深海底等の極限環境下におけ

る未知の有用な機能、遺伝資源等について研究開発

を推進」することが示されている。 
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む各種試料を分析し、海洋生態系における炭素循環・窒素循環・

エネルギー循環等を把握するとともに、ナノ科学や情報科学等

との学際連携を進めて、海洋生態系が有する未知の機能を解明

する。 

 また、海底鉱物資源の有望海域の推定のため、これまでの調

査・観測等で得られた試料、データ等を詳細に解析し、海底資源

生成モデルを体系化・普遍化することにより、有望資源の成因プ

ロセスを解明する。 

 これらの研究開発を進めるに当たっては、必要に応じて（１）

の研究開発課題の成果を取り入れるとともに、他の大学や公的

研究機関、民間企業等との連携を強化することで、より効果的な

成果の創出を目指す。また、得られた試料、データ、科学的知見

等を積極的に産業界へ提供することで、海洋資源の産業利用の

促進に貢献する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理解することにより、海洋生態系の有する未知の機能を解明す

ることと、２）熱水活動、沈降、堆積、化学反応等の非生物プロ

セスが関わっていると思われる有用な鉱物資源の成因を解明す

ることが必須である。 

 そこで、本課題では生物、非生物の両面から海洋における物質

循環と有用資源の成因の理解を進め、得られた科学的知見、デー

タ、技術及びサンプルを関連産業に展開することで、我が国の海

洋の産業利用の促進に貢献する。なお、本課題で得られる知見と

（１）で得られる知見を両輪として研究開発に取り組むことで、

海洋の持続的な利用に資する。 

 

 

 

 

 

①海洋生物と生物機能の有効利用 

 海洋中の物質循環を精緻に理解するために、海洋生物試料や

地質試料等、各種試料を用いた化学的・分子生物学的解析を行

い、循環を支配する環境的、生理学的、進化的背景を明らかにす

るとともに、海洋生物資源の在り様を定量的に把握する。また、

深海の極限環境に適応する過程で生物が獲得した独自の機能の

解明を進める。さらに、関連産業界、大学、公的研究機関等との

連携・協働を進めて、これらの研究開発で得られた科学的知見、

データ、技術及びサンプルを社会に還元する。 

 具体的には 2021年度までに、 

・生態系の構造やその物質循環の把握を目的とした、海洋生物

等の天然試料中に含まれる各種有機化合物に関する定量法及

び同位体の高精度な分析法の開発 

・極限環境を再現しつつ微生物の分離培養及び代謝機能の分析

を行うための技術開発 

・上記技術を未知の代謝機能を持つ新たな微生物に応用するこ

とによる知見の創出 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

 更なる海洋資源の有効利用のためには、１）生物

プロセスにおける物質・エネルギー循環や深海生物

の生存戦略とその機能を理解することにより、海洋

生態系の有する未知の機能を解明することと、２）

熱水活動、沈降、堆積、化学反応等の非生物プロセ

スが関わっていると思われる有用な鉱物資源の成因

を解明することが必須である。  

そこで、本課題では生物、非生物の両面から海洋

における物質循環と有用資源の成因の理解を進め、

得られた科学的知見、データ、技術及びサンプルを

関連産業に展開することで、我が国の海洋の産業利

用の促進に貢献する。なお、本課題で得られる知見

と（１）で得られる知見を両輪として研究開発に取

り組むことで、海洋の持続的な利用に資する。 

 

①海洋生物と生物機能の有効利用 

海洋中の物質循環を精緻に理解するために、海洋

生物試料や地質試料等、各種試料を用いた化学的・

分子生物学的解析を行い、循環を支配する環境的、

生理学的、進化的背景を明らかにするとともに、海

洋生物資源の在り様を定量的に把握する。また、深

海の極限環境に適応する過程で生物が獲得した独自

の機能の解明を進める。さらに、関連産業界、大学、

公的研究機関等との連携・協働を進めて、これらの

研究開発で得られた科学的知見、データ、技術及び

サンプルを社会に還元する。 

令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・天然に分布する各種微量物質の高度な分析法の深

化について、アミノ酸・ペプチドの定量及び炭素・

窒素・硫黄同位体比測定システムの確立と堅牢化、

中赤外レーザー分光法による各種ガスの迅速分析

システムの開発、テトラピロール化合物の分析法

の改良、海洋試料中の有機金属分析法の開発を行
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でに、 

・海洋生態系と物質循環との関係性の詳細な把握による、海洋

生物資源の有効利用に必要な知見の創出 

・（４）で取り組む数理科学等と連携した深海生物のゲノム情報

等の解析による、深海生物に特有の代謝機能やナノ構造機能

等、未知の有用機能に関する知見の創出 

等に取り組むとともに、産業利用の促進のため、得られた科学的

知見、データ、技術及びサンプルを積極的に関連業界へ提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

う。市販の機器や従来法では測定不能な物質の分

析結果を通して海洋の物質循環の背景を解明し，

その知見を応用した社会との連携強化を目標とす

る。 

・上記の分析結果をもとに、東北沖の海洋生態系解

析とともに各種海洋生物の餌のタンパク源に関す

る情報を蓄積し、特にサケを例に同位体比とシミ

ュレーションを用いて北部北太平洋域における回

遊ルートを特定する。 

・地下及び水界中における微生物学的な炭化水素生

成に関して、各種バイオマーカー及び同位体組成

を解析しその実態解明を進める。特に茂原及び諏

訪湖をケーススタディとする。 

・EEZ（排他的経済水域）を含む日本国内から深海バ

イオリソースを収集すると共に、多元的解析によ

ってその生物機能ポテンシャル及び生物学的特性

を明らかにする。また、EEZ を含む日本国内にお

けるバイオリソースの特徴を明らかにする為、令

和元年度までに得た日本国外における調査航海か

ら得た試料を用いた研究を支援する。 

・深海バイオリソースの産業利用に向けて、産業界

や大学、研究機関と連携したオープンイノベーシ

ョン体制による研究開発を進める。具体的には令

和元年度に開始した深海堆積物と深海微生物株の

２つのリソースの外部提供を推進するとともに、

既存の深海微生物株コレクションの整備を継続す

る。また、深海環境ゲノムデータベースの整備を

進め、外部公開準備を令和 2年度内に完了させる。 

・フュージョンマスを用いた微生物代謝解析フロー

を確立する。 

・ナノ乳化技術に代表される深海熱水噴出孔を模擬

した環境でのソフトナノマテリアル生成技術につ

いて、実用化に向けた横展開を進める。 
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②海底資源の有効利用 

 海底資源の形成過程を明らかにするために、これまでフィー

ルド調査、試料採取及び分析、データ解析、数値モデル開発につ

いて個別に取り組んできた。その結果、非常に幅広い時空間スケ

ールでの元素濃集等の化学過程と、分散相から凝縮相への相変

化における分別等の物理過程が複雑に影響することが理解され

てきた。そこで、これらの調査手法についてシームレス化し化

学・物理過程の相関を見いだすとともに、得られた科学的知見に

基づく海底資源生成モデルを構築し、有望な海域を理論的に予

測するための研究開発を実施する。また、得られた知見と技術を

関連業界に広く展開することで、海洋産業の発展に貢献する。 

 具体的には 2021年度までに、 

・調査及び分析の効率化、精緻化、低コスト化を図るための探査

技術開発・海底資源形成を促すプロセスと環境を特定するこ

とを目的とした、幅広い時空間スケールにおける物性 

・化学組成、生物種 、同位体及び年代の測定並びに地球内部-海

洋間の相互作用と物質循環の体系化 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・得られた各種データを解析した海底資源及びその周辺環境に

ついての空間的広がりと時間変化の四次元マッピングや、

様々な時空間スケールでの海洋環境変遷と鉱物資源の形成過

程の詳細の解明 

等に取り組むとともに、（４）とも連携した数理科学的な知見を

盛り込んだモデルの構築による資源の生成及び分布予測と、そ

・インクジェット技術やバイオマスナノファイバー

を用いたナノバイオスクリーニング技術につい

て、ライフサイエンス分野での利活用に向けた検

討を進める。 

・フュージョンマス及び電子顕微鏡を用いた分析技

術や微量核酸取扱技術等の外部提供に向けた検討

を行う。 

 

②海底資源の有効利用 

 海底資源の形成過程を明らかにするために、これ

までフィールド調査、試料採取及び分析、データ解

析、数値モデル開発について個別に取り組んできた。

その結果、非常に幅広い時空間スケールでの元素濃

集等の化学過程と、分散相から凝縮相への相変化に

おける分別等の物理過程が複雑に影響することが理

解されてきた。そこで、これらの調査手法について

シームレス化し化学・物理過程の相関を見いだすと

ともに、得られた科学的知見に基づく海底資源生成

モデルを構築し、有望な海域を理論的に予測するた

めの研究開発を実施する。また、得られた知見と技

術を関連業界に広く展開することで、海洋産業の発

展に貢献する。 

令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・海洋鉱物資源の成因研究では個別モデルの構築フ

ェーズとして、これまで調査を実施した海域につ

いての試料記載と分析、調査技術の高度化を継続

する。また、産業界へのサンプル・データ等の提

供に向けた体制の検討に基づき、試験的にデータ

等の提供を行う。 

・海底熱水鉱床については、テクトニクスの状況の

異なる海域を比較してモデルの深化を図るため、

伊豆小笠原海域の調査航海を実施する。 

・鉄マンガン酸化物については、酸化的な鉱物資源
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（３）海域で発生する地震及び火山活動に関する研究開発 

 我が国の周辺海域においては、南海トラフ地震や海底カルデ

ラ等、大規模災害をもたらす地震・火山活動が活発であり、防災・

減災対策の更なる強化が求められている。そのための具体的な

検討を進めるには、海底下で進行する地震・火山活動の実態把握

及び海域で発生する地震の長期評価が欠かせないものの、現在

は観測データも十分に揃っていない状況にあり、観測体制の構

れから得られた科学的知見、データ、技術等を産業界へ提供す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）海域で発生する地震及び火山活動に関する研究開発 

 近年、我が国では、兵庫県南部地震(1995年)、 東北地方太平

洋沖地震(2011 年)、熊本地震(2016 年)、北海道胆振東部地震

（2018 年）のような地震や、それに伴い発生する津波による災

害が多発している。また、鬼界カルデラを始めとする海域火山に

よる突発的な災害も危惧されており、大規模な火山噴火による

津波の発生も重大なリスクである。 

の成長や元素濃集等の一連の生成過程において予

察的知見を得つつある海水、沈降粒子、微生物な

どの構成因子あるいは周囲の環境因子のうち、特

に海水中の化学条件と鉱物沈殿・元素濃集との関

係性について、天然試料と現場実験試料を用いた

分析を開始する。 

・レアアース泥については，成因や濃集機構を解明

するため、年代決定や全岩化学組成分析，同位体

分析などを継続する。 

・物理探査技術及び音響探査技術については、民間

企業等の要望も取り入れたハード、ソフトの改良

を行う。特に電磁・電気探査については民間と共

同で実施する調査航海等を通じて技術移転を促進

する。 

・海底熱水鉱床の成因を明らかにするため、自然電

位・比抵抗構造の構造解析の事例をより増やすと

共に、アナログ実験、物性計測を推進することで、

地下構造と賦存する資源及び資源形成の場との関

係を明らかにする。 

・物理探査及び地質分布等の多岐にわたるデータの

データベース化を推進する。 

・内閣府戦略的イノベーション創造プログラム「革

新的深海資源調査技術」が実施するサンプル採取・

処理及び音響機器を用いた調査に対して技術提供

を行う。 

 

（３）海域で発生する地震及び火山活動に関する研

究開発 

 近年、我が国では、兵庫県南部地震(1995年)、東

北地方太平洋沖地震(2011年)、熊本地震(2016年)、

北海道胆振東部地震（2018年）のような地震や、そ

れに伴い発生する津波による災害が多発している。

また、鬼界カルデラを始めとする海域火山による突
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築と、データの取得・解析を通じたメカニズムの理解等の科学的

知見の充実が課題となっている。 

 このため、機構は、地震発生メカニズムの理解、プレート固着

の現状把握と推移予測及び海域火山活動の予測研究に資するデ

ータと知見を蓄積し、地震調査研究推進本部、気象庁、防災科学

技術研究所、大学等の関係機関に情報提供することで、地震活動

に関する現状把握・長期評価及び海域火山活動評価に貢献する。 

 これを実現するために、防災科学技術研究所や大学等の関係

機関と連携して、南海トラフ地震の想定震源域等を中心とした、

広域かつ精緻なデータを連続的にリアルタイムで取得する海底

地殻変動観測設備の整備・高度化を進めるとともに、高精度の海

底地下構造調査、海底堆積物・海底下岩石試料の採取・分析を実

施する。これにより得られたデータと既存のデータの統合・解析

を行うことで、地震発生帯モデル及びプレート固着状態に関す

る推移予測手法の高度化を行う。また、海域火山に係る先進的な

観測手段を確立し、海域火山周辺において火山活動の現状把握

を行うとともに、地球内部構造や熱・物質循環機構等の解析を進

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 そこで、大学や防災科学研究所等の関係機関と連携して、地震

の再来が危惧されている南海トラフの想定震源域や日本周辺海

域・西太平洋域において、研究船や各種観測機器等を用いて海域

地震や火山に関わる調査・観測を実施し、地震・火山活動の現状

把握と実態解明を行う。さらに、これら観測によって得られるデ

ータを解析する手法を高度化し、大規模かつ高精度な数値シミ

ュレーションにより地震・火山活動の推移予測を行う。 

 本課題では、これらの取組によって得られた科学的知見を国

等に提供することで災害の軽減に資するとともに、SDGs目標 11

（住み続けられるまちづくりを）も念頭に、我が国と同様に地

震・津波・火山活動による災害が多発する各国への調査観測の展

開や研究成果の応用を試みる。 

  

 

 

 

 

 

①海域観測による地震発生帯の実態把握 

 海底下で発生する地震は、陸域と比較して未だ実態の把握が

大幅に遅れている。そこで、地震活動の現状把握と実態解明のた

めに、広域かつ精緻な観測データをリアルタイムで取得する海

底地殻変動・地震活動観測技術システムを開発し、展開する。特

に、巨大地震・津波の発生源として緊急性や重要性が高い海域を

中心に三次元地殻構造や地殻活動、断層物性、地震活動履歴等に

係る調査を実施する。また、これら観測システム及び調査によっ

て得られた各種データセットは、地震調査研究推進本部等、我が

国の関係機関で地震発生帯の現状評価等に活用されるように広

く情報提供する。さらに、これら日本周辺での知見に加えて、ア

ジア太平洋地域の地震・津波の実態解明と防災研究推進のため

の広域的な共同研究体制を構築する。 

 具体的には 2021年度までに、 

・海底地殻変動観測の高度化を目的とした、地震・津波観測監視

発的な災害も危惧されており、大規模な火山噴火に

よる津波の発生も重大なリスクである。 

 そこで、大学や防災科学研究所等の関係機関と連

携して、地震の再来が危惧されている南海トラフの

想定震源域や日本周辺海域・西太平洋域において、

研究船や各種観測機器等を用いて海域地震や火山に

関わる調査・観測を実施し、地震・火山活動の現状

把握と実態解明を行う。さらに、これら観測によっ

て得られるデータを解析する手法を高度化し、大規

模かつ高精度な数値シミュレーションにより地震・

火山活動の推移予測を行う。 

本課題では、これらの取組によって得られた科学

的知見を国等に提供することで災害の軽減に資する

とともに、SDGs目標 11（住み続けられるまちづくり

を）も念頭に、我が国と同様に地震・津波・火山活

動による災害が多発する各国への調査観測の展開や

研究成果の応用を試みる。 

 

①海域観測による地震発生帯の実態把握 

海底下で発生する地震は、陸域と比較して未だ実

態の把握が大幅に遅れている。そこで、地震活動の

現状把握と実態解明のために、広域かつ精緻な観測

データをリアルタイムで取得する海底地殻変動・地

震活動観測技術システムを開発し、展開する。特に、

巨大地震・津波の発生源として緊急性や重要性が高

い海域を中心に三次元地殻構造や地殻活動、断層物

性、地震活動履歴等に係る調査を実施する。また、

これら観測システム及び調査によって得られた各種

データセットは、地震調査研究推進本部等、我が国

の関係機関で地震発生帯の現状評価等に活用される

ように広く情報提供する。さらに、これら日本周辺

での知見に加えて、アジア太平洋地域の地震・津波

の実態解明と防災研究推進のための広域的な共同研
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システム（DONET）設置海域における海域実証試験 

・光ファイバーセンシング等の新たな海底地殻変動・地震活動

観測技術や、より広域な観測を効率的に行うための無人自動

観測技術の開発 

・南海トラフ等の重要海域における複雑な断層形状や断層付近

の各種物性を三次元的に捉えるための構造探査及び海底地震

観測 

・海底堆積物の採取及び解析による地震発生履歴の調査 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・連続リアルタイム海底地殻変動観測システムの DONET 設置海

域等への広域展開 

・南海トラフ等における詳細な構造探査及び海底地震観測や、

これまでデータが不足していた千島海溝・日本海溝等におけ

る広域構造及び地殻活動の調査 

・海底堆積物に基づく地震履歴調査手法の確立と重要海域への

適用 

等に取り組む。また、以上の調査・観測から得られたデータを詳

細に解析し、地震発生帯の実態把握に係る知見として、国、地方

公共団体、関係機関へ提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

究体制を構築する。 

令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・連続リアルタイム海底地殻変動観測に向けて、傾

斜計等センサーの設置、水圧計の較正を実施する。 

・光ファイバーセンシング等の新たな海底地殻活動

観測技術や、より広域な観測を効率的に行うため

に無人自動的観測技術の開発を行う。具体的には

光ファイバーセンサーの精度評価を進めるととも

に、成果公表を行う。また、海底地殻変動データ

の無人自動データ取得システムの開発、データ取

得・評価を進める。 

・南海トラフ等重要海域においては、断層の複雑な

形状や断層付近の各種物性を三次元的に捉えるた

めの構造探査や海底地震・地殻変動観測を行う。 

・既存データにより南海トラフの詳細構造の解析を

進め成果公表を行う。構造を三次元的に捉えるた

めの観測を実施するとともに、中間評価時までの

成果の取りまとめに係る詳細な工程を作成する。

その工程に沿った成果公表を行う。 

・千島海溝等重要海域での広域調査を実施するとと

もに、中間評価時までの成果の取りまとめに係る

詳細な工程を作成する。その工程に沿った成果公

表を行う。 

・今後の地震発生帯モデル構築を念頭に IODP 南海

掘削試料等、沈み込み帯の地質試料の解析を進め、

成果公表を行う。 

・既存の試料及び地球深部探査船「ちきゅう」の航

海によって得られた資試料の分析による地震発生

履歴に関する研究を進める。 

・IODP航海による東北沖地震震源域での試料採取を

実施し、処理解析を進める。 

・歴史津波の波源の解明を実施するともに、成果公

表を行う。 
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②地震・津波の発生過程の理解とその予測 

 地震発生帯の現状把握・長期評価へ貢献するために、地震発生

帯の調査観測から得られた最新の観測データに基づき、地震発

生メカニズムの理解やプレート固着の現状把握と推移予測に資

する知見を蓄積する。そのためには、まず、①で取得した各種デ

ータと既存データ等を統合してこれまでに機構で開発された地

震発生帯モデルを高精度化し、それらモデルを用いた地震発生

帯変動の計算結果と観測データの解析による現状把握及び推移

予測の手法を確立する。同時に、これまでに構築してきた即時津

波被害予測システムの高度化を進める。得られた知見は、国等の

地震・津波被害想定や現状評価のための情報として提供すると

ともに、（４）とも連携して社会へ情報発信する。 

 具体的には 2021年度までに、 

・新たな観測システム、調査・観測、実験によって得られたデー

タを用いた三次元地震発生帯地下構造モデルの構築 

・地震発生帯における地殻活動の変動状況の把握と予測のため

のデータ同化手法の高精度化 

・海底地すべり等、地震以外の津波発生源を考慮した、即時津波

被害予測システムの高度化 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・三次元地震発生帯地下構造モデルの高度化と、同モデルを用

いた地震の発生、地震波の伝播、津波の発生等の各過程に関す

るシミュレーションや、地殻活動のデータ解析の実施 

・掘削による実断層サンプルを用いた力学実験結果に基づく、

断層運動の力学過程のモデル化 

・観測から得られたデータを詳細に解析し、地震発

生帯の実態把握を行う。その結果を知見として、

国、自治体、関係機関への情報提供を行うととも

に、新たな提供先の検討を進める。 

・アジア太平洋地域での共同研究の実施と新たな共

同研究策定にむけての検討を進める。 

 

②地震・津波の発生過程の理解とその予測 

 地震発生帯の現状把握・長期評価へ貢献するため

に、地震発生帯の調査観測から得られた最新の観測

データに基づき、地震発生メカニズムの理解やプレ

ート固着の現状把握と推移予測に資する知見を蓄積

する。そのためには、まず、①で取得した各種デー

タと既存データ等を統合してこれまでに機構で開発

された地震発生帯モデルを高精度化し、それらモデ

ルを用いた地震発生帯変動の計算結果と観測データ

の解析による現状把握及び推移予測の手法を確立す

る。同時に、これまでに構築してきた即時津波被害

予測システムの高度化を進める。得られた知見は、

国等の地震・津波被害想定や現状評価のための情報

として提供するとともに、（４）とも連携して社会へ

情報発信する。 

 令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・中間評価までの工程に基づき、南海トラフ等特定

の地域の三次元地震発生帯地下構造モデルの構築

を進める。 

・日本周辺海域・沿岸域の三次元プレート構造モデ

ルと地震波速度構造モデルを構築する。 

・プレート境界の変動メカニズムを把握し、地震発

生帯における地殻活動の変動状況の把握と予測の

ためのデータ同化手法を高精度化する。具体的に

は、地殻活動データの解析を進め、プレート固着

の現状評価に関する成果公表を行う。また、プレ
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・データ同化手法を用いたプレート固着状態の推移予測の試行 

・防災科学技術研究所等の関係機関との協力により高度化した

即時津波被害予測システムの社会実装 

等に取り組む。また、これらに取り組むことにより、地震・津波

の発生過程の理解とその予測を進め、得られた知見及びデータ

を国、関係機関等へ提供する。 

 

 

③火山及び地球変動要因としての地球内部活動の状況把握と変

動予測 

 海底火山の噴火は、突発的かつ大規模な災害をもたらし、また

地球環境への影響が非常に大きい。これら火山災害の発生予測

や地球環境への影響評価を行うためには、その原因となる熱、マ

グマ、流体の発生と輸送現象、噴火履歴や噴火推移、更にそれら

の準備過程に当たる地球内部活動を理解することが重要であ

る。そこで、本課題では、国際深海科学掘削計画（IODP）の下で

地球深部探査船「ちきゅう」等を用いた海洋掘削を推進し、海底

火山活動の観測、調査、地質試料の採取分析によって活動履歴、

過去の噴火様式等の現状を把握する。また、得られたデータや知

見を用いて地球内部構造や物質の収支等を推定し、火山活動を

支配する地球内部流体やエネルギーの循環機構、マグマ供給の

仕組み等を、単体の火山からグローバルな規模まで解明する。 

 具体的には 2021年度までに、 

・無人自動観測システムと海底観測機器を組み合わせた海域火

山観測システムの開発 

・我が国最大規模のカルデラ等を対象とした構造探査、火山体

の海底調査、岩石試料の採取 

・火山活動の現状把握とマグマや流体の生成から噴火に至る過

程及び様式の理解に基づいて得られる海底火山活動の予測に

資するデータ及び知見の国及び大学等研究機関への提供 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに 

・伊豆・小笠原弧等の海底火山における海域火山観測システム

ート固着推移予測のためのデータ同化手法の高精

度化を進め成果公表を行う。 

・海底地すべり等、地震以外の津波発生源を考慮し

た津波シナリオを考慮し、より現実に即した津波

被害予測システムの高度化を実施し、成果公表を

行う。 

・国等へのデータと成果の提供を進める。 

 

③火山及び地球変動要因としての地球内部活動の状

況把握と変動予測 

海底火山の噴火は、突発的かつ大規模な災害をも

たらし、また地球環境への影響が非常に大きい。こ

れら火山災害の発生予測や地球環境への影響評価を

行うためには、その原因となる熱、マグマ、流体の

発生と輸送現象、噴火履歴や噴火推移､更にそれらの

準備過程に当たる地球内部活動を理解することが重

要である。そこで、本課題では、IODPの下で地球深

部探査船「ちきゅう」等を用いた海洋掘削を推進し、

海底火山活動の観測、調査、地質試料の採取分析に

よって活動履歴、過去の噴火様式等の現状を把握す

る。また、得られたデータや知見を用いて地球内部

構造や物質の収支等を推定し、火山活動を支配する

地球内部流体やエネルギーの循環機構、マグマ供給

の仕組み等を、単体の火山からグローバルな規模ま

で解明する。 

 令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・令和元年度に実施した海域火山活動観測システム

の評価に基づくシステムの改良を行い、新たなデ

ータの取得を進める。 

・大規模カルデラでの地球物理学的調査を実施する

とともに、令和 3 年度に実施する火山体構造探査

の実施計画を策定する。 

・海域火山での岩石採取を行い、その分析を進める
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（４）数理科学的手法による海洋地球情報の高度化及び最適化

に係る研究開発 

 人間の経済・社会活動が多岐にわたり、生態系と生物多様性の

破壊、気候変動、海洋酸性化など、人間活動が地球システムの機

能に大きな影響を及ぼすに至った今日において、将来にわたっ

て豊かな社会を存続させるためには、相互に関連している地球

環境、経済及び社会の諸課題に対して統合的に取り組み、解決し

ていくことが必要となっている。従来、上述（１）から（３）の

ような個別の研究開発課題で得られる知見を基に対策が検討さ

れてきた。しかし、これら種々の対策には、地球環境、経済及び

社会に与える効果が、相乗便益（コベネフィット）をもたらすも

ののほか、一方を達成しようとすると他方を犠牲にしなければ

ならないトレードオフの関係に立つものもあるため、その効果

を科学的見地から検証し、有意な対策を選択していくことが必

を用いた火山活動の現状把握 

・継続的な各種調査・観測の実施、試料の採取及び分析により蓄

積された知見を活用した、国内外の火山の中長期活動や噴火

過程の比較検証 

・「ちきゅう」等を用いた火山体深部や海洋地殻の実態と形成過

程の解明を目指した海洋掘削を可能とするためのデータ及び

研究成果の創出 

等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）数理科学的手法による海洋地球情報の高度化及び最適化

に係る研究開発 

 本課題では、非常に複雑なふるまいを示す地球システムの変

動と人間活動との相互関連性の理解を推進する目的で、（１）

（２）（３）の研究開発過程で逐次得られる全てのデータを連携

する手法と、連携された膨大なデータの高効率かつ最適な処理

を可能にする数理的解析手法を開発し、相互関連性を見いだす

ための研究開発を行う。これらの実行によって、地球システムに

内在する未知なる因果関係（環境変動を介在した地殻活動と生

態系変動の関係等）を抽出するとともに、得られた解析結果を活

用し、これまでにない視点から様々な利用者のニーズに即して

最適化された情報の創生を目指す。 

 そのため、１）多様な数値解析とその検証に係る手法群の研究

開発、２）それらの数値解析結果を活用した情報創生のための研

とともに、これまでの結果の成果公表を行う。 

・得られる知見を活用し、地球深部探査船「ちきゅ

う」などを用いた火山体深部や海洋地殻の実体解

明を目指した海洋掘削プロジェクトを推進する。

具体的には、国内外の研究者と連携し IODP海洋地

殻掘削提案書のプロポーザルを作成する。 

・単体の火山からよりグローバルな規模で火山活動

の現状把握とマグマや流体生成から噴火に至る噴

火過程・様式の理解に資する研究を進めるととも

に、火山研究機関等と本取り組みに関する共同研

究を開始し、研究成果の活用を進める。 

・グローバルスケールでの地球内部流体やエネルギ

ーの循環機構、マグマ供給の仕組みの解明のため、

環太平洋域でのデータ取得、データ解析・試料分

析を進め、その成果公表を行う。 

・火山と地球内部研究から得られた知見や成果を、

国、自治体、関係機関等への情報提供を行うとと

もに、適切な提供方法を検討する。 

 

（４）数理科学的手法による海洋地球情報の高度化

及び最適化に係る研究開発 

本課題では、非常に複雑なふるまいを示す地球シ

ステムの変動と人間活動との相互関連性の理解を推

進する目的で、（１）（２）（３）の研究開発過程で逐

次得られる全てのデータを連携する手法と、連携さ

れた膨大なデータの高効率かつ最適な処理を可能に

する数理的解析手法を開発し、相互関連性を見いだ

すための研究開発を行う。これらの実行によって、

地球システムに内在する未知なる因果関係（環境変

動を介在した地殻活動と生態系変動の関係等）を抽

出するとともに、得られた解析結果を活用し、これ

までにない視点から様々な利用者のニーズに即して

最適化された情報の創生を目指す。 
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要とされている。 

 このため、機構は、複雑に絡み合う海洋・地球・生命間の相互

関連性を発見・解明するために、高度な数値解析を効率的に行う

情報基盤の整備・運用を図りつつ、機構内の様々な分野の研究者

及び技術者や国内外の関連機関等と連携して、海洋・地球・生命

に関する情報・データを収集・蓄積するとともに、高度化した数

理科学的手法を用いてこれらのデータを整理、統合、解析する。

また、高性能なユーザインターフェースを構築して、数理科学及

び情報科学の専門知識を有しない利用者のニーズにも即して最

適化した情報を創生し、提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

究開発、３）数値解析や情報創生を効率的に実行する機能を備え

た実行基盤の整備・運用に取り組む。 

 また、前述の利用者のニーズに最適化した情報を広く発信す

ることによって、政策的課題の解決や持続的な社会経済システ

ムの発展に貢献する。さらに、本取組の国内外の関係機関への拡

張を試みることで、より高度で有用な情報を創生するためのフ

レームワークの構築を目指す。 

 

 

 

 

 

①数値解析及びその検証手法群の研究開発 

 地球システムを構成する多種多様な現象に対し、時空間スケ

ールが全く異なるデータを連携させるために、それらの規格を

統一するためのデータ変換ツールを開発する。また、規格の統一

により連携が可能となったデータに対して数理的処理を施すた

めに、時間発展計算、データ同化等に加えて、人工知能に代表さ

れる先端的な機能を含む各種の数値解析手法群を集約した大規

模数値解析基盤システム「数値解析リポジトリ」を開発する。さ

らに、リポジトリ開発の一環として、数値解析の品質を保証する

ための検証技術の開発も行う。 

 具体的には 2021年度までに、 

・「 数値解析リポジトリ」のグランドデザイン、複数の数値解析

手法群の開発、統一規格への変換ツール開発と、機構のデータ

群を用いた有用性の検証 

・数値解析結果に対する、品質と信頼性を担保するための検証

手法の開発 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・機構のデータ連携、数値解析手法及びその検証技術の更なる

高度化と拡充 

・「数値解析リポジトリ」の高度化及び拡充のための内外の利用

そのため、１）多様な数値解析とその検証に係る

手法群の研究開発、２）それらの数値解析結果を活

用した情報創生のための研究開発、３）数値解析や

情報創生を効率的に実行する機能を備えた実行基盤

の整備・運用に取り組む。 

また、前述の利用者のニーズに最適化した情報を

広く発信することによって、政策的課題の解決や持

続的な社会経済システムの発展に貢献する。さらに、

本取組の国内外の関係機関への拡張を試みること

で、より高度で有用な情報を創生するためのフレー

ムワークの構築を目指す。 

 

①数値解析及びその検証手法群の研究開発 

地球システムを構成する多種多様な現象に対し、

時空間スケールが全く異なるデータを連携させるた

めに、それらの規格を統一するためのデータ変換ツ

ールを開発する。また、規格の統一により連携が可

能となったデータに対して数理的処理を施すため

に、時間発展計算、データ同化等に加えて、人工知

能に代表される先端的な機能を含む各種の数値解析

手法群を集約した大規模数値解析基盤システム「数

値解析リポジトリ」を開発する。さらに、リポジト

リ開発の一環として、数値解析の品質を保証するた

めの検証技術の開発も行う。 

令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・「数値解析リポジトリ」のグランドデザインのた

め、フィージビリスタディを継続する。具体的に

は、粒子法、粘弾塑脆性モデル、高性能流体シミ

ュレータ、同期現象モデルなど多岐に渡るアプリ

ケーションのアルゴリズム開発を実施し、多くの

学際研究等について、その実現可能性を探る。 

・数値解析結果に対して品質と信頼性を担保するた

めの検証手法のプロトタイプを、令和元年度に構
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者との連携並びに国内外関係機関との協働 

等に取り組む。 

 

②数値解析結果を活用した高度かつ最適な情報創生に係る研究

開発 

 「数値解析リポジトリ」等により出力されたデータを効率的に

蓄積・管理するとともに、先端的なデータ解析・分析機能を備え

た大規模データシステム「四次元仮想地球」を開発する。また、

本システムを用いて、複雑に絡み合う地球システムの相互関連

性を発見・解明するとともに、解明した相互関連性を基に利用者

ニーズに即して最適化した情報を創生し、より価値のある情報

として社会に提供する。本システムについては、「産学官」の利

用者と協働の下で開発を推進し、利用者自身が情報を創生する

ことも考慮したインターフェースを実装するとともに、社会的

活用を視野に入れ、四次元情報可視化コンテンツの開発を行う。 

 「四次元仮想地球」は、「数値解析リポジトリ」との連動を前

提とした具体的な情報の創生を念頭におきながら開発や整備を

進める。 

 具体的には 2021年度までに、 

・南海トラフ地震への備えに貢献することを目的とした、（３）

の三次元地震発生帯地下構造モデルも活用した数値解析によ

る、ライフライン、交通網ネットワーク、産業集積地等に関す

る地震動の影響に係る情報の創生 

・地域ごとの気候・気象条件と特定生物種の発生増減による伝

染病リスクとの相関関係や、黒潮大蛇行や海水温変動と海洋

生物資源分布の変化との関係等の情報の創生 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・高度かつ最適な情報の創生と社会発信を持続的なものとする

ため利用者との協働による創生可能な情報の拡充 

・情報の更なる高度化・最適化を目的とした、国内外の関係機関

とのデータ連携等の促進 

等に取り組む。 

築された理論と定式化に基づくプログラムとして

開発することに着手する。 

 

②数値解析結果を活用した高度かつ最適な情報創生

に係る研究開発 

「数値解析リポジトリ」等により出力されたデー

タを効率的に蓄積・管理するとともに、先端的なデ

ータ解析・分析機能を備えた大規模データシステム

「四次元仮想地球」を開発する。また、本システム

を用いて、複雑に絡み合う地球システムの相互関連

性を発見・解明するとともに、解明した相互関連性

を基に利用者ニーズに即して最適化した情報を創生

し、より価値のある情報として社会に提供する。本

システムについては、「産学官」の利用者と協働の下

で開発を推進し、利用者自身が情報を創生すること

も考慮したインターフェースを実装するとともに、

社会的活用を視野に入れ、四次元情報可視化コンテ

ンツの開発を行う。 

「四次元仮想地球」は、「数値解析リポジトリ」と

の連動を前提とした具体的な情報の創生を念頭にお

きながら開発や整備を進める。 

令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・「四次元仮想地球」のグランドデザインのため、フ

ィージビリスタディを継続する。具体的には、海洋・

地球・生命のデータの特定のユーザを選定し、ユー

ザにとって使い易いデータの統一的流通の形、その

ためのデータの収集・機能の方法を継続して考案し、

一部、プログラムとして開発する。また、プラネタ

リウムを想定した、四次元データの可視化手法のプ

ロトタイプをプログラムとして開発することに着手

する。 

・観測データ等を基にした地殻と都市の解析モデル

の構築と、それを使った地震被害シミュレーション
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（５）挑戦的・独創的な研究開発と先端的基盤技術の開発 

 海洋は、氷海域、深海底、海底下深部等の到達困難な領域や多

種多様な未知の生物種が存在するなど、今なお人類に残された

フロンティアである。これらフロンティアへの挑戦や新たな分

野の開拓のためには、これを可能にする科学的・技術的な知的基

 

 

 

 

 

 

③情報創生のための最適な実行基盤の整備・運用 

 本課題を効率的に実現するため、「数値解析リポジトリ」及び

「四次元仮想地球」の実行基盤として、膨大なデータの取扱いに

適した機能を有する高速な計算機システム、データサーバ、そし

てそれらを接続する高速ネットワークを整備する。実行基盤の

整備及び運用は、国内外機関との相互共有も考慮し、セキュリテ

ィを確保した上で互換性を重視して進め、他機関との連携を容

易にすることでより多くの利用者の獲得を促す。これにより、

「数値解析リポジトリ」及び「四次元仮想地球」の高度化、拡充

等の推進に資する。そのため、2021 年度までに最適なハードウ

エアの検討、整備等に取り組み、2025 年度までに、実行基盤の

安定的な運用体制の確立、利便性の向上を図るとともに、国内外

機関とのデータ連携の促進等に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）挑戦的・独創的な研究開発と先端的基盤技術の開発 

海洋表層から深海底にいたる膨大な海洋空間及びその地下空

間は、その多くが未だ人類にとっての研究開発の空白領域であ

り、更にその極限ともいうべき深海や、氷に閉ざされた極域、そ

の下に広がる海底下等の環境は、まさに地球に残された最後の

による付加価値情報の創生を行う。また、地域ごと

の気候・気象条件と特定生物種の発生増減による伝

染病リスクとの相関関係や、黒潮大蛇行や海水温変

動と海洋生物資源分布の変化との関係に関する付加

価値情報の創生を継続して行う。 

 

③情報創生のための最適な実行基盤の整備・運用 

本課題を効率的に実現するため、「数値解析リポジ

トリ」及び「四次元仮想地球」の実行基盤として、

膨大なデータの取扱いに適した機能を有する高速な

計算機システム、データサーバ、そしてそれらを接

続する高速ネットワークを整備する。実行基盤の整

備及び運用は、国内外機関との相互共有も考慮し、

セキュリティを確保した上で互換性を重視して進

め、他機関との連携を容易にすることでより多くの

利用者の獲得を促す。これにより、「数値解析リポジ

トリ」及び「四次元仮想地球」の高度化、拡充等の

推進に資する。 

令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・実行基盤の整備においては、国内外機関との相互

共有も考慮し、令和元年度に引き続きセキュリテ

ィを確保した上で互換性を重視して進める。 

・実行基盤の運用に当たっては、当初より、データ

連携と数値解析手法の「数値解析リポジトリ」へ

の実装を促し、令和元年度に引き続き「数値解析

リポジトリ」と「四次元仮想地球」の高度化と拡

充等を効率的に進める。 

 

（５）挑戦的・独創的な研究開発と先端的基盤技術

の開発 

海洋表層から深海底にいたる膨大な海洋空間及び

その地下空間は、その多くが未だ人類にとっての研

究開発の空白領域であり、更にその極限ともいうべ
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盤を構築し、その利用を推進することが必要であり、これによ

り、人類の知的資産の創造や新たなイノベーション創出に貢献

することが期待できる。 

 このため、機構は、世界をリードする新たな学術領域や技術領

域の開拓に向けて、分野や組織の枠を越えた柔軟かつ機動的な

研究体制を構築することなどにより、新規性・独創性を有する挑

戦的な科学研究に取り組むとともに、研究者の自由な発想や新

技術の組合せによるボトムアップ型の技術開発を推進する。こ

れにより、将来を見据えた研究・技術シーズや我が国独自の独創

的な技術基盤を創出する。 

 また、上述（１）から（３）の研究開発課題の成果最大化を図

るとともに、MDAに資する海洋調査・観測体制の強化など、我が

国の海洋政策等の推進に貢献するために、未踏のフロンティア

への挑戦に不可欠な海洋調査・観測用のプラットフォームを展

開し、その運用技術及び技能の向上を図るとともに、海洋ロボテ

ィクス、深海探査技術、大水深・大深度掘削技術等の海洋調査・

観測技術の高度化に取り組む。これにより、同プラットフォーム

の安全かつ効率的な運用を実現するとともに、氷海域及び深海

底を含む多様な海洋・海底下環境に対応する高精度な探査・調査

能力を獲得する。 

フロンティアである。これらフロンティアへの挑戦や新たな分

野を切り拓くための科学的・技術的な知的基盤を構築し、機構内

外での利用を推進することにより、人類の知的資産の創造や新

たなイノベーションの創出に貢献するため、挑戦的・独創的な研

究開発と先端的基盤技術の開発に取り組む。 

 

 

 

 

①挑戦的・独創的な研究開発の推進 

 本課題では、海洋空間という、遠隔観測可能な宇宙をも凌駕す

る不可視領域を有する極限的な環境、あるいは地球最後のフロ

ンティアに対し、以下に示すような挑戦的・独創的な研究開発に

取り組むことにより、将来の「海洋国家日本」を支える飛躍知及

びイノベーション創出に向けた科学的・技術的な知的基盤の構

築を実現する。また、挑戦的・独創的な取組や、そこから得られ

る成果によって、あらゆる世代の国民の科学・技術への興味と関

心を喚起し、ひいては我が国の科学技術政策の推進に大きく貢

献する。さらに、本課題は 10～20年後の飛躍知やイノベーショ

ンの創出につながるような将来への投資という側面だけでな

く、その特性を生かして、（１）（２）（３）の各研究開発の基礎

を支え、それら異なる分野の連携を促進し、課題解決を加速する

といった側面からも取り組み、研究開発成果の最大化や科学的

価値向上にも貢献する。 

 

 

 

 

（イ）柔軟かつ自由な発想に基づく基礎及び挑戦的・独創的な研

究 

 本課題では、将来的な学術のパラダイムシフトを導くような

飛躍的成果や体系理解の創出を最大の目的として、不確実性の

高い挑戦的・独創的な研究に取り組む。特に、既に世界を先導す

き深海や、氷に閉ざされた極域、その下に広がる海

底下等の環境は、まさに地球に残された最後のフロ

ンティアである。これらフロンティアへの挑戦や新

たな分野を切り拓くための科学的・技術的な知的基

盤を構築し、機構内外での利用を推進することによ

り、人類の知的資産の創造や新たなイノベーション

の創出に貢献するため、挑戦的・独創的な研究開発

と先端的基盤技術の開発に取り組む。 

 

①挑戦的・独創的な研究開発の推進 

本課題では、海洋空間という、遠隔観測可能な宇

宙をも凌駕する不可視領域を有する極限的な環境、

あるいは地球最後のフロンティアに対し、以下に示

すような挑戦的・独創的な研究開発に取り組むこと

により、将来の「海洋国家日本」を支える飛躍知及

びイノベーション創出に向けた科学的・技術的な知

的基盤の構築を実現する。また、挑戦的・独創的な

取組や、そこから得られる成果によって、あらゆる

世代の国民の科学・技術への興味と関心を喚起し、

ひいては我が国の科学技術政策の推進に大きく貢献

する。さらに、本課題は 10～20年後の飛躍知やイノ

ベーションの創出につながるような将来への投資と

いう側面だけでなく、その特性を生かして、（１）（２）

（３）の各研究開発の基礎を支え、それら異なる分

野の連携を促進し、課題解決を加速するといった側

面からも取り組み、研究開発成果の最大化や科学的

価値向上にも貢献する。 

 

（イ）柔軟かつ自由な発想に基づく基礎及び挑戦的・

独創的な研究 

本課題では、将来的な学術のパラダイムシフトを

導くような飛躍的成果や体系理解の創出を最大の目

的として、不確実性の高い挑戦的・独創的な研究に
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る萌芽性や傑出した独創性が認められる「生命の誕生」や「生命

と環境の共進化」に及ぼした海洋の役割の理解（重点テーマⓐ）、

暗黒の極限環境生態系における、未知の微生物の探索やその生

理機能の解明（重点テーマⓑ）等の研究を重点的に推進すること

により、本中長期目標期間内に関連研究分野の主流となるべく

成果を創出し、我が国が世界をリードする学術領域を構築する。 

 具体的には 2021年度までに、 

・最新の知見を統合した「深海熱水での生命誕生シナリオ」の提

示（ⓐ） 

・「真核生物の起源となったアーキア（古細菌）」や「光合成ある

いは化学合成に寄らない、電気をエネルギーとして利用する

電気化学合成微生物」の代謝機能の解明（ⓑ） 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・「深海熱水での生命誕生シナリオ」完全版の提示とその定着

（ⓐ） 

・地球を含めた太陽系における海洋の起源や普遍性に迫る新た

な海洋像の描出（ⓐ） 

・「極限環境に優占しつつも、形態や機能が一切不明のままであ

るバクテリア」や「最も原始的な真核生物と考えられる原生生

物」の代謝・生理機能の解明（ⓑ） 

・探索した未知の微生物が有する機能を付加した人工的な生命

機能の作成や、電気化学合成の仕組みを応用した物質生産シ

ステムに係る基盤的知見の創出（ⓑ） 

等に取り組む。これらにより、世界の当該分野における圧倒的な

先進性を誇る科学成果や新しい学術領域を築き、挑戦的・独創的

な研究開発の基盤を構築する。 

 

 

 

 

 

 

取り組む。特に、既に世界を先導する萌芽性や傑出

した独創性が認められる「生命の誕生」や「生命と

環境の共進化」に及ぼした海洋の役割の理解（重点

テーマⓐ）、暗黒の極限環境生態系における、未知の

微生物の探索やその生理機能の解明（重点テーマⓑ）

等の研究を重点的に推進することにより、本中長期

目標期間内に関連研究分野の主流となるべく成果を

創出し、我が国が世界をリードする学術領域を構築

する。 

令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・生命の起源における「液体/超臨 CO2化学進化説」

の理論構築・地質学的証拠の検証を行うとともに、

その実験的に検証に向けた液体 CO2 実験装置と分

析系の確立を行う。 

・生命の起源における「深海熱水電気化学メタボリ

ズファースト仮説」をサポートする諸素過程の実

験的検証を行う。 

・冥王代—太古代の大気—海洋環境における炭素・窒

素循環の再現に向けた室内実験を行うとともに、

地質学的証拠を検証する。 

・地球外海洋形成プロセスやその物理・化学性質の

検証に向けた、宇宙における岩石—水反応の理論計

算と再現実験による検証を行う。 

・人類起因型海洋危機の解決に向けた海洋生態系機

能活用のための海洋利用プラットフォーム（陸上・

海洋）の構築及びプラットフォームの試験運用を

行う。 

・航海や陸上の調査に基づく、培養やメタゲノムや

ウイロームといったオミクス解析による暗黒の生

態系探索、底生生物の幼生分散理解に向けた生物

学的因子データの取得、生物機能と物質循環の相

互作用理解に向けた定量的化学・同位体・活性デ

ータの取得を進める。 
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（ロ）未来の海洋科学技術を築く挑戦的・独創的な技術開発研究 

 本課題では、海洋科学技術を革新するような成果の創出を最

大の目的として、不確実性は高いものの、既存技術の発展的延長

に因らない挑戦的・独創的な技術開発研究に取り組む。特に、従

来の調査・観測においてはほとんど活用されていなかったが、既

に萌芽性が認められているレーザー加工や電気化学的な処理を

活用した計測、極微小領域や超高精度での分析といった新しい

技術を組み合わせた独自技術開発（重点テーマⓒ）に重点的に取

り組み、本中長期目標期間内に独創的な技術基盤を創出し、将来

の海洋研究開発を支える新技術を構築する。 

 具体的には 2021年度までに、 

・高温高圧な条件下において地震断層運動を再現する実験技術、

レーザー加工や電気化学的な処理による熱水利用に係る新技

術の確立（ⓒ） 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・震源域地震断層や沈み込むスラブ内における物理・化学反応

・探索した未知の微生物が有する機能に対するフェ

ムトリッターチャンバーアレイを用いた単一細胞

や単一分子レベルでのハイスループットスクリー

ニング及びオーダーメイド人工細胞を用いた特定

機能の特定・実験室内再構成を進める。 

・掘削調査等で得られたデータの解析を通じて地震

発生帯浅部の物性プロファイルを決定するととも

に、地震発生帯浅部の掘削試料の力学・流体移動・

熱特性に関する予察的実験を行う。 

・これまでに掘削及び海底調査で採取された火山岩

試料について網羅的な揮発性物質とその同位体比

の分析を行う。 

 これらの調査航海や実験に基づく研究のオープン

サイエンス化を促進することにより、次世代人材及

び分野融合研究者の育成に資する。 

 

（ロ）未来の海洋科学技術を築く挑戦的・独創的な

技術開発研究 

本課題では、海洋科学技術を革新するような成果

の創出を最大の目的として、不確実性は高いものの、

既存技術の発展的延長に因らない挑戦的・独創的な

技術開発研究に取り組む。特に、従来の調査・観測

においてはほとんど活用されていなかったが、既に

萌芽性が認められているレーザー加工や電気化学的

な処理を活用した計測、極微小領域や超高精度での

分析といった新しい技術を組み合わせた独自技術開

発（重点テーマⓒ）に重点的に取り組み、本中長期

目標期間内に独創的な技術基盤を創出し、将来の海

洋研究開発を支える新技術を構築する。 

令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・熱水利用技術開発に向けた異素材間接合に関する

レーザー加工手法の検証とスケール防護技術コン

セプトの実証実験を行う。 
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プロセスの解析に係る実験技術、水中レーザーを用いた、生物

を識別する技術や高精度に標準試料を加工する技術の確立

（ⓒ） 

等に取り組む。これらにより、未来の海洋科学研究を切り拓く全

く新しい技術開発の到達点を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②海洋調査プラットフォームに係る先端的基盤技術開発と運用 

 機構の研究開発成果の最大化や「SIP 革新的深海資源調査技

術」等の国等が推進する事業に資するため、海洋調査プラットフ

ォームに係る技術開発、改良（機能向上及び性能向上）、保守・

整備、運用を実施し、調査・観測能力の維持・向上を図る。特に、

7,000m 以深の海域や複雑な地形の海域さらに地震や火山活動が

活発な海域や熱水噴出域等は上述の研究課題の重要な研究対象

域であり、このような海域での調査・観測の安全性や精度の向

上、効率化が重要である。そのため、海洋調査プラットフォーム

の自動化、省力化、小型化といった海洋ロボティクスの発展を図

り、多様な観測活動に対応可能な次世代型無人探査機システム

等の開発・実装を進める。また、巨大地震発生メカニズムの解明

や海底下地下生命圏の探査や機能の解明、将来的なマントル掘

削等の実施に向け、大水深・大深度掘削に係る技術開発とその実

証を、（３）等の他の研究開発課題とも連携して段階的に進める。

・生物電気化学リアクター技術による天然ガス田か

ん水の効率的利活用にむけた実証実験を進める。  

・岩石に対する高出力レーザー加工に関する基礎現

象の実験による検証を行う。 

・海水や岩石といった液体・固体試料や生物試料に

対する微小領域高精度化学分析に関する要素分析

技術の開発を進める。 

・高温高圧高間隙水圧条件下における岩石物性実験

の改良・先鋭化を行う。 

・AIによる海洋生物の認識・分類法確立にむけた機

械学習アルゴリズムアプリケーション及びデジタ

ル証拠標本（virtual holotype）を開発するとと

もに、調査航海での機械学習用教師データ所得及

びそのハードウェアの改良を行う。 

 これらの研究開発において達成された技術やアイ

ディアの応用展開によって、産学官との連携・共同

研究を促進する。 

 

②海洋調査プラットフォームに係る先端的基盤技術

開発と運用 

機構の研究開発成果の最大化や「SIP 革新的深海

資源調査技術」等の国等が推進する事業に資するた

め、海洋調査プラットフォームに係る技術開発、改

良（機能向上及び性能向上）、保守・整備、運用を実

施し、調査・観測能力の維持・向上を図る。特に、

7,000m以深の海域や複雑な地形の海域、さらに地震

や火山活動が活発な海域や熱水噴出域等は上述の研

究課題の重要な研究対象域であり、このような海域

での調査・観測の安全性や精度の向上、効率化が重

要である。そのため、海洋調査プラットフォームの

自動化、省力化、小型化といった海洋ロボティクス

の発展を図り、多様な観測活動に対応可能な次世代

型無人探査機システム等の開発・実装を進める。ま
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さらに海洋調査プラットフォーム技術開発に係る国内外の様々

な関係機関との連携・協働や、上述の技術開発や ICT 等の先進

的な技術の導入と既存の手法・技術との融合を図ることにより、

スマートな海洋調査・観測や運用を進める。 

 これらの取組を通し海洋状況把握（MDA）を始めとする海洋に

関わる安全・安心の確保等、我が国の海洋政策の達成に貢献す

る。 

 

 

 

 

 

 

（イ）海洋調査プラットフォーム関連技術開発 

海洋由来の社会的な課題に対し、科学的な知見やデータを基

にした対応をしていくためには、検証可能かつ高精度な観測・調

査能力を確保し、海域の状況を適切に把握、モニタリングするこ

とが必須である。そのため「今後の深海探査システムの在り方に

ついて」（科学技術・学術審議会海洋開発分科会次世代深海探査

システム委員会（平成 28 年 8 月））による提言等に基づき、広

域かつ大水深域への対応が可能な、自律型を含む無人探査機シ

ステムを実装する。実装に当たっては国内外の動向を確認しつ

つ、他の機関とも協働することで、汎用性の高いシステムを実現

する。また、有人探査機については、当該システムによる成果を

踏まえつつ、次世代の有人探査機開発に向け継続的に検討する。 

具体的には 2021年度までに、 

・水深 7,000m を超える領域の調査が可能な無人探査機（ROV）

技術の確立 

・より大水深での調査を可能とする自律型無人探査機（AUV）の

技術開発 

等に取り組む。さらに、これらの進捗状況を踏まえ 2025年度ま

でに、 

・広域かつ網羅的な調査に対応可能な AUV技術の確立 

た、巨大地震発生メカニズムの解明や海底下地下生

命圏の探査や機能の解明、将来的なマントル掘削等

の実施に向け、大水深・大深度掘削に係る技術開発

とその実証を、（３）等の他の研究開発課題とも連携

して段階的に進める。さらに海洋調査プラットフォ

ーム技術開発に係る国内外の様々な関係機関との連

携・協働や、上述の技術開発や ICT 等の先進的な技

術の導入と既存の手法・技術との融合を図ることに

より、スマートな海洋調査・観測や運用を進める。 

これらの取組を通し海洋状況把握（MDA）を始めと

する海洋に関わる安全・安心の確保等、我が国の海

洋政策の達成に貢献する。 

 

（イ）海洋調査プラットフォーム関連技術開発 

海洋由来の社会的な課題に対し、科学的な知見や

データを基にした対応をしていくためには、検証可

能かつ高精度な観測・調査能力を確保し、海域の状

況を適切に把握、モニタリングすることが必須であ

る。そのため「今後の深海探査システムの在り方に

ついて」（科学技術・学術審議会海洋開発分科会次世

代深海探査システム委員会（平成 28 年 8 月））によ

る提言等に基づき、広域かつ大水深域への対応が可

能な、自律型を含む無人探査機システムを実装する。

実装に当たっては国内外の動向を確認しつつ、他の

機関とも協働することで、汎用性の高いシステムを

実現する。また、有人探査機については、当該シス

テムによる成果を踏まえつつ、次世代の有人探査機

開発に向け継続的に検討する。 

令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・7,000m以深での広域かつ網羅的な調査に対応可能

な次世代型無人探査システムを開発・実装するた

め、既存の一次ケーブルの「うねり」現象の数値

解析による評価を進めるとともに、既存の一次ケ
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・調査・観測の完全無人化に向けた技術的検討やそれら技術の

試行 

等に取り組む。また、本中長期目標期間を通じて、広く基盤的・

汎用的な観測システムやセンサ等の改良・開発を実施するとと

もに、各システムの特性も踏まえて、通信、測位、撮像等の各種

機能や装置について、高精度化、効率化のための自動化、省力

化、小型化等に係る技術開発を促進し、我が国の中核的な海洋先

端技術開発拠点となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ーブルに頼らない新コンセプト ROV に関するフィ

ジビリティスタディを実施する。また、研究者の

観測を支援するための自動観測システムを ROV に

搭載するために、映像情報から研究対象物を自動

抽出し、AI技術を用いて taggingするための自動

抽出ロジックを設計し、オフライン試験を実施す

る。また、4,000m級 AUVの機能向上を実施し、地

震発生が想定される海域での地形観測に関する精

度検証を実施する。加えて、7,000m以深に対応し

た AUVの詳細設計を行う。 

・海洋調査プラットフォームに係る技術開発の自動

化、省力化、小型化の促進を実現するため、AUVを

制御するソフトウェアのオープン化に係る他の関

係機関との調整を実施する。また、このオープン

化を検証するためのシミュレータ環境を検査・調

整する。さらに、海洋ロボット搭載品の標準規格

化を目指し、機構内及び機構外の関係機関と調整

しながら規格化案を策定する。 

・海洋調査・観測技術の高度化や海洋調査プラット

フォームの効率的運用の実現を目指し、水深

4,000m程度までの海域における ROVの運用効率化

を図るために、「かいこう」のランチャーを用いず

に「かいこう」のビークル単独で運用するランチ

ャーレス運用のデータ収集とシステム改善を行

う。 

・安全性の向上や研究者の要望の実現の為、各プラ

ットフォームの深海探査システムの機能向上を実

施する。 

・令和元年度に引き続き海洋観測システムやセンサ

等の技術開発及び研究開発を実施する。具体的に

は、マイクロ流体システム応用センサ及び汎用環

境計測システムについては、基本技術の完成に基

づき、設計計画書を作成する。また、多目的観測
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小型フロート（MOF）や多目的観測小型グライダー

（MOG）については、引き続き多様な項目の自動計

測に向けた開発・改良を進め、試作部品の詳細設

計図を作成するとともに、一部項目に対応した製

作に着手する。さらに、ブイ代替技術の確立に向

けたフラックス計測グライダー関連の技術開発・

改良を継続し、Wave-Glider での全球測位衛星シ

ステム（GNSS）を利用した応用観測に供するため

に、陸上評価試験、実海域での評価試験を実施す

る。加えて、船上採水作業自動化等の実現に向け

た基本技術検討を継続し、動作原理検証に向けた

評価機の開発計画書、設計指針書を製作するとと

もに、紫外線生物付着防止システム（紫外線 MGPS）

の実用版の詳細設計図を作成する。 

・海水の電気伝導度等のトレーサブルの確立に向

け、基本技術の検討を継続し、 SOP(Standard  

Operation Procedure)の基本技術・仕様検討書を

作成する。また ATP や DNA 等の生物化学基本要素

について、計測手法の標準化に向けた検討を継続

し、SOP の基本技術・仕様検討書の作成に着手す

る。 

・CLIVAR1/GOOS2 に貢献するため、インド洋 RAMAブ

イ網及び西太平洋トライトンブイ網の事前・事後

整備、並びに赤道域においてフラックス計測グラ

イダーの試験運用を実施する。また、ブイ網のリ

アルタイムデータ並びに回収データの品質管理を

行い、データを公開する。さらに、フラックス計

測グライダー、MOF の実海域運用に向けた整備・

改良を実施する。加えて、熱帯域観測に限らず、

RIGC（地球環境部門）依頼により MOG の整備・運

用を行い、取得データを提供する。 

・深海域における海中プラットフォームとの通信測

位システムについて、通信と測位を統合化し、高
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（ロ）大水深・大深度掘削技術開発 

巨大地震発生メカニズムの解明、海底下地下生命圏の探査や

機能の解明、将来的なマントル掘削等の実施に向け、大水深・大

深度での掘削技術やその関連技術、孔内現位置観測に係る技術

の確立が重要である。そのため、それらの科学的ニーズを把握す

るとともに、必要な技術開発項目を抽出の上、実行可能な開発計

画を策定し、段階的に実施する。 

具体的には 2021年度までに、複数種の機器類について試作機

製作を実施するとともに、それらの性能検証とコアリングシス

テムの構築に向けた浅海域での実証試験等に取り組む。さらに、

当該進捗状況を踏まえて 2025年度までに、新たに開発した機器

類による大水深・大深度での硬質岩掘削に向けた候補海域にお

ける試掘等の着実な進捗を図る。また、本中長期目標期間を通じ

て、その他掘削に係る基盤的な技術開発に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速化・高精度化するため、固定化されたターゲッ

トとの実験機による基礎試験を行う。 

・海中プラットフォームに適用する海中電磁波シス

テムについて、可視光を含む電磁波の海中伝搬特

性を把握するとともに、各波長域及び用途に対し

最適となる送受波機構について知見を得る。また、

電磁波伝搬の高効率化・高精度化を実現するシス

テムについて、実験機を用いた基礎実験を実施し、

問題点を抽出する。 

 

（ロ）大水深・大深度掘削技術開発 

巨大地震発生メカニズムの解明、海底下地下生命

圏の探査や機能の解明、将来的なマントル掘削等の

実施に向け、大水深・大深度での掘削技術やその関

連技術、孔内現位置観測に係る技術の確立が重要で

ある。そのため、それらの科学的ニーズを把握する

とともに、必要な技術開発項目を抽出の上、実行可

能な開発計画を策定し、段階的に実施する。 

令和 2年度には、以下の事項を実施する。 

・ライザーの増深化に関して、必要となるライザー

システムの全体構成や適用可能な鋼製素材及び各

部形状等を検討する。 

・硬岩用掘削・コアリング用ビットの要素試作及び

性能確認、並びに硬岩掘削システム(タービン方

式、振動方式等)の概念設計、要素試験及び既存機

器の改良を行う。 

・通信機能付きドリルパイプの非接触通信基本特性

の把握及び強度検討を行う。また、インフォマテ

ィクス掘削に不可欠な掘削データ取得装置にデー

タ分配スクリプトを組み込む。さらに、ドリルパ

イプダイナミクスを学習データに加えた機械学習

アルゴリズムを開発し、掘削地層特性や異常検知

などの予測モデルの向上を図る。 
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（ハ）海洋調査プラットフォームの整備・運用及び技術的向上 

 機構の保有する海洋調査プラットフォームについて、各研究

開発や社会からの要請に応じて安全性、法令遵守を担保しつつ

安定的に運用するために、各プラットフォームの経過年数や耐

用年数等も考慮しつつ、継続的な機能向上に取り組む。そのた

め、既存の手法・技術と（イ）及び（ロ）により開発された技術

や先進的な技術の融合を図ることにより、スマートな海洋調査・

観測や運用を進める。また、運用状況の適切なモニタリングを通

した効率的な維持管理手法を構築する。これらの取組によって

効率的な運用を実現しつつ、各研究開発課題と連携し、それぞれ

の計画達成に必要な最適な研究船の稼働日数確保に努める。さ

らに、「ちきゅう」については、IODPの国際枠組みの下、ちきゅ

う IODP運用委員会（CIB）による検討及び助言を受けて、機構が

策定した科学掘削計画に基づき運用する。 

 また、研究開発成果の円滑な創出に資するため、海洋調査プラ

ットフォームの利用者に対する科学的・技術的な支援を提供す

るとともに、継続的にそれらの熟成や向上を図り、取得されるデ

ータ等の品質管理の提供の迅速化を図る。 

具体的には、研究船上における研究設備の維持、管理を進める

とともに、研究航海計画の策定、研究船上での計測、試料採取及

び分析等の支援を行い、高品質の科学データ取得と成果の創出

に貢献する。得られた多量のデータや試料に関しては、機構内の

関係部署と連携し、適切に保管・管理し、運用していく。また、

海洋調査プラットフォームの利用者の育成や拡大を目指して、

関係機関とも連携して国内外に広く活動や成果を発信する。 

・将来のマントル掘削に係る国内外の科学者コミュ

ニティーと協働し、ワークショップやワーキング

グループ等の活動を通じて科学的ニーズを把握

し、主要な科学目的の達成のために必要な技術開

発項目を抽出する。 

 

（ハ）海洋調査プラットフォームの整備・運用及び

技術的向上 

機構の保有する海洋調査プラットフォームについ

て、各研究開発や社会からの要請に応じて安全性、

法令遵守を担保しつつ安定的に運用するために、各

プラットフォームの経過年数や耐用年数等も考慮し

つつ、継続的な機能向上に取り組む。そのため、既

存の手法・技術と（イ）及び（ロ）により開発され

た技術や先進的な技術の融合を図ることにより、ス

マートな海洋調査・観測や運用を進める。また、運

用状況の適切なモニタリングを通した効率的な維持

管理手法を構築する。これらの取組によって効率的

な運用を実現しつつ、各研究開発課題と連携し、そ

れぞれの計画達成に必要な最適な研究船の稼働日数

確保に努める。航海計画作成においては、研究航海

データベースを活用し、航海日数にダウンタイムが

発生しない線表を作成する。さらに、「ちきゅう」に

ついては、令和元年度末から開始した定期検査工事

及び大規模修繕工事を進め、法定検査を完了させる。

その後、SIP「革新的深海資源調査技術」において実

施する揚泥管及び揚降ツールの大水深域における揚

泥性能確認試験を実施するとともに科学掘削の実施

を検討する。また、IODPの国際枠組みの下、ちきゅ

う IODP運用委員会（CIB）を開催し、「ちきゅう」の

年間及び長期の科学掘削計画について助言を受け

る。引き続き国内外の関係者・機関とともに、2023

年 10 月以降の IODP の後継枠組みに関して議論す
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る。加えて、海洋調査プラットフォームの効率的か

つ国際的な運用に資する取組みの一つとして、「かい

めい」による欧州海洋研究掘削コンソーシアム

（ECORD）の IODP 研究航海の実施に向けて関係機関

と準備を進める。 

また、研究開発成果の円滑な創出に資するため、

海洋調査プラットフォームの利用者に対する科学

的・技術的な支援を提供するとともに、継続的にそ

れらの熟成や向上を図り、取得されるデータ等の品

質管理の提供の迅速化を図る。 

具体的には、研究船上における老朽化した研究設

備の改修・換装、各船舶の通信インフラの整備を進

めるとともに、セキュリティの強化を図る。研究航

海計画の策定、研究船上での計測、試料採取及び分

析等の支援を行い、高品質の科学データ取得と成果

の創出に貢献する。陸上研究施設に比肩する「ちき

ゅう」研究区画においては着岸中の利用機会を増や

し、海洋調査プラットフォームとしてのより効率的

な運用を図る。得られた多量のデータや試料に関し

ては、機構内の関係部署と連携し、適切に保管・管

理し、運用していく。また、海洋調査プラットフォ

ームの利用者の育成や拡大を目指して、関係機関と

も連携して国内外に広く活動や成果を発信する他、

「ちきゅう」をはじめとする海洋調査プラットフォ

ームを用いた SIP に係る試験・調査を通じて SIP の

技術開発に協力し、産学官連携の強化を図る。 

Ⅰ―２ 

Ⅰ．研究開発の成果の最

大化その他の業務の質の

向上に関する事項 

２．海洋科学技術におけ

る中核的機関の形成 

 

 

 

 

 

 

 

 機構は、前項で述べた基盤的研究開発を推進し、我が国の海洋

科学技術の中核的機関として、社会的・政策的課題や地球規模の

諸課題の解決に向け、関係機関に対して積極的に科学的知見を

提供していくことで、我が国の研究開発力の強化を目指す。加え

て、上記知見の提供や国際プロジェクトや海外機関との共同研

究等において主導的役割を果たすことで、我が国のみならず国

際的な海洋科学技術の中核的機関としてのプレゼンスの向上を

機構は、前項で述べた基盤的研究開発を推進し、

我が国の海洋科学技術の中核的機関として、社会的・

政策的課題や地球規模の諸課題の解決に向け、関係

機関に対して積極的に科学的知見を提供していくこ

とで、我が国の研究開発力の強化を目指す。加えて、

上記知見の提供や国際プロジェクトや海外機関との

共同研究等において主導的役割を果たすことで、我
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（１）関係機関との連携強化による研究開発成果の社会還元の

推進等 

 機構が、経済・社会的課題や地球規模の諸課題の解決に貢献し

ていくためには、国内外の大学や公的研究機関、民間企業等の関

係機関との連携・協働関係を今まで以上に推進していくととも

に、研究開発成果や知的財産を戦略的に活用していく必要があ

る。このため、機構は、成果やノウハウ等を知的財産として権利

化するのみならず、関係機関との新たな価値の協創のための連

携体制の構築や、萌芽的研究開発等の実施による将来の技術シ

ーズの創出に努める。その際、成果を経済・社会ニーズに即して

分かりやすく情報提供するとともに、論文・特許等の研究開発成

果を適切に把握・管理することが重要である。 

 機構は、我が国の海洋科学技術の中核的機関として、国際的な

目指す。そのため、国内外の大学や公的研究機関、関係府省庁、

民間企業、地方公共団体等との戦略的な連携や協働関係を構築

するとともに、機構における研究開発成果や知的財産を戦略的

に活用していくことで、成果の社会還元を着実に推進する。あわ

せて、国民の海洋科学技術に関する理解増進や異業種との人材

交流の推進、将来の海洋科学技術の更なる発展を担う若手人材

の育成にも貢献し、知・資金・人材の循環を活性化させることに

より、社会とともに新しい価値を創造していく。 

 さらに、研究開発成果の最大化を目的として、海洋科学技術に

関わる総合的な研究機関である強みを生かし、社会的・政策的 

なニーズを捉えて、機構が保有する多様な海洋調査プラットフ

ォームや計算機システム等の大型の研究開発基盤の供用を促進

するとともに、取得したデータ及びサンプルの利用拡大に取り

組む。 

 

 

 

 

 

 

(１)関係機関との連携強化による研究開発成果の社会還元の推

進等 

①国内の産学官との連携・協働及び研究開発成果の活用促進 

 科学的成果の創出を目指す過程で得た機構の知見を用いて、

Society5.0 を始めとする社会的・政策的な課題の解決と産業の

活性化を推進する。推進に当たっては、学術論文や特許等知的財

産を適切に把握し管理する。また、ノウハウ、アイディア等の管

理及び利活用や志向性の強い萌芽的研究開発の所内育成等を行

うことにより活用対象となり得る知的財産の拡大と充実を図

る。さらに、国、地方公共団体、大学、研究機関、民間企業等と

の連携関係を通じ、共同プロジェクトの実施や研究者・技術者の

人材交流、情報交換、交流会（機構自らが実施するものを含む）

への参加等に積極的に取り組むことにより、活用対象となり得

が国のみならず国際的な海洋科学技術の中核的機関

としてのプレゼンスの向上を目指す。そのため、国

内外の大学や公的研究機関、関係府省庁、民間企業、

地方公共団体等との戦略的な連携や協働関係を構築

するとともに、機構における研究開発成果や知的財

産を戦略的に活用していくことで、成果の社会還元

を着実に推進する。あわせて、国民の海洋科学技術

に関する理解増進や異業種との人材交流の推進、将

来の海洋科学技術の更なる発展を担う若手人材の育

成にも貢献し、知・資金・人材の循環を活性化させ

ることにより、社会とともに新しい価値を創造して

いく。 

さらに、研究開発成果の最大化を目的として、海

洋科学技術に関わる総合的な研究機関である強みを

生かし、社会的・政策的なニーズを捉えて、機構が

保有する多様な海洋調査プラットフォームや計算機

システム等の大型の研究開発基盤の供用を促進する

とともに、取得したデータ及びサンプルの利用拡大

に取り組む。 

 

(１）関係機関との連携強化による研究開発成果の社

会還元の推進等 

①国内の産学官との連携・協働及び研究開発成果の

活用促進 

科学的成果の創出を目指す過程で得た機構の知見

を用いて、Society5.0を始めとする社会的・政策的

な課題の解決と産業の活性化を推進する。推進に当

たっては、学術論文や特許等知的財産を適切に把握

し管理する。また、ノウハウ、アイディア等の管理

及び利活用や志向性の強い萌芽的研究開発の所内育

成等を行うことにより活用対象となり得る知的財産

の拡大と充実を図る。さらに、国、地方公共団体、

大学、研究機関、民間企業等との連携関係を通じ、
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枠組みに対し積極的に協力するとともに、海外の主要な研究機

関との連携を一層強化する。特に、国際深海科学掘削計画（IODP）

の下で、地球深部探査船「ちきゅう」を用いた科学掘削プロジェ

クトの進展を図るため、関係機関との連携強化、プロジェクトへ

の我が国からの参加推進や参加国の増加等に取り組む。 

機構の研究開発活動を活性化させ、その成果を更に発展させ

て社会へと還元していくために、種々の国のプロジェクトへ積

極的に参画していくとともに、民間資金等の外部資金の積極的

な導入を進める。さらに、機構の研究開発の成果を事業活動にお

いて活用し、又は活用しようとする者（成果活用事業者）に対す

る出資並びに人的及び技術的援助を行うものとする。 

将来の海洋立国を担う研究者及び技術者を育成するため、大

学、民間企業、公的研究機関等との連携体制を強化し、優れた若

手研究者や大学院生等を国内外から積極的に受け入れるととも

に、高等学校教育とも連携し、将来の海洋科学技術分野において

活躍しうる人材を確保するための裾野拡大に取り組む。国民の

海洋科学技術に関する理解増進を図るため、国民各層の特徴等

を踏まえた戦略的な普及広報活動を行う。活動にあたっては、機

構単体では難しい層へも広く周知を行うべく、分野を問わず

様々な企業・機関等と連携し、相乗効果を狙った活動にすること

が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る知的財産の発展・強化や訴求効果の向上を目指す。 

 これら諸活動は、特許等のライセンス、ベンチャー起業、各種

コンテンツ化による提供等個々の活用対象の特性を踏まえ、時

宜を得た方法で成果として結実させ、我が国の関連分野の研究

開発力の強化へと繋げる。また、各方法によって獲得した各種リ

ソースを用いて次なる研究開発に繋げるという、継続的な科学

的成果の創出サイクルを好循環させることを目指す。 

 さらに、地方公共団体が主体となり推進する各地域における

海洋産業振興施策、人材育成施策等との連携・協働を一層深化さ

せ、民間企業等との連携施策の結実を目指した活動を着実に推

進する。 

 加えて、「科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法

律」（平成 20年法律第 63号）に基づき、機構の研究開発の成果

を事業活動において活用し、又は活用しようとする者（成果活用

事業者）に対する出資並びに人的及び技術的援助を行うものと

し、機構の成果の一層の普及を図る。 

  

 

 

 

 

 ②国際協力の推進 

 機構は、我が国のみならず、国際的な海洋科学技術の中核的機

関として、機構及び我が国の国際的プレゼンスの向上を図りつ

つ、地球規模の諸課題の解決に貢献するため、海洋に関する国際

協力を推進する。そのため、関係する国連機関、国際プロジェク

ト、SDGsや持続可能な開発のための国連海洋科学の 10年（2021

～2030）等の各種国際枠組み等において、積極的に関与するとと

もに、必要な局面においては主導的役割を果たす。また、海外の

海洋研究機関等との共同研究や協定等による効果的な連携体制

の構築により、海洋科学技術分野の発展及び我が国の研究開発

力の強化に繋げる。 

 IODP 等の国際科学掘削計画に関しては、現行の枠組みにおけ

共同プロジェクトの実施や研究者・技術者の人材交

流、情報交換、交流会（機構自らが実施するものを

含む）への参加等に積極的に取り組むことにより、

活用対象となり得る知的財産の発展・強化や訴求効

果の向上を目指す。 

これら諸活動は、特許等のライセンス、ベンチャ

ー起業、各種コンテンツ化による提供等個々の活用

対象の特性を踏まえ、時宜を得た方法で成果として

結実させ、我が国の関連分野の研究開発力の強化へ

と繋げる。特にベンチャー起業については、科学技

術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平

成 30 年法律第 94 号）号に対応した体制・ルールの

検討、整備を行う。また、各方法によって獲得した

各種リソースを用いて次なる研究開発に繋げるとい

う、継続的な科学的成果の創出サイクルを好循環さ

せることを目指す。 

さらに、地方公共団体が主体となり推進する各地

域における海洋産業振興施策、人材育成施策等との

連携・協働を一層深化させ、民間企業等との連携施

策の結実を目指した活動を着実に推進する。 

 

②国際協力の推進 

機構は、我が国のみならず、国際的な海洋科学技

術の中核的機関として、機構及び我が国の国際的プ

レゼンスの向上を図りつつ、地球規模の諸課題の解

決に貢献するため、海洋に関する国際協力を推進す

る。そのため、関係する国連機関、国際プロジェク

ト、SDGsや持続可能な開発のための国連海洋科学の

10年（2021～2030）等の各種国際枠組み等において、

積極的に関与するとともに、必要な局面においては

主導的役割を果たす。また、海外の海洋研究機関等

との共同研究や協定等による効果的な連携体制の構

築により、海洋科学技術分野の発展及び我が国の研
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る「ちきゅう」の運用を継続するとともに、高知大学と連携・協

力し、掘削コア試料の保管・管理、提供等を実施する。さらに、

我が国の IODP・国際陸上科学掘削計画（ICDP）等への参加を促

進するため、日本地球掘削科学コンソーシアム（J-DESC）を通じ

て国内の研究者に対して IODP・ICDPへの参画に向けた支援等を

行い、研究者コミュニティを牽引する役割を果たす。加えて、「ち

きゅう」を用いた科学掘削プロジェクトの進展を図るため、「ち

きゅう」の国際的な認知度の向上、成果の普及及びプロジェクト

への参加国の増加に努める。また、参画関係機関と連携して 2023

年 10月以降の IODPの後継枠組みに関する議論を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③外部資金による研究開発の推進 

 機構の研究開発を一層加速させ、成果の更なる発展等に繋げ

ていくため、国や独立行政法人及び民間企業等が実施する各種

公募型研究等に積極的に応募し、委託費、補助金及び助成金等の

外部資金による研究開発を推進する。特に、国の政策課題等に係

る施策への参画を通して我が国の海洋科学技術分野の発展に貢

献するとともに、民間資金の積極的な導入に努める。 

  

 

 

④若手人材の育成 

 海洋科学技術分野における若手人材の育成及び人材の裾野の

拡大に向け、機構として一貫した戦略の下で、若手人材の育成は

機構職員一人ひとりが果たすべき重要な役割との認識を持ち、

究開発力の強化に繋げる。 

令和 2 年度においては、IOC 執行理事会等を通じ

た情報収集や調整等、第 2 回持続可能な開発目標

(SDG)14 実施支援国連会議（6 月、リスボン）、アワ

オーシャン会合（8月、パラオ）、日仏政府間の包括

的海洋対話及びその推進のための科学ワークショッ

プ(10月頃、日本)、STS forum（10月、京都）等を

通じてグローバルな課題解決に貢献する。一方、IODP

等の国際科学掘削計画に関しては、現行の枠組みに

おける「ちきゅう」の運用を継続するとともに、高

知大学と連携・協力し、掘削コア試料の保管・管理、

提供等を実施する。さらに、日本地球掘削科学コン

ソーシアム（J-DESC）を通じて国内の研究者に対し

て IODP・ICDPへの参画に向けた支援等を行い、研究

者コミュニティーを牽引する役割を果たす。また、

参画関係機関と連携して 2023 年 10 月以降の IODP

の後継枠組みに関する議論を進める一環として、J-

DESCワークショップを支援する。 

 

③外部資金による研究開発の推進 

機構の研究開発を一層加速させ、成果の更なる発

展等に繋げていくため、国や独立行政法人及び民間

企業等が実施する各種公募型研究等に積極的に応募

し、委託費、補助金及び助成金等の外部資金による

研究開発を推進する。特に、国の政策課題等に係る

施策への参画を通して我が国の海洋科学技術分野の

発展に貢献するとともに、民間資金の積極的な導入

に努める。 

 

④若手人材の育成 

海洋科学技術分野における若手人材の育成及び人

材の裾野の拡大に向け、機構として一貫した戦略の

下で、若手人材の育成は機構職員一人ひとりが果た
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大学等他機関との連携体制を構築して効率的・効果的な取組を

推進する。具体的には以下の施策を実施するとともに、各施策の

有効性について留意しながら、より効果的な人材育成施策を展

開するための改善や拡充に取り組む。 

・連携大学院や民間企業等と連携体制を構築し、国等が推進す

る人材育成事業等も活用して、若手研究者・技術者や大学院生

等を国内外から受け入れ、機構の優れた研究開発環境を提供

するとともに、それらの人材が研究開発に専念するための各

種支援を行う。 

・ウェブサイト等の活用により、機構の人材育成に係る取組を

積極的に発信するとともに、海洋科学技術分野において活躍

する研究者・技術者のキャリアパスを想起できるような情報

発信を実施する。また、スーパーサイエンスハイスクール等の

高等学校教育とも連携し、海洋科学技術に触れる機会を積極

的に提供することで、将来的な人材確保のための裾野拡大に

取り組む。 

 

 

 

 

 

⑤広報・アウトリーチ活動の促進 

 機構の研究開発や海洋科学技術による社会的・政策的課題、地

球規模の諸課題の解決への対応を始めとする機構の取組につい

て国民に広く認知・理解されるよう、普及広報対象者の特徴を踏

まえた戦略的な広報活動を行う。 

・保有する広報ツール（ウェブサイト等）、拠点施設、設備及び

船舶等を活用し、機構の研究開発について国民がわかりやす

く理解できるよう工夫した取組を行う。 

・機構だけでは広報活動が難しい層へも広く周知するために、

各種メディア、企業、科学館、博物館、水族館等、分野を問わ

ない様々な外部機関と連携し、双方が相乗効果を期待できる

形での取組を行う。 

すべき重要な役割との認識を持ち、大学等他機関と

の連携体制を構築して効率的・効果的な取組を推進

する。具体的には令和 2 年度は以下の施策を実施す

るとともに、各施策の有効性について留意しながら、

より効果的な人材育成施策を展開するための改善や

拡充に取り組む。 

・連携大学院や民間企業等と連携体制を構築し、国

等が推進する人材育成事業等も活用して、若手研

究者・技術者や大学院生等を国内外から受け入れ、

機構の優れた研究開発環境を提供するとともに、

それらの人材が研究開発に専念するための各種支

援を行う。 

・ウェブサイト等の活用により、機構の人材育成に

係る取組を積極的に発信するとともに、海洋科学

技術分野において活躍する研究者・技術者のキャ

リアパスを想起できるような情報発信を実施す

る。また、スーパーサイエンスハイスクール等の

高等学校教育とも連携し、海洋科学技術に触れる

機会を積極的に提供することで、将来的な人材確

保のための裾野拡大に取り組む。 

 

⑤広報・アウトリーチ活動の促進 

機構の研究開発や海洋科学技術による社会的・政

策的課題、地球規模の諸課題の解決への対応を始め

とする機構の取組について国民に広く認知・理解さ

れるよう、普及広報対象者の特徴を踏まえた戦略的

な広報活動を行う。 

・保有する広報ツール（ウェブサイト等）、拠点施設、

設備及び船舶等を活用し、機構の研究開発につい

て国民がわかりやすく理解できるよう工夫した取

組を行う。 

・機構だけでは広報活動が難しい層へも広く周知す

るために、各種メディア、企業、科学館、博物館、



195 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）大型研究開発基盤の供用及びデータ提供等の促進 

 機構は、海洋科学技術の更なる向上のために、その保有する海

洋調査プラットフォーム、計算機システム等の施設設備を、産学

官の多様な外部機関の利用に供する。 

 また、東京大学大気海洋研究所等との緊密な連携協力の下、学

術研究の特性に配慮した船舶運航計画を策定し、これに基づき

研究船の効率的な運航・運用を行い、大学及び大学共同利用機関

における海洋に関する学術研究に関し協力を行う。 

 研究活動を通じて得られたデータやサンプル等の海洋科学技

術に関する情報等については、情報等の性質や重要性を踏まえ

て適切に整理・保管するとともに、研究者のみならず広く国民が

利用しやすいよう、利用者のニーズに応じて適切に提供する。 

・時宜に応じたプレス発表を実施するとともに、記者説明会等

を通し、マスメディア等へ理解増進を深める取組を行う。 

 

 

 

 

 

(２)大型研究開発基盤の供用及びデータ提供等の促進 

 

①海洋調査プラットフォーム、計算機システム等の研究開発基

盤の供用 

 機構は、海洋調査プラットフォーム、計算機システム、その他

の施設及び設備を、機構の研究開発の推進や各研究開発基盤の

特性に配慮しつつ、SIP等の政策的な課題の推進に供する。また、

革新的ハイパフォーマンス・コンピューティング・インフラ

(HPCI)等の我が国の科学技術を支える共用基盤の一環として積

極的に貢献する。さらに、海洋科学技術の向上を目的として、公

的資金、民間資金の別を問わず外部資金の積極的な確保も含め、

産学官の多様な機関への利用にも供する。そのため、これらの研

究開発基盤の安定的な運用と利便性の向上に取り組む。また、供

用に当たっては、国際的なネットワークの醸成やリーダーシッ

プの発揮等にも留意し、国際的な海洋調査・観測拠点としてのプ

レゼンスの向上に資する。 

 

 

 

 

②学術研究に関する船舶の運航等の協力 

 機構は、我が国の海洋科学技術の水準向上及び学術研究の発

展に貢献するため、共同利用・共同研究拠点である東京大学大気

海洋研究所と協働し、年間 400 日程度のシップタイムを確保し

た上で学術研究の特性に考慮した船舶運航計画を策定し、これ

に基づき学術研究船等の効率的な運航・運用を行う。 

水族館等、分野を問わない様々な外部機関と連携

し、双方が相乗効果を期待できる形での取組を行

う。 

・時宜に応じたプレス発表を実施するとともに、記

者説明会等を通し、マスメディア等へ理解増進を

深める取組を行う。 

 

(２)大型研究開発基盤の供用及びデータ提供等の促

進 

①海洋調査プラットフォーム、計算機システム等の

研究開発基盤の供用 

機構は、海洋調査プラットフォーム、計算機シス

テム、その他の施設及び設備を、機構の研究開発の

推進や各研究開発基盤の特性に配慮しつつ、SIP 等

の政策的な課題の推進に供する。また、革新的ハイ

パフォーマンス・コンピューティング・インフラ

(HPCI)等の我が国の科学技術を支える共用基盤の一

環として積極的に貢献する。さらに、海洋科学技術

の向上を目的として、公的資金、民間資金の別を問

わず外部資金の積極的な確保も含め、産学官の多様

な機関への利用にも供する。そのため、これらの研

究開発基盤の安定的な運用と利便性の向上に取り組

む。また、供用に当たっては、国際的なネットワー

クの醸成やリーダーシップの発揮等にも留意し、国

際的な海洋調査・観測拠点としてのプレゼンスの向

上に資する。 

 

②学術研究に関する船舶の運航等の協力 

機構は、我が国の海洋科学技術の水準向上及び学

術研究の発展に貢献するため、共同利用・共同研究

拠点である東京大学大気海洋研究所と協働し、令和

2 年度には年間 366 日程度のシップタイムを確保し

た上で学術研究の特性に考慮した船舶運航計画を策
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③データ及びサンプルの提供・利用促進 

 機構は、国内外で実施されている研究、MDAを始めとした我が

国の施策及び国際的な枠組み・プロジェクトの推進や、世界の海

洋科学技術の発展に貢献するため、その保有する研究開発基盤

等によって取得した各種データやサンプルに関する情報等を効

果的に提供する。提供に当たっては、データ・サンプルの取扱に

関する基本方針等に基づき体系的な収集、整理、分析、加工及び

保管を実施するとともに、それら関係技術の高度化を図る。ま

た、データ及びサンプルの提供の在り方については、利用者ニー

ズや各データ及びサンプルの性質、提供に当たってのセキュリ

ティ対策を総合的に勘案して最適化を図るための検討を随時実

施し、関係する方針や制度等を改訂・整備する。 

定し、これに基づき学術研究船等の効率的な運航・

運用を行う。 

 

③データ及びサンプルの提供・利用促進 

機構は、国内外で実施されている研究、MDA を始

めとした我が国の施策及び国際的な枠組み・プロジ

ェクトの推進や、世界の海洋科学技術の発展に貢献

するため、その保有する研究開発基盤等によって取

得した各種データやサンプルに関する情報等を効果

的に提供する。提供に当たっては、データ・サンプ

ルの取扱に関する基本方針等に基づき体系的な収

集、整理、分析、加工及び保管を実施するとともに、

それら関係技術の高度化を図る。また、データ及び

サンプルの提供の在り方については、利用者ニーズ

や各データ及びサンプルの性質、提供に当たっての

セキュリティ対策を総合的に勘案して最適化を図る

ための検討を随時実施し、関係する方針や制度等を

改訂・整備する。 

Ⅱ 

業務運営の改善及び効率

化に関する事項 

１．適正かつ効率的なマネジメント体制の確立 

 機構は、海洋科学技術の中核的機関としての役割を着実に果

たすために、理事長のリーダーシップの下、組織のマネジメント

機能をより一層強化し、業務運営の効率化を図るとともに、リス

ク管理やコンプライアンスの徹底等内部統制を強化し、業務運

営 の適正化を図るものとする。特に、研究不正対策については、

国のガイドライン等を遵守し、研究活動における不正行為及び

研究費の不正使用を未然に防止する効果的な取組を推進する。

また、更なる研究開発成果の向上を図るために、機構内での分野

間の連携を強化し、法人一体となって課題に取り組める研究開

発体制を構築するとともに、国の政策や国内外の研究開発等に

関する最新の動向等を研究計画に反映させる。さらに、効果的・

効率的な業務運営が行われているかを適時に点検し、更なる業

務改善に反映していくなど、PDCAサイクルの実施を徹底する。 

 

１．適正かつ効率的なマネジメント体制の確立 

（１）マネジメント及び内部統制 

 機構は、前期中期目標期間の状況及び社会情勢等を踏まえた

上で、理事長のリーダーシップの下、マネジメント及び内部統制

のより一層の強化に取り組む。マネジメントの強化については、

海洋科学技術の中核的機関として更なる研究開発のパフォーマ

ンスの向上を図るために、国の政策や国内外の様々な動向を踏

まえつつ機構の方針を示し、それを浸透させるため職員との意

思疎通を一層促進する。また、機構内での分野間や部門間の連携

を高めるため柔軟かつ機動的な組織運営を行う。研究開発に関

する業務運営については、海洋研究開発機構アドバイザリー・ボ

ード（JAB；JAMSTEC Advisory Board）を本中長期目標期間に開

催し、機構の取組について説明・議論を行い、国際的な視点から

助言及び提言を受ける。さらに、業務運営全般について外部有識

者との定期的な意見交換を実施し、政策及びマネジメントの視

１．適正かつ効率的なマネジメント体制の確立 

（１）マネジメント及び内部統制 

機構は、前期中期目標期間の状況及び社会情勢等

を踏まえた上で、理事長のリーダーシップの下、マ

ネジメント及び内部統制のより一層の強化に取り組

む。 

マネジメントの強化については、海洋科学技術の

中核的機関として更なる研究開発のパフォーマンス

の向上を図るために、国の政策や国内外の様々な動

向を踏まえつつ機構の方針を示し、それを浸透させ

るため職員との意思疎通を一層促進する。また、機

構内での分野間や部門間の連携を高めるため柔軟か

つ機動的な組織運営を行う。研究開発に関する業務

運営については、海洋研究開発機構アドバイザリー・

ボード（JAB；JAMSTEC Advisory Board）を本中長期
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点から助言を受ける。 

 内部統制の強化については、更なる業務運営の効率化を図り

つつ、組織及び業務における、意思決定プロセス及び責任と裁量

権の明確化、コンプライアンスの徹底等を図る。その際、中長期

目標の達成を阻害するリスクを把握し、その影響度等を勘案し

つつ適切に対応を行う他、法令遵守等、内部統制の実効性を高め

るため、日頃より職員の意識醸成を行う等の取組を継続する。ま

た、内部統制システムが適正に運用されているか、内部監査等に

より点検を行い、必要に応じ見直すとともに組織運営に反映す

る。研究活動等における不正行為及び研究費の不正使用の防止

については、研究活動行動規準等に従い、体制、責任者の明確

化、教育の実施等、不正行為及び研究費の不正使用防止のために

効果的な取組を推進する。 

 業務の実施に際しては、下記の自己評価や、主務大臣評価の結

果を業務運営にフィードバックすることで PDCAサイクルを循環

させ、業務運営の改善に反映させるよう努めるとともに、上記の

取組等を総合的に勘案し、合理的・効率的な資源配分を行う。 

 これらの取組を推進することにより、中長期目標達成のため

の適切なマネジメントを実現する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）評価 

 中長期目標等に即して、「法人としての研究開発成果の最大

化」、「法人としての適正、効果的かつ効率的な業務運営の確保」

の面から、自ら評価を実施する。その際、国の研究開発評価に関

する大綱的指針（平成 28 年 12 月 21 日内閣総理大臣決定）、独

立行政法人通則法等の政府方針等を踏まえ、適切な時期に評価

目標期間に開催するため、調整を進める。さらに、

業務運営全般について外部有識者との定期的な意見

交換を実施し、政策及びマネジメントの視点から助

言を受ける。 

 内部統制の強化については、更なる業務運営の効

率化を図りつつ、組織及び業務における、意思決定

プロセス及び責任と裁量権の明確化、コンプライア

ンスの徹底等を図る。その際、中長期目標の達成を

阻害するリスクを把握し、その影響度等を勘案しつ

つ適切に対応を行う他、法令遵守等、内部統制の実

効性を高めるため、日頃より職員の意識醸成を行う

等の取組を継続する。また、内部統制システムが適

正に運用されているか、内部監査等により点検を行

い、必要に応じ見直すとともに組織運営に反映する。

研究活動等における不正行為及び研究費の不正使用

の防止については、研究活動行動規準等に従い、体

制、責任者の明確化、教育の実施等、不正行為及び

研究費の不正使用防止のために効果的な取組を推進

する。 

 業務の実施に際しては、下記の自己評価や、主務

大臣評価の結果を業務運営にフィードバックするこ

とで PDCAサイクルを循環させ、業務運営の改善に反

映させるよう努めるとともに、上記の取組等を総合

的に勘案し、合理的・効率的な資源配分を行う。 

 これらの取組を推進することにより、中長期目標

達成のための適切なマネジメントを実現する。 

 

（２）評価 

中長期目標等に即して、「法人としての研究開発成

果の最大化」、「法人としての適正、効果的かつ効率

的な業務運営の確保」の面から、自ら評価を実施す

る。その際、国の研究開発評価に関する大綱的指針

（平成 28年 12月 21日内閣総理大臣決定）、独立行
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２．業務の合理化・効率化 

機構は、管理部門の組織の見直し、調達の合理化、業務の電子

化、効率的な運営体制の確保等に引き続き取り組むことにより、

業務の合理化・効率化を図るものとする。 

 運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの

及び拡充されるもの並びに法人運営を行う上で各種法令等の定

めにより発生する義務的経費等の特殊要因経費を除き、平成 30

年度を基準として、一般管理費（人件費及び公租公課を除く。）

については毎年度平均で前年度比３％以上、その他の事業費（人

件費及び公租公課を除く。）については毎年度平均で前年度比

１％以上の効率化を図る。なお、新規に追加されるもの及び拡充

されるものは翌年度から効率化を図るものとする。 

 給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、役

職員給与の在り方について検証した上で、業務の特殊性を踏ま

えた適正な水準を維持するとともに、その検証結果や取組状況

を公表する。 

 契約については、「独立行政法人における調達等合理化の取組

の推進について」（平成 27年５月 25日総務大臣決定）に基づく

取組を着実に実施することにより、業務の公正性、透明性を確保

しつつ契約の合理化を図る。また、内部監査や契約監視委員会に

より取組内容の点検・見直しを行う。 

を実施し、結果を公表する。 

 自己評価に当たっては参考となる指標や外部評価等を取り入

れ、客観的で信頼性の高いものとするよう留意する。 

 また、本中長期目標期間半ばに中間評価を行い、その結果を業

務運営に反映させる。 

 

２．業務の合理化・効率化 

（１）合理的かつ効率的な業務運営の推進 

 研究開発力及び安全を損なわないよう配慮した上で、意思決

定の迅速化、業務の電子化、人材の適正配置等を通じた業務の合

理化・効率化に機構を挙げて取り組むことで、機構の業務を効率

的に実施する。 

 運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加されるもの

及び拡充されるもの並びに法人運営を行う上で各種法令等の定

めにより発生する義務的経費等の特殊要因経費を除き、平成 30

年度を基準として、一般管理費（人件費及び公租公課を除く。）

については毎年度平均で前年度比 3％以上、その他の事業費（人

件費及び公租公課を除く。）については毎年度平均で前年度比

1％以上の効率化を図る。新規に追加されるもの及び拡充される

ものは翌年度から効率化を図るものとする。 

 これらを通じ、政策や社会的ニーズに応じた新たな事業の創

出や成果の社会還元を効果的かつ合理的に推進する。 

 なお、人件費の適正化については、次号において取り組むもの

とする。 

 

 

 

（２）給与水準の適正化 

 給与水準については、政府の方針を踏まえ、役職員給与の在り

方について検証した上で、国家公務員の給与水準や業務の特殊

性を踏まえ、組織全体として適正な水準を維持することとし、そ

の範囲内で国内外の優れた研究者等を確保するために弾力的な

給与を設定する。 

政法人通則法等の政府方針等を踏まえ、適切な時期

に評価を実施し、結果を公表する。 

自己評価に当たっては参考となる指標や外部評価

等を取り入れ、客観的で信頼性の高いものとするよ

う留意する。 

 

２．業務の合理化・効率化 

（１）合理的かつ効率的な業務運営の推進 

研究開発力及び安全を損なわないよう配慮した上

で、意思決定の迅速化、業務の電子化、人材の適正

配置等を通じた業務の合理化・効率化に機構を挙げ

て取り組むことで、機構の業務を効率的に実施する。 

運営費交付金を充当して行う事業は、新規に追加

されるもの及び拡充されるもの並びに法人運営を行

う上で各種法令等の定めにより発生する義務的経費

等の特殊要因経費を除き、一般管理費（人件費及び

公租公課を除く。）については毎年度平均して前年度

比３％以上、その他の事業費（人件費及び公租公課

を除く。）については同１％以上の効率化を図る。新

規に追加されるもの及び拡充されるものは翌年度か

ら効率化を図るものとする。 

これらを通じ、政策や社会的ニーズに応じた新た

な事業の創出や成果の社会還元を効果的かつ合理的

に推進する。 

なお、人件費の適正化については、次号において

取り組むものとする。 

 

（２）給与水準の適正化 

給与水準については、政府の方針を踏まえ、役職

員給与の在り方について検証した上で、国家公務員

の給与水準や業務の特殊性を踏まえ、組織全体とし

て適正な水準を維持することとし、その範囲内で国

内外の優れた研究者等を確保するために弾力的な給
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 また、検証結果や取り組み状況を公表するとともに、国民に対

して理解が得られるよう説明に努める。 

 

 

（３）契約の適正化 

 研究開発成果の最大化を念頭に、「独立行政法人における調達

等の合理化の取組の推進について」（平成 27年 5月 25日総務大

臣決定）に基づき、研究開発業務の特性を踏まえ、調達に関する

ガバナンスを徹底し、PDCA サイクルにより、公正性・透明性を

確保しつつ、自律的かつ継続的に、調達等の合理化の取組を行

う。 

 また、内部監査及び契約監視委員会により、契約業務の点検を

受けることで、公正性及び透明性を確保する。 

与を設定する。 

また、検証結果や取り組み状況を公表するととも

に、国民に対して理解が得られるよう説明に努める。 

 

（３）契約の適正化 

研究開発成果の最大化を念頭に、「独立行政法人に

おける調達等の合理化の取組の推進について」（平成

27 年 5 月 25 日総務大臣決定）に基づき、研究開発

業務の特性を踏まえ、調達に関するガバナンスを徹

底し、PDCAサイクルにより、公正性・透明性を確保

しつつ、自律的かつ継続的に、調達等の合理化の取

組を行う。 

また、内部監査及び契約監視委員会により、契約

業務の点検を受けることで、公正性及び透明性を確

保する。 

Ⅲ 

財務内容の改善に関する

事項 

機構は、予算の効率的な執行による経費の削減に努めるとと

もに、受託収入、特許実施料収入、施設・設備の使用料収入等の

自己収入や競争的資金等の外部資金の確保、増加、活用等に努め

る。 

独立行政法人会計基準の改訂等を踏まえ、運営費交付金の会

計処理として、引き続き、収益化単位の業務ごとに予算と実績を

管理する。 

運営費交付金の債務残高についても勘案しつつ予算を計画的

に執行するものとする。必要性がなくなったと認められる保有

資産については適切に処分するとともに、重要な財産を譲渡す

る場合は計画的に進めるものとする。 

 独立行政法人会計基準の改訂等を踏まえ、運営費交付金の会

計処理として、引き続き、収益化単位の業務ごとに予算と実績を

管理する。 

 運営費交付金の債務残高についても勘案しつつ予算を計画的

に執行するものとする。必要性がなくなったと認められる保有

資産については適切に処分するとともに、重要な財産を譲渡す

る場合は計画的に進めるものとする。 

 

 

１．予算、収支計画、資金計画 

（１）予算（中長期計画の予算） 

（表省略） 

（２）収支計画 

（表省略） 

（３）資金計画 

（表省略） 

 

２．短期借入金の限度額 

独立行政法人会計基準の改訂等を踏まえ、運営費

交付金の会計処理として、引き続き、収益化単位の

業務ごとに予算と実績を管理する。 

運営費交付金の債務残高についても勘案しつつ予

算を計画的に執行するものとする。必要性がなくな

ったと認められる保有資産については適切に処分す

るとともに、重要な財産を譲渡する場合は計画的に

進めるものとする。 

 

１．予算、収支計画、資金計画 

（１）予算 

（表省略） 

（２）収支計画 

（表省略） 

（３）資金計画 

（表省略） 

 

２．短期借入金の限度額 
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 短期借入金の限度額は 113億円とする。 

 短期借入が想定される理由としては、運営費交付金の受入の

遅延、受託業務に係る経費の暫時立替等の場合である。 

 

 

３．不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある

場合には、当該財産の処分に関する計画 

 機構の成立時において海洋科学技術センターから承継した政

府出資金見合いの借上社宅敷金のうち、前期中期目標期間にお

いて返戻された現金について国庫納付する。 

 その他の保有資産の必要性についても適宜検証を行い、必要

性がないと認められる資産については、独立行政法人通則法の

手続きに従って適切に処分する。 

 

 

 

４．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、又は担保に

供しようとするときは、その計画 

 前号に規定する財産以外の重要な財産の譲渡、又は担保に供

する計画はない。 

 

５．剰余金の使途 

機構の決算において剰余金が発生した場合の使途は、重点研

究開発業務や中核的機関としての活動に必要とされる業務への

充当、研究環境の整備や知的財産管理・技術移転に係る経費、職

員教育の充実、業務のシステム化、広報の充実に充てる。 

 

 

６．中長期目標期間を超える債務負担 

 中長期目標期間を超える債務負担については、研究基盤の整

備等が本中長期目標期間を越える場合で、当該債務負担行為の

必要性及び資金計画への影響を勘案し合理的と判断されるもの

について行う。 

短期借入金の限度額は 113億円とする。 

短期借入が想定される理由としては、運営費交付

金の受入の遅延、受託業務に係る経費の暫時立替等

の場合である。 

 

３．不要財産又は不要財産となることが見込まれる

財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画 

機構の成立時において海洋科学技術センターから

承継した政府出資金見合いの借上社宅敷金のうち、

前期中期目標期間において返戻された現金について

国庫納付する。 

その他の保有資産の必要性についても適宜検証を

行い、必要性がないと認められる資産については、

独立行政法人通則法の手続きに従って適切に処分す

る。 

 

４．前号に規定する財産以外の重要な財産を譲渡し、

又は担保に供しようとするときは、その計画 

 前号に規定する財産以外の重要な財産の譲渡、又

は担保に供する計画はない。 

 

５．剰余金の使途 

機構の決算において剰余金が発生した場合の使途

は、重点研究開発業務や中核的機関としての活動に

必要とされる業務への充当、研究環境の整備や知的

財産管理・技術移転に係る経費、職員教育の充実、

業務のシステム化、広報の充実に充てる。 

 

６．中長期目標期間を超える債務負担 

中長期目標期間を超える債務負担については、研

究基盤の整備等が本中長期目標期間を越える場合

で、当該債務負担行為の必要性及び資金計画への影

響を勘案し合理的と判断されるものについて行う。 
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７．積立金の使途 

前期中期目標期間の最終年度において、独立行政法人通則法

第 44条の処理を行ってなお積立金があるときは、その額に相当

する金額のうち主務大臣の承認を受けた金額について、以下の

ものに充てる。 

①中長期計画の剰余金の使途に規定されている、重点研究開発

業務や中核的機関としての活動に必要とされる業務に係る経

費、研究環境の整備に係る経費、知的財産管理・技術移転に係

る経費、職員教育に係る経費、業務のシステム化に係る経費、

広報に係る経費 

 

②自己収入により取得した固定資産の末償却残高相当額等に係

る会計処理 

 

７．積立金の使途 

前期中期目標期間の最終年度において、独立行政

法人通則法第 44 条の処理を行ってなお積立金があ

るときは、その額に相当する金額のうち主務大臣の

承認を受けた金額について、以下のものに充てる。 

①中長期計画の剰余金の使途に規定されている、重

点研究開発業務や中核的機関としての活動に必要

とされる業務に係る経費、研究環境の整備に係る

経費、知的財産管理・技術移転に係る経費、職員

教育に係る経費、業務のシステム化に係る経費、

広報に係る経費 

②自己収入により取得した固定資産の末償却残高相

当額等に係る会計処理 

Ⅳ 

その他業務運営に関する

重要事項 

１．国民からの信頼の確保・向上 

 適正な業務運営及び国民からの信頼を確保するため、独立行

政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13年法律第

140号）に基づき、情報公開を行うとともに、独立行政法人等の

保有する個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律第 59号）

に基づき、個人情報を適切に取り扱う。 

 政府機関の情報セキュリティ対策のための統一基準群を踏ま

え、適切に情報セキュリティ対策を講じ、情報システムに対する

サイバー攻撃への防御力、攻撃に対する組織的対応能力の強化

に取り組むとともに、職員への研修を徹底する。また、対策の実

施状況を毎年度把握し、PDCA サイクルにより情報セキュリティ

対策の改善を図る。 

 業務の遂行に当たっては、安全の確保に十分に留意して行う

こととし、業務の遂行に伴う事故の発生を事前に防止し業務を

安全かつ円滑に推進できるよう、法令に基づき、労働安全衛生管

理を徹底する。 

 

 

 

１．国民からの信頼の確保・向上 

 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成 13

年法律第 140号）に則り、情報提供を行う。 

 また、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法

律（平成 15 年法律第 59 号）に則り、個人情報を適切に取り扱

う。 

 日々新たな手口でのサイバー攻撃が明らかになってきている

ところ、「政府機関等の情報セキュリティ対策のための統一基準

群」を踏まえ、最新の技術動向を踏まえながら情報システム基

盤・環境の整備を継続的に推進するとともに、情報倫理の教育や

遵守に取り組むことで情報セキュリティ対策を推進する。 

 業務の遂行に当たっては、安全に関する規程等を適切に整備

し、事故トラブル情報や安全確保に必要な技術情報・ノウハウを

共有し、安全確保に十分留意する。 

 

 

 

 

 

１．国民からの信頼の確保・向上 

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法

律（平成 13年法律第 140号）に則り、情報提供を行

う。 

また、独立行政法人等の保有する個人情報の保護

に関する法律（平成 15 年法律第 59 号）に則り、個

人情報を適切に取り扱う。 

日々新たな手口でのサイバー攻撃が明らかになっ

てきているところ、「政府機関等の情報セキュリティ

対策のための統一基準群」を踏まえ、最新の技術動

向を踏まえながら情報システム基盤・環境の整備を

継続的に推進するとともに、情報倫理の教育や遵守

に取り組むことで情報セキュリティ対策を推進す

る。 

業務の遂行に当たっては、安全に関する規程等を

適切に整備し、事故トラブル情報や安全確保に必要

な技術情報・ノウハウを共有し、安全確保に十分留

意する。 
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２．人事に関する事項 

 研究開発成果の最大化と効果的・効率的な業務運営を図るた

め、高い専門性、俯瞰力、リーダーシップ等を持った多様な人材

の確保及び育成に取り組む。特に、クロスアポイントメント制度

等の活用を図ることで、優秀な研究者等を国内外から積極的に

確保する。また、適材適所の人員配置や、職員のモチベーション

を高めるよう適切な評価・処遇を行うとともに、多様化した働き

方に対応するため、職場環境の維持・向上に努め、生産性向上を

図る。なお、機構における人材確保・育成については、「科学技

術・イノベーション創出の活性化に関する法律」（平成 20 年法

律第 63 号）第 24 条に基づき策定された「人材活用等に関する

方針」に基づいて取組を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．人事に関する事項 

 海洋科学技術により、社会的・政策的課題に対応するため、人

材の質と層の向上に寄与する取組や、国内外からの優秀な人材

の確保を推進する。また、職員のモチベーション向上や、多様化

した働き方に対応するための環境整備に努める。なお、機構の人

材確保・育成については、「科学技術・イノベーション創出の活

性化に関する法律」（平成 20 年法律第 63 号）第 24 条に基づき

策定された「人材活用等に関する方針」に基づいて取組を進め

る。 

 具体的には以下の取組を実施する。 

・高い専門性、俯瞰力、リーダーシップを持った優秀かつ多様な

人材の確保及び育成について、計画的に行う。 

・大学、公的研究機関等との連携体制に基づき、クロスアポイン

トメント制度等の活用を図ることで、優秀な国内外の人材を

確保するための取組を推進する。 

・事業状況に応じた人員配置、職員のモチベーションを高める

よう適切な評価・処遇や、職員の能力や意欲に応じた研修等を

組織的に支援することによる個々のキャリア開発、男女共同

参画やワークライフバランスを推進し、職員が働きやすく能

力を発揮しやすい職場環境を整え、職員一人ひとりの多様で

柔軟かつ生産性の高い働き方を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．人事に関する事項 

海洋科学技術により、社会的・政策的課題に対応

するため、人材の質と層の向上に寄与する取組や、

国内外からの優秀な人材の確保を推進する。また、

職員のモチベーション向上や、多様化した働き方に

対応するための環境整備に努める。 

令和 2年度には以下の取組を実施する。 

・高い専門性、俯瞰力、リーダーシップを持った優

秀かつ多様な人材の確保及び育成を計画的に行

う。「JAMSTEC Young Research Fellow」制度を通

じ、優秀かつ多様なポスドク人材を国内外問わず

確保することで、機構の研究開発活動をより活性

化し研究開発成果の最大化を図ることができるよ

う、公募を実施する。 

・大学、公的研究機関等との連携体制に基づき、優

秀な国内外の人材を確保するための取組を推進す

るため、クロスアポイントメント制度等の弾力的

運用について検討する。 

・引き続き人材育成基本計画の見直しを行い、今中

長期計画期間中に事業状況に応じた人員配置、職

員のモチベーションを高めるよう適切な評価・処

遇や、職員の能力や意欲に応じた研修等を組織的

に支援することによる個々のキャリア開発、男女

共同参画やワークライフバランスを推進し、職員

が働きやすく能力を発揮しやすい職場環境を整

え、職員一人ひとりの多様で柔軟かつ生産性の高

い働き方を推進するための計画を策定する。 

・引き続き外部人材受け入れに係る中長期的な方針

を策定する。また、次世代育成支援対策推進法（平

成 15年法律第 120号）に基づき、令和 2年度から

開始される第４期一般事業主行動計画で定める、

女子中高生を対象とした未来の女性研究者の育成

に貢献する「海への招待状 for Girls」について、
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３．施設及び設備に関する事項 

 業務に必要な施設や設備については、老朽化対策を含め必要

に応じて重点的かつ効率的に更新及び整備する。 

 

 

 

 

 

 

３．施設及び設備に関する事項 

 施設及び設備について、適切な維持・運用と有効活用を進め、

常に良好な研究環境を整備、維持していくことが必要である。 

 そのため、既存の研究施設及び本中長期目標期間に整備され

る施設及び設備の有効活用を進めるとともに、老朽化対策を含

め、施設及び設備の改修、更新及び整備を適切に実施する。 

引き続き実施する。また、若手人材育成の観点か

ら、専門高等教育課程前の学生を対象に、最先端

の海洋研究現場での経験を提供するプロジェクト

を実施する。 

 

３．施設及び設備に関する事項 

施設及び設備について、適切な維持・運用と有効

活用を進め、常に良好な研究環境を整備、維持して

いくことが必要である。 

そのため、既存の研究施設及び本中長期目標期間

に整備される施設及び設備の有効活用を進めるとと

もに、老朽化対策を含め、施設及び設備の改修、更

新及び整備を適切に実施する。 
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